


今日の環境問題は、これまでの公害問題に加えて、地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球環境問題、

大量に排出される廃棄物問題、さらにダイオキシン類・環境ホルモンなどの化学物質問題などが、ます

ます顕在化し、複雑化しています。

特に、地球温暖化問題は、このまま放置すれば人類の生存基盤そのものに深刻な事態をもたらすこと

が危惧されており、急速に根本的な対策をはじめる必要があります。

このため、国際的には、平成１３年１０月２９日から１１月１０日までモロッコのマラケシュで開催されました、

国連気候変動枠組み条約・第７回締約国会議（ＣＯＰ７）において、京都議定書の運用に関する細目を

定める文書が決定されました。

一方、我が国においても、平成１１年４月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行されるなど、

地球温暖化防止に向けた本格的な取組がすでに始められています。

また、地域レヴェルにおいては、都市中小河川における水質汚濁や自動車による大気汚染、増大する

廃棄物などの都市・生活型環境問題をはじめ、わずかに残された自然植生や絶滅の恐れのある野生生物

の保護、生物多様性の確保などへの対応が迫られております。

これらの環境問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄を基本とする経済社会システムやライフスタイ

ルに密接に関わっており、２１世紀を環境とともに生きる「調和の世紀」として歩んでいくためには、一

人ひとりがこれまでの便利さや快適さ優先の社会のあり方を見直すとともに環境への負荷の少ない循環

型のものに変えていくことが不可欠です。

こうしたことから、本県では平成１１年３月、県の今後の環境に関する基本理念、基本施策等を定めた、

徳島県環境基本条例を制定いたしました。この条例の基本理念である「人と自然とが共生する住みやす

い徳島」を実現するために、県民、事業者、行政の各主体が緊密な連携のもとで、それぞれの役割に応

じて積極的かつ主体的に環境負荷の低減に向けた行動を実践することを目的として平成１２年１月に設立

いたしました「とくしま環境県民会議」と協働で地球環境問題の解決に向けた取組を実践していくため

の具体的な指針等となる「徳島県地球環境保全行動計画」を平成１３年３月に策定いたしました。

また、このような様々な主体による取組をさらに推進するため、県は県内最大級の事業者・消費者と

の考えのもと「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」を策定（第１次平成８年９月、第２次平成１２

年８月）し、自ら環境への負荷の低減に努めてきました。この取組をさらにステップアップさせるため、

環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ１４００１を平成１２年２月に認証取得し、平成１４年度にお

きましては、認証取得範囲を７合同庁舎と２土木庁舎の３５出先機関へ拡大しました。

このような県の取組が市町村、県民、事業者など広く県民に理解され、それぞれの分野でそれぞれの

役割に応じ、自主的積極的に同様の取組が推進されることが期待されます。

こうした環境パートナーシップのもと、「地球規模で考え、足元から行動する」ことを通じ、本県が

「地球環境の保全」にいささかなりとも貢献できれば幸いです。

この白書により、一人でも多くの方が、環境の現状・対策について理解し、各自の環境保全に向けた

具体的な取組の参考にしていただければ、これに過ぎる喜びはありません。

２００３年３月

徳島県県民環境部環境局長

徳島県環境白書の刊行にあたって
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第１部 総 論

第１章 環境問題の動向

第１節 推 移

環境問題は、高度経済成長期の最中の昭和３０年代後半、人々の大きな関心事になり、昭和４０年代に、国・県等に

おいて、公害や自然保護関係の法令が整備されるなど各種の環境対策が講じられ、また、企業においては、新たな

公害防止技術の導入が図られました。

この結果、産業活動に伴う大気汚染、水質汚濁を中心とした環境問題については、一時期に比べ、相当の成果が

上がりましたが、都市化の進展、大量消費・大量廃棄型生活様式への変化などにより、新たな都市・生活型の環境

問題が発生しています。さらに、多種多様な化学物質など環境保全上監視すべき物質も増大しています。

また、原生的な自然や優れた景観を有する自然は、ますます貴重なものとなり、市街地においても緑地や水辺な

どの身近にふれあうことのできる自然の保全、活用及び創造も今日の重要な課題となっています。

また、平成４年の「環境と開発に関する国際会議」（地球サミット）が開催され、２１世紀に向けた人類の行動計

画である「アジェンダ２１」などが採択され、世界各国で地球環境を守るための取り組みが進められています。

特に、地球温暖化問題については、平成１３年４月４日から６日にかけて、ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パ

ネル）の第１７回総会が開催され、最新の地球温暖化の現状と将来予測、影響などをまとめた第３次報告書が受諾さ

れました。

また、平成１３年７月１６日から２７日までのドイツのボンで開催された国連気候変動枠組み条約・第６回締約国会議

（ＣＯＰ６）再開会合において京都議定書の運用に関する主要部分について、基本的合意が得られ、１０月２９日から

１１月１０日までモロッコのマラケシュで開催されたＣＯＰ７において京都議定書の運用に関する細目を定める文書が

決定されました。

私たち一人ひとりの日常生活や事業活動が環境に与える負荷は、地球温暖化やオゾン層破壊などといった地球環

境問題として、人々の間で広く認識されるようになり、生活様式や社会システムのあり方そのものの見直しが強く

求められています。

これには、地球環境の視点も踏まえつつ、諸施策等を、公害対策、自然保護、廃棄物処理などといった分野ごと、

個別に実施されるのではなく、環境そのものを総合的にとらえて、有機的連携を持ち進めることが必要です。さら

に、長期的観点から予防的措置が図られるよう、計画的に整合性を持って進めることが不可欠です。

このため、国においては、環境基本法の制定、環境基本計画の策定により、新たな環境政策の基本理念、枠組と

長期的な方向が定められています。これは、地域から地球のレベル、また、短期の問題から超長期の影響まで広範

な環境問題を対象とし、持続可能な社会を創っていくという大きな挑戦であり、この実現に向け枠組づくりをはじ

めとして各分野での取組が進められています。

一方、本県においても、環境行政全般に及ぶ総合計画である徳島環境プランを策定し、この推進に努めてきたと

ころですが、すべての者の主体的な参画を図り、環境施策をより実効性あるものにするため、平成１１年３月に環境

基本条例を制定しました。

現在の環境問題の特質が、経済社会システムや県民の一人ひとりの生活様式にあることから、県のみではなく、

市町村、事業者、環境民間団体、さらには県民といったあらゆる主体の自主的、積極的取組が必要です。このため、

県民、事業者、行政といった地域社会の様々な主体が手を携えて、ゴミの減量化・リサイクル、地球環境保全、省

資源・省エネルギーなど、環境問題の解決に自ら取り組んでいくことを目的としたとくしま環境県民会議が設立

（平成１２年１月）され、「とくしま環境宣言」が採択されました。

また、このような様々な主体による取組をさらに推進するため、県は県内最大級の事業者・消費者との考えのも

と「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」を策定（平成８年９月）し、自ら率先して環境への負荷の低減に努

めてきましたが、この取り組みをさらにステップアップさせるため、環境マネジメントシステムの国際規格である

動

向
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ＩＳＯ１４００１の認証を取得（平成１２年２月）し、平成１３年度において出先機関への展開に向けた準備を進めています。

また、ＩＳＯ１４００１環境管理システムの導入に向けた取組を検討する市町村もあり、県では自らの認証取得時に得

られたノウハウやＩＳＯに関する情報の提供、個別指導、研究会の開催など、ＩＳＯ１４００１の普及・支援を行うこと

としています。

さらに、地球温暖化対策の推進に関する法律が平成１１年４月施行され、温暖化防止の視点から自らの事務及び事

業に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画策定が求められることとなったため、こうしたこ

とを満たし、かつより積極的に環境に配慮した取組を進める意味で、第２次の「エコオフィスとくしま・県率先行

動計画」を策定（平成１２年８月）し、各市町村におきましても策定作業が進められ、環境管理への取組が進んでい

ます。

今後とも、環境問題の解決に向け、様々な主体による自主的・積極的取組が展開されるとともに、県民、事業者、

行政が一体となっての取組がますます広がり、人と自然とが共生する住みやすい環境県・徳島の実現が図られるこ

とが期待されます。

第２節 最近の新たな動き

これまで環境問題の大きな潮流を述べてきましたが、概ね平成１３年４月１日から平成１４年１２月１日までの新たな

動きは次のとおりです。

１ 国 際 的 動 き

�地球温暖化については、平成１３年４月４日から６日にかけて、ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の

第１７回総会が開催され、最新の地球温暖化の現状と将来予測、影響などをまとめた第３次報告書が受諾されま

した。

また、平成１３年７月１６日から２７日までのドイツのボンで開催された国連気候変動枠組条約・第６回締約国会

議（ＣＯＰ６）再開会合において、京都議定書の運用に関する主要部分について基本合意が得られ、１０月２９日

から１１月１０日までモロッコのマラケシュで開催されたＣＯＰ７において、京都議定書の運用に関する細目を定

める文書が決定されました。

さらに、平成１４年１０月２３日から１１月１日までインドのニューデリーにおいて開催されたＣＯＰ８において、

京都議定書に基づく報告及び審査のガイドラインが策定されクリーン開発メカニズムの手続きについて整備さ

れるなど、京都議定書の実施に向けて進展がありました。

また、平成１４年８月から９月にかけて、ヨハネスブルグ（南アフリカ共和国）で開催された「持続可能な開

発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミット）」では、持続可能な開発を進めるための各国の指針及び

政治的意思を示す「ヨハネスブルグ宣言」が採択されました。

２ 国 の 動 き

�平成１３年４月１日に、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）が本格的に施行されました。

�平成１３年４月２０日にジクロロメタンにかかる大気環境基準が告示されました。

�平成１３年５月７日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の２に基づき、「廃棄物の減量その他その適正

な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な指針」が告示されました。

�平成１３年６月２２日、「土地改良法」が改正され、土地改良事業実施の原則に「環境との調和への配慮」が新た

に位置づけられ、平成１４年４月１日から施行されました。

�平成１３年６月２２日、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（通称：フロン回収

破壊法）が公布されました。この法律は、平成１３年１２月以降、段階的に運用が開始され、平成１４年１０月から完

全施行されました。

－ 4－－ 4－



�平成１３年６月２２日、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が公布され、平成１３年

７月１５日から施行されました。

�水質汚濁防止法の排水基準において、有害物質としてふっ素、ほう素、アンモニア・亜硝酸・硝酸化合物の３

項目が追加され、平成１３年７月１日から施行されました。

�水質汚濁防止法において、閉鎖性海域の総量規制対象項目に窒素及びりん含有量に係る総量削減基本方針（瀬

戸内海）」を定めました。

�平成１３年１１月２１日、ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部が改正され、特定施設（水質基準対象施設）

として、硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち廃ガス洗浄施設等３施設が追加されました。

�平成１３年１２月１１日、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減基本方針（瀬戸内海）」を定めました。

�平成１４年３月１９日、地球温暖化対策推進本部において、「新たな地球温暖化対策推進大綱」が決定されました。

�平成１４年５月２９日、土壌汚染対策法が公布され、平成１５年２月１５日から施行されることとなりました。

�平成１４年５月３０日、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が完全施行されまし

た。

�平成１４年５月３１日、「気候変動枠組条約の京都議定書の締結」及び京都議定書の国内担保法である「地球温暖

化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が、国会で可決されました。これを受け、政府は６月４日、

国連に京都議定書の受諾書を寄託し、また、法律については、６月７日に公布され、国民の取組を強化するた

めの措置関係等については即日施行されました。

�平成１４年７月１２日、使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）が公布されました。

�平成１４年７月２２日、ダイオキシン類の底質に係る環境基準（１５０pg-TEQ／g）が設定され、平成１４年９月１日

から適用されました。

�平成１４年７月３１日、ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部が改正され、特定施設（水質基準対象施設）

として、カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設等４施設が追加されました。

３ 県 の 動 き

�平成１３年５月８日に「小松島沖洲（外）地区整備事業に係る環境影響評価準備書」について、また、平成１３年

１１月２８日に「同評価書」について、環境保全の見地からの知事意見を述べました。

�平成１３年１１月、地球温暖化対策推進法に基づく「地球温暖化防止活動推進員」の委嘱を行いました。

�平成１４年１月に、廃棄物を循環資源として有効利用することを促進するシステムとして、インターネットのホ

ームページ上に「徳島県循環資源交換情報システム（リサイクルネット徳島）」を開設しました。

�平成１４年３月、グリーン購入の一層の徹底を図るため、徳島県グリーン調達等推進方針を策定しました。

�ゼロエミッション構想の推進等を目的として設置した「ゼロエミッション推進検討委員会」（平成１３年８月設

置）及び「徳島県エコタウン東京懇話会」（平成１３年９月設置）から、平成１４年３月に、徳島県におけるゼロ

エミッション構想の推進、エコタウン事業の実現に向けての提言がなされました。

�平成１４年３月に、ビオトープ（生き物の棲み家）の保全・創出に向けた考え方や具体的な手法を取りまとめた

「とくしまビオトープ・プラン」を策定しました。

�環境の世紀にふさわしい県民、事業者、行政等の行動の基本計画を定め、全ての主体が協働して環境への負荷

の小さい循環型社会の形成に向けて積極的かつ先進的な取組を行うための施策を示すことを目的として、平成

１４年３月に「徳島県廃棄物処理計画」を策定しました。

�平成１４年６月１４日、とくしま環境県民会議に、温暖化防止やオゾン層保護に取り組む「ストップ温暖化部会」、

及び県民総ぐるみとなったグリーン購入運動に取り組む「グリーン購入推進部会」が設置されました。

�平成１４年７月１９日、国の総量削減基本方針に基づき、第５次総量削減計画（徳島県）を策定しました。

併せて、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を定めました。

�平成１４年７月２３日、瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画を策定しました。

�平成１４年９月に、徳島県環境影響評価条例施行規則を一部改正しました。
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�平成１４年９月１０日、県内の大規模事業者等の自主的な行動を促進するため、情報交換等の場として、「とくし

ま地球環境倶楽部」を設立しました。

�平成１４年１１月８～１０日に、ごみの減量化、リサイクルの推進を図ることを目的として、「第１回ごみゼロ推進

全国大会」を開催しました。

�徳島県におけるエコタウン事業の実施可能性を調査するため、平成１４年１１月２０日に「エコタウンプラン検討委

員会」を設置しました。
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第２章 環 境 の 概 況

第１節 生 活 環 境

１ 大 気 環 境

本県における大気汚染は、燃料使用量の多い県東部臨海地域及び自動車交通量の多い幹線道路周辺が中心となっ

ていることから、県東部を中心に２３局の一般環境大気測定局を設置するとともに、自動車排出ガス測定局１局を設

置し、大気汚染状況を常時監視測定するとともに、移動測定車によっても随時測定を行っています。

また、大気汚染物質を排出する工場・事業場に対しては、法令、要綱等に基づき規制指導を行っているほか、主

要な発生源については、テレメータ・システムにより、ばい煙濃度等を常時監視しています。

本県の大気汚染物質の環境濃度はほぼ横ばいに推移しており、平成１３年度においても同様な状況となっています。

（図１―２―１）

平成１３年度は、二酸化硫黄については２４測定局全局で、二酸化窒素については２０局全局で、浮遊粒子状物質につ

いては２４局中２１局で環境基準を達成しています。

この浮遊粒子状物質について環境基準の達成率が低い主な原因としては、３月下旬に北海道から九州にかけての

広範囲にわたり黄砂の降下現象が認められたことが考えられます。

また、光化学オキシダントについては、「徳島県大気汚染緊急時対策措置要綱」に基づく注意報を２回発令しま

した。

図１―２―１ 大気質の経年変化

環
境
の
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２ 水 環 境

本県の公共用水域の水質の状況は、環境基準の類型指定及び工場排水規制等の諸施策により昭和４０年代に一部の

都市河川においてみられた著しい汚濁は改善され、昭和５０年代以降主要な河川及び海域においては全国平均より良

好な水質が保全されています。（図１―２―２）

平成１３年度の公共用水域測定の結果、環境基準あてはめ水域における有機汚濁の代表的な指標であるＢＯＤ（河

川）及びＣＯＤ（海域）の環境基準の達成状況については、河川では２６水域中２５水域（達成率・９６％）、海域では１１

水域中１０水域（達成率・９１％）が環境基準を達成していました。

また、カドミウム、全シアン等健康項目２６物質については、全ての地点、全ての項目において環境基準を達成し

ていました。
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図１―２―２ 水質の経年変化（年平均値）

３ 騒音・振動

平成１３年度の騒音に関する苦情件数は５５件で、全苦情件数の９．０％を占めています。

近年の都市化の進展に伴う生活様式や経済社会活動の変化により、苦情の原因となる発生源の多様化・広域化現

象がみられる一方、産業型公害である製造事業場等が原因となる苦情が依然として高い割合を占めています。

平成１３年度の振動に関する苦情件数は４件で、全苦情件数の０．７％を占めているにすぎませんが、振動は騒音と

同時に発生する場合が多く、その主な発生源は、建築・土木工事などの建設作業です。

４ 悪 臭

平成１３年度の悪臭に関する苦情件数は６５件で、全苦情件数の１０．７％を占めています。

悪臭は、騒音・振動と同様の感覚公害の一種であり、人に不快感や嫌悪感を与えることにより、生活環境を損な

い、心理的・生理的被害をもたらすことから、苦情件数の中でも比較的大きな割合を占めています。

製造業、農業、サービス業が主な発生源となっています。

環
境
の
概
況

〔河 川〕

〔海 域〕
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５ 公 害 苦 情

平成１３年度に県（環境管理課及び各保健所）及び市町村の公害苦情相談窓口が受け付けた公害苦情件数は６０９件

で、前年度に比べ６９件、１２．８％増加しました。このうち、典型７公害の苦情は４４９件で、前年度に比べ４２件、１０．３％

増加し、全苦情に占める割合は７３．７％でした。また、典型７公害以外の苦情件数は１６０件で、前年度に比べ２７件、２０．３％

増加し、全苦情に占める割合は２６．３％でした。昭和５０年度からの公害苦情件数の推移を図１―２―３に示します。

典型７公害の苦情を種類別にみると、大気汚染が２３８件（全苦情件数の３９．１％）で最も多く、次いで水質汚濁が７９

件（１３．０％）、悪臭が６５件（同１０．７％）、騒音が５５件（同９．０％）、土壌汚染が８件（同１．３％）、振動が４件（同０．７％）、

地盤沈下に関する苦情は申し立てられませんでした。

図１―２―３ 公害苦情件数の推移

第２節 自 然 環 境

本県は、剣山（標高１，９５４．７m）を中心とした四国山地や讃岐山脈などが地質構造と同様に東西に伸びており、県

土の面積の約８割が山地となっています。また、吉野川などの大きな河川もほぼ西から東に流れる傾向にあります。

気温は地形条件から西の山岳地帯ほど低く、また、降水量は南西部ほど多い傾向が見られます。

こうした中で、原生的な自然が残された地域は、自然植生で見た場合は県土の３．９％（第４回自然環境基礎調査）、

自然の砂浜も７．９％｛自然海岸５１．０％（このうち砂浜海岸は全体の７．９％）、半自然海岸（１０．９％）、人工海岸（３６．１％）：

第４回自然環境保全基礎調査｝と非常に希少なものとなっています。

原生的な自然以外の残りの地域は、人間による何らかの働きかけにより成立している地域であり、土地利用はその

ほとんどがスギやヒノキなどの植林地や、シイ・カシ林やコナラ林、アカマツ林など人間の手がかなり入った２次林、

農用地、そして市街地などによって構成されています。

何れの地域においても、野生生物の生育生息環境は厳しい状況になっており、徳島県版レッドデータブックでは、

検討対象とされた９，４３９種のうち３２種が絶滅、８５７種が「絶滅のおそれのある種」として選定されています。

植林地や農用地は人間が自然を利用している一形態であり、その利用の仕方により環境にとっては有害となったり、

逆に、保水機能を発揮し、生物の多様な生育・生息場所の確保につながるなど有益になったりすることから、いわゆ

る「賢明な利用」が必要です。また、２次林はその周辺の自然的社会的条件によって状況に差があり、それぞれの環

境特性に応じた注意深い維持・管理が求められています。一方、市街地においては、残された自然環境の保全はもち

ろんのこと、生活排水対策など既存の施策との連携や、公園、学校などにおいて、その地域本来の野生生物が生育生

息できるビオトープ（生きものの棲み家）の保全創出が効果的な施策として期待されます。

－ 10 －－ 10 －



１ 植 生

第４回自然環境保全基礎調査によると、本県では植林や耕作地などが多く、自然植生の県土に対する割合は３．９％

に過ぎません。これは全国平均の１９．１％と比較すると相当に低い数字ですが、四国地方の平均３．９％と同じ数値で

あり、中国地方の平均１．６％と比較すると高い状態になっています。残された自然植生に対しては、今後厳正な保

護のあり方を考える必要があります。

自然植生では、ヤブツバキクラス域で伊島などの島嶼や社叢林などにシイ－カシ、モミ林やヨシ群落などわずか

に残こされているにすぎず、ブナクラスでは四国山地や海部山地西部にブナ林をはじめとする自然植生、コケモモ

－トウヒクラスでは剣山周辺にシコクシラベなどの亜高山性植生が分布しています。（図１―２―４）

２ 動 植 物

平成１３年度環境現況基礎調査（徳島県）において、本県に記録または確認された野生動植物種の現状は、維管束

植物では３，１６６種類（種、変種、品種、帰化植物を含む）、高等菌類６０７種、海藻類２４２種、脊椎動物では、哺乳類５１

種、鳥類３３６種、爬虫類１８種、両生類１７種、陸水産魚類２３３種等、無脊椎動物では、甲殻類２３５種、淡水汽水海産貝

類約８５０種、陸産貝類１６２種、クモ類３１８種、トンボ類８６種、甲虫類約３，０００種等となっています。

３ 自然環境保全地域・自然公園等

本県では優れた自然環境を保全するため、高丸山と野鹿池山の２地域を自然環境保全地域に指定しています。

また、優れた自然景観を保護し、その適正管理を促進するため瀬戸内海国立公園、剣山、室戸阿南海岸の２国定

公園、箸蔵、土柱・高越、大麻山、東山渓、中部山渓及び奧宮川内谷の６県立自然公園を指定しています。（図１

―２―５）

図１―２―４ 徳島県の植物帯

出典：１９８０年徳島県高等学校理科学会誌第２１号p．３６徳島の植生�自然環境と植生概観
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図１―２―５ 公 園 区 域

第３節 循環型社会の形成

私たちに成長と豊かさをもたらした２０世紀後半の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会システムは、限りある資

源の急激な採取や地球温暖化問題に見られるように、地球環境に大きな負荷を与えてきました。

２１世紀を人と自然が共生し、持続可能な「環境の世紀」として歩んでいくためには、私たちが、地球市民の一員と

して、その資源の有限性を改めて認識し、環境への負荷の少ない行動様式を整え、活力ある循環型社会の形成を推進

していくことが不可欠です。

１ 循環型社会の形成推進

政府では、平成１２年度を循環型社会元年と位置づけ、同年５月には、循環型社会形成推進基本法をはじめとする

６本の循環型社会関連法の整備を行いました。さらに、平成１４年７月には、自動車リサイクル法を制定しました。

本県においても、循環型社会の形成推進を目指し、必要な組織の整備を行うとともに、県民に対する循環型社会

関連法の広報啓発、循環型社会づくりに取り組む市町村に対する補助金の交付など、各種事業を展開しています。

２ 一般廃棄物

� ご み

平成１２年度におけるごみの排出量は、３１３，９３０t（１日当たり８６０．０t）で、１人１日当たりの排出量は１，０３０．０�

となっています。市町村等により処理されたごみのうち約７６．５％は焼却処理され、残りは、埋立処分１．８％その

他１８．５％となっています。今後のごみ対策として、減量化、資源化等を強力に推進し、排出量の抑制（特に発生
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段階における抑制）を図ることが重要です。

� し 尿

県下のし尿処理は、下水道整備の遅れから、大半がし尿処理施設及び浄化槽に依存しています。市町村（一部

事務組合）により収集されたし尿（浄化槽汚泥を含む）は１町（海洋投入処分）を除き、し尿処理施設（県下１６

施設、処理能力９８４�／日）で処理されています。

一方、生活水準の向上に伴い県民の水洗化へのニーズは極めて高く、浄化槽利用人口は着実に伸びています。

平成１３年度末現在、県下の浄化槽設置基数は１４１，１１８基（前年比３．７％増）に及んでいるものの、約９割が単独浄

化槽という実態となっています。

図１―２―６ ごみの排出及び処理の状況（平成１２年度） 図１―２―７ し尿の排出及び処理の状況（平成１２年度）

３ 産業廃棄物

平成１０年度の実態調査による産業廃棄物の発生量は約２５１万ｔであり、内訳は、汚泥が約８６万tで全体の３４％を占

めるほか、動物のふん尿が約９０万t（３６％）、がれき類が約５０万t（２０％）などとなっています。また、平成１４年３月３１

日現在の産業廃棄物処理施設（許可対象施設）は２２３施設で、このうち、焼却、脱水等の中間処理施設が２０９施設、

最終処分場が１４施設となっています。

産業廃棄物は年々その発生量が増加するとともに、その質も多様化し、処理も複雑化してきています。このよう

な状況に対応し、産業廃棄物の排出事業者及び処理業者の指導、監督、育成を通じて産業廃棄物の適正処理を推進

しています。

第４節 地 球 環 境

都市化の進展や科学技術の発達により、生活の利便性が高まる一方で、資源やエネルギーが大量に消費され、日常

生活や事業活動の環境に与える負荷が、地域環境のみならず地球環境全体まで損なうおそれを生じさせています。

我が国を含め国際的な共通の認識として、地球環境問題は、①地球の温暖化、②オゾン層の破壊、③酸性雨、④森

林、特に熱帯林の減少、⑤野生生物種の減少、などの９つとされています。

環
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具体的には、地球温暖化については、この原因物質である、産業活動等により排出される二酸化炭素やメタンなど

が増えてきており、将来、急激な気候変動やこれに伴う生態系や農作物への影響などが懸念されています。

また、オゾン層の破壊については、その原因物質であるフロン等の生産・放出規制などが進んでいるとはいえ、こ

れまで生産されたものにより、南極のオゾンホールの面積が南極大陸の面積を超えるなど依然悪化しています。

さらに、酸性雨についても、欧米のみでなく、東アジアでも問題となってきています。大規模な開発や燃料・木材

の確保のため、年間で日本の面積の３割が消滅しているという熱帯林など森林の減少、１３分に１種というすさまじい

スピードで絶滅しているという野生生物種の減少などが生じています。

このため、国際的には、平成４年の「環境と開発に関する国連会議」いわゆる地球サミットを契機として各種の条

約が締結されるなど、多くの国際的な取り決めがなされつつあり、これを受けて、国内的には、環境基本法の制定、

環境基本計画の閣議決定、地球温暖化対策推進法やフロン回収破壊法の制定がなされています。

こうした国際的・国内的動向を踏まえ、本県においても、環境政策の基本理念として、「地球環境保全に向けた地

域の取組」を掲げるなど、地球環境保全を視野に入れた徳島県環境基本条例が制定され、これに基づく徳島環境プラ

ン、エコオフィスとくしま・県率先行動計画、徳島県地球環境保全行動計画、徳島県グリーン調達等推進方針などを

推進しています。

今後は、従来にも増して、県はもとより、市町村・事業者・県民の環境パートナーシップのもと、その日常生活や

事業活動において、国際的な視野に立って環境負荷の低減に努める必要があります。
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第２部 環境の現況と対策

第１章 環境保全施策の総合的・計画的推進

第１節 環境管理施策の推進

１ 徳島県環境基本条例

都市・生活型環境問題、地球環境問題、自然環境問題など、今日の複雑で多様化した環境問題は、大量生産・大

量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活の利便性の追求がもたらしたものであり、私たちの日常生活や通常の事

業活動が主な原因となっています。

このため、従来からの環境関連法令による規制や行政主導型施策のみでは、十分に対応することが困難となって

おり、その解決には、社会経済活動のあり方そのものを環境への負荷が少ないものに転換していくことが不可欠で

あり、問題の性質に応じて、多様な政策手法を組み合わせて、総合的に進めていく必要があります。

また、行政のみでなく、事業者や県民の皆様など、すべての者が、それぞれの役割に応じて、自らの日常生活や

通常の事業活動を見直し、自主的かつ積極的に、環境の保全さらには創造に取り組むことが求められています。

国では、こうしたことに対処するため、地球環境時代の環境施策の新しい基本理念や政策手法を示した環境基本

法が制定され、また、これを受けた環境基本計画が策定されています。

一方、徳島県でも、環境行政全般に及ぶ総合計画である徳島環境プランを策定し、この推進に努めてきたところ

ですが、あらゆる者の主体的な参画を図り、環境施策をより実効性のあるものにするため、平成１１年３月に徳島県

環境基本条例を制定しました。

この条例は、環境保全について、①基本理念、②県、市町村、事業者、県民の責務、③施策の基本となる事項を

定めたものであり、基本理念として、

� 人と自然との共生

� 持続的発展が可能な社会の構築

� 地球環境保全に向けた地域の取り組み

の３つを掲げています。

また、基本理念にのっとり、県は基本的・総合的な環境施策の策定・実施、市町村は自然的社会的条件に応じた

環境施策の策定・実施、事業者や県民は事業活動や日常生活において環境の保全に努めることなどを定めています。

さらに、こうした基本的な考え方の下で、これまでの中心であった規制的手法に加え、以下のような環境保全に

関する多様な施策を条例に位置付け、積極的に推進することとしています。

� 施策の策定・実施に当たっての、環境の保全・創造への配慮

� 事業者が、開発事業等が環境に及ぼす影響について自ら調査等を行い、環境の保全に適正に配慮する環境影

響評価制度の推進

� 公害の防止、自然環境の保全、その他環境の保全上の支障の防止のための規制等の措置

� 県民等による環境への負荷の低減に資する施設整備等の誘導の措置

� 施設の整備等の推進

� 水質汚濁負荷の低減、水源かん養機能の向上、人と自然のふれ合いの場の確保等による良好な水環境の保全

・創造

	 森林・緑地の保全、緑化の推進など


 地域の環境の特性に配慮した良好な景観の形成、歴史的文化的遺産の保全

� 県民等による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量の促進

� 事業者が行う環境管理の促進等


 県民等の自発的な活動の促進等

総
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環境基本条例の体系は……

環境基本条例は、条例の目的、健全で恵み豊かな環境の保全及び創造のための基本理念、行政・事業者・県民の

各主体の責務、を明らかにするとともに、環境の保全・創造施策を総合的・計画的に推進するための環境基本計画、

環境の保全・創造のための主要な施策、地球環境保全・国際協力の推進に関することを示すほか、施策の推進体制

の整備などについて定めています。
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２ 徳島環境プランの推進

本県の環境行政の総合的・計画的な推進を図るため、平成７年６月に策定された「徳島環境プラン」は、徳島県

環境基本条例第１０条に基づく環境基本計画に相当するものとして位置づけられています。また、平成８年２月には、

プランの策定に際し、県内の環境の現況を総合的に調査した結果を「資料編」として整理されています。

� 内 容

徳島環境プランは、環境基本法第３６条の趣旨に沿って策定された計画であり、徳島県全域を対象とし、２１世紀

第１四半期を展望した長期的目標として、次の３つの基本目標を示すとともに、２００５年（平成１７年）までの体系

化した施策を７つの施策群に分類して明らかにしています。

� 推進体制等

プラン策定日と同日に、徳島県環境対策推進本部（本部長：副知事、各部長等で構成）を設置し、同プランに

基づき環境施策を全庁的、総合的に推進しています。また、平成１２年２月には、県本庁舎を対象に環境マネジメ

ントシステムの国際的な規格であるＩＳＯ１４００１の認証を取得し、主要な環境施策の計画的な推進を図っています。

平成１４年度からは、関係出先機関での運用を開始し、平成１５年２月、認証範囲の拡大変更が認められました。

� 環境施策の展開

プラン策定以降の本県の環境関連事業の状況を見ると、年度間の増減は見られるものの、予算総額、事業件数

（当初予算ベース）ともに増加してきており、環境施策の充実が図られています。

ア 予算総額及び事業件数の状況

予算総額では、平成８年度の約１１３億円に比べ、平成１２年度までは１２０億円前後で推移しています。平成１３年

度は、生活排水対策（浄化槽維持管理）、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシン対策、港湾環境整備事業

などの事業費の増加により、平成８年度比で５１．３％の増加となっています。

また、事業件数では、平成１１年度には１２２件に増加し、以後は概ね１１０～１２０件で推移しています。

図２―１―１ 主な環境関連施策の予算額の推移 図２―１―２ 主要な環境関連施策の事業件数の推移

○「環境」と「地域経済」との統合（Sustainable Developmentの概念）
○適切な環境資源の保全と継承（Wise Useの概念）
○地球環境市民としての取り組み（Think Globally、Act Locallyの概念）

＜３つの基本目標＞

①自然環境の保全と活用 ⑤地球環境保全への貢献
②健康保護及び生活環境の保全 ⑥環境保全・創造に向けての基盤強化
③特色ある魅力的な住みよい環境づくり ⑦環境に配慮した生活・事業活動等の確立
④資源循環型社会の構築

＜７つの施策群＞

総
合
的
施
策

－ 19 －－ 19 －



イ 施策群別の状況

予算額ベースでは、施策群②及び③が全体の約９割を占めています。これは、施策群②が生活環境及び廃棄

物対策など広範にわたること、施策群③が緑や水辺空間の整備、都市や農山漁村のアメニティなどハード事業

が比較的多いことが主な要因です。

一方、事業件数ベースでも、施策群②及び③が全体の６割程度を占めており、次いで施策群①が２割程度、

施策群⑥が１割程度となっています。また、施策群④及び⑤については、循環型社会の構築や地球環境問題へ

の関心の高まりを受けて増加傾向にあります。

ウ 平成１４年度当初予算の状況

平成１４年度の当初予算における主要な環境関連事業は、全体で１１４件、１５，９８４百万円となっており、主な事

業を施策群別に示すと次のとおりとなっています。

① 自然環境の保全と活用（２２件：１，０２２百万円）

�剣山山頂特殊植物保全事業（２，３００千円／自然共生室）

�ふるさと自然ネットワーク整備事業（５，０００千円／自然共生室）

�環境保全型農業支援事業（２７，５００千円／農林水産政策課）

�水土保全林整備事業（７１６，４７５千円／森林整備課）

② 健康保護及び生活環境の保全（３２件：６，８２５百万円）

�水質汚濁対策費（１０４，５１７千円／環境管理課）

�一般廃棄物処理施設整備指導事業（１５９，１６０千円／廃棄物対策課）

�ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正処理推進事業（１３，０００千円／廃棄物対策課）

�集落排水整備関連事業費（農・林・漁）（６９６，６７４千円／農山村整備課・森林整備課・水産課）

�公共下水道・流域下水道整備関連事業費（３，６８０，６２０千円／下水道課）

③ 特色ある魅力的な住みよい環境づくり（３２件：６，９４５百万円）

�自然公園等維持・整備関連事業費（５４，５６８千円／自然共生室）

�水環境整備事業（８４，９９９千円／農地整備課）

�２１世紀水と緑の農村づくり事業（１０，０００千円／農山村整備課）

�土木環境共生事業（１，０４１，５００千円／建設管理課）

④ 資源循環型社会の構築（９件：１８４百万円）

�廃棄物ゼロ社会づくり推進事業（３９，３００千円／循環型社会推進課）

�省エネルギー普及啓発事業（４，３３５千円／循環型社会推進課）

�農業生産資材廃棄物処理適正化事業（２４，０００千円／農業経営課）

⑤ 地球環境保全への貢献（６件：８１３百万円）

�地球環境保全対策推進事業（１９，０００千円／循環型社会推進課）

�風力発電事業（１２，６２８千円／企業局電力課）

⑥ 環境保全・創造に向けての基盤強化（１２件：１８４百万円）

�徳島県環境基本計画策定事業（１２，５００千円／循環型社会推進課）

�環境学習・活動等推進事業（７，６５７千円／循環型社会推進課）

�アドプトプログラム県民運動推進費（１，８００千円／県民環境政策課）

�中小企業環境対応支援事業（６，０００千円／産業振興課）

�地球にやさしい環境教育推進事業（５，５００千円／学校教育課）

⑦ 環境に配慮した生活・事業活動等の確立（１件：１１百万円）

�徳島県環境マネジメント推進事業（１０，７００千円／循環型社会推進課）
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３ 地域開発環境配慮ガイドラインによる誘導

県では平成５年３月に策定された地域開発環境配慮ガイドラインにより開発行為に際しての環境配慮についての

誘導を行っています。

このガイドラインでは、

� 徳島県環境影響評価要綱の対象事業

� 徳島県土地利用指導要綱第５条に定める面積１０ha以上の開発行為に該当する事業

に該当する開発行為を対象とし、それ以外の事業についてもこのガイドラインに準じて可能な限り配慮を行うこと

が望ましいとしています。

その内容は、第Ⅱ章では、自然環境として動植物を対象に生息状況について、５段階の自然環境評価と分布、ま

た天然記念物や絶滅危機動物など、貴重な自然環境についての分布を抽出し図示するとともに、生活環境の概況に

ついての把握を行っています。

一方、第Ⅲ章では、環境に関する県民意識調査から、環境に対する県民のイメージを探るための調査を行ってい

ます。

これを基に、第Ⅳ章では、環境の保全目標を設定しています。自然環境については、各ランクごとに保全目標を、

また、貴重な自然が存在する地域においては、それ独自の保全目標を設定しています。

これらを基に、環境に対する９つの環境項目別配慮事項を述べています。

�表２―１―１ 地域開発環境配慮ガイドラインの保全目標

４ 環境情報システムの運用

本県では、平成４年度に、自然環境、社会・経済、公害、生活環境などの情報をデータとしてシステムに蓄積し、

これらの検索や解析をして、地図やグラフなどの形で出力する環境情報システムを開発しています。また、このシ

ステムでは、大気、水質、騒音、振動について、工場などから発生する負荷量などの必要な事項を入力することに

よって、開発などによる環境の変化についての簡単な予測を行うことも可能で、開発計画への利用や住民の利用等

に役立つものと期待されています。

環境情報システムは次のような構成になっています。（図２―１―３）

評価ランク 呼 称 保 全 目 標

Ⅳ・Ⅴ 自然の豊かな地域
この地域のうち、自然度の特に高い植生、貴重な動植物、良好な自然景観
が存在する地域においては、開発行為は極力さけるよう努める。

Ⅲ 半自然区域

この区域において開発行為を行う場合は次の点に留意し、自然をできる限
り保護しながら行う。
�自然環境の改変はできる限り少なくするよう努める。
�開発行為の実施後においては、緑化に努めるなど周辺の自然環境との調和
に配慮する。

Ⅱ・Ⅰ 都市及びその周辺区域
この地域に残された自然環境については、必要な保護措置に配慮しながら
活用を図る。

特に貴重な自然についての保全目標

特に貴重な動植物、優れた自然景観、特異な地質や地形については、十分
な保護措置を講じ、これら貴重な自然を将来にわたって失うことのないよう
配慮する。
また、特に貴重な自然の周辺地域を開発する場合には、その貴重な自然を
維持できると考えられる範囲の自然をできるだけ残存させる。
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図２―１―３ 環境情報システムの構成

また、環境情報システムは、次の項目のデータが入っています。（表２―１―２）

�表２―１―２ 環境情報システムのデータ

環境情報システム 表 示 シ ス テ ム メ ッ シ ュ 環 境 情 報 図

点データ・線データ環境情報図

解析・予測システム 大 気 予 測 シ ス テ ム

水 質 予 測 シ ス テ ム

騒 音 予 測 シ ス テ ム

振 動 予 測 シ ス テ ム

統 計 シ ス テ ム 統 計 解 析 シ ス テ ム

編 集 シ ス テ ム メ ッ シ ュ デ ー タ の 編 集

大気・水質データの変換

大分類 中分類 小 分 類

気 候 気 象
気 温

降水量

地 勢

地 勢

標 高

地形分類

断層分布図 など

防 災

地滑り防止区域

砂防指定地

急傾斜地危険区域 など

海 岸

自然海岸距離率

人工海岸距離率

汀線区分

自 然 ・
文化環境

植 物

特定植物群落

藻 場

現存植生図 など

動 物

大型ほ乳類

鳥 類

昆虫類 など

自然保全
国有林

保安林 など

文 化 財

史跡・名勝・天然記念物

埋蔵文化財包蔵地

重要伝統的建造物

大分類 中分類 小 分 類

社会経済

人 口 総人口 など

産 業 総事業所数 など

交 通
交通量

道 路 など

土地利用
都市計画区域

土地利用図 など

公 害 ・
生活環境

大気汚染
ＳＯｘ濃度

ＮＯｘ濃度 など

水質汚濁
ＢＯＤ濃度

ＣＯＤ濃度 など

騒 音 騒音規制地域

振 動 振動規制地域

悪 臭 悪臭規制地域

水 道 水道箇所

苦情件数 苦情発生件数
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５ 環境に配慮した事業活動の促進

地球環境問題、廃棄物問題等の解決に向け、環境への負荷や社会経済活動に及ぼす影響の度合いからも事業者の

果たす役割は非常に大きいと考えられます。

このため、事業者が、法令等の規制基準の遵守に止まらず自発的に環境保全の目標、方針、計画等を定め、それ

らの達成状況を検証し、必要な是正の措置を講ずるなど、一連の取組を実施する「環境管理」を行うことは、環境

への負荷の少ない持続的に発展可能な社会を構築する上で有効な手法であります。

こうしたことから、まず県は、自身が大規模な事業主体であり、率先して環境に配慮した事業活動を行うことで

市町村・事業者の同様な行動を誘発することが期待できるとの認識のもと、自らの事務・事業に伴う環境への負荷

の低減に向けた具体的な取組・目標等を定めた「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」を策定（平成８年９月

策定。１２年８月見直し。）・推進し、環境管理を図ってきたところです。

これをさらに前進させるため、本庁において実施する全ての事務・事業を対象として、国際規格であるＩＳＯ１４００１

環境管理システムを導入（平成１２年２月２２日認証取得）しています。平成１４年度においては、出先機関への展開を

始めました。

次に、市町村については、地球温暖化対策推進法が平成１１年４月から全面施行されたことに伴い、自らの事務・

事業に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（実行計画）の策定が義務付けられたことから、

各市町村において策定作業が進められ、環境管理への取組が進んでいます。（４７市町村で策定済み。）

県では、平成１２年度において市町村が実行計画をスムーズに策定できるよう本格的に説明会・研修会を開催しま

した。

また、ＩＳＯ１４００１環境管理システムの導入に向けた取組を検討する市町村もあり、県では自らの認証取得時に得

られたノウハウや県を含むＩＳＯに関する情報の提供、個別指導、研究会の開催など、ＩＳＯ１４００１の普及・支援を

行うこととしています。

さらに、事業者に対しては、温室効果ガス（二酸化炭素）や廃棄物の排出削減などを中心とする環境管理を促進

するための事業活動環境チェック運動を展開しました。説明会や簡易な環境管理の手法を示す「環境活動評価プロ

グラム」を活用した環境行動計画の作成に向けた研修等を実施し、平成１２年度は３事業所が計画を作成・公表しま

した。

また、県内の中小企業のＩＳＯ１４００１の認証取得を支援するため、環境保全施設整備等資金による融資制度や認証

取得支援のためのアドバイザーの派遣制度を設けています。

平成１３年度においては、研修（基礎、内部監査員養成）の実施やシステム構築のための研究会の開催など、支援

強化を図りました。

なお、本県においては大企業を中心にＩＳＯ１４００１環境管理システムの導入が進められ、平成１４年１２月末現在では

７４事業者が認証取得しています。

環 境 方 針

１ 基本理念

物質的な豊かさを追求しすぎてきたこれまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や日常生活
をこのまま続けていけば、私たちのふるさと徳島は勿論、地球全体の環境は大きく悪化していきます。
私たち徳島県民には、この恵み豊かな徳島の環境を適切に保全するとともに、より質の高い環境を創造し、
将来の世代に引き継いでいく重要な使命があります。
今こそ、私たちは、地球的視野から環境問題を考え、自らのライフスタイルや活動を改めて見直し、身近に
できることから実行し、環境に与える影響をできるだけ少なくしていかなければなりません。
県では、このような考えのもと、「人と自然が共生する住みやすい徳島」の実現に向けて、徳島県環境基本
条例を制定し、これに基づく「徳島県環境基本計画」により、いろいろな環境保全・創造施策を総合的に進め
てきました。
また、自らも、県内最大規模の事業者・消費者としての立場から、県の事務・事業が環境に与える影響を少
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しでも低減できるよう「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」を実施し、省資源・省エネルギー対策に取
り組んできました。
私は、こうした取り組みをさらに前進させるため、環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ１４００１

を活用し、県職員一人ひとりの力を結集して環境にやさしい行政運営を徹底していきます。
今後、環境自治体として、関係する法令を守ることはもとより、県民の皆様方ともども環境の保全・創造の
ため、なお一層取り組んでいくとともに、同様な取り組みを市町村や事業者にも呼び掛け、「クリーン＆グリ
ーンとくしま」づくりを進めていきます。

２ 基本方針
県は、基本理念をもとに、次の環境保全・創造の取り組みを推進し、環境影響の大きいものについては、環
境目的・環境目標を定め、定期的な見直しを行い、システムの継続的な改善を図ります。
� 「徳島県環境基本計画」に位置づけられた施策を積極的に推進し、徳島県環境基本条例の基本理念である
「人と自然との共生」、「持続的な発展が可能な社会の構築」及び「地球環境保全に向けた地域の取り組み」
の実現に取り組みます。

� 県庁舎で行う事務・事業が環境に与える影響を総合的に把握し、環境負荷の低減に取り組みます。
特に次の項目について重点的に推進します。
① 県庁舎におけるオフィス活動によって生じる環境負荷の低減
② 公共事業の執行に伴って生じる環境負荷の低減
県は、この環境方針を全職員に周知するとともに、広く公表します。

平成１４年５月７日
徳島県環境マネジメントシステム推進組織

環境管理総括者 徳島県知事 大 田 正

図２―１―４ 県の環境マネジメントシステムの枠組み
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第２節 環境影響評価の実施

環境影響評価（環境アセスメント）は、大規模な開発事業等の実施前に、事業者自らが環境影響について評価を行

い、環境保全に配慮する仕組みであり、環境アセスメントの推進は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構

築していくための極めて重要な施策です。

わが国では、昭和５０年代に、「環境影響評価法」の制定に向けた努力がなされ、昭和５６年に法案が国会に提出され

ましたが、昭和５８年衆議院解散に伴って廃案となりました。廃案後、当面実効のある措置を講じるために、昭和５９年

８月に法案要綱をベースとして「環境影響評価実施要綱」が閣議決定され（閣議決定要綱）、これに基づき環境アセ

スメントが実施されてきました。また、この他に、港湾法、公有水面埋立法等の個別法、発電所の立地に関する通産

省省議決定等の行政指導等に基づき環境アセスメントが実施されてきました。

その後、平成５年の環境基本法の国会審議や環境基本計画で示され政府方針を踏まえ、平成６年７月から平成８年

６月にかけて、関係省庁が一体となって内外の環境影響評価制度の実施状況等に関する総合的な調査研究を実施しま

した。その結果を受け、平成８年６月２８日に内閣総理大臣から中央環境審議会に対し、「今後の環境影響評価制度の

在り方について」諮問が行われました。

中央環境審議会では、国民各界各層から意見聴取を行い、平成９年２月１０日に法制化に向けた答申を公表しました。

環境庁は、この答申に示された基本原則を受けて、政府部内の調整を行い、３月２８日には「環境影響評価法案」が閣

議決定され、国会に提出されました。

こうして、環境影響評価法は、平成９年５月６日に衆議院本会議において可決され、６月９日に参議院本会議にお

いて可決され成立し、６月１３日に公布されました。平成９年１２月３日に施行令、１２月１２日に環境影響評価に係る基本

的事項が公布され、平成１０年６月１２日に施行規則及び技術指針等を定めた主務省令が公布され、平成１１年６月１２日か

ら全面的に施行されました。

本県においても、平成４年８月２５日に徳島県環境影響評価要綱を告示し、平成５年２月１日から施行しています。

本県においては、先の個別法令、要綱等の規定に基づき実施されている各種事業等に係る環境影響評価について、環

境保全の立場から審査・指導・助言等を行っています。平成８年５月２９日に建設省所管事業に係る環境影響評価実施

要綱の一部が改正され、対象事業に堰の建設が追加されたことをかんがみ、平成９年２月１０日に徳島県環境影響評価

要綱を改正し、対象事業に堰の建設を追加しました。

また、国において環境影響評価法が定められたこと及び他県等において環境影響評価制度の見直し作業が進められ

ていること、並びに、本県においては「徳島環境プラン」や「徳島県新長期計画」において環境影響評価制度の見直

しを唱えていること、及び、平成１１年３月に公布された「徳島県環境基本条例」において環境影響評価の推進が打ち

出されていることから、平成１０年１１月４日に徳島県環境審議会に対し、「徳島県環境影響評価条例（仮称）のあり方

について」諮問を行い、平成１１年１１月１５日に同審議会から答申がなされました。

この答申を踏まえた条例案が、平成１２年２月議会で可決され、平成１２年３月２８日に「徳島県環境影響評価条例」が

制定され、公布しました。

平成１３年８月８日には対象事業の規模等を定めた「徳島県環境影響評価条例施行規則」を公布、平成１３年３月２７日

には環境影響評価及び事後調査についての技術的事項を定めた「徳島県環境影響評価技術指針」を告示し、平成１３年

３月２７日から徳島県環境影響評価条例を全面的に施行しました。
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第３節 土地利用対策の概要

１ 総合的な土地利用計画

国土の総合的かつ計画的な利用を図ることを目的として制定された国土利用計画法に基づき、本県においても総

合的な土地利用計画として、徳島県国土利用計画及び徳島県土地利用基本計画を策定しています。

� 国土利用計画

県土の利用に関する行政上の指針となるものとして、平成９年３月に平成１７年を目標年次とする徳島県国土利

用計画（第三次）を策定しました。

この計画は「県土の利用に関する基本構想」、「県土の利用区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要」、「目

標を達成するために必要な措置の概要」について定めています。

なお、第三次計画においては、少子化、高齢化の急速な進行、環境問題への関心及び県土の安全性に対する期

待の高まり等に対応して、土地需要の量的な調整と県土利用の質的向上を図ることを課題としています。

�表２―１―３ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 （単位：ha、％）


 土地利用基本計画

徳島県土地利用基本計画は、国土利用計画

法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関す

る措置、土地利用に関する他の諸法律に基づ

く開発行為の規制を実施するにあたっての基

本となる計画です。

すなわち、都市計画法、農業振興地域の整

備に関する法律、森林法、自然公園法等に基

づく諸計画に対する上位計画として行政部内

の総合調整機能を果たすとともに、土地取引

に関しては直接的に、開発行為については個

平 成 ４ 年 平 成 １７ 年
構 成 比

平 成 ４ 年 平 成 １７ 年

農 用 地 ３７，６７０ ３５，３９０ ９．１ ８．５

農 地
採 草 放 牧 地

３７，５００
１７０

３５，１９０
２００

９．１
０．０

８．５
０．０

森 林 ３１３，９００ ３１１，５９０ ７５．８ ７５．１

原 野 １，５２０ １，５１０ ０．４ ０．４

水 面 等 １６，２６０ １６，６４０ ３．９ ４．０

道 路 １０，５７０ １３，４２０ ２．６ ３．２

宅 地 １３，２００ １４，６１０ ３．２ ３．５

住 宅 地
工 業 用 地
そ の 他 の 宅 地

８，３７０
１，０５０
３，７８０

９，４００
１，４００
３，８１０

２．０
０．３
０．９

２．３
０．３
０．９

そ の 他 ２１，２１０ ２１，６１０ ５．１ ５．２

合 計 ４１４，３２０ ４１４，７６０ １００．０ １００．０

市 街 地 ５，２２０ ６，２７０ － －

区 分 面 積 県土面積に対する割合

都 市 地 域 ６２，２１５ １５．０

農 業 地 域 ２５７，８６９ ６２．２

森 林 地 域 ３２０，２９２ ７７．３

自然公園地域 ３９，６６３ ９．６

自然環境保全地域 ５９ ０．０

白 地 地 域 ５０３ ０．１

県 土 面 積 ４１４，５１０ １００．０

注 １．１０ha単位で整理している。
２．道路は、一般道及び農林道である。
３．市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。平成４年の欄の市街地面積は、平成２年の国勢調査に
よる人口集中地区の面積である。

�表２―１―４ 五地域区分の面積（平成１４年４月現在）
（単位：ha、％）


 各区分が重複している地域があります。
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別規制法を通じて間接的に、それぞれ規制の基準としての役割を果たすものです。

この計画は、県土について都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然環境保全地域の五地域を表

示した「計画図」並びに五地域区分ごとの土地利用の原則、五地域区分の重複する地域における土地利用に関す

る調整指導方針を定めた「計画書」によって構成されています。

なお、五地域区分の面積は表２―１―４のとおりです。

２ 土地取引の規制

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保の観点から土地取引について届出勧告制を設けています。

届出勧告制は周辺の土地利用上大きな影響力がある一定面積以上の土地取引について規制し、その波及効果によ

り適正かつ合理的な土地利用の実現を図ろうとするものです。

一定面積（市街化区域内では２，０００㎡、市街化区域を除く都市計画区域では５，０００㎡、都市計画区域外の区域では

１０，０００㎡）以上の一団地の土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者（譲受人）は、契約の締結後２週間

以内に、当該土地の所在する市町村の長を経由して、知事にその契約の内容を届け出るよう義務づけています。知

事はこの届出に係る土地の利用目的が不適当な場合には、利用目的の変更を行うよう勧告し、勧告に従わない場合

は公表することができるものとされています。

平成１３年度の土地売買等の届出の処理状況は、表２―１―５のとおりです。

�表２―１―５ 土地売買等の届出の処理状況 （単位：㎡）

３ 大規模開発行為

県土の無秩序な開発を防止し、県民の安全で良好な地域環境の確保と県土の均等ある発展を図るため、民間が行

う一定面積以上の開発行為については、昭和４８年８月１日から「徳島県土地利用指導要綱」を定めて指導を行って

きました。

徳島県土地利用指導要綱では、一定面積（市街化区域５，０００㎡、その他の区域１０，０００㎡）以上の土地の形質の変

更を伴う開発に際し、開発者は事前に当該土地の所在する市町村の長を通じて県知事に対して開発協議を行い、開

発承認を得た上で適正な開発を行うことを求めています。

これらの開発協議に対応し、土地利用指導要綱の適正な運用を図るため、庁内に徳島県土地利用対策会議を設置

し、毎月１回の定例会を開催し、開発協議の内容等について調査審議し適正な開発指導に努めています。

なお、平成１３年度の要綱に基づく開発協議の処理状況は、表２―１―６のとおりです。

利 用 区 分
届 出

処 理 状 況

不 勧 告 勧 告 取 下 げ 公 表

件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積

住 宅 団 地 ８
件

１８，４５８
㎡

８
件

１８，４５８
㎡

０
件

０
㎡

０
件

０
㎡

０
件

０
㎡

生産施設（工場等） ５ ８０，２６４ ５ ８０，２６４ ０ ０ ０ ０ ０ ０

商 業 施 設 １ ３，４６９ １ ３，４６９ ０ ０ ０ ０ ０ ０

レ ジ ャ ー 施 設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

ゴ ル フ 場 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

林 業 １０ ５，０９１，３３５ １０ ５，０９１，３３５ ０ ０ ０ ０ ０ ０

農 業 畜 産 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ３５ ５，４４４，２５１ ３５ ５，４４４，２５１ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ５９ １０，６３７，７７７ ５９ １０，６３７，７７７ ０ ０ ０ ０ ０ ０
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�表２―１―６ 要綱に基づく開発行為協議の処理状況 （単位：㎡）

第４節 環境保全活動及び普及啓発の推進

１ とくしま環境県民会議

徳島県環境基本条例の基本理念を踏まえ、平成１２年１月２９日に「人と自然とが共生する住みやすい徳島」を実現

するために、県民、事業者、行政の各主体が緊密な連携及び協力のもとで、それぞれの役割に応じて積極的かつ主

体的に環境負荷の低減に向けた行動を実践することを目的として、「とくしま環境県民会議」が設立されました。

また、設立総会において、県民一人ひとりが、それぞれの役割に応じて積極的に取り組むことを宣言する「とく

しま環境宣言」が採択されました。

とくしま環境県民会議の概要については、次のとおりです。

� とくしま環境県民会議の組織

会員数 １２０

市民・民間団体等 ２４

事業者・事業者団体等 ２２

マスコミ等 ４

行政機関 ６６

学識経験者 ４

利 用 区 分
協 議

処 理 状 況

承 認 取 下 げ 審 査 中

件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積

工 場 用 地 ０
件 ０．００

㎡
０
件 ０．００

㎡
－
件 －

㎡
－
件 －

㎡

住 宅 用 地 ５ １１４，４７７．７７ ５ １１４，４７７．７７ － － － －

砂 利 岩 石 採 取 ２ ２６２，４４６．００ ２ ２６２，４４６．００ － － － －

廃棄物処理施設用地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

農 林 業 施 設 用 地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

山 土 採 取 １ １５，７０４．６６ １ １５，７０４．６６ － － － －

レ ジ ャ ー 用 地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

ゴ ル フ 用 地 ０ ０．００ ０ ０．００ － － － －

そ の 他 ６ ３１３，２２８．０９ ６ ３１３，２２８．０９ － － － －

計 １４ ７０５，８５６．５２ １４ ７０５，８５６．５２ － － － －
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 とくしま環境県民会議の事業

（全体事業）

�県民一人ひとりが、自らのライフスタイルを見直し、環境の保全に向けて主体的に取り組む契機とするため、

楽しく参加できるイベント「とくしま環境県民のつどい～クリーン＆グリーンフェア～」の開催

�県民の環境保全に関する意識の高揚を図るため、環境の保全及び創造のために顕著な功績のあった方や、環

境保全等に関する行事・活動の「表彰」

�ライフスタイルの見直しなどによる、温暖化防止の取組などの啓発・キャンペーンを重点的に実施

（部会事業）

�ストップ温暖化部会

徳島県と協働で策定した、「徳島県地球環境保全行動計画（ローカルアジェンダ）」の推進など、地球温暖化

防止やオゾン層保護への取り組み

�クリーン・リサイクル推進部会

循環型社会の構築を目指し、環境美化やごみ減量化・再生利用のための実践活動の推進、情報交換などの取

り組み

�グリーン購入推進部会

省資源・省エネルギー型のライフスタイルを確立する事を目指し、県民総ぐるみとなったグリーン購入運動

への取り組み

とくしま環境宣言

私たちの徳島県は、吉野川、剣山に代表される美しく豊かな自然に恵まれています。

清らかな水、さわやかな空気、良好な自然、うるおいと安らぎのある環境は、県民にとって、健康で文化

的な生活に欠かすことのできない貴重な財産です。

しかし、私たちが求めてきた便利で物が豊かな生活は、一方で大切な資源やエネルギーを大量に消費し、

この結果、本県の環境はもちろんのこと、地球の環境にまで影響を及ぼすようになっています。

私たちは、貴重な財産であるふるさと徳島の環境を、さらにかけがえのない地球の環境を、将来の世代に

引き継いでいかなければなりません。

そのためには、これまでの自らの生活や活動を少しでも環境への負荷の少ない循環を基本としたものに変

える必要があります。

ここに、私たちは、人と自然とが共生する住みやすい徳島づくりを目指し、それぞれの役割に応じて、一

人ひとりが積極的に取り組むことを宣言します。

１．一人ひとりが、環境を守り、育み、次の世代に引き継ぐ責任があることを自覚します。

２．家庭、学校、職場、地域で、みんなで協力して、環境にやさしい生活や活動に努めます。

３．いつまでも豊かで美しい自然と共生できるよう、知恵と工夫をこらし、環境の保全・創造に努めます。

４．限りある資源の有効利用に努め、エネルギーを大切にします。

５．環境美化やごみの減量化・リサイクルに努めます。

６．地球の環境を守るため、世界の人々とともに考え、地域から行動します。

２ 環 境 月 間

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築に向けて、国民一人ひとりの環境保全に係る意識の

高揚を図るため、「見直そう今までの暮らし 考えようこれからの暮らし」をテーマに環境月間を設け、県民や事

業者、各種民間団体の協力のもと、さまざまな行動を行いました。

� 静電表示板による広報

県庁前の静電表示板を利用し、県民に環境月間についてのお知らせと環境保全活動への参加の呼びかけを行い

ました。

総
合
的
施
策

－ 29 －－ 29 －




 工場・事業場の立入検査

環境管理課、廃棄物対策課、保健環境センター・保健所及び市町村が協力して、県下の工場・事業場を対象に、

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などに関する公害防止体制の整備状況や施設の設置状況、廃棄物の処理方法等

について、立入検査と指導を行いました。

� 環境美化推進図画

環境美化に対する意識の高揚を図るため小・中学生を対象に環境美化推進図画の募集を行いました。平成１３年

度には合わせて２９７点の応募があり、審査の結果、小学生の部では最優秀賞の堀江南小学校 賀川登志貴さんを

はじめ、優秀賞６名、佳作６名、また中学生の部では最優秀賞の板野中学校 西川みどりさんをはじめ優秀賞３

名、佳作６名が入選しました。

� 省資源・省エネルギー図画・ポスターコンクール

エネルギーの重要性、省エネルギーの必要性について、理解を深めてもらい、児童の「ものを大切にする心」

を育成することを目的に、省資源・省エネルギー図画・ポスターの募集を行いました。平成１３年度にはあわせて

４９６点の応募があり、審査の結果、児童の部では、最優秀賞の上浦小学校 島田千晶さんをはじめ、優秀賞５名、

入選３０名、佳作１５名、また、学校の部では、最優秀校賞の北島北小学校をはじめ、優秀校賞３校が入選しました。

� ごみゼロの日の設定と市町村における環境美化活動の実施

県では環境美化に対する意識を高めるため、５月３０日をごみゼロの日と位置づけており、関係機関や事業所に

清掃活動などを呼びかけるとともに、啓発ラジオスポット放送を実施し、広く県民に「ごみの減量化と環境美化」

を周知し意識の向上を図りました。

また、市町村においては、地域住民や民間団体の協力を得て、街路や公園、山林などの清掃活動や資源ごみの

再資源化、花木の植栽などの環境美化に関する活動が実施されました。

３ 環境に関するフェアの開催

平成１３年１０月６日から７日の２日間、アスティとくしまにおいて「２１世紀の暮らしと環境を考える～やってみよ

うグリーン購入、築こう循環型社会～」をテーマに、「とくしま環境県民のつどい～クリーン＆グリーンフェア～」

が開催されました。フェアにおいては、とくしま環境賞の表彰式や、記念講演、事業者・民間団体・県民による環

境保全活動が行われました。また、展示会場では、エコロジーカーなどの展示のほか、ＮＧＯ、事業者等の活動を

パネルやビデオ上映などにより紹介しました。

４ 瀬戸内海環境保全月間

瀬戸内海の環境保全思想の普及、意識の高揚を図るため沿岸府県市において昭和４８年度から毎年６月を環境保全

月間と定め、講習会の開催、広報用印刷物の作成配布等各種普及活動事業を実施しています。

本県における、平成１３年度瀬戸内海環境保全月間（６月１日～６月３０日）の実施状況は次のとおりです。

� 啓発用ポスターの配布・掲示

瀬戸内海環境保全協会作成の環境保全啓発用ポスターを各種団体、事業場等に配布・掲示しました。


 工場再点検

環境月間に合わせ、工場・事業場の立入検査を実施するとともに、瀬戸内海地域内の事業場、協定工場による

排水処理施設の整備状況等について自主点検の実施を推進しました。

� 海辺の教室

徳島県漁業協同組合連合会、地元漁業協同組合の協力を得て、見能林小学校（阿南市）の４～６年生１３５名を

対象に海辺の教室を開催しました。

５ 河川愛護思想の普及（水生生物による水質調査）

身近な河川の水質を知るとともに、河川の水質保全の必要性を認識してもらうこと及び水質環境の基礎的情報を

得ることを目的として国土交通省では昭和５９年度から、県では昭和６０年度から、徳島市では昭和６１年度から、小・
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中学生等一般市民の参加を得て水生生物による水質調査を実施しています。

平成１３年度は、河川愛護月間（７月１日～７月３１日）等において、国土交通省では県下の主要一級河川である吉

野川・那賀川や穴吹川で、県では県下の小・中学生等へ呼びかけ勝浦川等３８河川で調査が行われました。（表２―

１―７）

�表２―１―７ 水生生物調査実施状況

６ 自然環境保全の推進

� 自然保護思想の普及

自然保護は、県民ひとりひとりが自然に対する正しい理解と認識をもち、その保護・保全などの活動に取り組

むことが求められています。また、こうした活動が県下各地で積極的に展開されるためには、地域において活動

を牽引するリーダーの育成など県民協働を進めるための施策が望まれています。

そこで、県では、自然環境保全に対する県民意識の高揚を目的として、ボランティアによる参加を呼びかけて

自然環境協力員への登録を行い、研修会の開催や情報誌の発行などにより地域における自然保護活動や自然保護

思想の普及啓発を行っています。

また、身近な環境改善活動を、地域住民が主体となり事業者、行政の３者が一体となって行うグラウンドワー

クの普及を図るために、活動の核となる人材を育成する「環境ボランティアリーダー養成塾（徳島共生塾）」の

開催や、より専門的で高い知識を修得する「グラウンドワークトラスト構築事業」を実施しました。


 身近な自然環境の保全創出に向けた取り組み

自然との共生を県民が身近なところで感じ、ふるさとの多様な生きものを将来にわたって守り育てるために、

地域の多様な自然環境を活かしたビオトープ（生き物の棲み家）の保全創出を県民協働で進めることとして、そ

の基本的な考え方や進め方を「とくしまビオトープ・プラン」に取りまとめました。

７ 愛 鳥 週 間

愛鳥週間（毎年５月１０日から１６日まで）は、自然の中で野鳥に親しみ、自然を保護する心を広めるため設けられ

たものです。

県では、愛鳥週間中において、次のような多彩な行事を行っています。

� 愛鳥思想の普及啓発

� 出島野鳥公園の森づくりイベント

年 度 河 川 数 地 点 数 参加団体数 参 加 人 員

国 土 交 通 省

Ｈ６ ２ ５ ４２ ５３３

７ ２ ５ ３４ ４８１

８ ２ ５ ２８ ４０９

９ ２ ５ ２６ ４３６

１０ ２ ５ ２５ ３４８

１１ ２ ４ １５ ２１４

１２ ３ ６ ３０ ４６９

１３ ３ ６ ２８ ５８７

県

Ｈ６ ２８ ６９ ３３ １，２１７

７ ２１ ５９ ２２ ７４１

８ ２１ ７７ ３２ ９３２

９ ２３ ９４ ３５ ７８６

１０ ３４ １４２ ４４ １，４９９

１１ ４６ １４３ ４９ １，２７４

１２ ４１ １３７ ５４ １，５０７

１３ ３８ １２８ ６９ １，７１６
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出島野鳥園（那賀川町）での植樹、下草刈り 平成１３年５月１３日（参加者４３名）

� 探 鳥 会

出島野鳥園（那賀川町）及び城山（徳島市） 平成１３年５月１３日（参加者６４名）

� 平成１４年度用愛鳥週間ポスター原画募集

�応募数 ８９校 ５０１点 知事賞９点 入選２６点

� 平成１３年度愛鳥週間ポスター原画展

徳島市新町橋 阿波踊り会館２Ｆギャラリー

	 野鳥の違法捕獲等の取締り

各農林事務所ごとに警察、鳥獣保護員と合同で実施

８ 緑化運動の推進

� 緑化の推進

緑豊かで潤いのある森林・環境づくりを推進するため、「緑の募金」を中心として、緑化思想の高揚を図ると

ともに、公共施設などの緑化やボランティアによる森林の整備を推進する緑化運動を県民運動として展開してい

ます。

平成１３年度においては、県植樹祭の開催、緑のキャラバン隊の派遣等により普及啓発に努めるとともに、２５，９３６

千円の「緑の募金」を集め、ボランティアによる植樹、育林活動を行う県民参加の森づくり活動事業等を実施し

ました。

図２―１―５ 緑の募金の推移

図２―１―６ 平成１３年度緑の募金の使途
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 緑の少年隊の育成

緑を守り育てる豊かな心を持った青少年の育成を目的として、緑の少年隊が６３隊結成されており、約１，９００人

の隊員が学習活動、レクリエーション活動、奉仕活動を活発に行っています。

平成１３年度においては、緑の少年隊の活動を支援するとともに、緑の少年隊相互の連携を深めるため、神山森

林公園において交流集会を開催しました。

図２―１―７ 緑の少年隊の推移

９ 環境学習・環境教育の推進

環境保全に対する県民意識を高め、環境保全活動への参加を促していくためには、長期的な視野に立った環境学

習や環境教育の推進が必要です。このため、平成１３年度においては次の施策を実施しました。

� 環境教育推進事業

小・中学校、高等学校の児童・生徒が環境やエネルギーについての理解を深め、環境を大切にする心を育成す

るとともに、環境の保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動する実践的な態度や資質、能力を育成する

ため、県教育委員会では各種の基金の運用益を利用して、環境教育推進の研究委託事業を行っています。

研究指定校においては、環境教育推進研究会を設置して、環境教育の実践・充実に努めています。

平成１３年度は、研究指定校として次の１３の小・中学校、高等学校が指定を受けています。

�表２－１－１０ 環境教育推進事業研究指定校（平成１３年度）

基 金 の 種 類 市町村教育委員会 校 種 学 校 名

地 域 環 境 保 全 基 金
（循環型社会推進課所管）

穴 吹 町 中 三 島 中 学 校

神 山 町 小 広 野 小 学 校

うるおいのある水辺づくり基金
（河 川 課 所 管）

鳴 門 市 中 北 灘 中 学 校

脇 町 小 江 原 東 小 学 校

緑 の 基 金
（都 市 計 画 課 所 管）

徳 島 市 小 上 八 万 小 学 校

鳴 門 市 小 桑 島 小 学 校

阿 南 市 中 伊 島 中 学 校

阿 南 市 小 大 野 小 学 校

那 賀 川 町 小 今 津 小 学 校

由 岐 町 小 伊 座 利 小 学 校

半 田 町 中 八 千 代 中 学 校

穴 吹 町 小 初 草 小 学 校

（県教育委員会） 高 貞 光 工 業 高 等 学 校
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 地球にやさしい環境教育推進事業

ア 自然体験型環境教育事業

児童・生徒が、豊かな自然体験活動の中から問題を発見し、環境問題に関心を持ち、環境を保全しようとす

る実践的な態度を育成する環境教育・環境学習の基盤整備を進めるため、県教育委員会では、研究委託事業を

行っています。

研究指定校においては、自然体験型環境教育推進研究会を設置し、調査・研究等を行い、その成果をとりま

とめる。また、とりまとめた成果を県内の各学校に周知することにより、学校における環境教育の充実を図る

とともに、広く県民に対しての広報に努めています。

平成１３年度は、次の６校が指定を受けています。

�表２―１―１１ 自然体験型環境教育研究指定校（平成１３年度）

イ 環境教育講座の開催

環境教育の充実に向けて、教員の指導力の向上を図るため、県教育委員会では平成５年度から、環境教育講

座を開催し、実践事例の発表や環境教育の内容についての研修などを実施しています。

平成１３年度は、「学校で実践できる環境教育」の講演と各学校の事例発表の後、小学校部会、中学校部会及

び高等学校部会の３部会に分かれて、それぞれ研究協議、観察・実験を伴う研修などが行われました。

� 生涯学習基本構想の策定

平成５年度に策定された生涯学習基本構想には環境学習の推進の項が設けられており、その中で、環境問題の

解決のためには、今一人ひとりが「地球規模で考え、足元から行動する」（Think Globally，Act Locally）ことが

求められているということを明らかにするとともに、環境倫理の確立、環境学習の推進、推進体制の整備の３つ

の項目にわたる環境学習の推進方策を示しています。

� 徳島こども環境探検隊推進事業

環境省が進める「こどもエコクラブ」事業を推進するとともに、これを本県独自に充実・発展させた「徳島こ

ども環境探検隊」として以下の事業を実施しました。

� 樹木の大気浄化能力度チェック

樹木が炭酸同化に伴って空気中の二酸化炭素だけでなく大気中の汚染物質を吸着する作用に着目し、簡易蒸散

測定実験や気孔観察、樹種別の蒸散スピード競争等をとおして、樹木の持つ大気浄化能力を広く知ってもらい、

市町村教育委員会 学 校 名 市町村教育委員会 学 校 名

徳 島 市 川 内 北 小 学 校 山 城 町 河 内 小 学 校

阿 南 市 長 生 小 学 校 勝 浦 町 勝 浦 中 学 校

牟 岐 町 河 内 小 学 校 吉 野 町 吉 野 中 学 校

事 業 名 事 業 内 容 実 施 日 実 施 場 所

エコアクション発表会
各隊独自に展開している環境活動の発表・展示会を
開催した。

Ｈ１３．１０．６
～７

アスティとくしま

エコトレーニング
「徳島こども環境探検の旅」を実施し、海中ウォッ
チングや体験ダイビング、海中スケッチ等を行うこと
により、自然環境保全に関する学習の機会を提供した。

Ｈ１３．７．２３
～２４

牟 岐 町

サポーターズ研修会
各隊の指導者であるサポーターを対象とした研修会
を実施した。
（徳島こども環境探検の旅の中で実施）

Ｈ１３．７．２３ 牟岐少年自然の家
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環境保全意識の向上を図るために小学生・中学生・高校生を対象に毎年行っている事業です。

平成１３年度は、４小学校、２中学校から計６１人の参加がありました。

� スターウォッチング

大気保全への関心は年々高くなっていますが、大気の状態は普段目で見て確かめることが難しいものです。ス

ターウォッチングとは、星をカウントする、という身近な方法で、多くの方々に住んでいる地域の大気の状態を

知ってもらい、大気保全への意識を高めてもらうため、昭和６３年度から各団体の協力を得て実施している事業で

す。

平成１３年度は、５団体から計２０９人の参加がありました。

� 佐那河内いきものふれあいの里での普及行事

大川原地域の豊かな自然環境を利用して、動植物の観察や様々な自然体験の機会を県民に提供し、このことを

通じて自然への理解を深め、自然保護思想の普及を図ることを目的とする施設です。センターゾーンのネイチャ

ーセンターには、植物、野鳥、小動物をそれぞれ専門とする自然観察指導員が常駐し、施設の案内や各種の自然

観察会を開催しています。

�表２―１―１２ 自然観察会参加者数（平成１３年度）

開催日（曜日） 観 察 会（テーマ） 参加人数

４．２２� 渡ってきた夏鳥たち（定例探鳥会） １４

４．２９� カタクリなど早春の花の観察会（春の植物観察会） ３８

５．４� サワガニについて調べよう（小動物の観察会） ２０

５．６� スミレなど初夏の植物の観察会（ツツジと野草の観察会） １４

５．２０� サンコウチョウを見に行こう（定例探鳥会） ２１

５．２７� 春の昆虫について調べよう（昆虫観察会） ２４

６．３� ヤマセミを探してみよう（定例探鳥会） １１

６．１０� ハンミョウについて調べてみよう（昆虫の観察会） ２１

６．２４� 木イチゴのなかまなどの観察会（夏の植物観察会） ９

７．１� 渓流の鳥たち（定例探鳥会） １４

７．１５� 観察方法を勉強し林のようすを調べてみよう（植物観察の方法を学ぼう） １２

７．２２� 山に棲むネズミについて調べてみよう（小動物の観察会） １６

８．１２� 林緑と林床の植物のちがいを調べてみよう（真夏の植物観察会） ８

８．１９� 小鳥の巣箱を作ってみよう（定例探鳥会） １９

９．２� 長距離移動する昆虫について（昆虫の観察会） １９

９．１６� シギとチドリのビデオ撮影（定例探鳥会） ４

９．３０� キノコについての解説と実地での観察会（キノコと野草の観察会） １０

１０．７� タカの渡り観察会（定例探鳥会） ２３

１０．１４� シソ科の植物を中心とした観察会（秋の植物観察会） ５

１０．２１� 自然歩道の観察会（四国の道を歩いてみよう） ２１

１１．４� 紅葉と落ち葉の観察会（紅・黄葉する植物と葉の観察会） ７

１１．６� 秋の自然観察会 ５

１１．１８� 園瀬川の魚を調べてみよう（小動物の観察会） ２

１１．２５� アオシギを探してみよう（定例探鳥会） ５

１２．２� スライド上映会とオオコノハズクの巣箱掛け（定例探鳥会） １６
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１０ 地球環境保全対策事業

環境保全活動に関する側面的な支援や、環境保全に関する普及啓発を図るために、本県では平成２年３月、徳島

県地域環境保全基金を設置し、その運用益を用いて地域環境保全対策事業を実施してきました。なお、平成１４年３

月、超低金利時代に基金の有効活用を図る観点から、基金元本の取り崩しも含め事業展開を図るため、環境関連の

類似した基金である地域環境保全基金、うるおいのある水辺づくり基金、みどりの基金を統合し、環境創造基金を

設置しました。

� 基盤整備事業

環境保全に関する資料や物品を整え、県民や環境民間団体のみなさんの活動をサポートする徳島県環境ライブ

ラリーを整備・運営しています。


 知識普及事業

環境教育の推進を図るためにモデル校を選定するとともに、環境教育のための諸施策の実施を図りました。（２

校指定）

� 環境保全活動支援事業

環境民間団体等が行う講演会等に講師を派遣するなどにより、地域環境保全活動を支援しています。

開催日（曜日） 観 察 会（テーマ） 参加人数

１２．９� クリスマス用リース作り教室 １８

１２．１６� 樹皮と果実の観察会（木や草の実の観察会） ７

１２．２３� 動物のフィールドサインを探してみよう（ほ乳動物の観察会） ７

１．６� 冬芽を中心とした観察会（冬の樹木の観察会） １７

１．１４� 「赤い小鳥」たち（定例探鳥会） １６

１．２０� 水中のいきものについて調べてみよう（小動物の観察会） ２２

２．１０� 冬のタカ類を見に行こう（定例探鳥会） ２６

２．１７� 雪のうえの足跡を追ってみよう（ほ乳動物の観察会） ２１

３．３� イワヒバリを見に行こう（定例探鳥会） ７

３．１７� 冬眠から目覚めたいきものを探してみよう（小動物の観察会） ２５

合 計 ３５ 回 ５２４

－ 36 －－ 36 －



第２章 生活環境の現況と対策

第１節 大 気 環 境

１ 大気環境の現況

� 概 況

大気汚染は、工場・事業場等の固定発生源から排出されるばい煙や粉じん及び自動車等の移動発生源からの排

出ガスの他、これら発生源からの排出物質が大気中で反応して二次的に生成されるもの等により引き起こされま

す。

代表的な大気汚染物質としては、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質等があり、

環境基本法により、大気汚染に係る環境上の条件として、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基

準として「環境基準」が定められています。

本県においては、これらの状況を監視するため、発生源が集中している東部臨海地域を中心に２３局の一般環境

大気測定局（以下「一般局」という。）を設置し、常時監視を行っています。

また、自動車交通量の増加に伴い、自動車排出ガスの大気に及ぼす影響を把握するため、徳島市内に自動車排

出ガス測定局（１測定局、以下「自排局」という。）を設置し、常時監視を行っています。

この他、道路周辺等については、移動測定車による測定（以下「移動局」という。）も行っています。

さらに、降下ばいじん、浮遊粒子状物質中の金属成分、酸性雨、石綿の他、有害大気汚染物質に該当する可能

性がある物質のうち、環境基準の定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジク

ロロメタンについても環境調査を行っています。

平成１３年度の一般局での測定結果に基づく大気汚染の概況は、次のとおりです。

ア 二酸化硫黄については、２３測定局全局で環境基準を達成しています。

イ 二酸化窒素については、１９測定局全局で環境基準を達成しています。

ウ 光化学オキシダントについては、１７測定局全局で環境基準を超える日があり、また、「県大気汚染緊急時対

策措置要網」に基づく注意報を２日間２地域において発令しました。

エ 浮遊粒子状物質については、２３測定局中２０局で環境基準を達成しています。

一方、自排局の平成１３年度の測定結果では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素については、環境

基準を達成しています。

なお、各物質の環境基準及び基準達成評価方法は次のとおりであり、達成状況の経年的推移は表２―２―１の

とおりです。

① 二酸化硫黄（ＳＯ２）

１時間値の１日平均値が０．０４ppm以下であり、かつ１時間値が０．１ppm以下であること。（短期的評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後

の最高値（１日平均値の年間２％除外値）を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が

２日以上連続した場合は非達成と評価する。（長期的評価）

② 二酸化窒素（ＮＯ２）

１時間値の１日平均値が０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。（短期的評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値（１日平均値の年間

９８％値）を環境基準と比較して評価を行う。（長期的評価）

③ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

１時間値の１日平均値が０．１０㎎／�以下であり、かつ１時間値が０．２㎎／�以下であること。（短期的評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後

の最高値（１日平均値の年間２％除外値）を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が

２日以上連続した場合は非達成と評価する。（長期的評価）
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�表２―２―１ 環境基準の達成状況の推移


１ 有効測定局数とは、年間を通じて測定時間が６，０００時間以上の測定局数です。
２ 測定時間が６，０００時間に満たない測定局は、環境基準による評価の対象としません。

区分 年度

二 酸 化 硫 黄 二 酸 化 窒 素 浮 游 粒 子 状 物 質

測定局数
（有効測定局数）

環境基準達成率（％） 測定局数
（有効測定局数）

環境基準達成率（％） 測定局数
（有効測定局数）

環境基準達成率（％）

徳島県 全 国 徳島県 全 国 徳島県 全 国

一

般

局

４８ １３（１０） １００．０ ４６．４ １（０） － １．８

４９ ２０（１５） ８６．７ ６９．０ ５（５） ４０．０ ５．６

５０ ２０（２０） １００．０ ８０．１ １５（１４） ６４．３ ８．１

５１ ２０（２０） ９０．０ ８７．６ １５（１５） ５３．３ ９．０

５２ ２０（２０） ９５．０ ９３．０ １５（１５） ６６．７ １０．４

５３ ２１（２１） ９５．２ ９３．９ １６（１６） １００．０ ９２．４

５４ ２１（２１） １００．０ ９８．４ １６（１６） １００．０ ９５．７

５５ ２１（２１） １００．０ ９８．９ １６（１６） １００．０ ９６．２

５６ ２１（２１） １００．０ ９９．９ １６（１６） １００．０ ９６．８

５７ ２１（２１） １００．０ ９９．４ １６（１６） １００．０ ９８．０

５８ ２１（２１） １００．０ ９９．４ １６（１６） １００．０ ９８．７ ８（８） １００．０ ６３．０

５９ ２１（２１） １００．０ ９９．６ １６（１６） １００．０ ９６．７ ８（８） １００．０ ５０．１

６０ ２１（２１） １００．０ ９９．５ １６（１６） １００．０ ９８．５ ９（９） ６６．７ ５２．１

６１ ２２（２２） １００．０ ９９．６ １７（１７） １００．０ ９７．４ １２（１２） １００．０ ５６．８

６２ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １７（１７） １００．０ ９４．０ １６（１６） １００．０ ５２．６

６３ ２２（２２） １００．０ ９９．５ １７（１７） １００．０ ９５．９ １６（１６） ３７．５ ４７．０

元 ２２（２２） １００．０ ９９．８ １７（１７） １００．０ ９５．２ １６（１６） １００．０ ６５．２

２ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １７（１７） １００．０ ９３．６ １６（１６） ５６．３ ４３．１

３ ２２（２２） １００．０ ９９．６ １７（１７） １００．０ ９４．１ ２１（２１） ８１．０ ４９．７

４ ２２（２２） １００．０ ９９．８ １７（１７） １００．０ ９７．４ ２２（２２） ９５．５ ５７．６

５ ２２（２２） １００．０ ９９．８ １７（１７） １００．０ ９５．６ ２２（２２） １００．０ ５８．３

６ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９５．７ ２２（２２） ９０．９ ６１．８

７ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９７．５ ２２（２２） ８６．４ ６３．５

８ ２２（２２） １００．０ ９９．６ １８（１８） １００．０ ９６．４ ２２（２２） ９１．０ ６９．８

９ ２２（２２） １００．０ ９９．９ １８（１８） １００．０ ９５．３ ２２（２２） ９５．５ ６１．３

１０ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９４．３ ２２（２２） ９５．５ ６７．４

１１ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９８．９ ２２（２２） １００．０ ９０．１

１２ ２３（２３） ５６．５ ９４．２ １９（１９） １００．０ ９９．２ ２３（２３） ９５．７ ８４．４

１３ ２３（２３） １００．０ ９９．６ １９（１９） １００．０ ９９．０ ２３（２３） ８７．０ ６６．６

自

排

局

６ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６７．４ １（１） ０．０ ３２．９

７ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ７０．５ １（１） ０．０ ３５．２

８ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６４．６ １（１） ０．０ ４１．９

９ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６５．７ １（１） １００．０ ３２．９

１０ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６８．１ １（１） ０．０ ３５．７

１１ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ７８．７ １（１） １００．０ ７６．２

１２ １（１） ０．０ ９３．８ １（１） １００．０ ８０．０ １（１） １００．０ ６６．１

１３ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ７９．４ １（１） １００．０ ４７．３

－ 38 －－ 38 －




 測定物質別の大気汚染の状況

ア 二酸化硫黄

大気中の二酸化硫黄は、石油、石炭等の化石燃料に含まれる硫黄分の燃焼、酸化により発生します。

一般局２３測定局で測定した結果は、表２―２―２のとおりであり、これらを平成１２年度と比較すると、年平均

値は横ばい傾向にあり、鳴門・川内・小松島・山口局の０．００７ppmが最も高く、脇局の０．００１ppmが最も低くな

っています。

また、過去１３年間の年平均値を、小松島以北を北部地域、その他を南部地域として、地域別及び経年的に比

較すると、図２―２―１のとおりであり、北部地域は南部地域より若干高くなっていますが、平成９年度以後は、

ほぼ同程度であります。

環境基準は、一般局、自排局とも、短期及び長期的評価において達成しています。

�表２―２―２ 二酸化硫黄測定結果

区 分 市町村 測定局

有効測定
日 数

測定時間 年平均値
１時間値
の最高値

日平均値
の ２ ％
除 外 値

環境基準の達成状況

短期的評価 長期的評価

（日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （達成○ 非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３６３ ８，７１３ ０．００７ ０．０５４ ０．０１６ ○ ○

松 茂 町 松 茂 ３６３ ８，６６８ ０．００２ ０．０３６ ０．００６ ○ ○

藍 住 町 藍 住 ３５９ ８，６８３ ０．００６ ０．０５０ ０．０１１ ○ ○

北 島 町 北 島 ３６２ ８，６５９ ０．００３ ０．０３３ ０．００７ ○ ○

徳 島 市

川 内 ３６３ ８，７１９ ０．００７ ０．０４６ ０．０１４ ○ ○

応 神 ３６２ ８，６４７ ０．００４ ０．０３５ ０．０１３ ○ ○

徳 島 ３６２ ８，６６３ ０．００３ ０．０３３ ０．００７ ○ ○

多 家 良 ３６２ ８，６９５ ０．００５ ０．０３５ ０．０１２ ○ ○

小松島市 小 松 島 ３６３ ８，７１３ ０．００７ ０．０４５ ０．０１２ ○ ○

脇 町 脇 町 ３６２ ８，６６６ ０．００１ ０．０３１ ０．００３ ○ ○

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６４ ８，６８８ ０．００２ ０．０４８ ０．００７ ○ ○

中 島 ３６２ ８，６４２ ０．００２ ０．０６２ ０．００８ ○ ○

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６４ ８，６８７ ０．００２ ０．０４８ ０．００６ ○ ○

阿 南 市

阿 南 ３６２ ８，６５８ ０．００２ ０．０５９ ０．００９ ○ ○

大 潟 ３６４ ８，６９３ ０．００２ ０．０６９ ０．００７ ○ ○

橘 ３６５ ８，７２５ ０．００３ ０．０７０ ０．０１１ ○ ○

山 口 ３６４ ８，７１３ ０．００７ ０．０６５ ０．０１６ ○ ○

椿 ３６３ ８，６４３ ０．００２ ０．０６１ ０．００７ ○ ○

大 野 ３６５ ８，７２２ ０．００３ ０．０４６ ０．０１０ ○ ○

宝 田 ３６５ ８，７２７ ０．００４ ０．０７９ ０．０１３ ○ ○

福 井 ３６５ ８，７２４ ０．００２ ０．０７４ ０．００８ ○ ○

鷲 敷 町 鷲 敷 ３６３ ８，７１５ ０．００３ ０．０２７ ０．００５ ○ ○

由 岐 町 由 岐 ３６３ ８，７０５ ０．００５ ０．０５８ ０．００９ ○ ○

自排局 徳 島 市 自排徳島 ３６３ ８，７００ ０．００３ ０．０３１ ０．００９ ○ ○


 「日平均値の２％除外値」：１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値
を除外した後の最高値をいいます。
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図２―２―１ 二酸化硫黄年平均値の経年変化

イ 二酸化窒素

大気中の窒素酸化物は、その大部分が物の燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては、工場・事業

場のばい煙発生施設及び自動車などがあります。

一般局１９測定局で測定した結果は、表２―２―３のとおりであり、年平均値は、徳島局の０．０１８ppmが最も高

く、鷲敷局の０．００3ppmが最も低くなっています。

また、過去１３年間の年平均値を地域別及び経年的に比較すると、図２―２―２のとおりであり、北部地域は南

部地域の約２倍となっています。

環境基準は全局で達成しています。

一方、自排局で測定した結果も、表２―２―３のとおりであり、環境基準を達成しています。

ウ 光化学オキシダント

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や炭化水素類が強い紫外線を受けて光化学反応を起こし、二次

的に生成される酸化性物質の総称であり、光化学大気汚染の要因物質とされており、その大気中の濃度は、原

因となる大気汚染物質の量だけでなく、気温、風速、日射等の気象条件によって大きく左右されます。

一般局１７測定局の測定結果は、表２―２―４のとおりです。

環境基準超過の状況は椿局の９４６時間超過をはじめ、全局で昼間の１時間値が０．０6ppmを超えています。

また、大気汚染防止法に基づくオキシダントに係る緊急時報の発令を、昭和４９年度から「徳島県大気汚染緊

急時対策措置要綱」に基づいて行っており、平成１３年度は注意報を２日間２地域に発令しました。

オキシダントに係る緊急時報の発令状況の経年変化は表２―２―５のとおりです。

なお、本県では注意報（０．１２ppm）発令時に、当該区域内及びその周辺の主要なばい煙排出工場に対し排出

量削減の要請を行っていますが、この前段階（０．０８ppm）において、注意報発令時に直ちに削減措置等がとれ

るように準備体制を整えることを要請する事前要請の制度を設けています。平成１３年度においては、４回の事

前要請を行っています。
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�表２―２―３ 二酸化窒素測定結果

図２―２―２ 二酸化窒素年平均値の経年変化

区 分 市町村 測定局
有効測定
日 数

測定時間 年平均値
１時間値
の最高値

日平均値
の 年 間
９８％ 値

環境基準の達成状況

（日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （達成○ 非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３６３ ８，７１９ ０．０１６ ０．０７０ ０．０３６ ○

松 茂 町 松 茂 ３６３ ８，７１７ ０．０１３ ０．０６１ ０．０２９ ○

藍 住 町 藍 住 ３６２ ８，６６７ ０．０１２ ０．０５０ ０．０２２ ○

北 島 町 北 島 ３６３ ８，７１４ ０．０１２ ０．０５９ ０．０２６ ○

徳 島 市

川 内 ３５７ ８，５６８ ０．０１３ ０．０６０ ０．０２４ ○

応 神 ３５９ ８，５９８ ０．０１３ ０．０６３ ０．０２４ ○

徳 島 ３５９ ８，６５０ ０．０１８ ０．０６７ ０．０３０ ○

多 家 良 ３６３ ８，７２１ ０．００７ ０．０５１ ０．０１９ ○

小松島市 小 松 島 ３６３ ８，７２０ ０．０１２ ０．０５４ ０．０２４ ○

脇 町 脇 町 ３５４ ８，４９６ ０．０１２ ０．０５２ ０．０２１ ○

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６３ ８，７１３ ０．００９ ０．０５３ ０．０２１ ○

中 島 ３６２ ８，６６９ ０．０１０ ０．０４６ ０．０２２ ○

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６２ ８，６４８ ０．００７ ０．０４０ ０．０１６ ○

阿 南 市

阿 南 ３６０ ８，６５７ ０．０１０ ０．０５７ ０．０２５ ○

大 潟 ３６１ ８，６９８ ０．００８ ０．０５４ ０．０２１ ○

山 口 ３６１ ８，６８９ ０．００７ ０．０４６ ０．０１９ ○

椿 ３５９ ８，５７４ ０．００６ ０．０４３ ０．０１６ ○

鷲 敷 町 鷲 敷 ３５４ ８，４６３ ０．００３ ０．０３３ ０．００８ ○

由 岐 町 由 岐 ３６２ ８，６６８ ０．００４ ０．０４１ ０．０１３ ○

自排局 徳 島 市 自排徳島 ３６３ ８，７０７ ０．０２２ ０．０７２ ０．０３４ ○

�１．ザルツマン係数は０．８４、酸化率は７０％として算出しています。
２．「日平均値の年間９８％値」：１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値をい

います。
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�表２―２―４ 光化学オキシダント測定結果

�表２―２―５ オキシダントに係る緊急時報の発令状況

区 分 市町村 測定局

昼 間
測 定
日 数

昼 間
測 定
時 間

昼間の
１時間
値の年
平均値

昼間の１時間
値が０．０６ppm
を超えた日数
と 時 間 数

昼間の１時間
値が０．１２ppm
を超えた日数
と 時 間 数

昼間の
１時間
値 の
最高値

昼間の日
最高１時
間 値 の
年平均値

環境基
準の達
成状況

（日） （時間）（ppm） （日） （時間） （日） （時間）（ppm）（ppm）（達成○
非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３６５ ５，３３６ ０．０３５ １０１ ４３２ ０ ０ ０．１０３ ０．０５２ ×

松 茂 町 松 茂 ３６５ ５，３４１ ０．０３３ ８０ ３３５ ０ ０ ０．１０８ ０．０４９ ×

藍 住 町 藍 住 ３６５ ５，３３８ ０．０３４ ９９ ４２０ ０ ０ ０．０９８ ０．０５１ ×

北 島 町 北 島 ３６３ ５，２９０ ０．０３５ １０７ ４７６ １ １ ０．１２５ ０．０５２ ×

徳 島 市
川 内 ３６１ ５，３８０ ０．０３７ １２０ ５４８ １ １ ０．１３２ ０．０５４ ×

徳 島 ３６５ ５，３３７ ０．０２６ ６０ ２２４ ０ ０ ０．１０９ ０．０４１ ×

小松島市 小 松 島 ３６５ ５，３４２ ０．０３１ ６０ ２２３ ０ ０ ０．０９６ ０．０４６ ×

脇 町 脇 町 ３６５ ５，４６２ ０．０３５ １４９ ７５６ １ ２ ０．１２６ ０．０５７ ×

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６５ ５，３４５ ０．０３７ １１０ ５２９ ０ ０ ０．１０３ ０．０５２ ×

中 島 ３６５ ５，４４０ ０．０３８ １２０ ５７４ ２ ２ ０．１２３ ０．０５４ ×

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６５ ５，３４５ ０．０３８ １０２ ４８３ ０ ０ ０．１０１ ０．０５２ ×

阿 南 市

阿 南 ３６５ ５，３４８ ０．０３８ １１６ ５６０ ０ ０ ０．１１９ ０．０５３ ×

大 潟 ３６５ ５，３４８ ０．０４０ １３１ ６８８ ０ ０ ０．１１６ ０．０５５ ×

山 口 ３６５ ５，３４６ ０．０３９ １４６ ７７２ ０ ０ ０．１１９ ０．０５６ ×

椿 ３６５ ５，３４６ ０．０４３ １５９ ９６４ ０ ０ ０．１１９ ０．０５９ ×

鷲 敷 町 鷲 敷 ３６５ ５，３２７ ０．０３１ ９８ ３７５ ０ ０ ０．０９１ ０．０４９ ×

由 岐 町 由 岐 ３６５ ５，３４２ ０．０４４ １５５ ９１０ ２ ６ ０．１３４ ０．０５９ ×

� 昼間とは５時から２０時までの時間帯です。したがって、１時間値は、６時から２０時まで得られます。

�１．昭和５０年度に予報制度を制定。
２．昭和５３年度に発令区域を変更し、徳島市を３分割しています。
３．平成１２年度に発令区域を変更し、脇町を加え、１２区域から１０区域に再編成しました。（松茂町、北島町、徳島市川内町、応神町は今切区域に含まれます。）

年度４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

区分

区域

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

鳴 門 ３ １１５ １１ １

今 切 １

松 茂 ６ ６１５１１１ １１ １

藍 住 ２１４

北 島 １２ １

徳島市
北 部 ２１ ２ ３

徳島市 ２１２ １ １３ １ ２

小松島 ４ ４ ５ １

那賀川 １６１８１８ １１１ ２１ １ ３

羽ノ浦 １ ３ １ １

那賀川
羽ノ浦 １

阿 南 ２４１８２１１ １ １ ２ １ １ １ ２

鷲 敷 １

由 岐 ３１４ ７２ １ １１２ １ ３ １ １

脇 町 １

発 令
日 数 ２１０２１４３２０３１１１０１０００１０００００１１３２００００００１１００００００００１３０２０３０６０３０２０２
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エ 浮遊物質等

� 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が１０µm以下のものをいい、その発生は、工

場等のばい煙や自動車の排気ガス等の人工的原因によるものや土壌の舞い上がり等の自然原因によるものと

多種多様にわたっています。また、その環境濃度は、黄砂や気象条件の影響を受ける傾向が見受けられます。

一般局２３測定局で測定した結果は表２―２―６のとおりであり、年平均を平成１２年度と比較すると、各局、

若干ながら減少しております。

年平均は、自排局の０．０３９㎎／�が最も高く、大野局の０．０２２㎎／�が最も低くなっています。

また、過去１３年間の年平均値を、地域別及び経年的に比較すると、図２―２―３のとおりであり、北部地域

は南部地域より若干高くなっています。

環境基準の達成状況は、長期的評価では２３局中２０局が達成しています。また、短期的評価では２３局中２局

が達成しています。

一方、自排局で測定した結果は表２―２―６のとおりであり、短期的評価は環境基準非達成、長期的評価は

達成しております。

�表２―２―６ 浮遊粒子状物質測定結果

区 分 市町村 測定局

有効測定
日 数

測定時間 年平均値
１時間値
の最高値

日平均値
の ２ ％
除 外 値

環境基準の達成状況

短期的評価 長期的評価

（日） （時間） （㎎／�） （㎎／�） （㎎／�） （達成○ 非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３５２ ８，５２６ ０．０３１ ０．３０９ ０．０６５ × ○

松 茂 町 松 茂 ３６１ ８，６９０ ０．０３２ ０．３４４ ０．０６８ × ○

藍 住 町 藍 住 ３５９ ８，６６９ ０．０３５ ０．３５３ ０．０８９ × ×

北 島 町 北 島 ３６１ ８，６８３ ０．０３０ ０．２８０ ０．０７３ × ○

徳 島 市

川 内 ３６１ ８，６９４ ０．０３２ ０．３０９ ０．０６８ × ○

応 神 ３６１ ８，６６４ ０．０３５ ０．２３６ ０．０８１ × ○

徳 島 ３４５ ８，２９１ ０．０３０ ０．２５３ ０．０７０ × ○

多 家 良 ３６１ ８，６８３ ０．０２９ ０．２４８ ０．０７０ × ○

小松島市 小 松 島 ３５９ ８，６５１ ０．０２６ ０．３０９ ０．０６４ × ○

脇 町 脇 町 ３５９ ８，６７７ ０．０２９ ０．３１５ ０．０６３ × ○

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６４ ８，７３１ ０．０２７ ０．１８１ ０．０６７ ○ ○

中 島 ３６１ ８，６８３ ０．０３０ ０．２５２ ０．０６６ × ○

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６１ ８，６８０ ０．０２７ ０．１７５ ０．０６３ ○ ○

阿 南 市

阿 南 ３３５ ８，１２１ ０．０２９ ０．２１６ ０．０６５ × ○

大 潟 ３６４ ８，７３０ ０．０２６ ０．１９６ ０．０６６ ○ ○

橘 ３６５ ８，７２３ ０．０２８ ０．１９６ ０．０６８ ○ ○

山 口 ３６１ ８，６８６ ０．０２８ ０．３０８ ０．０７３ × ○

椿 ３６１ ８，６８２ ０．０２６ ０．２９６ ０．０７１ × ×

大 野 ３６５ ８，７２２ ０．０２２ ０．１６８ ０．０５５ ○ ○

宝 田 ３６５ ８，７２７ ０．０２９ ０．１６２ ０．０７４ ○ ○

福 井 ３６５ ８，７２４ ０．０２６ ０．１８９ ０．０６７ ○ ○

鷲 敷 町 鷲 敷 ３６１ ８，６７３ ０．０２３ ０．１１６ ０．０５４ ○ ○

由 岐 町 由 岐 ３６１ ８，６６５ ０．０２７ ０．２２５ ０．０７４ × ×

自排局 徳 島 市 自排徳島 ３６３ ８，７０９ ０．０３９ ０．２７６ ０．０７９ × ○

大
気
環
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図２―２―３ 浮遊粒子状物質年平均値の経年変化

�イ 浮遊粒子状物質中の金属成分

環境大気中の浮遊粒子状物質については、その量だけでなく、成分等の質的な面で注目されていることか

ら、昭和５６年度より浮遊粒子状物質中の金属成分の月単位の調査を開始し、現在県下７地点で調査を実施（鉄

・鉛・マンガン・バナジウム・クロム・カドミウム）しています。

平成１３年度の調査結果（全調査地点の年平均値の単純平均値）は、表２―２―７のとおりであり、平成１２年

度と比較すると全体的に横ばい傾向にあります。

過去８年間の成分ごとの経年変化は、図２―２―４のとおりです。

�表２―２―７ 浮遊粒子状物質中の金属成分調査結果

図２―２―４ 浮遊粒子状物質中の金属成分の年平均値の経年変化

（全調査地点における単純平均値）

調査地点数 年度
浮遊粒子状
物 質
（μg／�）

金 属 成 分（μg／�）
鉄 鉛 マンガン バナジウム クロム カドミウム

７

１３ ２５ ０．２０２ ０．０１９ ０．０２０ ０．００７ ０．００３ ０．００１３

１２ ２６ ０．２３１ ０．０１４ ０．０１９ ０．００８ ０．００２ ０．００１０

１１ ２３ ０．１９０ ０．０１２ ０．０１６ ０．００６ ０．００３ ０．００１３

� 調査地点は、一般環境大気測定局の藍住・川内・徳島・大野・阿南・山口・大潟の各測定局と同一地点です。
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オ 移動測定車による測定

本県においては、２３局の一般局による大気汚染状況の常時監視を補完するものとして、移動測定車により、

道路周辺等について大気汚染状況の調査を行っています。

平成１３年度の調査結果は、表２―２―８のとおりであり、一般局における測定結果と比較して著しい差はあり

ません。

�表２―２―８ 移動測定車による大気環境測定桔果

カ 降下ばいじん

降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち、地表に降下してくるものであり、県下７地点（一般地域及び

工場周辺地域）で月単位の調査をしていますが、その結果は、表２―２―９のとおりです。

過去８年間の調査結果（全地点における年平均値の単純平均値）の経年変化は図２―２―５のとおりです。

�表２―２―９ 降下ばいじん調査結果（単位：t／�／月）

キ 石 綿（アスベスト）

石綿は、耐熱性等にすぐれている

ため多くの製品に使用されています

が、呼吸により相当数の石綿繊維が

肺に取り込まれた時、場合によって

は発がんなどの健康被害を及ぼす恐

れがあります。

このため、平成元年及び平成８年

に大気汚染防止法の一部が改正され、

石綿製品製造工場及び石綿を使用している建築物の解体等の工事に対して、石綿の空中への飛散を抑制するた

めに所要の規制がなされました。

本県の平成１３年度における一般大気環境及び道路周辺等における石綿濃度の状況は、表２―２―１０のとおり

であり、環境庁（現環境省）が平成７年度に実施した「未規制大気汚染物質モニタリング調査結果」と比較す

ると、概ね同程度の値となっており、経年的にみても、概ね横ばい状況となっています。

測定地点
測 定
期 間
（ 月 ）

二酸化硫黄（ppm） 二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（㎎／�） 一酸化炭素（ppm） オキシダント（ppm）

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

昼 間
１時間値
の平均値

昼 間
１時間値
の最高値

鳴門市農業
研修センター ４～５ ０．００８ ０．０５０ ０．０１８ ０．０１８ ０．０６１ ０．０３３ ０．０３６ ０．０９４ ０．０５８ ０．４ １．２ ０．５ ０．０３９ ０．０８６

池 田 町
総合体育館 ６～９ ０．００５ ０．０１７ ０．００９ ０．００８ ０．０３０ ０．０１５ ０．０３２ ０．１１６ ０．０６３ ０．３ ０．８ ０．４ ０．０３０ ０．１０２

鴨島保健所 １０～１１ ０．００５ ０．０２５ ０．００７ ０．０１１ ０．０３９ ０．０２０ ０．０２６ ０．１０４ ０．０４４ ０．４ １．８ ０．６ ０．０２９ ０．０７８

小松島市役所 １２～２ ０．００６ ０．０２２ ０．０１１ ０．０２０ ０．０５８ ０．０３８ ０．０２６ ０．１２４ ０．０９０ ０．６ ２．７ １．３ ０．０２７ ０．０５６

測 定 地 点 平均値 最高値 最低値

鳴 門 市 鳴 門 市 役 所 ２．８ ９．２ １．１

徳 島 市 徳 島 保 健 所 ２．２ ５．２ ０．９

石 井 町 農 業 大 学 １．７ ２．５ １．０

小松島市 小 松 島 市 役 所 ３．１ １３．８ ０．８

那賀川町 那 賀 川 町 役 場 ４．０ ２０．８ ０．９

阿 南 市
阿 南 保 健 所 ３．８ １４．６ ０．８

徳島バス橘営業所 ３．３ ７．１ ０．７

�表２―２―１０ 石綿調査結果（平成１３年度）

調 査 区 分 地点数 石綿濃度（ｆ／ｌ） 測 定 地 点

一 般 環 境 ４
０．３６

（平 均 値）

勝浦町生比奈（民有地）
鷲敷中学校
脇町合同庁舎
池田町総合体育館

主要道路近傍 ２
０．２６

（平 均 値）
阿南農村青年の家
小松島市役所駐車場

大
気
環
境

図２―２―５ 降下ばいじん年平均値の経年変化
（t／�／月）
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ク 有害大気汚染物質

近年、多様な化学物質の低濃度長期暴露に

より人への健康影響が懸念されていることか

ら、平成８年５月に大気汚染防止法が改正さ

れ、有害大気汚染物質対策が位置づけられま

した。

環境省では、有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質のうち、２２物質を優先的に

対策に取り組むべき物質（＝優先取組物質）

とし、監視測定体制の整備等を進めています。

（表２―２―１１）

本県においては、有機塩素化合物等の一部

の物質について、従来より大気環境濃度の測

定を行っていましたが、物質の有害性や大気

環境濃度からみて健康リスクが高いと考えられる優先取組物質のうち２０物質について、大気汚染の状況を把握

するモニタリング調査を実施しています。

� ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン

優先取組物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについて

は、大気汚染に係る環境基準が定められています。

平成１３年度に県内４地点で測定した結果の平均は表２―２―１２のとおりであり、環境基準と比較して、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは十分下回る結果でしたが、ベンゼンは１地点

において基準を超過するなど、若干高めの傾向がみられます。

�表２―２―１２ トリクロロエチレン等調査結果（４測定局の年間１２回の平均値）µg／�

�イ 水銀その他の項目

優先取組物質のうち、水銀については一部地域で平成３

年から調査を実施しています。平成１３年度の結果は表２―

２―１３のとおりであり、環境庁（現環境省）が平成７年度

に実施した「未規制大気汚染物質モニタリング調査結果」

と比較すると概ね同程度の結果となっています。また、Ｗ

ＨＯのクライテリア値（１５µg／�健康影響判定基準）と比較しても、十分下回っています。

その他、アセトアルデヒド等の１４物質の平成１３年度の調査結果は、環境省が同年度に実施した「有害大気

汚染物質モニタリング調査」の結果と概ね同程度の値となっています。

� 燃料使用量等の状況

硫黄酸化物、窒素酸化物等のばい煙は、重油等の燃焼に伴って発生します。

県下の工場、事業場の燃料使用量については、公害防止協定締結工場のうち大規模ばい煙発生施設を設置して

いる１８工場が大半を占めています。

これら主要工場における燃料使用量並びに硫黄酸化物排出量及び窒素酸化物排出量は図２―２―６、図２―２―７

のとおりです。平成１３年度の年間燃料使用量は、平成１２年度と比較すると液体燃料の使用量は引き続き減少して

いますが、固体燃料の使用量は増加しております。また、硫黄酸化物の排出量は増加していますが、窒素酸化物

の排出量は減少しております。

�表２―２―１１ 優先取組物質

ア ク リ ロ ニ ト リ ル ア セ ト ア ル デ ヒ ド

塩化ビニルモノマー ク ロ ロ ホ ル ム

クロロメチルメチルエテール 酸 化 エ チ レ ン

１，２－ジクロロエタン ジ ク ロ ロ メ タ ン

水銀及びその化合物 タ ル ク

ダ イ オ キ シ ン 類 テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン ニ ッ ケ ル 化 合 物

ヒ素及びその化合物 １，３ － ブ タ ジ エ ン

ベリリウム及びその化合物 ベ ン ゼ ン

ベ ン ゾ � ピ レ ン ホ ル ム ア ル デ ヒ ド

マンガン及びその化合物 六 価 ク ロ ム 化 合 物

区 分 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ベンゼン ジクロロメタン

年平均濃度 ０．１０（０．０１０～０．９３） ０．０８４（０．０１１～０．３１） ２．０（０．３９～６．１） ０．９８（０．１５～５．３）

大気環境基準 ２００ ２００ ３ １５０

（ ）内は測定範囲

�表２―２―１３ 水銀調査結果 （µg／�）

場 所 鷲 敷 阿 南 那賀川

期 間 ４～５月 ８～９月 ３月

濃 度 ０．００１１ ０．００１４ ０．００２２
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その他、自動車・船舶・航空機等移動発生源での燃料使用量も多く、特に自動車は窒素酸化物、炭化水素等の

汚染物質を排出し、さらにこれらが光化学オキシダントの原因物質になるなど大気汚染への関与が大きいことか

ら、今後の大気汚染防止対策を講ずる上で、自動車排出ガス対策は全国的に重要な課題となっています。

図２―２―６ 主要工場の燃料使用量

図２―２―７ 主要工場の硫黄酸化物・窒素酸化物排出量

大
気
環
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２ 大気汚染防止対策

� 概 要

大気汚染に係る環境上の条件については、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境

基準が、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、ベンゼン、トリクロロ

エチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類の１０物質について定められています。

国及び県では、この環境基準を達成・維持することを目標として、図２―２―８の体系で各種施策を講じています。

環境の大気汚染の監視は、固定測定局及び移動測定局を設け、二酸化硫黄等５物質について常時測定を行って

います。

発生源に対しては、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法による規制に加え、県公害防止条例によ

り国の基準より厳しい上乗せ・横出し規制を行うほか、公害防止協定・環境保全協定の締結、県大気汚染対策指

導要綱及び県大気汚染緊急時対策措置要綱の制定等により、工場・事業場からのばい煙の排出等を規制指導して

います。また、ばい煙排出者のうち主要な９工場については、ばい煙濃度等を常時測定し、テレメータ・システ

ムを通じて監視できるようになっています。

図２―２―８ 大気汚染防止対策体系
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� 監 視 測 定

ア 一般環境大気等常時監視

大気汚染状況の常時監視及び緊急時の措置等を有効・適切に行うため、鳴門市から由岐町に至る東部臨海地

域を中心に一般局を２３局設置し、徳島市内の国道１１号沿いに自排局を１局設置しています。さらに、これを補

完するため、移動局により、主に道路周辺の環境調査も実施しています。一般局及び自排局の概要とその位置

については、表２―２―１４及び図２―２―９のとおりです。

これら一般局及び移動局で測定されたデータは、テレメータ・システム等により、県保健環境センター内の

中央監視局へ送信され、ここで大気汚染状況の常時監視、光化学オキシダント注意報などの大気汚染緊急時報

の発令を行っています。

図２―２―９ 一般環境大気測定局等位置図 大
気
環
境
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�表２―２―１４ 一般環境大気測定局等概要 （平成１３年度現在）

� ＳＯ２：二酸化硫黄 ＳＰＭ：浮遊粒子状物質 ＮＯｘ：窒素酸化物 Ｏｘ：オキシダント ＣＯ：一酸化炭素
ＨＣ：炭化水素 ＷＤ／ＷＳ：風向・風速 Temp：気温 Hum：湿度 Ｏ３：オゾン

種 目
番
号

測定局 設置場所
測 定 項 目

備 考
ＳＯ２ ＳＰＭＮＯｘ Ｏｘ ＣＯ ＨＣ ＷＤ／ＷＳ Temp Hum Ｏ３

一

般

環

境

大

気

測

定

局

１ 鳴 門 鳴門合同庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

２ 松 茂 松茂小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

３ 藍 住 藍 住 町 立
図 書 館 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

４ 北 島 北島南小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

５ 川 内 川内中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

６ 応 神 応神小学校 ○ ○ ○ ○ 徳島市設置

７ 徳 島 徳島保健所 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

８ 多 家 良 多家良コミュ
ニティセンター ○ ○ ○ ○ 徳島市設置

９ 小 松 島 阿南保健所
小松島支所 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

１０ 那 賀 川 那賀川町黒地
老人ルーム ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１１ 中 島 中島民有地 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１２ 羽 ノ 浦 羽 ノ 浦 町
東在所集会所 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１３ 阿 南 阿 南 農 村
青 年 の 家 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１４ 大 潟 大潟保育所 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１５ 橘 橘 公 民 館 ○ ○ ○ 阿南市設置

１６ 山 口 阿南市農業
総合センター ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

１７ 椿 椿 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１８ 大 野 阿南市上水道
大野水源地 ○ ○ ○ 阿南市設置

１９ 宝 田 県立阿南工業
高 校 南 横 ○ ○ ○ 〃

２０ 福 井 福井小学校 ○ ○ ○ 〃

２１ 鷲 敷 鷲敷中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

２２ 由 岐 由岐小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

２３ 脇 町 脇町合同庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

特定気象局
１ 四国電力㈱

阿南発電所 ○ ○ ○ 企 業 設 置

２ 電源開発㈱
橘湾火力発電所 ○ ○ ○ 〃

移動測定局 １ 宝くじ号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

自動車排出
ガス測定局 １ 自排徳島 徳島合同庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 〃
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イ 主要な固定発生源のばい煙常時監視

主要なばい煙排出者の９工場については、硫黄酸化物排出濃度等を常時測定し、環境測定データと同様にテ

レメータ・システムにより県保健環境センターに送信、監視を行えるようにしています（表２―２―１５）。

�表２―２―１５ 常時監視工場名及び監視項目数

ウ 監視テレメータ・システム

テレメータ・システムとは、データ送信・処理装置のことで、県内複数の環境測定局にある汚染物質測定器

及び発生源の測定器の最新データを収集・処理し、迅速かつ適切な大気環境監視を行なうために整備されました。

本県のテレメータ・システムは、昭和４９年６月に設置したものを昭和５８年度から６０年度に１回目の更新を行

い、平成７年度にデータ収集・表示及び情報提供機能の強化に力を入れた２回目の更新を行っています。

なお、データの伝送系統は、図２―２―１０のとおりです。

図２―２―１０ テレメータシステムによる伝送系統

工場名

監視項目

鳴
門
塩
業

東

邦

テ
ナ
ッ
ク
ス

日
清
紡
績

東
亞
合
成

日
本
製
紙

王
子
製
紙

四
国
電
力

阿
南
発
電
所

四
国
電
力

橘
湾
発
電
所

電
源
開
発

橘
湾
火
力

発

電

所

計

硫黄酸化物
濃 度 １ １ ２ ３ １ ５ ５ １ ２ ２１

排出総量 １ １ ０ １ １ １ １ １ １ ８

窒素酸化物
濃 度 １ ３ ０ ３ １ ８ ４ １ ２ ２３

排出総量 １ １ ０ １ １ １ １ １ １ ８

� 数値は、テレメータ・システムにより収集している監視項目数です。

大
気
環
境
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� 発生源対策

ア 固定発生源対策

� ばい煙規制

大気汚染を効果的に防止するという観点から、各種のばい煙を発生する施設について施設の種類ごとに、

ばい煙排出量が比較的大きいもの（たとえばボイラー等）を、大気汚染防止法又は県公害防止条例では〔ば

い煙発生施設〕として定め、規制を行っています。その規制方式には、一般的に排出口におけるばい煙の量

を規制する量規制方式と、濃度を規制する濃度規制方式があり、我が国においては、硫黄酸化物は前者、ば

いじん及び窒素酸化物等については後者を採用しています。

ａ 硫黄酸化物

� 排出規制（法・条例による）

硫黄酸化物の排出基準は、Ｋ値規制と呼ばれ、ばい煙の排出口の高さ及び地域ごとに定められている

定数Ｋの値（Ｋの値が小さいほど規制が厳しい）に応じて排出量の許容量が定められています。大気汚

染防止法では、昭和４３年１２月以降８次にわたって強化改正されており、本県におけるこれまでの改定の

経過は表２―２―１６のとおりです。

また、県公害防止条例該当施設についてのＫ値規制の改定の経過は表２―２―１７のとおりです。

�表２―２―１６ 硫黄酸化物に係るＫ値改定の経過（大気汚染防止法）

�表２―２―１７ 硫黄酸化物に係るＫ値改定の経過（県公害防止条例）

改定年月日
地 域

４６．６．２４
（３次規制）

４７．１．５
（４次規制）

４８．１．１
（５次規制）

４９．４．１
（６次規制）

５１．９．２８
（８次規制）

徳島市
（川内町、応神町に限る）
阿南市（※）
那賀川町、北島町

１５．８ １５．８ １１．７ ８．７６ ８．０

徳島市（上記２町を除く）
鳴門市、小松島市
阿南市（上記２１町を除く）
羽ノ浦町、松茂町
藍住町

�






�






�

２６．３

�






�






�

２２．２

�






�






�

２２．２

�






�






�

１７．５
１３．０

その他の地域 １７．５

改定年月日
地 域

４７．３．２４ ５０．３．２５

徳島市（川内町、応神町に限る）
阿南市（※）
那賀川町、北島町

１５．８ ８．７６

徳島市（上記２町を除く）
鳴門市、小松島市
阿南市（上記２１町を除く）

２２．２
１７．５

その他の地域 －

� 表２―２―１６、表２―２―１７中※は、「富岡町、学原町、日開野町、七見町、
領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津
地町、向原町、辰巳町、才見町、中林町、見能林町、大潟町、津乃峰町、及び
橘町に限る。」
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� 指 導 要 綱

排出量低減対策として、昭和５０年１１月１日に、「徳島県大気汚染対策指導要綱」を定め、ばい煙発

生工場に対する使用燃料の硫黄含有率の低減を指導しています。（表２―２―１８）

本県の排煙脱硫装置の設置状況及び脱硫処理ガス量の状況は表２―２―１９のとおりであり、硫黄酸

化物の排出量低減に寄与しています。

�表２―２―１８ 使用燃料中の硫黄含有率指導基準

�表２―２―１９ 排煙脱硫装置設置基数及び処理ガス量能力

ｂ ば い じ ん

排出規制（法・条例による）

ばいじん、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められています。法の排出基準について

は、昭和５７年の改正でそれまでの約１／２に規制強化された後、近年の廃棄物焼却炉を巡る大気汚染問題

への対応を図るため、平成１０年４月法改正による焼却炉に係るばいじんの基準規制強化がおこなわれました。

また、排出ガスを空気で希釈するだけで排出基準に適合させることを防止するため、標準酸素濃度補正

方式も採用されています。

ｃ 窒素酸化物

排出規制（法による）

窒素酸化物は、施設の種類及び規模並びに設置時期ごとに排出基準が定められています。

この排出基準については、昭和４８年８月の第１次規制以降、昭和５４年８月の第４次規制まで段階別排出

基準の強化及び対象施設の拡大を行ってきており、これにより窒素酸化物を排出するほとんどのばい煙発

生施設については排出基準が設定されました。さらに、５８年９月に窒素酸化物の発生率が高い石炭等の固

体燃料への燃料転換等のエネルギー情勢の変化に対応するため、固体燃料ボイラーに係る排出基準の強化

等（第５次規制）が行われました。

ｄ その他の有害物質等

排出規制（法・条例による）

カドミウム、鉛、フッ素、塩素などの有害物質については、大気汚染防止法により、ばい煙発生施設の

種類ごとに、排出ガス中の濃度規制が行われています。特に、塩素、塩化水素については、県公害防止条

例により、大気汚染防止法第４条第１項に基づく上乗せ排出基準を設けています。（表２―２―２０）

対象地域
対象工場
事業場の規模

鳴門市、松茂町、北島町
徳島市、小松島市、阿南市
羽ノ浦町、那賀川町

左 記 以 外 の 地 域

各ばい煙発生施設等の定格使用時における燃
料使用量の合計が５００�／ｈ以上となる工場・
事業場

１．５％以下又は排煙脱硫装置（脱
硫効率８０％以上）を設置すること

１．７％以下又は排煙脱硫装置（脱
硫効率８０％以上）を設置すること

各ばい煙発生施設等の定格使用時における燃
料使用量の合計が５００�／ｈ未満となる工場・
事業場

１．７％以下 ２．０％以下

各ばい煙発生施設等の定格使用時において、
硫黄酸化物を１０Ｎ�／ｈ以上排出するばい煙
発生施設を新増設する工場・事業場

１．０％以下又は排煙脱硫装置（脱硫効率８０％以上）を設置すること

年 度 昭和６２ ６３ 平成元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

設 置 基 数 １９ １９ ２０ ２１ ２１ ２１ ２１ ２２ ２６ ２７ ２６ ２７ ２７ ３０ ３０

処理ガス量
（万Ｎ�／ｈ） ２９１ ２９６ ３１０ ３１９ ３１９ ３１９ ３２０ ３２１ ３３２ ３１８ ３１５ ３１８ ３１８３，３０６３，３０６

大
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�表２―２―２０ 塩素・塩化水素の上乗せ排出基準

�表２―２―２１ クロム及びその化合物の規制基準

また、県公害防止条例により、無機化学工業薬品製造業におけるクロム化合物の取扱施設から排出され

るクロム及びその化合物について表２―２―２１のとおり規制基準を設けています。

�イ 粉じん規制

平成元年６月に大気汚染防止法が改正され、粉じんを石綿その他人の健康に係る被害を生じるおそれのあ

る物質（特定粉じん）と、それ以外の粉じん（一般粉じん）に分けて規制しています。

ａ 特定粉じん（法による）

特定粉じんは、特定粉じん発生施設（石綿解綿用機械等）を設置する工場・事業場の敷地境界における

濃度により規制を行っています。

また、平成８年５月の法改正により、吹き付け石綿を使用する建築物の解体・改造・補修の作業のうち、

一定規模以上のものについて、作業実施の届出や作業基準の遵守等が定められています。

ｂ 一般粉じん（法・条例による）

一般粉じんは、一般粉じん発生施設（鉱物又は土石の堆積場、ベルトコンベア等）の種類ごとに、粉じ

ん飛散防止のための施設の構造並びに使用及び管理に関する基準を定めて規制をしています。

� 有害大気汚染物質規制

平成８年５月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質規制が位置づけられました。これを受けて

大気汚染防止法に基づき、平成９年１月にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの３物質

が、平成９年９月にはダイオキシン類が指定物質（有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止する

ため、その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質）に指定されました。その後、ダイオキシン

類対策特別措置法の施行に伴いダイオキシン類は指定物質から削除され、現在１１の指定物質排出施設につい

て指定物質抑制基準が定められています。

	 ダイオキシン類規制

ダイオキシン類による環境汚染を防止するため、平成１２年１月１５日にダイオキシン類対策特別措置法が施

行され、規制の対象となる施設を特定施設として指定し、特定施設を設置する事業者に届出を義務付けると

ともに、施設の種類毎に排出基準値が定められています。


 立入調査等

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設は、７４４工場・事業場に１，４９０施設設置されており、その６１．４％を

ボイラーが占めています。（表２―２―２２）

ばい煙の種類 適 用 施 設 法の排出基準
条例による上
乗せ排出基準

上乗せ排出基準適用地域

塩 素 大気汚染防止法施行令別表第１の１６
の項から１９の項までに掲げる施設

３０㎎／Ｎ� ２０㎎／Ｎ� 徳島市（川内町、応神町に限る。）
松茂町、北島町塩 化 水 素 ８０㎎／Ｎ� ５０㎎／Ｎ�

有害物質の種類 規 制 基 準

クロム及びその化合物 排出口における排出ガス１Ｎ�につきクロムとして０．３㎎

六価クロム化合物 敷地の境界線の地表における大気１�につき三酸化クロムとして０．００１０㎎
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�表２―２―２２ ばい煙発生施設設置状況（大気汚染防止法）

（電気事業法、ガス事業法を含む。）

粉じん発生施設は、大気汚染防止法により「特定粉じん」と「一般粉じん」に分けられています。一般粉

じん発生施設は、１１５工場・事業場に４９３施設設置されており、その５３．１％をベルトコンベアが占めています。

（表２―２―２３）

また、県公害防止条例に基づくばい煙発生施設及び粉じん発生施設の設置状況は、それぞれ１，５３２工場・

事業場１，９５５施設、２４８工場・事業場９６５施設で、主なものは前者がボイラー（９０．０％）、後者はベルトコンベ

ア等（８４．９％）となっています。（表２―２―２４、表２―２―２５）

これらの工場・事業場に対しては、計画的に立入調査を実施し、排出基準の遵守状況及び施設の維持管理

状況等を調査した結果、１施設について大気汚染防止法に定める窒素酸化物の排出基準に適合しないことが

認められたため、事業者に対し、改善の指導を行った。

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

１ ボ イ ラ ー ８７６ ９１５ ６１．４

３
焙 焼 炉 ５ ５ ０．３

焼 結 炉 １ １ ０．１

５ 溶 解 炉 ９ ９ ０．６

６ 金 属 加 熱 炉 １３ １３ ０．９

７ 石 油 加 熱 炉 ５ ５ ０．３

９ 焼 成 炉 ９ １０ ０．７

１０
直 火 炉 ５ ５ ０．３

反 応 炉 ８ ９ ０．６

１１ 乾 燥 炉 ４６ ４６ ３．１

１２ 電 気 炉 ３ ３ ０．２

１３ 廃 棄 物 焼 却 炉 １４０ １４０ ９．４

１５ 乾 燥 施 設 ４ ４ ０．３

１６ 塩 素 急 速 冷 却 施 設 ２ ２ ０．１

１９

塩 素 反 応 施 設 １７ １７ １．１

塩 化 水 素 反 応 施 設 ４ ４ ０．３

塩 化 水 素 吸 収 施 設 ４ ４ ０．３

２４ 鉛 精 練 用 溶 解 炉 １ １ ０．１

２９ ガ ス タ ー ビ ン ３６ ３７ ２．５

３０ デ ィ ー ゼ ル 機 関 ２５６ ２６０ １７．４

施 設 合 計 １，４４４ １，４９０ －

工 場 ・ 事 業 場 数 ７２９ ７４４ －
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�表２―２―２３ 一般粉じん発生施設設置状況（大気汚染防止法）

（電気事業法、ガス事業法を含む。）

�表２―２―２４ ばい煙発生施設設置状況（県公害防止条例）

�表２―２―２５ 粉じん発生施設設置状況（県公害防止条例）

また「県大気汚染対策指導要綱」に規定する使用

燃料中の硫黄分の基準遵守状況についても調査を実

施した結果、指導基準は遵守されています。

また、立入調査等の状況については表２―２―２６

のとおりです。

イ 移動発生源対策

移動発生源としては、自動車・船舶・航空機等があ

りますが特に自動車は窒素酸化物・炭化水素等の汚染

物質を排出し、総排出量も他のものと比べて多くなっ

ています。

我が国の自動車排出ガス規制は、昭和４１年のガソリ

ンを燃料とする普通自動車及び小型自動車の一酸化炭

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

２ 堆 積 場 ８２ ８７ １７．６

３ ベ ル ト コ ン ベ ア ２５２ ２６２ ５３．１

４ 破 砕 機 ・ 磨 砕 機 ９４ ９５ １９．３

５ ふ る い ４７ ４９ ９．９

施 設 合 計 ４７５ ４９３ －

工 場 ・ 事 業 場 数 １１１ １１５ －

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

１ ボ イ ラ ー １，７３９ １，７６０ ９０．０

２ 乾 燥 炉 ９ １０ ０．５

３ 廃 棄 物 焼 却 炉 １４１ １４６ ７．５

４ クロム化合物の取扱施設 ３９ ３９ ２．０

施 設 合 計 １，９２８ １，９５５ －

工 場 ・ 事 業 場 数 １，５１０ １，５３２ －

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

１ 堆 積 場 １２８ １２９ １３．４

２ ベ ル ト コ ン ベ ア ８０６ ８１９ ８４．９

３ お が く ず 堆 積 場 １７ １７ １．８

施 設 合 計 ９５１ ９６５ －

工 場 ・ 事 業 場 数 ２４３ ２４８ －

�表２―２―２６ 立入調査等の状況

調 査 区 分 工場・事業場数等

立 入 調 査 ５０９

測

定

調

査

燃料中硫黄含有率 １４５

硫 黄 酸 化 物 ２２

ば い じ ん ２

窒 素 酸 化 物 ２７

塩 化 水 素 １５

－ 56 －－ 56 －



素濃度規制により開始されました。その後、ＬＰＧを燃料とする自動車及びディーゼル自動車が規制対象に追

加され、また、規制対象物質も逐次追加された結果、現在では、ガソリン又はＬＰＧを燃料とする自動車につ

いては一酸化炭素（ＣＯ）、炭化水素（ＨＣ）及び窒素酸化物（ＮＯｘ）が、ディーゼル自動車についてはこ

れら３物質に加えて粒子状物質（ＰＭ）及びＰＭのうちディーゼル黒煙が規制対象となっています。

近年の自動車排出ガス低減対策は、平成元年１２月の中央公害対策審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対

策のあり方について」で示された目標に沿って推進されてきました。同答申に基づき、

�自動車排出ガスについて、ディーゼル自動車等から排出されるＮＯｘ、ＰＭ等を短期及び長期の２段階の

目標に沿って大幅に削減

�自動車燃料品質について、軽油中の硫黄分を短期及び長期の２段階に分けて１０分の１レベル（０．５質量％

→０．２質量％→０．０５質量％）にまで低減

等の諸施策が平成１１年度までにすべて実施されました。

元年答申で示された目標について完全実施のめどが立ったことから、平成８年５月、環境庁長官により中央

環境審議会に対して「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」が諮問され、中央環境審議会大気部

会及び同部会に新たに設置された自動車排出ガス専門委員会において検討が開始されました。

平成８年１０月１８日には、中間答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�二輪車について排出ガス規制の導入及びＨＣ等の排出削減

�ガソリン・ＬＰＧ自動車についてＨＣ等の排出削減

�自動車燃料品質についてガソリンの低ベンゼン化（５体積％→１体積％）

の諸施策が、排出ガス規制については平成１０年又は１１年に、燃料品質規制については平成１２年１月に実施され

ました。

平成９年１１月２１日には、第二次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�ガソリン・ＬＰＧ自動車について、平成１２年から１４年にかけてＮＯｘとＨＣの排出量削減に重点を置き対

策を強化し、さらに平成１７年頃を目途に新短期目標の２分の１以下を目標に技術開発を進めること。

�ガソリン自動車の燃料蒸気ガス試験法を改定し、前項と同時に燃料蒸気ガス低減対策を強化すること。

�ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制を平成１６年から導入すること。

が予定されており、ガソリン新短期目標及びガソリン自動車の燃料蒸気ガスについては平成１０年９月に大気汚

染防止法に基づく告示「自動車排出ガスの量の許容限度」の改正等所要の措置が講じられました。

平成１０年１２月１４日には、第三次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�ディーゼル自動車について、平成１４年から１６年にかけてＮＯｘ及びＰＭ削減に重点を置き対策を強化し、

さらに平成１９年頃を目途に新短期目標の２分の１程度を目標に技術開発を進めること。

が予定されており、ディーゼル新短期目標については平成１２年９月に許容限度の改正等所要の措置が講じられ

ました。

平成１２年１１月１日には、第四次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�第三次答申で平成１９年頃を目途とされたディーゼル新長期目標を２年前倒しし、平成１７年までに達成する

こと。

�軽油中の硫黄分の許容限度設定目標値を平成１６年末までに現行の１０分の１に低減すること。

�ディーゼル特殊自動車の低減目標を１年前倒しし平成１５年までに達成すること。

が予定されております。

平成１４年４月１６日には、第五次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�ディーゼル自動車について、窒素酸化物（ＮＯｘ）等を低減しつつ、粒子状物質（ＰＭ）に重点をおいた

対策を行う。特に、重量車（車両総重量３．５t超）は、ＰＭをより大幅に低減すること。

�ガソリン自動車について、排出ガス低減対策と二酸化炭素低減対策の両立に配慮しつつ、ＮＯｘ等を低減

すること。

が予定されております。

現在の自動車排出ガス規制に係る規制値は表２―２―２７のとおりです。
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�表２―２―２７ 自動車排出ガス規制に係る規制値

注１：ＣＯ（一酸化炭素）、ＨＣ（炭化水素）、ＮＯＸ（窒素化合物）、ＰＭ（粒子状物質）
２：規制値２．７０（２．１０）とは、１台当たりの上限値２．７０、型式当たりの平均値２．１０を示す。
３：１０・１５モード（１０・１５Ｍ）とは、都市部における平均的な走行形態を表した走行パターン
１１モード（１１Ｍ）とは、冷機始動による校外から都心に向かっての平均的な走行パターン

４：ディーゼル乗用車において、「小型車」とは等価慣性重量１．２５t（車両重量１．２６５t）以下、「中型車」とは、等価慣性重量１．２５t（車両重量１．２６５
t）超である。

資料：環境省

種 類 試験モード 成 分
現 行 規 制 値 次 期 規 制 値

備 考
規 制 年 規 制 値 規 制 年 規 制 値

ガ

ソ

リ

ン

・

Ｌ

Ｐ

Ｇ

乗

用

車

４サイクル
及び
２サイクル

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１２年 １．２７（０．６７）

２サイクル車は現在生産さ
れていない

ＨＣ 平成１２年 ０．１７（０．０８）
ＮＯＸ 平成１２年 ０．１７（０．０８）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１２年 ３１．１（１９．０）
ＨＣ 平成１２年 ４．４２（２．２０）
ＮＯＸ 平成１２年 ２．５０（１．４０）

ト

ラ

ッ

ク

・

バ

ス

４サイクル
軽自動車

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１０年 ８．４２（６．５０） 平成１４年 ５．１１（３．３０）

規制開始時期
平成１４．１０．１

ＨＣ 平成１０年 ０．３９（０．２５） 平成１４年 ０．２５（０．１３）
ＮＯＸ 平成１０年 ０．４８（０．２５） 平成１４年 ０．２５（０．１３）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１０年 １０４（７６） 平成１４年 ５８．９（３８．０）
ＨＣ 平成１０年 ９．５０（７．００） 平成１４年 ６．４０（３．５０）
ＮＯＸ 平成１０年 ６．００（４．４０） 平成１４年 ３．６３（２．２０）

２サイクル
軽自動車

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 昭和５０年 １７．０（１３．０）

現在生産されていない

ＨＣ 昭和５０年 １５．０（１２．０）
ＮＯＸ 昭和５０年 ０．５０（０．３０）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 昭和５０年 １３０（１００）
ＨＣ 昭和５０年 ７０．０（５０．０）
ＮＯＸ 昭和５０年 ４．００（２．５０）

軽量車
（ＧＶＷ≦
１．７t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１２年 １．２７（０．６７）
ＨＣ 平成１２年 ０．１７（０．０８）
ＮＯＸ 平成１２年 ０．１７（０．０８）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１２年 ３１．１（１９．０）
ＨＣ 平成１２年 ４．４２（２．２０）
ＮＯＸ 平成１２年 ２．５０（１．４０）

中量車
（１．７t＜
ＧＶＷ
≦２．５t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１３年 ３．３６（２．１０）
１３年規制からは、重量区分
を変更。
�中量車
１．７t＜ＧＶＷ≦３．５t
�重量車
３．５t＜ＧＶＷ

ＨＣ 平成１３年 ０．１７（０．０８）
ＮＯＸ 平成１３年 ０．２５（０．１３）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１３年 ３８．５（２４．０）
ＨＣ 平成１３年 ４．４２（２．２０）
ＮＯＸ 平成１３年 ２．７８（１．６０）

重量車
（２．５t＜
ＧＶＷ）

Ｇ１３Ｍ
（�／kWh）

ＣＯ 平成１３年 ２６．０（１６．０） 規制開始時期
平成１３．１０．１
（中量車も同じ）

ＨＣ 平成１３年 ０．９９（０．５８）
ＮＯＸ 平成１３年 ２．０３（１．４０）

デ

ィ

ー

ゼ

ル

車

乗

用

車

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 昭和６１年 ２．７０（２．１０） 平成１４年 ０．９８（０．６３）
ＨＣ 昭和６１年 ０．６２（０．４０） 平成１４年 ０．２４（０．１２）

ＮＯＸ
小型 平成９年 ０．５５（０．４０） 平成１４年 ０．４３（０．２８）
中型 平成１０年 ０．５５（０．４０） 平成１４年 ０．４５（０．３０）

ＰＭ
小型 平成９年 ０．１４（０．０８） 平成１４年 ０．１１（０．０５２）
中型 平成１０年 ０．１４（０．０８） 平成１４年 ０．１１（０．０５６）

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

軽量車
（ＧＶＷ≦
１．７t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 昭和６３年 ２．７０（２．１０） 平成１４年 ０．９８（０．６３）
ＨＣ 昭和６３年 ０．６２（０．４０） 平成１４年 ０．２４（０．１２）
ＮＯＸ 平成９年 ０．５５（０．４０） 平成１４年 ０．４３（０．２８）
ＰＭ 平成９年 ０．１４（０．０８） 平成１４年 ０．１１（０．０５２）

中量車
（１．７t＜
ＧＶＷ
≦２．５t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成５年 ２．７０（２．１０） 平成１５年 ０．９８（０．６３） ９年
手動変速機付車
１０年
自動変速機付車

ＨＣ 平成５年 ０．６２（０．４０） 平成１５年 ０．２４（０．１２）
ＮＯＸ 平成９、１０年 ０．９７（０．７０） 平成１５年 ０．６８（０．４９）
ＰＭ 平成９、１０年 ０．１８（０．０９） 平成１５年 ０．１２（０．０６）

重量車
（２．５t＜
ＧＶＷ）

Ｄ１３Ｍ
（�／kWh）

ＣＯ 平成６年 ９．２０（７．４０） 平成１５、１６年 ３．４６（２．２２） ＧＶＷ≦３．５t ９年
３．５t＜ＧＶＷ≦１２t １０年
１２t＜ＧＶＷ １１年

ＨＣ 平成６年 ３．８０（２．９０） 平成１５、１６年 １．４７（０．８７）

ＮＯＸ
直噴

平成９～１１年 ５．８０（４．５０） 平成１５、１６年 ４．２２（３．３８）
副室 ３．５t＜ＧＶＷ≦１２t １５年

１２t＜ＧＶＷ １６年ＰＭ 平成９～１１年 ０．４９（０．２５） 平成１５、１６年 ０．３５（０．１８）

二

輪

車

４サイクル
二輪車
（�／㎞）

ＣＯ 平成１０、１１年 ２０．０（１３．０）
１０年
原付一種（－５０㏄）
軽二輪（－２５０㏄）
１１年
原付二種（－１２５㏄）
小型二輪（２５０㏄－）

ＨＣ 平成１０、１１年 ２．９３（２．００）
ＮＯＸ 平成１０、１１年 ０．５１（０．３０）

２サイクル
二輪車
（�／㎞）

ＣＯ 平成１０、１１年 １４．４（８．００）
ＨＣ 平成１０、１１年 ５．２６（３．００）
ＮＯＸ 平成１０、１１年 ０．１４（０．１０）
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� 緊急時対策

大気汚染防止法では、大気の汚染が著しくなり、人の健康や生活環境に影響を与える一定のレベルを超える状

態となった場合に、一般住民への周知及び工場・事業場に対してのばい煙排出量削減等の緊急時の措置を行うよ

う定めています。

本県においては、大気汚染監視テレメータ・システムにより県下２３箇所の測定局で常時監視を行っており、測

定値が一定レベルを超えた場合には「徳島県大気汚染緊急時対策措置要綱」に基づいた措置を行なっています。

この要綱において対象としている汚染物質は、光化学オキシダント・二酸化窒素・硫黄酸化物・浮遊粒子状物

質及び一酸化炭素で、これらの物質のうち、いままでに要綱に基づく措置をとったのは光化学オキシダントのみ

です。

光化学オキシダントに係る対象地域及び発令区域の区分は表２―２―２８、緊急時報等発令基準及び措置内容は

表２―２―２９のとおりです。

�表２―２―２８ オキシダントに係る対象地域及び発令区域

区 分 地 域 及 び 区 域

対 象 地 域
（ ４ 市 ８ 町 ）

徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、由岐町、松茂町、
北島町、藍住町、脇町

発 令 地 区
（ １０ 区 域 ）

今 切 区 域（徳島市川内町、応神町、松茂町及び北島町の全域）
徳 島 市 区 域（徳島市のうち、吉野川以南の地域の全域）
鳴 門 区 域（鳴門市の全域）
小 松 島 区 域（小松島市の全域）
阿 南 区 域（阿南市の全域）
那賀川・羽ノ浦区域（那賀川町及び羽ノ浦町の全域）
鷲 敷 区 域（鷲敷町の全域）
由 岐 区 域（由岐町の全域）
藍 住 区 域（藍住町の全域）
脇 町 区 域（脇町の全域）

大
気
環
境
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�表２―２―２９ オキシダントに係る発令基準及び措置内容

�表２―２―３０ 主要ばい煙排出者

� 尿中クロム実態調査等

阿南市に所在するクロム取扱工場周辺において、クロムに関する人体への影響の程度を把握するため、毎年度

周辺住民等を対象に尿中クロムの実態調査を行っています。過去５年間の調査結果は表２―２―３１のとおりです。

平成１３年度の調査結果は、過去４年間と同様、異常は認められませんでした。

この調査とは別に、工事の敷地境界及び周辺環境においても、浮遊粉じん中のクロムについて年間を通じた調

査を実施していますがほぼ横ばいの状況で推移しています。また、六価クロムについては、現在まですべて不検

出となっています。過去５年間の調査結果は表２―２―３２のとおりです。

緊急時報
の 区 分

発 令 基 準
措 置 内 容

ば い 煙 排 出 者 自動車使用者等

予 報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．１０
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて注意報の発令
基準程度に大気の汚染が進
行するおそれがあると予想
されるとき。

１ 発令区域内の主要ばい煙排出者（注１）に対し、
予報発令時点における窒素酸化物排出総量の２０％
以上の削減措置又はこれに相当する措置をとるよ
う協力要請する。
２ 発令区域外に位置する主要排出者に対しては、
必要に応じ、１と同様の削減措置をとるよう協力
要請する。

－

注 意 報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．１２
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて、大気の汚染
の状態が継続すると認めら
れるとき。

１ 発令区域内の主要ばい煙排出者に対し、予報段
階の措置と同様の措置をとるべきこと又は継続す
るべきことを勧告する。
２ 発令区域外に位置する主要排出者に対しては、
必要に応じ、１と同様の削減措置をとることを勧
告する。

自動車の使用者又
は運転者に対し、自
動車の運行を自主的
に制限するよう協力
要請する。

警 報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．２４
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて大気の汚染の
状態が継続すると認められ
るとき。

発令区域内及びその周辺に位置するばい煙排出者
（注２）に対し、予報発令時点（ただし、主要ばい
煙排出者以外のばい煙排出者は警報発令時点）にお
ける窒素酸化物排出総量の３０％以上の削減措置又は
これに相当する措置をとるべきことを勧告する。

注意報段階と同様
の措置とする。

重大警報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．４０
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて、大気の汚染
の状態が継続すると認めら
れるとき。

大気の汚染状態等がばい煙に起因する場合にあっ
ては、発令区域内及びその周辺に位置するばい煙排
出者に対し、予報発令時点（ただし、主要ばい煙排
出者以外のばい煙排出者は警報発令時点）における
窒素酸化物総排出量の４０％以上の削減措置又はこれ
に相当する措置をとるべきことを命令する。

大気汚染状態等が、
自動車排出ガスに起
因する場合にあって
は、公安委員会に対
し道路交通法の規定
による措置をとるべ
きことを要請する。

�１ 主要ばい煙排出者とは表２―２―３０の工場・事業場です。
２ ばい煙排出者とは排出ガス量の最大値の合計が１万Ｎ�／h以上の工場です。

市 町 工 場 ・ 事 業 場 名

徳 島 市 大塚化学㈱徳島工場、東亜合成㈱徳島工場、日清紡績㈱徳島工場、新日本理化㈱徳島工場

鳴 門 市 鳴門塩業㈱製塩工場、㈱大塚製薬工場

小 松 島 市 日本製紙㈱小松島工場

阿 南 市
王子製紙㈱富岡工場、四国電力㈱阿南発電所、日本電工㈱徳島工場、四国電力㈱橘湾発電所、
電源開発㈱橘湾火力発電所

北 島 町 東邦テナックス㈱徳島工場、四国化成工業㈱徳島第２工場

藍 住 町 光洋精工㈱徳島工場
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	表２―２―３１ 尿中クロム実態調査

	表２―２―３２ 工場周辺等のクロム調査結果

３ 今後の主な施策


 固定発生源の規制・指導の強化

最近の固定発生源の増加及び多様化などにより、排出基準の遵守状況等について、監視指導を強化します。

また、大規模工場については、テレメータ・システムによる発生源監視を継続して行います。

� 環境測定局装置の整備・充実

大気汚染の常時監視は、環境基準達成状況の把握、大気汚染防止対策の確立等のために不可欠であることから、

老朽化した測定機器の計画的な更新を行うとともに、維持管理を徹底し、測定値の精度・信頼性の確立を図りま

す。また、新たに県西部の大気汚染の状況を把握するため、平成１２年度に脇町に固定局を設置しました。

� 有害大気汚染物質対策

有害大気汚染物質のうちダイオキシン類、ベンゼン等の優先取組物質を中心に、継続して一般地域、固定発生

源等周辺の環境濃度の把握に努めるとともに、環境基準の維持達成のため必要に応じ低減対策を講じていきます。


 普及啓発活動

大気環境問題に対する理解と認識を高めるため、アイドリングストップ運動を中心とする県民参加型の環境保

全運動の啓発を進めています。

年 度
調 査 対 象 者 （人）

調 査 結 果
周辺住民等 対 照 者 合 計

９ １２ ７ １９ 異常なし

１０ １５ ７ ２２ 〃

１１ ２２ ５ ２７ 〃

１２ １１ ３ １４ 〃

１３ ４ ２ ６ 〃

区 分

年 度

敷 地 境 界（２地点） 周 辺 環 境（６地点）

六価クロム化合物
（µ�／�）

全 ク ロ ム
（µ�／�）

六価クロム化合物
（µ�／�）

全 ク ロ ム
（µ�／�）

９ すべて不検出 ０．０３４（平均） すべて不検出 すべて不検出

１０ 〃 ０．０３８（ 〃 ） 〃 ０．０１５（平均）

１１ 〃 ０．０４２（ 〃 ） 〃 ０．００４（ 〃 ）

１２ 〃 ０．０３５（ 〃 ） 〃 ０．０１０（ 〃 ）

１３ 〃 ０．０２７（ 〃 ） 〃 ０．００６（ 〃 ）
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第２節 水 環 境

１ 水 環 境 の 現 況


 概 況

本県の公共用水域は、吉野川及び那賀川水系を中心に、勝浦川大中小河川並びに瀬戸内海、紀伊水道及びこれ

らに接続する港湾等の海域からなり、恵まれた水環境を形成し、また、水道、水産、農業及び工業用水等に広く

利用されています。

これらの公共用水域の水質を保全するため、主要な１８河川及び９海域について環境基準の類型指定を行ってお

り、平成１３年度は公共用水域の水質測定計画に基づき、環境基準点を中心に河川７４、海域４７の計１２１地点につい

て調査を実施しました。

代表的な水質指標の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）又は化学的酸素要求量（ＣＯＤ）による類型指定水域の

環境基準達成状況は、河川２６水域において９６％、海域１１水域において９１％となっています。

全測定項目の基準適合状況は、利水上の障害をもたらす生活環境項目について、ｐＨ、ＤＯ（溶存酸素量）、

河川のＢＯＤ、ＳＳ（浮遊物質量）、海域のＣＯＤ、大腸菌群数、油分の適合率は河川・海域とも大半が９０％以

上と全国平均をうわまわる比較的高い適合状況でありましたが、河川の大腸菌群数のみが例年同様４３％と全国の

傾向と同じで低い適合状況でありました。また、全窒素及び全燐は、類型指定している海域４水域すべてにおい

て環境基準を達成していました。

健康項目のカドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエチ

レン、テトラクロロエチレン等の２６項目については、２，０６２検体の測定を行った結果、全ての地点、全ての項目

において環境基準を達成していました。

図２―２―１１ 主な公共用水域及び環境基準点
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一方、小河川等の一部においては、周辺地域の都市化の進展に伴う未処理の生活排水及び未規制事業場等の排

水の影響による水質汚濁がみられており、今後とも、下水道整備等による総合的な水質汚濁防止の推進が必要で

す。

海域における赤潮については、県下の沿岸地域において継続的に発生がみられていますが、その発生件数は平

成元年以降低い水準にあります。

県下の主な公共用水域のうち、水質汚濁に係る環境基準として、生活環境保全に関する基準の類型指定を行っ

ている水域及び環境基準点は図２―２―１１のとおりです。

また、本県の地下水は貴重な水資源として広く活用されており、その汚染を防止することは重要であり、平成

元年度から地下水の水質の汚濁の防止を図ることを目的として、地下水の水質の監視測定を実施しています。平

成１３年度は地下水の水質測定計画に基づき、県下の９１井戸の地下水について、トリクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレン等の地下水の環境基準項目についての水質調査を実施しました。

その結果、９１地点のうち８７地点においては、全ての項目について環境基準を達成しておりました。

� 公共用水域の水質汚濁の状況

水質汚濁防止法第１６条の規定により作成した、平成１３年度の公共用水域の水質の測定に関する計画に基づき、

国土交通省、県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市及び北島町が、４７水域で水質、１５水域で底質をそれぞれ測

定しました。（表２―２―３３）

�表２―２―３３ 測定点及び検体数

ア 環境基準適合状況

水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準は、水域の利用目的、水質汚濁の状況等

により、河川及び海域の各類型を指定し、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ（河川）、ＣＯＤ（海域）、ＳＳ（河川）、大腸

菌群数、油分（海域）、全窒素及び全燐（海域）の各項目について、基準値が定められています。

平成１３年度の環境基準点における各項目の基準適合状況は、河川における「大腸菌群数」を除いて高い適合

率を示しています。（表２―２―３４、表２―２―３５）

測 定 事 項

河 川 数 等 測 定 点 検 体 数

（ ）内は
類 型 指 定
水 域 数

環 境 基 準
測 定 点

補 助
測 定 点

生 活 環 境
項 目

健 康
項 目 等

そ の 他
項 目

水

質

河 川 ３８
（２６）

２６ ４８ ５，７３６ １，７３７ ２，５７９

海 域 ９
（１１）

２５ ２２ ３，８７０ ３２５ １，４６７

計 ４７
（３７）

５１ ７０ ９，６０６ ２，０６２ ４，０４６

底 質 １７ １８ ８ １７ １６６ ７８

水

環

境
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	表２―２―３４ 環境基準適合状況（生活環境項目・平成１３年度・環境基準点）

（河 川）

（海 域）

類

型

水
域
数

測定項目 基 準 値 測 定 値
検 体
総 数

環境基準
値を超え
る検体数

適合率
（％）

環境基準類型あてはめ水域

Ａ ６

ｐＨ ７．８～８．３ ５．９～８．４ ３９２ １３ ９７ 那賀川河口
椿 泊 湾
県南沿岸海域
県北沿岸海域
紀伊水道海域
橘 港

ＤＯ ７．５㎎／�以上 ５．３～１２ ３９２ １３２ ６６

ＣＯＤ ２㎎／�以下 ＜０．５～５．４ ３９２ ３６ ９１

油分 検出されないこと ＮＤ ７６ ０ １００

大腸菌群数 １０００ＭＰＮ／１００�以下 ０．０e０～２．４e３ ９２ ４ ９６

Ｂ ３

ｐＨ ７．８～８．３ ６．９～８．３ １２０ ８ ９３ 小 松 島 港
勝浦川河口
紀伊水道海域

ＤＯ ５㎎／�以上 ５．８～１１ １２０ ０ １００

ＣＯＤ ３㎎／�以下 ０．９～５．５ １２０ １４ ８８

油分 検出されないこと ＮＤ ２０ ０ １００

Ｃ ２

ｐＨ ７．０～８．３ ７．１～８．３ ９６ ０ １００ 富 岡 港
小 松 島 港ＤＯ ２㎎／�以上 ５．０～１１ ９６ ０ １００

ＣＯＤ ８㎎／�以下 １．３～１０ ９６ ９ ９１

計 １１

ｐＨ ５．９～８．４ ６０８ ２１ ９７

ＤＯ ５．０～１２ ６０８ １３２ ７８

ＢＯＤ ＜０．５～１０ ６０８ ５９ ９０

ＳＳ ＮＤ ９６ ０ １００

大腸菌群数 ０．０e０～２．４e３ ９２ ４ ９６

合 計 ２，０１２ ２１６ ８９

類

型

水
域
数

測定項目 基 準 値 測 定 値
検 体
総 数

環境基準
値を超え
る検体数

適合率
（％）

環境基準類型あてはめ水域

Ａ４ ４

ｐＨ ６．８～８．５ ６．５～８．４ ４８ ０ １００ 吉野川上流
勝浦川上流
那賀川上流
海部川上流

ＤＯ ７．５㎎／�以上 ８．１～１２ ４８ ０ １００

ＢＯＤ １㎎／�以下 ＜０．５～１．４ ４８ ４ ９２

ＳＳ ２５㎎／�以下 ＜１～７０ ４８ １ ９８

大腸菌群数 ５０ＭＰＮ／１００�以下 ４．０e０～１．３e４ ４８ ３６ ２５

Ａ １２

ｐＨ ６．８～８．５ ６．２～８．９ １５６ ５ ９７ 吉野川下流 旧吉野川上流
勝浦川下流 那賀川下流
桑野川上流 福 井 川
椿 川 日 和 佐 川
牟 岐 川 海部川下流
母 川 宍 喰 川

ＤＯ ７．５㎎／�以上 ７．１～１４ １５６ ２ ９９

ＢＯＤ ２㎎／�以下 ＜０．５～４．５ １５６ ２ ９９

ＳＳ ２５㎎／�以下 ＜１～１５ １５６ ０ １００

大腸菌群数 １０００ＭＰＮ／１００�以下 ０．０e０～２．４e５ １５６ ９５ ３９

Ｂ ６

ｐＨ ６．８～８．５ ６．５～８．９ ８４ ２ ９８ 旧吉野川下流 撫 養 川
今切川下流 桑野川下流
岡 川 新町川下流

ＤＯ ５㎎／�以上 ４．１～１２ ８４ ４ ９５

ＢＯＤ ３㎎／�以下 ＜０．５～１０ ８４ ９ ８９

ＳＳ ２５㎎／�以下 ＜１～１９ ８４ ０ １００

大腸菌群数 ５０００ＭＰＮ／１００�以下 ４．５e１～２．４e６ ８４ ３４ ６０

Ｃ ４

ｐＨ ６．８～８．５ ６．４～９．２ ７２ ４ ９４ 今切川上流 新町川上流
神 田 瀬 川 打 樋 川ＤＯ ５㎎／�以上 ２．４～２１ ７２ １３ ８２

ＢＯＤ ５㎎／�以下 ０．５～１１ ７２ ７ ９０

ＳＳ ５０㎎／�以下 ＜１～３２ ７２ ０ １００

計 ２６

ｐＨ ６．２～９．２ ３６０ １１ ９７

ＤＯ ２．４～２１ ３６０ １９ ９５

ＢＯＤ ＜０．５～１１ ３６０ ２２ ９４

ＳＳ ＜１～７０ ３６０ １ ９９

大腸菌群数 ０．０e０～２．４e６ ２８８ １６５ ４３

合 計 １，７２８ ２１８ ８７
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（海 域）

イ 環境基準達成状況

� 河川におけるＢＯＤ

河川における代表的な有機汚濁の

指標であるＢＯＤについての環境基

準は、平成１３年度は２６水域中２５水域

で達成され達成率は、９６％となって

おります。（表２―２―３６）

�イ 海域におけるＣＯＤ

海域における代表的な有機汚濁の

指標であるＣＯＤについての環境基

準は、１１水域中１０水域で達成され達

成率は、９１％となっております。（表

２―２―３６）

	表２―２―３６ 達成状況の推移 （平成９年度～平成１３年度）

ウ 生活環境項目

� 河 川

ａ 吉野川水系

吉野川は四国三郎として知られる県内最大の一級河川であり、幹線流路延長１９４㎞、流域面積３，７５０�で

数多くの支川と合流しながら流下し、下流部で旧吉野川、今切川、新町川等の派川を有しています。その

流域には徳島市をはじめ３３市町村、人口約６５万人を有し、河口地域においては人口及び企業の集中がみら

れ、利水面では、上水道、工業用水、かんがい用水等として広く利用されています。

類

型

水
域
数

測定項目 基 準 値 測 定 値
検 体
総 数

環境基準
値を超え
る検体数

適合率
（％）

環境基準類型あてはめ水域

Ⅱ ３
全窒素 ０．３㎎／�以下 ０．０６～０．６３ ９６ １ ９９ 県北沿岸海域 橘 港

紀伊水道海域全リン ０．０３㎎／�以下 ０．０１３～０．０８９ ９６ １１ ８９

Ⅲ １
全窒素 ０．６㎎／�以下 ０．１ ～０．４３ １２ ０ １００ 小松島港
全リン ０．０５㎎／�以下 ０．０２～０．０７８ １２ ２ ８３

合 計 ２１６ １４ ９４

類

型

水
域
数

年度

測定項目

適 合 率（％）

９ １０ １１ １２ １３

河

川

２６

ｐＨ ９９ ９７ ９８ ９７ ９７

ＤＯ ９１ ９０ ９５ ９４ ９５

ＢＯＤ ９６ ９３ ９５ ９５ ９４

ＳＳ １００ ９９ ９９ ９９ ９９

大腸菌群数 ４１ ３８ ４６ ４４ ４３

計 ８７ ８５ ８８ ８７ ８７

海

域

１１

ｐＨ ９５ ９８ ９４ ９４ ９７

ＤＯ ８１ ８３ ８２ ８３ ７８

ＣＯＤ ８９ ８９ ９０ ９２ ９０

油分 １００ １００ １００ １００ １００

大腸菌群数 １００ １００ ９６ ９１ ９６

計 ８９ ９１ ８９ ９０ ８９

年度区分 ９ １０ １１ １２ １３

河

川

あ て は め 水 域 数 ２６ ２６ ２６ ２６ ２６

達 成 水 域 数 ２５ ２４ ２５ ２４ ２５

達 成 率（％） ９６ ９２ ９６ ９２ ９６

達成できなかった水域名 岡 川
岡 川
打 樋 川

打 樋 川
岡 川
打 樋 川

岡 川

海

域

あ て は め 水 域 数 １１ １１ １１ １１ １１

達 成 水 域 数 １０ １０ ９ １０ １０

達 成 率（％） ９１ ９１ ８２ ９１ ９１

達成できなかった水域名 橘 港 橘 港
那賀川河口
小 松 島 港

那賀川河口 那賀川河口

水

環

境

	表２―２―３５ 適合状況の推移 （平成９年度～平成１３年度）
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吉野川水系においては、５河川、９水域に環境基準の類型あてはめを行っています（図２―２―１２）。新

町川は、昭和４０年代前半には新町橋でＢＯＤが３０㎎／�を超える汚濁がみられましたが、法令等による排

水規制、下水道事業の推進、市民の清掃活動等により、現在は３㎎／�以下にまで水質が改善されました。

平成１３年度の環境基準点における測定結果は、表２―２―３７のとおりであり、全ての水域において、ＢＯ

Ｄに係る環境基準は達成されています。

また、ＢＯＤ年平均値の経年変化は、図２―２―１３のとおりです。

図２―２―１２ 吉野川水系環境基準点

	表２―２―３７ 吉野川水系の測定結果 （平成１３年度）

� 平均：日間平均値の年平均値 ７５％値：日間平均値の年間７５％値 en：×１０n

測定値の単位：ｐＨは水素イオン濃度指数、大腸菌群数はＭＰＮ／１００�、それ以外㎎／�

水 域 名
（河川名等）

地 点 名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ 大腸菌群数

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均

吉 野 川（上流） 大 川 橋 ＡＡ ６．７～８．４ １０ ０．８ １．０ ７ １．９e３

吉 野 川（下流） 高 瀬 橋 Ａ ７．４～７．７ ９．５ ０．８ １．０ ２ ３．５e３

旧吉野川（上流） 市 場 橋 Ａ ７．３～７．７ ９．１ ０．９ １．０ ８ １．８e４

旧吉野川（下流） 大 津 橋 Ｂ ７．５～８．０ ８．７ １．０ １．２ ８ ７．０e３

撫 養 川 大 里 橋 Ｂ ６．５～７．４ ８．３ １．５ １．７ ３ ８．５e３

今 切 川（上流） 鯛浜堰上流側 Ｃ ７．１～８．１ ９．２ １．６ ２．５ ５ ２．３e４

今 切 川（下流） 加賀須野橋 Ｂ ７．５～８．０ ８．１ １．２ １．３ ５ １．６e４

新 町 川（上流） 新 町 橋 Ｃ ７．２～８．１ ４．６ ２．６ ２．４ ２ １．３e５

新 町 川（下流） 漁 連 前 Ｂ ７．５～８．１ ６．１ １．５ １．６ ２ １．１e４
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図２―２―１３ ＢＯＤ平均値の経年変化（吉野川水系）

（吉 野 川）

（旧吉野川）

（今切川、撫養川）

（新 町 川）

水

環

境
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ｂ 勝浦川及び神田瀬川

勝浦川は、幹線流路延長４９．６㎞、流域面積２２４�と本県の２級河川の中で最も大きな河川です。流域人

口は約５万２千人で、工場等の汚濁源は少なく、農業用水、上水道等の利水が広く行われています。平成

１３年度の測定結果ではＢＯＤ７５％値は、上流の福原大橋＜０．５㎎／�、下流の飯谷橋０．８㎎／�であり、良好

な水質を保っています。

神田瀬川は、小松島市の市街地を流れる自流の少ない感潮河川であり、生活排水の負荷が大きい河川で

あります。平成１３年度の測定結果ではＢＯＤ７５％値は３．２㎎／�であり、環境基準は達成されています。

（図２―２―１４、表２―２―３８、図２―２―１５）

図２―２―１４ 勝浦川及び神田瀬川環境基準点

	表２―２―３８ 勝浦川及び神田瀬川の測定結果 （平成１３年度）

図２―２―１５ ＢＯＤ年平均値の経年変化（勝浦川及び神田瀬川）

（勝浦川、神田瀬川）

水 域 名
（河川名等）

地 点 名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ 大腸菌群数

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均

勝 浦 川（上流） 福 原 大 橋 ＡＡ ６．５～７．５ １０ ０．５ ＜０．５ １ １．５e３

勝 浦 川（下流） 飯 谷 橋 Ａ ７．３～８．９ ９．８ ０．７ ０．８ ２ ３．５e３

神 田 瀬 川 神 代 橋 Ｃ ６．４～７．７ ６．４ ２．８ ３．２ ２ ４．８e５
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ｃ 那賀川水系等

那賀川はその源を剣山近辺に発し、県下有数の多雨地帯を流れ、桑野川、岡川等の支派川を有し、紀伊

水道に流入する幹線流路延長１２５㎞、流域面積８７４�、流域人口約９万１千人を有する県下第２の一級河川

です。上流域では豊富な水量を水力発電に利用し、下流域では農業用水及び上水道に幅広く利用されてい

ます。

また、打樋川及び福井川は橘港へ、椿川は椿泊湾へそれぞれ流入しています。

平成１３年度の環境基準点（図２―２―１６）における測定結果は、表２―２―３９のとおりであり、ＢＯＤに

係る環境基準は岡川が未達成となりました。この河川は生活排水、未規制事業場排水等の影響を直接受け

やすい河川であるためと考えられます。

また、ＢＯＤ年平均値の経年変化は、（図２―２―１７）のとおりです。

図２―２―１６ 那賀川水系等環境基準点

	表２―２―３９ 那賀川水系等の測定結果 （平成１３年度）

水 域 名
（河川名等）

地 点 名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ 大腸菌群数

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均

那 賀 川（上流） 蔭 谷 橋 ＡＡ ６．７～８．４ １０ ０．６ ０．５ ４ １．４e３

那 賀 川（下流） 那 賀 川 橋 Ａ ６．９～８．２ ９．７ ０．６ ０．７ ２ ８．０e２

桑 野 川（上流） 桑 野 谷 橋 Ａ ６．５～７．９ １０ １．４ １．６ ３ ７．３e４

桑 野 川（下流） 富 岡 新 橋 Ｂ ７．２～８．９ ９．６ １．８ ２．５ ８ ２．１e５

岡 川 文 化 橋 Ｂ ６．５～７．９ ８．４ ３．１ ３．４ ４ ４．６e４

打 樋 川 天 神 橋 Ｃ ６．８～９．２ １０ ４．５ ４．９ １７ ２．２e４

福 井 川 大 西 橋 Ａ ７．１～７．６ ８．７ １．１ １．５ ２ ４．２e４

椿 川 加 茂 前 橋 Ａ ７．０～７．７ ９．７ ０．７ ０．７ １ １．６e４

水

環

境
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図２―２―１７ ＢＯＤ平均値の経年変化（那賀川水系等）

（那 賀 川）

（桑 野 川）

（岡川、打樋川）

（福井川、椿川）
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ｄ 県南沿岸海域に流入する河川

当海域に流入する主要な河川は、日和佐川、牟岐川、海部川及び宍喰川であり、中でも海部川は県下の

２級河川のうち勝浦川に次いで大きな河川で、幹線流路延長は３６．３㎞です。これらの河川の流域には、人

口の集中及び工業等は少なく大きな汚濁源はありません。

平成１３年度の環境基準点（図２―２―１８）における測定結果は、表２―２―４０のとおりであり、すべての

水域においてＢＯＤに係る環境基準は達成されています。

また、ＢＯＤ年平均値の経年変化は、図２―２―１９のとおりであり、例年とほぼ同程度になっています。

図２―２―１８ 県南沿岸海域に流入する河川環境基準点

	表２―２―４０ 県南沿岸海域に流入する河川の測定結果 （平成１３年度）

水 域 名
（河川名等）

地 点 名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ 大腸菌群数

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均

日 和 佐 川 永 田 橋 Ａ ６．２～８．２ ９．６ ０．６ ０．５ ＜１ １．７e３

牟 岐 川 牟 岐 橋 Ａ ６．９～８．０ ９．５ ０．５ ＜０．５ ＜１ ２．７e３

海 部 川（上流） 吉 野 橋 ＡＡ ７．０～８．２ ９．５ ０．５ ０．５ １ ３．３e２

海 部 川（下流） 新海部川橋 Ａ ７．０～７．９ ９．４ ０．５ ０．５ １ ５．８e２

母 川 母 川 橋 Ａ ６．９～７．９ ９．３ ０．５ ＜０．５ １ ２．４e３

宍 喰 川 中 角 橋 Ａ ６．６～７．８ ９．４ ０．５ ０．５ １ １．３e３

水

環

境
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図２―２―１９ ＢＯＤ平均値の経年変化（県南沿岸海域に流入する河川）

�イ 海 域

ａ 県北沿岸海域

本海域は、播磨灘南部、ウチノ海及び鳴門海峡からなる水域であり、その大部分は瀬戸内海国立公園区

域に指定され、また、水産資源の豊富な海域です。本海域に流入する汚濁源としては、無機化学工業、水

産食料品加工業等の事業場がありますが、その汚濁負荷量は比較的少ない状況です。

平成１３年度の環境基準点（図２―２―２０）における測定結果は、表２―２―４１のとおりです。４基準点（類

型Ａ）におけるＣＯＤ７５％値は、１．４～１．５㎎／�で、ＣＯＤに係る環境基準は達成されています。

ＣＯＤ年平均値の経年変化は、図２―２―２１のとおりであり、例年とほぼ同程度となっています。

また、全窒素及び全燐の３基準点における平均値は０．１５～０．１８㎎／�及び０．０２３～０．０２９㎎／�であり、全

窒素及び全燐に係る環境基準は達成されています。

（日和佐川、牟岐川）

（海 部 川）

（母川、宍喰川）
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	表２―２―４１ 県北沿岸海域の測定結果 （平成１３年度）

図２―２―２１ ＣＯＤ年平均値の経年変化（県北沿岸海域）

ｂ 紀伊水道海域

本海域は、瀬戸内海と外海の太平洋を結び、船舶の往来

の多い海域です。また、県の人口及び企業の集中する県東

部地区の沿岸海域であり、河川からの汚濁負荷がある水域

です。

平成１３年度の環境基準点（図２―２―２２）における測定

結果は、表２―２―４２のとおりです。類型Ａ水域の３基準

点におけるＣＯＤ７５％値は１．５㎎／�であり、類型Ｂ水域の

Ｓｔ－９では２．２㎎／�で両水域ともＣＯＤに係る環境基準

は維持達成されています。また、全窒素及び全燐の３基準

点における平均値は、０．１５～０．１８㎎／�及び０．０２１～０．０２４

㎎／�であり、全窒素及び全燐に係る環境基準は達成されています。

ＣＯＤ年平均値の経年変化は、図２―２―２３のとおりです。

� 平均：日間平均値の年平均値 ７５％値：日間平均値の年間７５％値 ＮＤ：不検出 en：×１０n

測定値の単位：ｐＨは水素イオン濃度指数、大腸菌群数はＭＰＮ／１００�、それ以外㎎／�

図２―２―２０ 県北沿岸海域環境基準点

水 域 名
（河川名等）

地点名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 油 分 大腸菌群数 全窒素 全リン

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均 平 均 平 均

県北沿岸海域 Ｓｔ－１ Ａ ８．０～８．２ ７．９ １．３ １．４ ＮＤ ０．０e０ ０．１８ ０．０２９

〃 Ｓｔ－２ 〃 ８．０～８．２ ７．９ １．３ １．５ ＮＤ １．０e０ ０．１７ ０．０２３

〃 Ｓｔ－３ 〃 ８．０～８．２ ８．０ １．３ １．５ ＮＤ ２．１e０ － －

〃 Ｓｔ－９ Ｂ ８．０～８．２ ７．６ １．２ １．４ ＮＤ ３．７e０ ０．１５ ０．０２４

水

環

境

図２―２―２２ 紀伊水道海域環境基準点
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	表２―２―４２ 紀伊水道海域の測定結果 （平成１３年度）

図２―２―２３ ＣＯＤ年平均値の経年変化（紀伊水道海域）

ｃ 県南沿岸海域

本海域は、太平洋に面した外洋

性の海域であり、当該地域は人口

及び工場が少なく、流入する河川

の水質も良好であり、また、天然

の好漁場を有する水域です。

平成１３年度の環境基準点（図２

―２―２４）における測定結果は、

表２―２―４３のとおりであり３基

準点（類型Ａ）におけるＣＯＤ７５％

値は最大値は１．３㎎／�であり、

ＣＯＤに係る環境基準は達成され

ています。

ＣＯＤ年平均値の経年変化は、

図２―２―２５のとおりであり、例

年とほぼ同程度となっています。

	表２―２―４３ 県南沿岸海域の測定結果 （平成１３年度）

水 域 名
（河川名等）

地点名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 油 分 大腸菌群数 全窒素 全リン

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均 平 均 平 均

紀伊水道海域 Ｓｔ－１ Ａ ８．０～８．３ ７．９ １．５ １．５ ＮＤ １．６e０ ０．１８ ０．０２４

〃 Ｓｔ－２ 〃 ８．１～８．２ ８．０ １．４ １．５ ＮＤ ４．３e１ ０．１５ ０．０２１

〃 Ｓｔ－３ 〃 ８．１～８．２ ７．９ １．４ １．５ ＮＤ ４．８e０ ０．１６ ０．０２２

〃 Ｓｔ－４ 〃 ８．０～８．２ ７．８ １．９ ２．２ ＮＤ － － －

� 表２―２―９と同じ。

水 域 名
（河川名等）

地点名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 油 分 大腸菌群数

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均

県南沿岸海域 Ｓｔ－１ Ａ ８．１～８．２ ７．７ １．２ １．３ ＮＤ １．９e０

〃 Ｓｔ－２ 〃 ８．１～８．３ ７．６ １．０ １．１ ＮＤ １．６e０

〃 Ｓｔ－３ 〃 ８．１～８．３ ７．５ ０．９ １．１ ＮＤ ０．０e０

図２―２―２４ 県南沿岸海域環境基準点
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図２―２―２５ ＣＯＤ年平均値の経年変化（県南沿岸海域）

ｄ 港湾等の海域

港湾及び河川の河口部においては、小松島港、富岡港、椿泊湾、橘港、勝浦川河口及び那賀川河口に海

域の類型指定を行っています。（図２―２―２６）

小松島港は、重要港湾として海上交通の拠点となっており、船舶の航行が多く、また、生活系、産業系

の汚濁負荷があります。富岡港は、那賀川の派川の河口部に位置し、岡川及び桑野川の流域にあり、生活

排水及び製紙工場等の排水の流入汚濁負荷があります。

椿泊湾は、椿川が流入する天然の良港であり、勝浦川河口及び那賀川河口は海水の影響を受ける感潮域

です。

橘港は重要港湾であり、沿岸に発電所や化学工場が立地しております。

平成１３年度の測定結果は、表２―２―４４のとおりであり、ＣＯＤに係る環境基準は那賀川河口において

未達成となったほかは全ての水域で達成され

ています。

また、ＣＯＤ年平均値の経年変化は、図２

―２―２７のとおりです。

また、全窒素及び全燐の各基準点の平均値

は、小松島港が０．２９㎎／�及び０．０３８㎎／�、

橘港が０．１６㎎／�及び０．０２１～０．０２２㎎／�であ

り、全窒素及び全燐に係る環境基準は達成さ

れています。

水

環

境

図２―２―２６ 港湾等の海域環境基準点等
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	表２―２―４４ 港湾等の海域の測定結果 （平成１３年度）

図２―２―２７ ＣＯＤ平均値の経年変化（港湾等）

（勝浦川河口）

（小松島港）

水 域 名
（河川名等）

地点名
類

型

ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 油 分 大腸菌群数 全窒素 全リン

最小～最大 平 均 平 均 ７５％値 平 均 平 均 平 均 平 均

勝浦川河口 勝 浦 浜 橋 Ｂ ６．９～８．１ ８．１ ２．１ ２．５ ＮＤ － － －

小 松 島 港 Ｓｔ－１ Ｂ ８．０～８．３ ８．６ ２．３ ２．７ ＮＤ － － －

〃 Ｓｔ－２ 〃 ７．９～８．３ ８．６ ２．４ ２．９ ＮＤ － － －

〃 Ｓｔ－３ 〃 ８．０～８．３ ８．６ ２．３ ２．５ ＮＤ － ０．２９ ０．０３８

〃 Ｓｔ－４ Ｃ ７．９～８．３ ８．７ ２．６ ２．９ － － － －

那賀川河口 那賀川鉄橋 Ａ ６．９～８．４ ８．８ ２．４ ２．７ ＮＤ ３．７e２ － －

富 岡 港 Ｓｔ－１ Ｃ ７．２～８．１ ７．２ ４．５ ４．９ － － － －

〃 Ｓｔ－２ 〃 ７．１～８．１ ７．３ ５．４ ６．３ － － － －

〃 Ｓｔ－３ 〃 ７．１～８．１ ７．１ ５．８ ６．２ － － － －

椿 泊 湾 Ｓｔ－１ Ａ ８．１～８．３ ８．３ １．８ ２．０ ＮＤ ８．５e０ － －

〃 Ｓｔ－２ 〃 ８．１～８．３ ８．３ １．７ １．９ ＮＤ ４．３e０ － －

橘 港 Ｓｔ－１ Ａ ８．１～８．２ ８．２ １．６ １．７ ＮＤ １．２e２ ０．１６ ０．０２１

〃 Ｓｔ－２ 〃 ８．１～８．２ ８．０ １．７ １．８ ＮＤ １．３e１ ０．１６ ０．０２２

〃 Ｓｔ－３ 〃 ８．１～８．２ ８．１ １．７ １．７ ＮＤ ６．３e０ － －
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エ 健 康 項 目

水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準は、２６項目（カドミウム、全シアン、鉛、

六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン等）が定められております。

平成１３年度においては、環境基準点を中心に、河川４０地点、海域１４地点の２，０６２検体の測定を行った結果、

全ての地点、全ての項目において環境基準を達成していました。（表２―２―４５）

（那賀川河口）

（富 岡 港）

（椿 泊 湾）

（橘 港）

水

環

境
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�表２―２―４５ 健康項目測定結果表（平成１３年度・水域別総括表）

（河 川）

水域名 吉 野 川 勝 浦 川 小 松 島 港
流 入 河 川 那 賀 川 橘 港

流 入 河 川
椿 泊 湾
流 入 河 川

県 南 沿 岸
流 入 河 川 計

測定地点数 （２２） （２） （１） （６） （２） （１） （６） （４０）

項目名 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値

カ ド ミ ウ ム ０／３８ ＜０．００５ ０／６ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５ ０／４ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５ ０／７６ ＜０．００５

全 シ ア ン ０／３８ ＮＤ ０／６ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１２ ＮＤ ０／４ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１２ ＮＤ ０／７６ ＮＤ

鉛 ０／４４ ０．００８ ０／６ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／７８ ＜０．００６ ０／４ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５ ０／１４８ ＜０．００８

六 価 ク ロ ム ０／２４ ＜０．０５ ０／６ ＜０．０５ ０／２ ＜０．０５ ０／６ ＜０．０５ ０／４ ＜０．０５ ０／２ ＜０．０５ ０／１２ ＜０．０５ ０／５６ ＜０．０５

ヒ 素 ０／３６ ＜０．００５ ０／６ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５ ０／４ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５ ０／７４ ＜０．００５

総 水 銀 ０／５４ ＜０．０００５ ０／１２ ＜０．０００５ ０／６ ＜０．０００５ ０／９０ ＜０．０００５ ０／１２ ＜０．０００５ ０／６ ＜０．０００５ ０／３６ ＜０．０００５ ０／２１６ ＜０．０００５

ア ル キ ル 水 銀 ０／４０ ＮＤ ０／１２ ＮＤ ０／６ ＮＤ ０／１８ ＮＤ ０／１２ ＮＤ ０／６ ＮＤ ０／３６ ＮＤ ０／１３０ ＮＤ

Ｐ Ｃ Ｂ ０／２２ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／９ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／６ ＮＤ ０／４３ ＮＤ

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ０／３２ ＜０．００３ ０／５ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／９ ＜０．００３ ０／２ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／６ ＜０．００３ ０／５６ ＜０．００３

テトラクロロエチレン ０／３２ ＜０．００１ ０／５ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／９ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／６ ＜０．００１ ０／５６ ＜０．００１

ジ ク ロ ロ メ タ ン ０／２５ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／９ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／６ ＜０．００２ ０／４６ ＜０．００２

四 塩 化 炭 素 ０／２５ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／９ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／６ ＜０．０００２ ０／４６ ＜０．０００２

１，２－ ジ ク ロ ロ エ タ ン ０／２５ ＜０．０００４ ０／２ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／９ ＜０．０００４ ０／２ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／６ ＜０．０００４ ０／４６ ＜０．０００４

１，１－ジクロロエチレン ０／２５ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／９ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／６ ＜０．００２ ０／４６ ＜０．００２

シス－１，２－ジクロロエチレン ０／２５ ＜０．００４ ０／２ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／９ ＜０．００４ ０／２ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／６ ＜０．００４ ０／４６ ＜０．００４

１，１，１－トリクロロエタン ０／３２ ＜０．１ ０／５ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／９ ＜０．１ ０／２ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／６ ＜０．１ ０／５６ ＜０．１

１，１，２－トリクロロエタン ０／２５ ＜０．０００６ ０／２ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／９ ＜０．０００６ ０／２ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／６ ＜０．０００６ ０／４６ ＜０．０００６

１，３－ジクロロプロペン ０／２５ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／９ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／６ ＜０．０００２ ０／４６ ＜０．０００２

チ ウ ラ ム ０／２３ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／９ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／６ ＜０．００２ ０／４４ ＜０．００２

シ マ ジ ン ０／２３ ＜０．０００３ ０／２ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／９ ＜０．０００３ ０／２ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／６ ＜０．０００３ ０／４４ ＜０．０００３

チ オ ベ ン カ ル ブ ０／２３ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／９ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／６ ＜０．００２ ０／４４ ＜０．００２

ベ ン ゼ ン ０／２５ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／９ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／６ ＜０．００１ ０／４６ ＜０．００１

セ レ ン ０／２３ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／９ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／６ ＜０．００５ ０／４４ ＜０．００５

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ０／１３１ １．２ ０／２ ０．６８ ０／１ ０．５２ ０／９ １．０ ０／２ ０．５８ ０／１ ０．５２ ０／６ ０．３３ ０／１５２ １．２

ふ っ 素 ０／９ ０．１ ０／２ ０．１ ０／７ ＜０．１ ０／２ ０．１ ０／１ ０．１ ０／６ ０．１ ０／２７ ０．１

ほ う 素 ０／９ ＜０．１ ０／２ ＜０．１ ０／７ ０．１ ０／２ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／６ ＜０．１ ０／２７ ０．１
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（海 域）

水域名 県 北 沿 岸
海 域

紀 伊 水 道
海 域

県 南 沿 岸
海 域 勝浦川河口 小 松 島 港 那賀川河口 富 岡 港 橘 港 椿 泊 湾 計

測定地点数 （１） （２） （１） （１） （２） （２） （１） （４） （１） （１５）

項目名 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値 ｍ／ｎ 最大値

カ ド ミ ウ ム ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５

全 シ ア ン ０／１ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１２ ＮＤ

鉛 ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１６ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／２６ ＜０．００５

六 価 ク ロ ム ０／１ ＜０．０５ ０／２ ＜０．０５ ０／１ ＜０．０５ ０／１ ＜０．０５ ０／２ ＜０．０５ ０／１ ＜０．０５ ０／１３ ＜０．０５ ０／１ ＜０．０５ ０／２２ ＜０．０５

ヒ 素 ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５

総 水 銀 ０／１ ＜０．０００５ ０／２ ＜０．０００５ ０／１ ＜０．０００５ ０／１ ＜０．０００５ ０／２ ＜０．０００５ ０／６ ＜０．０００５ ０／１ ＜０．０００５ ０／１ ＜０．０００５ ０／１ ＜０．０００５ ０／２６ ＜０．０００５

ア ル キ ル 水 銀 ０／１ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１０ ＮＤ

Ｐ Ｃ Ｂ ０／１ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／２ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１ ＮＤ ０／１２ ＮＤ

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ０／１ ＜０．００３ ０／２ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／２ ＜０．００３ ０／２ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／１ ＜０．００３ ０／１２ ＜０．００３

テトラクロロエチレン ０／１ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１２ ＜０．００１

ジ ク ロ ロ メ タ ン ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１２ ＜０．００２

四 塩 化 炭 素 ０／１ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１２ ＜０．０００２

１，２－ ジ ク ロ ロ エ タ ン ０／１ ＜０．０００４ ０／２ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／２ ＜０．０００４ ０／２ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／１ ＜０．０００４ ０／１２ ＜０．０００４

１，１－ジクロロエチレン ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１２ ＜０．００２

シス－１，２－ジクロロエチレン ０／１ ＜０．００４ ０／２ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／２ ＜０．００４ ０／２ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／１ ＜０．００４ ０／１２ ＜０．００４

１，１，１－トリクロロエタン ０／１ ＜０．１ ０／２ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／２ ＜０．１ ０／２ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／１ ＜０．１ ０／１２ ＜０．１

１，１，２－トリクロロエタン ０／１ ＜０．０００６ ０／２ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／２ ＜０．０００６ ０／２ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／１ ＜０．０００６ ０／１２ ＜０．０００６

１，３－ジクロロプロペン ０／１ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／２ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１ ＜０．０００２ ０／１２ ＜０．０００２

チ ウ ラ ム ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１２ ＜０．００２

シ マ ジ ン ０／１ ＜０．０００３ ０／２ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／２ ＜０．０００３ ０／２ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／１ ＜０．０００３ ０／１２ ＜０．０００３

チ オ ベ ン カ ル ブ ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／２ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１ ＜０．００２ ０／１２ ＜０．００２

ベ ン ゼ ン ０／１ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／２ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１ ＜０．００１ ０／１２ ＜０．００１

セ レ ン ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／２ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１ ＜０．００５ ０／１２ ＜０．００５

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ０／１ ＜０．２５ ０／２ ＜０．２５ ０／１ ＜０．２５ ０／２ ０．６２ ０／２ ＜０．２５ ０／２ ０．４１ ０／１ ０．４８ ０／１ ＜０．２５ ０／１ ＜０．２５ ０／１３ ０．６２
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オ 水質自動測定機器による測定結果

今切川の鯛浜堰上流側及び勝浦川の田浦堰上流側において、水質自動測定機器による測定を行っています。

その結果は次のとおりです。

	表２―２－４６ 水質自動測定器による測定結果

� 底質の状況

県内の主要な河川及び海域において実施した底質の測定結果は、表２―２―４７のとおりであり、総水銀及びＰ

ＣＢについては、現在定められている暫定除去基準を超える値は測定されず、全般的に有害物質による汚染はみ

られませんでした。

	表２―２―４７ 平成１３年度公共用水域底質測定結果

測定項目

測 定 局

ｐＨ 濁 度 ＤＯ ＣＯＤ

最小～最大
（月平均）

最小～最大
（月平均） 年 平 均 最小～最大

（月平均） 年 平 均 最小～最大
（月平均） 年 平 均

今 切 川 水 質
自 動 測 定 局 ６．５～８．３ ３～８６ １０ ４．７～１１．８ ８．５ ０．７～４．１ ２．１

勝 浦 川 水 質
自 動 測 定 局 ６．８～８．３ ０～６２ ８ ２．１～１２．２ ９．８ ０．０～２．０ ０．８

�１．今切川水質自動測定局 １）環境基準 河川「Ｃ」 ２）測定場所 鯛浜堰上流側
２．勝浦川水質自動測定局 １）環境基準 河川「Ａ」 ２）測定場所 田浦堰上流側

河 川
海 域 名

地 点 名
地 点
統 一
番 号

カドミ
ウ ム
（µ�／�）

全 シ
ア ン
（µ�／�）

鉛
（µ�／�）

クロム
（６価）
（µ�／�）

ヒ 素
（µ�／�）

総水銀
（µ�／�）

アルキ
ル水銀
（µ�／�）

ＰＣＢ
（µ�／�）

総
クロム
（µ�／�）

銅
（µ�／�）

マンガン
（µ�／�）

ＣＯＤ
乾 泥
（㎎／�）

強 熱
減 量
（％）

含水量
（％）

吉 野 川 高 瀬 橋 ００２―０１＜０．０５ ＜０．５ ３．７ ＜１．０ ＜０．５ ０．０１＜０．０１＜０．０１ ８８ ２３．２ １ ２１

旧 吉 野 川
市 場 橋 ００３―０１＜０．０５ ＜０．５ ６．９ ＜１．０ ０．５ ０．０６＜０．０１＜０．０１ ９０ ３９．８ ６ ３９

大 津 橋 ００４―０１＜０．０５ ＜０．５ ３．８ ＜１．０ ＜０．５ ０．０２＜０．０１＜０．０１ １０７ ２６．６ ２ ２５

今 切 川
鯛浜堰上流側 ００５―０１＜０．０５ ＜０．５ ２５．３ ＜１．０ １．２ ０．２２＜０．０１＜０．０１ ２５１ １０６ ８ ４７

加賀須野橋 ００６―０１＜０．０５ ＜０．５ ６．２ ＜１．０ ＜０．５ ０．２２＜０．０１＜０．０１ ８１ ２３．５ １ ２４

新 町 川 新 町 橋 ００８―０１ ０．５９ ４６ ＜２ ６．１ ０．７９＜０．０１ ０．１３ ２９ ６．３ ３８．４

勝 浦 川 飯 谷 橋 ０１７―０１＜０．０５ ５．７ ＜２ ２．３ ０．０４＜０．０１＜０．０１ ＜０．５ ２．２ ４．６

那 賀 川
蔭 谷 橋 ０１１―０２ ０．０９ ５．１ ＜２ ３．３ ０．１７＜０．０１ １．０ ２．４ １８．４

那 賀 川 橋 ０１２―０１＜０．０５ ＜０．５ ８．７ ＜１．０ ＜０．５ ０．０６＜０．０１＜０．０１ ６３ １７．９ １ ２０

那賀川河口 那賀川鉄橋 ６０４―０１＜０．０５ ＜０．５ ２．８ ＜１．０ ＜０．５ ０．０４＜０．０１＜０．０１ ５４ ９．６ １ ７

桑 野 川
富 岡 新 橋 ０１４―０１＜０．０５ ＜０．５ ６．７ ＜１．０ ＜０．５ ０．２３＜０．０１＜０．０１ ４４ １０．２ ２ ２５

領 家 ０１４―５２＜０．０５ ＜０．５ ３３．５ ＜１．０ １．２ １．４９＜０．０１＜０．０１ ２５６ ８９．３ ２１ ７０

岡 川 文 化 橋 ０１５―０１ ０．２８ ２７．９ ＜２ １．３ ０．１６＜０．０１ ５．４ ２．４ ２７．３

打 樋 川 天 神 橋 ０２０―０１ ０．４４ ３５．９ ＜２ ８．９ ０．６８＜０．０１ ３２．７ ７．５ ４９．２

椿 川 加 茂 前 橋 ０１８―０１ ０．１２ １８．７ ＜２ ４．７ ０．１１＜０．０１ ３．８ ３．０ ２８．０

海 部 川 吉 野 橋 ０２３―０１ ０．１４ ７．０ ＜２ ３．５ ０．１０＜０．０１ ０．６ ２．０ １５．８

宍 喰 川 中 角 橋 ０２６―０１ ０．０９ ８．０ ＜２ ４．７ ０．１０＜０．０１ １．７ ２．３ ２６．４

紀 伊 水 道
海 域

Ｓ ｔ － ４ ６０９―５１＜０．０５ ６．７ ＜２ ３．６ ０．０５＜０．０１ ２．３ ２．２ ２６．１

Ｓ ｔ － ５ ６０９―５２＜０．０５ ７．０ ＜２ ３．１ ０．０５＜０．０１ ２．０ ２．２ ２８．１

Ｓ ｔ － ７ ６０９―５４＜０．０５ １１．１ ＜２ ５．９ ０．１７＜０．０１ ６．２ ３．８ ２８．４

Ｓ ｔ － ９ ６１０―０１＜０．０５ ６．９ ＜２ ４．３ ０．０３＜０．０１ １．２ １．８ ２２．７

富 岡 港 Ｓ ｔ － ２ ６０１―０２ ０．２４ ２４．０ ＜２ ６．３ ０．４６＜０．０１ ２５．４ ７．１ ３７．３

橘 港

Ｓ ｔ － ア ７０１―９１ ０．１０ １１．０ ＜２ ７．１ ０．３４＜０．０１ １４０ ４６０ １３．４ ５．３ ３１．０

Ｓ ｔ － イ ７０１―９２ ＜２ １８０ ６２０ ２２．３ ７．３ ４３．３

Ｓ ｔ － ウ ７０１―９３ ＜２ １００ ５８０ １３．８ ４．６ ２６．６

Ｓ ｔ － エ ７０１―９４ ０．２９ １９．７ ＜２ ７．３ ０．３５＜０．０１ １２０ ５５０ ２０．８ ５．７ ４８．７
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第３節 騒音・振動

１ 騒音・振動の現況

� 概 況

ア 騒 音

騒音には、工場や商店・飲食店などの製造・事業活動に伴うもの、建築・土木工事などの建設作業に伴うも

の、自動車等の交通機関の活動に伴うもの、そしてクーラーやステレオなど家庭生活に伴うものなどがあり、

その発生源、音の量・質ともに多種多様です。

また、数値的な音量よりも、体感音量により不快感を生じ、苦情の原因となりやすい「感覚公害」の１種で

もあり、各種公害のうちで、最も日常生活に密接した公害であるといえます。このため、騒音は大気汚染や水

質汚濁とともに、毎年公害苦情の大きな割合を占めています。

平成１３年度の騒音苦情件数は総苦情件数６０９件に対し５５件となっています。（表２―２―７４）

また、発生源別については図２―２―３３に示すとおりです。

図２―２―３３ 平成１３年度、平成１２年度における騒音の発生源別苦情件数の構成比

イ 振 動

建設作業、製造事業場を主な発生源とする振動は、騒音と同時に発生することが多く、この点から日常生活

に関連が深い公害のひとつと言えます。

平成１３年度の振動苦情件数は総苦情件数６０９件に対し４件となっています。（表２―２―７４）

�表２―２―７４ 本県の騒音・振動苦情件数 （単位：件、（ ）内％）

� （ ）内数値は、全苦情件数に対する割合

年度 平成７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

騒 音 ６３（１７．３） ６８（１４．９） ６４（１５．４） ５２（１０．７） ３８（８．５） ６０（１１．１） ５５（９．０）

振 動 ６（１．６） ９（２．０） ５（１．２） ７（１．４） ５（１．１） ５（０．９） ４（０．７）

計 ６９（２０．０） ７７（１６．９） ６９（１６．６） ５９（１２．１） ４３（９．６） ６５（１２．０） ５９（９．７）
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� 騒 音

ア 環境騒音

環境騒音とは、私達が生活する場における工場騒音、交通騒音、生活騒音及び自然界の音等が複合した騒音

の総称です。評価は、測定場所等により一般地域（道路に面する地域以外の地域）と道路に面する地域に２分

類して行います。

� 一般地域（道路に面する地域以外の地域）における騒音

一般地域における騒音の状況を把握するため、本県では４市８町（徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、

石井町、那賀川町、羽ノ浦町、日和佐町、松茂町、北島町、鴨島町及び池田町）において県及び市町が協力

して環境基準の達成状況を調査しています。

平成１３年度においては、調査を行った２１地点全てで２時間帯（昼間、夜間）ともに環境基準（環境基本法

で定められている生活環境保全のために望ましい基準）を達成していました。（表２―２―７５）

�表２―２―７５ 一般地域における環境基準の達成状況

�イ 道路に面する地域における騒音

道路沿いの地域は自動車の通行による騒音の影響を受けます。環境基準の類型指定地域内については、道

路車線数及び幹線交通を担う道路であるかにより基準が設けられています。

本県では、道路に面する地域における騒音の状況を把握するため、４市９町（徳島市、鳴門市、小松島市、

阿南市、石井町、那賀川町、羽ノ浦町、日和佐町、松茂町、北島町、鴨島町、池田町及び藍住町）において

県及び市町が協力して環境基準の達成状況を調査しています。

平成１３年度は、主要道路沿線の１７地点（うち環境基準の類型指定地域１６地点）において調査を行いました。

調査地点及び環境基準達成状況は、表２―２―７６のとおりです。また、各地点の測定結果及び環境基準値は

表２―２―７７のとおりです。

�表２―２―７６ 道路に面する地域における騒音の調査地点及び環境基準の達成状況一覧表

調査地点数
時間帯ごとの達成地点数（達成率％） ２時間帯全てで

達成した地点数昼 間 夜 間

２１ ２１（１００％） ２１（１００％） ２１（１００％）

�１．「昼間」とは午前６時から午後１０時までの間をいい、「夜間」とは、午後１０時から翌日の午前６時までの間をいう。
２．藍住町については、騒音に係る環境基準の地域類型が未指定であるため、環境基準の評価対象外とする。

測 定 場 所 道 路 名 環境基準類型
環境基準の達成状況
（達成○ 非達成×）

昼 間 夜 間
①徳島市沖浜１丁目 国道５５号 Ｃ × ×

②徳島市北常三島町２丁目 国道１１号 Ｃ × ×
③鳴門市大津町吉永 主要地方道 鳴門池田線 Ｂ ○ ○
④小松島市中田町千代ケ原 主要地方道 小松島港線 Ｃ ○ ○
⑤小松島市神田瀬町 主要地方道 小松島佐那河内線 Ｂ ○ ○
⑥阿南市橘町大浦 国道５５号 Ｂ × ○
⑦石井町高川原字高川原 主要地方道 石井引田線 Ｂ ○ ○
⑧那賀川町大字上福井字橋本 県道 大林那賀川阿南線 Ａ ○ ○
⑨羽ノ浦町古庄字中川原 国道５５号 Ｃ ○ ○
⑩日和佐町奥河内 国道５５号 Ｃ ○ ○
⑪松茂町広島字東裏 国道２８号 Ｃ × ×
⑫松茂町広島字南川向 国道１１号 Ｂ ○ ○
⑬北島町江尻字内中須 主要地方道 徳島鳴門線 Ｃ ○ ○
⑭北島町鯛浜字川久保 町道１号線 Ｂ × ×
⑮鴨島町鴨島 国道１９２号 Ｃ ○ ×
⑯池田町ヤマダ 国道３２号 Ｃ ○ ×
⑰藍住町徳命字前須東 主要地方道 徳島引田線 未指定

騒
音
・
振
動
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�表２―２―７７ 道路に面する地域における騒音の測定結果及び環境基準

このうち８地点（①、②、③、④、⑤、⑥、⑩及び⑭）で面的な評価（一定の地域ごとに当該地域内のす

べての住居等（沿道から５０メートルの範囲内）のうち環境基準を超過する戸数及び超過する割合を把握する

ことによる評価）を行ったところ、表２―２―７８のとおりとなりました。

�表２―２―７８ 面的な評価による環境基準達成状況

イ 工場・事業場騒音

工場・事業場騒音は、生産工程等の各種機械施設の稼動により発生します。騒音規制法では、特に著しい騒

音（機械から１ｍの距離で８０～１００デシベル程度）を発生する機械類を特定施設に指定し、騒音規制地域内で

設置する場合の届出と設置地域別に定められている騒音の規制基準値の遵守を義務づけています。

県下４市３０町が騒音規制法の地域を指定しており（表２―２―８９）、平成１３年度までに届出のあった県内の特

定施設数と施設設置工場数は表２―２―７９のとおりです。

さらに本県では、県公害防止条例による規制対象施設の拡大、規制地域の拡張（海上を除く県下全域）を行

っています。平成１３年度までに届出のあった県内条例規制対象施設数と設置工場数は表２―２―８０のとおりで

す。

ウ 建設作業騒音

建設作業騒音とは、道路や建物等の建設作業に伴い発生するもので、短期間で終了するが瞬時の騒音レベル

が高いことや、主に屋外作業であるため具体的な騒音防止対策が難しい特徴があります。

測 定 場 所
測定した騒音レベル
（単位：dB）

環 境 基 準 値
（単位：dB）

昼 間 夜 間 昼 間 夜 間
①徳島市沖浜１丁目 ７１．６ ６７．４ ７０ ６５
②徳島市北常三島町２丁目 ７２．８ ６８．５ ７０ ６５
③鳴門市大津町吉永 ６７．２ ６１．７ ７０ ６５
④小松島市中田町千代ケ原 ６９．９ ６２．５ ７０ ６５
⑤小松島市神田瀬町 ６７．１ ５８．４ ７０ ６５
⑥阿南市橘町大浦 ７１．３ ６３．４ ７０ ６５
⑦石井町高川原字高川原 ６５．９ ５９．２ ７０ ６５
⑧那賀川町大字上福井字橋本 ５８．５ ５０．６ ７０ ６５
⑨羽ノ浦町古庄字中川原 ６７．２ ６１．６ ７０ ６５
⑩日和佐町奥河内 ６７．９ ６１．９ ７０ ６５
⑪松茂町広島字東裏 ７２．０ ６７．９ ７０ ６５
⑫松茂町広島字南川向 ６５．０ ５９．６ ７０ ６５
⑬北島町江尻字内中須 ６９．５ ６４．３ ７０ ６５
⑭北島町鯛浜字川久保 ６８．８ ６３．７ ６５ ６０
⑮鴨島町鴨島 ６９．３ ６５．７ ７０ ６５
⑯池田町ヤマダ ６９．９ ６５．７ ７０ ６５
⑰藍住町徳命字前須東 ６８．０ ６２．６ － －

測 定 場 所
住宅等
総戸数
（戸）

環境基準達成戸数（戸） 環境基準達成率（％）
昼 夜 昼 間 夜 間 昼 夜 昼 間 夜 間

徳島市沖浜１丁目 ５３６ ３７２ ４１２ ３７２ ６９ ７７ ６９

徳島市北常三島町２丁目 ３１４ １１５ １１５ １４０ ３７ ３７ ４５

鳴門市大津町吉永 ４４ ４２ ４２ ４３ ９５ ９５ ９８

小松島市中田町千代ケ原 ７７ ７７ ７７ ７７ １００ １００ １００

小松島市神田瀬町 １７９ １７９ １７９ １７９ １００ １００ １００

阿南市橘町大浦 ７８ ４２ ４２ ７８ ５４ ５４ １００

日和佐町奥河内 ３０ ３０ ３０ ３０ １００ １００ １００

北島町鯛浜字川久保 ７６ ３５ ３５ ３５ ４６ ４６ ４６

－ 108 －－ 108 －



騒音規制法では、特に著しい騒音を発生する作業として８種類の建設作業を特定建設作業に指定し、作業実

施の届出の義務、騒音基準値の遵守（敷地境界上で８５デシベル以下）、日祝日の作業及び夜間作業の禁止等の

規制基準を定めています。

騒音規制法に基づく規制地域での特定建設作業実施の届出状況は、表２―２―８１のとおりです。

さらに本県では、工場・事業場騒音と同様に、県公害防止条例による特定建設作業の規制区域の拡張（海上

を除く県下全域）を行っています。条例に基づく規制地域での特定建設作業実施の届出状況は、表２―２―８２

のとおりです。

エ 交通騒音

� 自動車交通騒音

自動車交通騒音については、市町村長が騒音規制法に基づき都道府県公安委員会に対し、所要の措置を要

請する際の基準となる要請限度が定められています。

また、市町村長は、必要があると認めるときは、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることが

施 設 の 種 類 特定工場数 特定施設数

金 属 加 工 機 械 ８４ ２１７

空 気 圧 縮 機 等 ３５０ ３，５３７

土 石 用 破 砕 機 １８ ６１

織 機 １６ ９６９

建設用資材製造機械 ２２ ２９

穀 物 用 製 粉 機 ６ １１

木 材 加 工 機 械 １７６ ７０５

抄 紙 機 ８ ２５

印 刷 機 械 ４９ １９４

合成樹脂用射出成形機 ５ ２４

鋳 型 造 型 機 ６ １７

計 ７４０ ５，７８９

�表２―２―７９ 騒音規制法に基づく特定施設の届出
状況

（平成１３年度現在）

�表２―２―８０ 徳島県公害防止条例に基づく騒音発
生施設の届出状況

（平成１３年度現在）

施 設 の 種 類 騒音発生
工場数等

騒音発生
施 設 数

金 属 加 工 機 械 ８４ ４３９

空 気 圧 縮 機 等 ３４０ １，９９８

土 石 用 破 砕 機 ８５ ２７９

織 機 ９６ １，８８４

建設用資材製造機械 ７９ ９５

穀 物 用 製 粉 機 １１ ２１

木 材 加 工 機 械 ３５８ １，７５６

抄 紙 機 １ ７

印 刷 機 械 ２２ ６８

合成樹脂用射出成形機 １２ ９３

造 型 機 ２ １２

自動車整備用作業場等 ８１９ ８４０

計 １，９０９ ７，４９２
� 特定工場数及び騒音発生工場数は、主要な特定施設の

欄１ケ所にのみ計上しています。

施 設 の 種 類 届出件数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 ２５

びょう打機等を使用する作業 ０

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 １０３

空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 １８

コンクリートプラント等を設けて行う作業 １

バ ッ ク ホ ウ を 使 用 す る 作 業 １０

トラクターショベルを使用する作業 １

ブルドーザーを使用する作業 ０

計 １５８

�表２―２―８１ 騒音規制法に基づく特定建設作業実
施の届出件数

（平成１３年度単年）

�表２―２―８２ 徳島県公害防止条例に基づく特定建
設作業実施の届出件数

（平成１３年度単年）

施 設 の 種 類 届出件数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 １４

びょう打機等を使用する作業 ０

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 ２４

空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 ４

コンクリートプラント等を設けて行う作業 ０

計 ４２
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できるものとされています。

県内の道路に面する地域における騒音は、ほぼ横ばいの傾向にありますが、今後の交通量の動向によって

騒音の増加が予想されます。

�表２―２―８３ 徳島県の自動車種別の保有台数の推移 （単位：上段％、下段千台）

�イ 航空機騒音

航空機騒音は、機種、飛行高度、気象条件によって騒音の大きさが変化すること、間欠的であること、衝

撃性が強い音質であること、影響範囲が広いことが特徴です。

徳島飛行場におけるジェット機（ＤＣ－９－４１型）の就航に伴い、昭和５８年度から徳島市、鳴門市、北島

町及び松茂町で航空機騒音の実態調査を実施しています。継続測定地点での平成１３年度の調査結果は表２―

２―８４のとおりです。

�表２―２―８４ 航空機騒音調査結果（平成１３年度）

オ 近隣騒音

� 深夜飲食店等営業騒音

飲食店関係の営業に伴う騷音については、スナック・カラオケハウス等と住居が混在している地域で苦情

が発生しています。原因として、カラオケ装置等の音響機器、利用者が使用する自動車音、店外での人声な

どが挙げられ、付近住民の深夜の生活環境に影響を及ぼしています。

また、最近では２４時間営業のコンビニエンスストア駐車場においての利用者の話し声や車の空ぶかし等の

騒音が問題になっています。

年及び年度車種 平成８ ９ １０ １１ １２ １３

普通自動車（貨物用、乗合用、特殊
用途用）及び大型特殊自動車

４．９
２６．３

４．９
２７．２

４．９
２８．１

５．０
２８．７

５．０
２９．４

５．１
３０．２

小型自動車（貨物用、乗合用、特殊
用途用）及び軽自動車（貨物用）

３３．９
１８３．９

３２．２
１７９．５

３１．０
１７６．５

２９．５
１７０．６

２８．４
１６６．５

２６．４
１５８．１

普通自動車、小型自動車及び軽自動
車（乗用）

５８．４
３１６．４

６０．１
３３４．９

６１．３
３４８．９

６２．７
３６１．５

６３．８
３７３．３

６５．７
３９２．５

二 輪 自 動 車 ２．８
１５．２

２．８
１５．５

２．８
１５．７

２．８
１６．０

２．８
１６．２

２．８
１６．６

小 計 １００．０
５４１．８

１００．０
５５７．１

１００．０
５６９．２

１００．０
５７６．８

１００．０
５８５．４

１００．０
５９７．４

原 動 機 付 自 転 車 １０１．７ ９７．９ １１０．０ １０６．１ １０３．６ １０１．１

合 計 ６４３．５ ６５５．０ ６７９．２ ６８２．９ ６８９．０ ６９８．５

�１．「自動車数の推移（四国運輸局）」及び「交通統計（徳島県警察本部）」による。
２．各年３月末現在の台数。ただし、原動機付自転車については各年１２月末現在の台数。
３．上段数値は車種別の保有台数全体に占める割合である。（原動機付自転車を除く。）

測 定 地 点 区域の区分 平均値（最大値～最小値）
（単位：ＷＥＣＰＮＬ）

測 定 時 期
（季 節）

徳島市川内町中島 第一種区域外 ５７．５（６２．３～５１．１） 冬

鳴門市大麻町東馬詰 〃 ５５．３（５７．６～５１．４） 春

北 島 町 太 郎 八 須 第一種区域内 ６９．７（７３．７～５９．０） 春・冬

松 茂 町 広 島 〃 ６２．３（６８．４～５４．７） 春・秋

� 「区域の区分」欄に記載してある「第一種区域」とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第４条に規定されて
いる住宅の防音工事の助成対象となる区域のことである。
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�イ 生活騒音

音響機器（ピアノ、ステレオなど）、家庭電気機器（クーラーの室外機など）、ペットの鳴き声等の家庭生

活に起因する苦情も発生しています。

これは、住宅の過密化が進んだのと同時に、電化製品の普及がより進んだことなどのハード面と、近隣関

係が疎遠化していること、生活サイクルが多様化していることなどのソフト面が原因となっています。

� 振 動

ア 工場・事業場振動

工場・事業場振動は、生産工程等の各種機械施設の稼動により発生します。振動規制法では、特に著しい振

動を発生する機械類（当該機械から５ｍの距離でおおむね６０～８０デシベル）を特定施設に指定し、規制地域内

での設置の際の届出及び規制基準値の遵守を義務づけています。

振動規制地域を有する４市７町において、平成１３年度までに届出のあった特定施設数と設置工場数は表２―

２―８５のとおりです。

イ 建設作業振動

建設作業振動は、道路や建物の建設作業機械の稼動により発生し、一時的かつ短期間で終了するが振動レベ

ルが高いこと、屋外作業のため防振対策が難しい等の特徴を持っています。

振動規制法では、特に著しい振動（作業から５ｍの距離でおおむね７０～８５デシベル）を発生する作業を特定

建設作業に指定し、規制地域内での作業実施の届出を義務、振動基準値の遵守（敷地境界線上で７５デシベル以

下）、日祝日の作業及び夜間作業の禁止等の規制基準を定めています。

平成１３年度の特定建設作業実施の届出状況は表２―２―８６のとおりです。

ウ 道路交通振動

道路交通振動は、通過自動車の重量、道路の構造、路面舗装の状態等に大きな影響を受けます。本県では毎

年主要道路沿線において振動調査を行っていますが、全ての地点において振動規制法に定められた「道路交通

振動の要請限度」を大きく下回っています。

平成１３年度に実施した、国道及び主要県道沿線１４地点の調査結果は表２―２―８７のとおりです。

�表２―２―８５ 振動規制法に基づく特定施設の届出
状況

（平成１３年度現在）

�表２―２―８６ 振動規制法に基づく特定建設作業実
施の届出件数

（平成１３年度単年）

施 設 の 種 類 特 定
工場数等

特 定
施 設 数

金 属 加 工 機 械 ８５ ４１８

圧 縮 機 １３６ ６１６

土 石 用 破 砕 機 等 １４ ６９

織 機 ８ ７８９

コンクリートブロックマシン等 ２ ２

木 材 加 工 機 械 １１ ３０

印 刷 機 械 ２１ ５４

ゴム練用ロール機等 ３ １４

合成樹脂用射出成形機 ７ ２４

鋳 型 造 型 機 ２ １０

計 ２８９ ２，０２６

� 特定工場数は、主要な特定施設の欄１ケ所にのみ計上
しています。

施 設 の 種 類 届出件数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 ２０

鋼球を使用して破壊する作業 ０

舗装板破砕機を使用する作業 ３

ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 ６０

計 ８３
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�表２―２―８７ 道路交通振動調査結果 （平成１３年度）

２ 騒音・振動防止対策

� 騒音に係る環境基準の類型指定の状況

騒音に係る環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい音の大き

さであり、この基準達成を行政目標として各種施策が推進されています。

本県の環境基準の類型指定の状況は表２―２―８８のとおりです。

�表２―２―８８ 騒音に係る環境基準の類型指定の状況
（平成１１年徳島県告示第１７６号・平成１３年徳島県告示第１６３号改正・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

� 騒音・振動防止対策

ア 騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定の状況

本県では、騒音規制法に基づき県下４市３０町の一部に、振動規制法に基づいて４市７町の一部に規制地域の

指定を行っています（表２―２―８９）。これにより、特定施設を有する工場・事業場及び特定建設作業を規制す

るとともに、道路交通騒音・振動についても、限度値を超過した場合には道路構造の改善や交通規制などの道

路環境対策の要請を行うことができるものとしています。

測 定 地 点 道 路 名 車 線 数
区 域 の
区 分

測定結果
（単位：デシベル）
昼 間 夜 間

鳴門市大津町吉永 主要地方道 鳴門池田線 ４ 第１種 ３５ ３１

小松島市中田町千代ケ原 主要地方道 小松島港線 ２ 第１種 ３６ ３０

小松島市神田瀬町 主要地方道 小松島佐那河内線 ２ 第１種 ４４ ３３

阿南市橘町大浦 国道５５号 ２ 第２種 ４７ ３４

石井町高川原字高川原 主要地方道 石井引田線 ２ 第１種 ４４ ３３

那賀川町上福井字橋本 県道 大林那賀川阿南線 ２ 第１種 ２９ １９

羽ノ浦町古庄字中川原 国道５５号 ２ 第１種 ４３ ３７

日和佐町奥河内 国道５５号 ２ 未指定 ３０ ２２

松茂町広島字東裏 国道２８号 ２ 第２種 ４５ ３９

北島町江尻字松ノ本 主要地方道 松茂吉野線 ２ 第２種 ４４ ４０

北島町中村字東堤内 主要地方道 徳島鳴門線 ２ 第１種 ４３ ３８

藍住町徳命字前須東 主要地方道 徳島引田線 ２ 未指定 ３７ ３０

鴨島町鴨島 国道１９２号 ２ 第２種 ３９ ３６

池田町ヤマダ 国道３２号 ４ 未指定 ２０ １９

地域の類型 指 定 地 域

Ａ

徳島市、鳴門市、
小松島市，阿南市、
石井町、那賀川町、
羽ノ浦町、日和佐町，
松茂町、北島町、
鴨島町、池田町

左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種低層住宅専用地域、第２種低層住宅専用地域、第１種中高層住宅専
用地域及び第２種中高層住宅専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域（丈
六団地、東急しらさぎ台、市営応神団地等、市営不動団地等、富吉団地等
（以上徳島市）、市営矢倉団地，リューネの森等（以上鳴門市）、あすみが
丘団地（羽ノ浦町）、北島グリーンタウン（北島町））

Ｂ 同 上 左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種住宅地域、第２種住宅地域及び準住宅地域。

Ｃ 同 上 左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域。

� 都市計画法の用途地域及び団地造成地のうち、Ａ類型には専ら住宅の用に住される地域。Ｂ類型には主として住宅の用に供
される地域。Ｃ類型には相当数の住宅と併せて商業・工業等の用に供される地域をあてはめています。
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�表２―２―８９ 騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定の状況

（平成４年徳島県告示第３２８号・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正及び昭和５３年徳島県告示第２４４号・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

さらに、騒音については、騒音規制法以外にも、県公害防止条例により県下全域において、騒音発生施設設

置工場・事業場及び特定建設作業を規制しており、その他、拡声機使用時間帯の制限や飲食店関係営業者の深

夜の静穏の保持義務、自動車使用者の騒音抑制義務などの規定も定めています。騒音規制法、振動規制法及び

県公害防止条例に基づく届出受理、測定調査などは市町村長の事務となっており、規制基準を超えることによ

り周辺の生活環境が損なわれると認められるときには、改善命令等の措置をとることになっています。

イ 工場・事業場及び建設作業の騒音・振動規制等

騒音規制法、振動規制法又は県公害防止条例で定められた施設を工場・事業場に設置しようとする者は、事

前に市町村長に届出をすることになっており、その際、必要に応じて騒音・振動防止等の改善指導を行います。

また、特定施設設置工場等の操業や特定建設作業実施に伴い苦情が発生した時は、必要に応じて測定調査を行

い、規制基準（表２―２―９０、表２―２―９１、表２―２―９２、表２―２―９３）に適合するよう、騒音・振動防止対

策指導を行います。事業者に改善意思が見られない場合は、さらに改善勧告、改善命令を行うこととしています。

平成１３年度は、改善勧告、改善命令を行った事例はなく、すべて指導により対応しています。

�表２―２―９０ 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準

（公害の防止に係る規制の基準等に関する条例別表１５及び平成４年徳島県告示第３２９号・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

市町村名 騒 音
規制法

振 動
規制法 市町村名 騒 音

規制法
振 動
規制法 市町村名 騒 音

規制法
振 動
規制法 市町村名 騒 音

規制法
振 動
規制法

徳 島 市 ○ ○ 日和佐町 ○ 上 板 町 ○ 美 馬 町 ○

鳴 門 市 ○ ○ 牟 岐 町 ○ 吉 野 町 ○ 半 田 町 ○

小松島市 ○ ○ 海 南 町 ○ 土 成 町 ○ 貞 光 町 ○

阿 南 市 ○ ○ 海 部 町 ○ 市 場 町 ○ 穴 吹 町 ○

勝 浦 町 ○ 宍 喰 町 ○ 阿 波 町 ○ 三 野 町 ○

石 井 町 ○ ○ 松 茂 町 ○ ○ 鴨 島 町 ○ ○ 三 好 町 ○

那賀川町 ○ ○ 北 島 町 ○ ○ 川 島 町 ○ 池 田 町 ○

羽ノ浦町 ○ ○ 藍 住 町 ○ ○ 山 川 町 ○

由 岐 町 ○ 板 野 町 ○ 脇 町 ○

�１．騒音規制法は第１～４種区域の４区域に、県条例は第１～４種及びその他の区域の５区域に規制地域を区分しており、各
区域の区分基準は次のとおりです。
第１種区域：良好な住居に供されており、特に静穏の保持を必要とする区域
第２種区域：主に住居の用に供されており、静穏の保持を必要とする区域
第３種区域：住居の用に併せて商業・工業等の用に供されており、地域の生活環境保全のために騒音の発生を防止する必

要がある区域
第４種区域：主として工業等の用に供されており，地域の環境悪化防止のため騒音規制の必要がある区域
その他の区域：１～４種区域以外の地域

２．規制基準値は、工場・事業場の敷地の境界線において測定した騒音の大きさの許容限度です。

時間の区分

区域の区分

朝 昼 間 夕 夜 間

午前５時～午前７時 午前７時～午後７時 午後７時～午後１０時 午後１０時～午前７時

第１種区域（法・条例共通） ４５デシベル以下 ５０デシベル以下 ４５デシベル以下 ４０デシベル以下

第２種区域（法・条例共通） ５０デシベル以下 ５５デシベル以下 ５０デシベル以下 ４５デシベル以下

第３種区域（法・条例共通） ６０デシベル以下 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

第４種区域（法・条例共通） ６５デシベル以下 ７０デシベル以下 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

その他の区域（条例のみ） ６０デシベル以下 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

騒
音
・
振
動
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�表２―２―９１ 特定工場において発生する振動の規制に関する基準

（昭和５３年徳島県告示第２４５号・平成４年徳島県告示第３３４号改正・平成１３年徳島県告示第２２９号最終改正）

�表２―２―９２ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

（昭和４３年厚生省・建設省告示第１号・平成１０年環境庁告示第４１号改正及び公害の防止に係る規制の基準等に関する条例別表第１６）

�表２―２―９３ 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準

（振動規制法施行令別表第２及び振動規制法施行規則別表第１）

時間の区分

区域の区分

昼 間 夜 間

午前７時～午後７時 午後７時～翌日の午前７時

第 １ 種 区 域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

第 ２ 種 区 域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

ただし，学校，保育所，病院，患者の収容施設を有する診療所，図書館及び老人ホームの敷地の周囲５０メート
ルの区域内は，上記の基準値から５デシベルを減じた値とする。

�１．各区域の区分基準は次のとおりです。
第１種区域：良好な住居に供されており、特に静穏の保持を必要とする区域
第２種区域：住居の用に併せて商業・工業等の用に供されており、地域の生活環境保全のために振動の発生を防止する必

要がある区域及び主として工業等の用に供されており、地域の環境悪化を防止するため振動規制の必要があ
る区域

２．規制基準値は、工場・事業場の敷地の境界線上において測定した鉛直振動の大きさの許容限度です。

特定建設作業の種類 騒音の大きさ 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日

くい打機，くい抜機又はくい打くい
抜機を使用する作業

（全区域共）

作業場所の敷
地境界線上で，
８５デシベルを
超えないこと

�法第１号区域

午後７時～翌日
午前７時の時間
内でないこと

�法第２号区域
�条例規制区域

午後１０時～翌日
午前６時の時間
内でないこと

�法第１号区域

１０時間／日を超
えないこと

�法第２号区域
�条例規制区域

１４時間／日を超
えないこと

（全区域共）

連続６日
間を超え
ないこと

（全区域共）

日曜日，
その他の
休日でな
いこと

びょう打機を使用する作業

削岩機を使用する作業

空気圧縮機（定格出力１５kw以上）
を使用する作業
コンクリートプラント又はアスファ
ルトプラントを設けて行う作業
※バックホウ（定格出力８０kw以上）
を使用する作業
※トラクターショベル（定格出力７０
kw以上）を使用する作業
※ブルドーザー（定格出力４０kw以
上）を使用する作業

�１．区域の区分は次のとおりです。
法第１号区域：特定工場等において発生する騒音の規制区域のうち，第１種、第２種、第３種区域の全域と第４種区域の

一部（学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね８０メートルの区域）
法第２号区域：特定工場等騒音規制区域の第４種区域から上記第１号区域を除く区域
条例規制区域：条例のその他の区域（特定工場等騒音規制区域第１～４種区域以外の区域）

２．※の３種は、法第１、２号区域内での作業のみ規制対象となります。（条例規制対象外）
３．規制基準を超過した場合、騒音防止の方法の変更や作業時間の短縮が勧告されます。

特定建設作業の種類 振動の大きさ 作業時刻 作業時間 作業期間 作業日

くい打機，くい抜機又はくい打くい
抜機を使用する作業

（全区域共）
作業場所の敷
地境界線上で
７５デシベルを
超えないこと
（鉛直振動）

�法第１号区域
午後７時～翌日
午前７時の時間
内でないこと

�法第２号区域
午後１０時～翌日
午前６時の時間
内でないこと

�法第１号区域
１０時間／日を超
えないこと

�法第２号区域
１４時間／日を超
えないこと

全区域共
連続６日
を超えな
いこと

全区域共
日曜日，
その他の
休日では
ないこと

鋼球を使用する破壊作業

舗装板破砕を使用する作業

ブレーカー（手持式のものを除く。）
を使用する作業

�１．区域の区分は次のとおりです。
法第１号区域：特定工場において発生する振動の規制区域のうち、別に定めた区域及びそれ以外の区域の一部（学校、保

育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲８０メートルの区域）
法第２号区域：特定工場等振動規制区域のうち上記第１号区域を除く区域

２．規制基準を超過した場合、振動防止の方法の変更や作業時間の短縮が勧告されます。
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ウ 交通騒音・振動

� 自動車交通騒音・振動

騒音規制法及び振動規制法では、自動車

交通による道路周辺地域の生活環境悪化を

防止するため、「要請限度」を定めていま

す。（騒音：表２―２―９５、振動：表２―２

―９４）

�表２―２―９５ 自動車騒音の要請限度（平成１２年総理府令第１５号）

�表２―２―９６ 自動車騒音の要請限度（平成１２年徳島県告示第２１４号）

測定値が要請限度を超過し、騒音・振動による周辺環境の悪化が認められる場合には、市町村長は公安委

員会や道路管理者に対し、速度規制や道路構造の改善などの道路環境対策の要請等を行うこととなっています。

平成１３年度において、これらの要請等はありませんでした。

また、騒音規制法では、自動車騒音防止対策として自動車単体騒音の規制値「許容限度」を定めています。

これは、自動車個体が走行中に発生する騒音の限度値を定めることで、騒音低減技術の開発を促進し、騒音

低減を図るものです。国では、昭和４６年度以降、順次車種別に許容限度値の強化を行っています。（表２―

２―９７）

時間区分

区域区分

昼 間 夜 間

午前７時から
午後７時

午後７時から
翌日の午前７時

第１種区域 ６５デシベル ６０デシベル

第２種区域 ７０デシベル ６５デシベル

時間の区分

区域の区分

昼 間 夜 間

午前６時～午後１０時 午後１０時～翌日の午前６時

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する
道路に面する区域 ６５デシベル ５５デシベル

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する
区域 ７０デシベル ６５デシベル

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する
道路に面する区域及びｃ区域のうち車線
を有する道路に面する区域

７５デシベル ７０デシベル

地域の類型 指 定 地 域

ａ区域

徳島市、鳴門市、
小松島市、阿南市、
石井町、那賀川町、
羽ノ浦町、日和佐町、
松茂町、北島町、
鴨島町、池田町

左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種低層住宅専用地域、第２種低層住宅専用地域、第１種中高層住宅専
用地域及び第２種中高層住宅専用地域並びに次に挙げる住宅集合地域（丈
六団地、東急しらさぎ台、市営応神団地等，市営不動団地等、富吉団地等
（以上徳島市）、市営矢倉団地、リューネの森等（以上鳴門市）、あすみが
丘団地（羽ノ浦町）、北島グリーンタウン（北島町））

ｂ区域 同 上
左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
第１種住宅地域，第２種住宅地域及び準住宅地域。

ｃ区域 同 上
左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域。

騒
音
・
振
動

�表２―２―９４ 道路交通振動の要請限度

（振動規制法施行令別表第２及び昭和５３年徳島県告示第２４７号）

� 区域区分は、表２―２―９０の区分と同じです。
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�表２―２―９７ 自動車の単体騒音の許容限度 （単位：デシベル）

�イ 航空機騒音

徳島飛行場における騒音対策としてこれまで、

ａ 緩衝緑地等を設置し、滑走路北側のターミナル地域及び北側平行誘導路に隣接する区域の騒音障害の軽

減を図った。（徳島県実施）

ｂ 滑走路の沖出し（滑走路を海側へ４６０ｍ移動）による周辺住宅への騒音影響緩和と滑走路延長（２，０００ｍ）

に伴う低騒音型ジェット機（ＭＤ－８１）導入を図るため、滑走路拡張工事を行った（運輸省実施、昭和６２

年４月完了）

ｃ 海上自衛隊訓練機の低騒音型機（ＴＣ－９０）への転換を図る（昭和６１年度完了）とともに、住宅防音工

事を実施する（防衛庁、防衛施設局実施）

など、航空機騒音による障害防止のため、諸施策の推進に努めています。（表２―２―９９）

�表２―２―９８ 住宅防音工事進捗状況 （平成１３年３月３１日現在）

自 動 車 の 種 別
自動車単体騒音の許容限度値
定常走行
騒 音

近接排気
騒 音

加速走行
騒 音

大
型
車

車両総重量３．５トン超 全輪駆動車、トレーラー及びクレーン車 ８３ ９９ ８２

原動機最高出力１５０kW超 トランク、バス ８２ ９９ ８１

中
型
車

３．５トン超１５０kW以下
全輪駆動車 ８０ ９８ ８１

全輪駆動車以外 ７９ ９８ ８０

小
型
車

３．５トン以下 ７４ ９７ ７６

乗
用
車

専ら乗用で定員１０人以下
車両後部に原動機を有する普通・小型・軽自動車 ７２ １００ ７６

車両後部に原動機を有しない ７２ ９６ ７６

二
輪
自
動
車

排気量２５０㏄超 小型二輪自動車 ７２ ９４ ７３

排気量１２５㏄超２５０㏄以下 軽二輪自動車 ７１ ９４ ７３

自

転

車

原
動
機
付

排気量５０㏄超１２５㏄以下 第二種原動機付自転車 ６８ ９０ ７１

排気量５０㏄以下 第一種原動機付自転車 ６５ ８４ ７１

� 定常走行騒音：一定の速度で走行する際に発生する騒音 （平成１２年２月改正）
近接排気騒音：停車時にエンジン、排気管から発生する騒音
加速走行騒音：市街地を走行する際に発生する最大の騒音

� 各年度の上段は追加工事による全室防音工事世帯数

対象区域
対 象
件 数
世帯数

年 度 別
合 計
（件）町

名ＷＥＣＰＮＬ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

北
島
町
７５～８０ ２９４

２３４ ４８ ３ １ １ ２ １
８２ １０１

１
２２ ２ ５ ７ ５ ５ ２２９

２９１

松

茂

町

８５～ ３
３
３

３
３

８０～８５ ２０８
１５１

１０
３８

８０
５

７２
６

６
１

３
１

３
１

１ １ １ ４ １８１
２０３

７５～８０ １，２９２
８４９ １２４ １７ １６ １２ １５

３４２ １５５ ９５
１６

２２ ４０ ３７
２５

３５
５

２ １ １ ７３０
１，０７９

計 １，７９７ ３
１，２３７

１０
２１０

８０
２５

７２
２３

６
１４

３
１８

３
１

１
１
３４２
０
２３７
０
１９６
１７

４４
０

４３
０

４２
２５

４２
５

８
０

９
０

１
０

１，１４３
１，５７６
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エ 近隣騒音

� 深夜飲食店等営業騒音

飲食店関係などの営業、または拡声機使用の宣伝放送に起因する苦情に対しては、各市町村において、県

公害防止条例の訓示規定である深夜における静穏保持又は夜間における拡声機の使用制限、もしくは特定工

場等の規制基準値を準用することで．営業者に対し騒音原因機器の使用の自粛や防音工事の実施等を指導し、

その解決に努めています。

このうち、飲食店関係営業については、風俗営業等規制及び適正化に関する法律及び法律施行条例により、

深夜の営業地域の制限、音量の制限等の規制が実施されています。

�イ 生活騒音

家庭生活に起因する騒音の苦情については、個々人のマナーやモラルに依存する面が大きく、法律等で規

制することになじまないため、広報紙等を用いた騒音防止意識の普及啓発を行うことで、その発生防止に努

めています。

また、近年、住宅の農地付近への進出や、早期米の作付けの増加による、雀脅し機をはじめとする農業用

機械への苦情については、使用者に対し使用方法や代替方法を指導することで、その解決に努めています。

３ 今後の主な施策

� 工場・事業場及び建設作業の騒音

ア 工場・事業場

本県では、特定工場等は中小規模のものが大多数であり、住居と工場が混在していることや、敷地が狭小で

あるために防音対策が困難な場合が多いことなど、土地利用が騒音問題の大きな原因となっていることが少な

くありません。

このため、工業団地の造成等により、住工分離を推進するなどの土地利用の適正化を図るのが、適正な対策

となります。

イ 建設作業

市町村及び県では、事業者からの建設作業に関する問い合わせ時や実施の届出時に際し、工事実施時の周囲

への配慮の徹底をお願いするとともに、作業機械として、建設省が指定されている低騒音型・低振動型機械の

積極的な使用を指導しています。

� 交 通 騒 音

ア 自動車交通騒音

自動車騒音の有効な低減策として、自動車単体騒音の規制強化が実施されていますが、自動車交通量の増加

（特に夜間）が、騒音の低減を妨げているのが現状です。また、沿道は道路の利便性をふまえて土地利用がさ

れており、遮音壁などの構造物設置による防音対策が難しくなっています。

このため、環境行政による騒音監視測定だけでなく、道路建設段階での騒音対策や道路構造の改善、交通網

の合理化などの施策を総合的に進める事が大切であるため、関係機関との連携を図りながら生活環境の保全に

取り組みます。

イ 航空機騒音

徳島飛行場においては、県及び市町が協力して毎年実施している騒音測定調査により、飛行場周辺の生活環

境を把握しています。

� 近 隣 騒 音

ア 深夜飲食店等営業騒音

苦情実態の把握に努め、必要に応じて条例による規制を行い、効率的な防音対策を指導します。

イ 生活騒音

広報紙や環境保全普及事業等をとおして、個々人の生活騒音防止への意識向上の啓発を進めていきます。

騒
音
・
振
動

－ 117 －－ 117 －



第４節 悪 臭

１ 悪臭の現況
平成１３年度の総苦情に対する悪臭の割合は、１０．７％であり、大気汚染の苦情（３９．１％）、水質汚濁の苦情（１３．０％）

についで３番目に多くなっております。

悪臭に係る苦情件数は６５件であり、前年度より４０件減少しています。

また、発生源別の苦情件数の内訳は、製造業（３２．３％）、農業（２０．０％）、サービス業（１０．８％）となっています。

図２―２―３４ 悪臭の発生源別苦情件数の構成比の推移（単位：％）

２ 悪臭防止対策
悪臭防止法では、規制地域を指定し、その地域内における工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の

排出を規制しています。本県における地域指定の状況及び敷地境界線等の規制基準は表２―２―９９、表２―２―１００の

とおりです。また、メチルメルカプタン等硫黄系４物質については、排出水中に含まれる悪臭物質の規制が行われ

ており、その規制基準は表２―２―１０１となっております。

なお、工場等に対する規制事務は、法に基づき市町村が実施しています。

悪臭の主要な発生源は、表２―２―１０２のとおりです。

これらの発生源に対しては、市町村と連携を図り、苦情処理及び発生源監視を目的として、必要に応じて悪臭物

質の調査測定などを行い、対策が必要なものについては指導を行っています。

�表２―２―９９ 悪臭防止法に基づく地域指定の状況 （平成７年徳島県告示第３１０号）

区 分 指 定 地 域

徳 島 市
阿 南 市
石 井 町
松 茂 町
鳴 門 市

都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域として定められている区域及び同項に規
定する市街化調整区域として定められている区域のうち別図に掲げる区域

小 松 島 市 市街化区域

北 島 町
藍 住 町 全 域
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�表２―２―１００ 悪臭防止法に基づく規制基準（大気中における濃度） （平成７年徳島県告示第３１１号）

�表２―２―１０１ 悪臭防止法に基づく規制基準（排水中における濃度） （平成９年徳島県告示第２３５号）

備考１ 規制基準は当該事業場から敷地外に排出される排出水中の濃度である。
２ 排出水中の濃度は、次式により算出された濃度をいう。

ＣＬｍ＝ｋ×Ｃｍ
ＣＬｍ：排出水中の悪臭物質濃度（単位㎎／ｈ）

ｋ：定数
Ｃｍ：事業場敷地境界線における規制基準（単位ppm）

悪臭物質名 事業場から排出される排水の量 許 容 限 度
（ppm）

メチルメルカプタン

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 ０．０５

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．０１

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．００２

硫 化 水 素

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 ０．３

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．０６

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．０１

硫 化 メ チ ル

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 １．０

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．２

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．０４

二 硫 化 メ チ ル

０．００１立方メートル毎秒以下の場合 ０．６

０．００１立方メートル毎秒を越え、０．１立方メートル毎秒以下の場合 ０．１

０．１立方メートル毎秒を越える場合 ０．０３

悪 臭 物 質 名
敷地境界基準

排 出 口 基 準
規制基準値（ppm）

ア ン モ ニ ア １．５

悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二
硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピ
オン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉
草酸を除く。）の種類に応じ、規制基準値を基礎と
して、次式により算出して得た流量とする。

ｑ＝０．１０８×He２・Ｃｍ
ｑ：悪臭物質の流量（Ｎ�／時）
He：補正された排出口の高さ（ｍ）
Cm：敷地境界における規制基準（ppm）

※Heが５ｍ未満の場合はこの式は適用しない。

メ チ ル メ ル カ プ タ ン ０．００３

硫 化 水 素 ０．０５

硫 化 メ チ ル ０．０３

二 硫 化 メ チ ル ０．００９

ト リ メ チ ル ア ミ ン ０．００５

ア セ ト ア ル デ ヒ ド ０．０５

プロピオンアルデヒド ０．０５

ノルマルブチルアルデヒド ０．００９

イソブチルアルデヒド ０．０２

ノルマルバレルアルデヒド ０．００９

イソバレルアルデヒド ０．００３

イ ソ ブ タ ノ ー ル ０．９

酢 酸 エ チ ル ３

メチルイソブチルケトン １

ト ル エ ン １０

ス チ レ ン ０．４

キ シ レ ン １

プ ロ ピ オ ン 酸 ０．０３

ノ ル マ ル 酪 酸 ０．００１

ノ ル マ ル 吉 草 酸 ０．０００９

イ ソ 吉 草 酸 ０．００１

悪

臭
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�表２―２―１０２ 代表的な悪臭物質と主要発生源事業場

悪 臭 物 質 主 要 発 生 源 事 業 場

ア ン モ ニ ア 畜産事業場、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸骨処理
場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等

メ チ ル メ ル カ プ タ ン クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水
処理場等

硫 化 水 素
畜産農場、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業、ビスコー
スレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿
処理場、下水処理場等

硫 化 メ チ ル クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水
処理場等

二 硫 化 メ チ ル クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水
処理場等

ト リ メ チ ル ア ミ ン 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等

ア セ ト ア ル デ ヒ ド アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロロプレン
製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理場

プロピオンアルデヒド

塗装工場、その他金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、
油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イ ソ ブ タ ノ ー ル

塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、
その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等

酢 酸 エ チ ル

メチルイソブチルケトン

ト ル エ ン

キ シ レ ン （トルエン）に同じ

ス チ レ ン スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリスチレン加工工場、ＳＢＲ製造
工場、ＦＲＰ製品製造工場、化粧合板製造工場等

プ ロ ピ オ ン 酸 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場等

ノ ル マ ル 酪 酸

畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製
造工場、し尿処理場、廃棄物処理場等

ノ ル マ ル 吉 草 酸

イ ソ 吉 草 酸
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第５節 土 壌 環 境

１ 土壌汚染の現況

昭和４５年に農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（以下、土壌汚染防止法という。）が制定され、特定有害物

質としてカドミウム、銅及びひ素が指定されました。

また、近年、生活水準の高度化、産業活動の活発化等に伴い、土壌への有害物質の負荷が増大する傾向にあり、

新たな化学物質による環境汚染の懸念が高まってきたことから、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持

することが望ましい基準として、平成３年に「土壌の汚染に係る環境基準」が制定され、平成６年及び平成１３年の

追加も含め、現在、重金属及び有機塩素系化合物等２７項目について基準が定められています。

また、近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数が著しく増加し、土壌汚染による健康被害の懸念や対策の

確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、

土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策

法」が平成１４年５月２２日に成立し、２９日公布され、平成１５年２月１５日から施行されました。

２ 土壌汚染防止対策

土壌汚染は、工場廃液の流入、粉じんの飛散、産業廃棄物等の投入等によって引き起こされる場合が多く、した

がって水質汚濁の防止、大気汚染の防止、産業廃棄物の処理の監視がそのまま土壌汚染の防止につながっています。

農用地に関しては、環境省告示の「土壌汚染に係る環境基準」（巻末資料参照）並びに、土壌汚染防止法におい

て、農用地土壌汚染対策地域の指定要件として「カドミウムについては米１㎏につき１㎎以上、ひ素、銅について

は農用地（田に限る。）土壌１㎏につきそれぞれ１５㎎以上、１２５㎎以上であること」が定められています。

また、環境省では再生有機質資材の農用地施用による被害発生を防止するため、土壌中の重金属等の蓄積防止に

係る管理基準として土壌（乾土）１㎏につき亜鉛１２０㎎を定めています。

なお、特殊肥料のうち堆肥等については、平成１２年１０月から県（農業経営課）が肥料取締法により銅、亜鉛につ

いて一定量以上含有する場合は、生産業者に対して、表示を行うように指導をしております。

３ 今後の主な施策

突発的に発生する土壌汚染については適宜調査で対応します。また、特殊肥料については、肥料取締法により検

査を継続します。さらに、今後、新たに発生した土壌汚染については、土壌汚染対策法の適正な運用により対応を

図ってまいります。

土
壌
環
境
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第６節 化 学 物 質

私たちの身の回りには、プラスチック、ハイテク機器、合成洗剤、医薬品、化粧品、殺虫剤、塗料、農薬など多く

の製品があふれていますが、これらはすべて様々な化学物質を原料として製造されており、化学物質は私たちの便利

な生活を支えています。

一方で、様々な化学物質が、その製造・流通・使用・廃棄の各段階で環境へ排出されています。

近年においては、ダイオキシン類やノニルフェノール、４― t ―オクチルフェノールなど、低濃度で人の健康や生態

系に深刻な影響を与えると考えられる化学物質の存在も明らかになってきており、新たな環境問題になっています。

１ 化学物質の現況


 ダイオキシン類

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類による大気・水質・土壌の汚染について、それぞれ「人

の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（環境基準）」が次のとおり設定されています。

�表２―２―１０３ ダイオキシン類に関する環境基準

（注）底質の環境基準については、平成１４年９月１日から適用

平成１３年度の大気、公共用水域水質・底質、地下水及び土壌中のダイオキシン類調査結果は表２―２―１０４～１０７の

とおりで、全ての地点で環境基準に適合していました。

�表２―２―１０４ 大気環境中のダイオキシン類濃度 （pg－TEQ／	）

� 環境基準（大気）・・・０．６pg-TEQ／�以下（年平均値）

媒 体 基 準 値

大 気 ０．６pg―TEQ／�以下（年平均値）

水 質 １pg―TEQ／�以下（年平均値）

底 質 １５０pg―TEQ／g以下

土 壌 １，０００pg―TEQ／g以下

場 所 春 期 夏 期 秋 期 冬 期 平 均

徳 島 市 ０．１１ ０．０３８ ０．１２ ０．０２５ ０．０７３

鳴 門 市 ０．０７３ ０．０７６ ０．１１ ０．０２５ ０．０７１

小 松 島 市 ０．６５ ０．０３３ ０．１３ ０．０２６ ０．２１

阿 南 市 ０．０８１ ０．０３１ ０．１９ ０．０４０ ０．０８６

牟 岐 町 ０．０２６ ０．０２６ ０．０３２ ０．０１１ ０．０２４

藍 住 町 ０．１２ ０．０９８ ０．１３ ０．０１７ ０．０９１

鴨 島 町 ０．６８ ０．０５９ ０．１９ ０．０１８ ０．２４

脇 町 ０．１５ ０．０４８ ０．１２ ０．０２３ ０．０８５

池 田 町 ０．０２９ ０．０３２ ０．０４０ ０．０１５ ０．０２９

平 均 ０．２１ ０．０４９ ０．１２ ０．０２２ ０．１０

－ 122 －－ 122 －



�表２―２―１０５ 公共用水域の水質及び底質中のダイオキシン類濃度 �表２―２―１０６ 地下水質中のダイオキシン

類濃度 （pg-TEQ／�）

� １ 環境基準（水質）：１pg-TEQ／�以下（年平均値）
２ 環境基準（底質）：１５０pg-TEQ／�以下（Ｈ１４．９．１から適用）

（注）環境基準（水質）：１pgTEQ-�以下
（年平均値）

河川・海域名 調 査 地 点 水質測定結果
（pg-ＴＥＱ／�）

底質測定結果
（pg-ＴＥＱ／�）

吉 野 川 大 川 橋 ０．０７５ ０．２４

撫 養 川 大 里 橋 ０．０８４ １．６

新 町 川
新 町 橋 ０．０８３ ４．９

漁 連 前 ０．０９２ １．７

勝 浦 川
福 原 大 橋 ０．０６８ ０．２３

飯 谷 橋 ０．０７６ ０．２４

神 田 瀬 川 神 代 橋 ０．４１ ９．１

那 賀 川 蔭 谷 橋 ０．０６５ ０．２４

桑 野 川 桑 野 谷 橋 ０．１２ ０．５１

岡 川 文 化 橋 ０．２３ ０．３３

打 樋 川 天 神 橋 ０．３０ ６．７

福 井 川 大 西 橋 ０．０７６ ０．６２

椿 川 加 茂 前 橋 ０．０８０ ０．２７

日 和 佐 川 永 田 橋 ０．０６７ ０．４０

牟 岐 川 牟 岐 橋 ０．０７３ ０．２４

海 部 川
吉 野 橋 ０．０６５ ０．２３

新 海 部 橋 ０．０６８ ０．２４

母 川 母 川 橋 ０．０７１ ０．２８

宍 喰 川 中 角 橋 ０．０６７ ０．２４

県北沿岸海域 Ｓt － １ ０．０６８ ２．５

紀伊水道海域
Ｓt － ２ ０．０６９ ２．０

Ｓt － ９ ０．１１ ０．９８

県南沿岸海域 Ｓt － ２ ０．０６５ ０．２５

勝浦川河口 勝 浦 浜 橋 ０．０７１ ０．２６

小 松 島 港
Ｓt － １ ０．０８９ ０．４８

Ｓt － ４ ０．０７６ １．７

富 岡 港 Ｓt － ２ ０．１４ ２．２

橘 港 Ｓt － １ ０．１２ ５．２

椿 泊 湾 Ｓt － １ ０．０９０ ５．０

河川・海域全体の平均値 ０．１１ １．７

調 査 地 点 測 定 結 果

徳 島 市 勝 占 町 ０．０６５

徳 島 市 名 東 町 ０．０７０

徳 島 市 川 内 町 ０．０６５

鳴 門 市 大 麻 町 ０．０６７

鳴 門 市 北 灘 町 ０．０６６

小松島市坂野町 ０．０６５

小松島市田野町 ０．０６５

阿 南 市 富 岡 町 ０．０６５

阿 南 市 吉 井 町 ０．０６５

勝 浦 町 久 国 ０．０６５

佐 那 河 内 村 上 ０．０６５

石 井 町 石 井 ０．０６５

那賀川町上福井 ０．０７７

相 生 町 延 野 ０．０６５

海 南 町 大 里 ０．０６６

海 部 町 野 江 ０．０６５

宍 喰 町 芥 附 ０．０６６

北島町太郎八須 ０．０６５

藍 住 町 東 中 富 ０．０６６

板 野 町 吹 田 ０．３１

上 板 町 引 野 ０．０６６

吉 野 町 五 条 ０．０６５

土 成 町 宮 川 内 ０．０６５

市 場 町 香 美 ０．１２

鴨 島 町 飯 尾 ０．０６５

山 川 町 忌 部 ０．０６５

脇 町 ０．０６５

半 田 町 西 久 保 ０．０６５

貞 光 町 町 ０．０６５

一 宇 村 赤 松 ０．０６５

穴 吹 町 三 島 ０．０６５

三 野 町 清 水 ０．０６５

三 好 町 昼 間 ０．０６７

池 田 町 州 津 ０．０６５

井 川 町 辻 ０．０６５

平 均 値 ０．０７４
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�表２―２―１０７ 土壌環境中のダイオキシン類濃度（pg-TEQ／�）

（注）環境基準（土壌）：１，０００pg-TEQ／�以下

調 査 地 点 測 定 結 果

徳 島 市 庄 町 １．５

徳 島 市 南 沖 洲 ０．００６１

徳 島 市 川 内 町 ０．４８

徳 島 市 川 内 町 ０．００５２

徳 島 市 川 内 町 ０．５２

徳 島 市 川 内 町 ０．９３

徳 島 市 勝 占 町 ０．０６６

鳴 門 市 撫 養 町 ０．０８０

鳴 門 市 大 麻 町 ０．００２８

阿 南 市 宝 田 町 ０．０１４

阿南市原ヶ崎町 ５．２

阿南市黒津地町 １．９

阿 南 市 福 村 町 ０．４０

阿 南 市 熊 谷 町 ０．００２９

小松島市立江町 ０．０４０

小松島市芝生町 １．２

勝 浦 町 久 国 ０．０６１

上 勝 町 旭 ０．０１４

佐 那 河 内 村 下 ０．００５８

石 井 町 高 川 原 ０．０３６

神 山 町 神 領 ０．１５

那 賀 川 町 赤 池 ３６

羽 ノ 浦 町 岩 脇 ０．０４４

鷲 敷 町 和 食 郷 ０．１２

相 生 町 延 野 ０．０３２

上 那 賀 町 平 谷 ０．０５１

木 沢 村 坂 州 ０．０１２

木 沢 村 和 無 田 ０．０１１

由 岐 町 西 の 地 ０．００１３

日和佐町奥河内 ０．００６６

牟 岐 町 灘 ０．３５

海 南 町 四 方 原 ０．０５４

海 部 町 奥 浦 ０．００５６

宍 喰 町 宍 喰 浦 ０．８３

松 茂 町 広 島 ０．０５１

調 査 地 点 測 定 結 果

北 島 町 鯛 浜 ０．３０

北 島 町 中 村 １．８

藍 住 町 奥 野 ０．０７９

藍 住 町 東 中 富 ０．３２

板 野 町 那 東 ０．１１

板 野 町 犬 伏 ０．８０

上 板 町 七 条 ０．０４６

吉 野 町 西 条 ０．０３３

土 成 町 成 当 ０．０４７

市 場 町 市 場 ０．１８

市 場 町 市 場 ０．０５７

阿 波 町 東 原 ０．０２９

鴨 島 町 上 浦 ０．０１４

鴨 島 町 山 路 ０．３９

川 島 町 桑 村 ０．２４

川 島 町 学 ２．３

山 川 町 翁 喜 台 ０．０２９

山 川 町 榎 谷 ０．１５

美 郷 村 川 俣 ０．００２６

脇 町 ０．１８

美 馬 町 柿 木 ０．１３

半 田 町 田 井 ０．２８

貞 光 町 辻 ０．００５４

一 宇 村 川 又 ０．００６４

穴 吹 町 口 山 ０．０８３

穴 吹 町 三 島 ０．００３８

木 屋 平 村 谷 口 ０．１２

三 野 町 芝 生 ０．００１８

三 好 町 足 代 ０．０２６

池 田 町 イ タ ノ ０．１９

山 城 町 西 宇 ０．００３８

井川町野津後流 ０．００５７

三 加 茂 町 加 茂 ０．１０

東祖谷山村新居野 ０．０１７

西祖谷山村吾橋 ０．１２

平 均 値 ０．８３
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� その他の化学物質

ア 内分泌かく乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）

人や野生生物のホルモン作用をかく乱し、生殖機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある内分泌かく

乱化学物質（環境ホルモン）による環境汚染は、科学的には未解明な点が多く残されているものの、それが生

物生存の基本的条件に関わるものであり、世代を越えた深刻な影響をもたらすおそれがあることから環境保全

上の重要課題となっています。

環境省においては、「内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質」として６５物質をリストアップしてお

り、それらが生物に及ぼす影響を調査研究するとともに、毎年全国調査を実施して環境中での検出状況を把握

しています。

本県では、新町川と勝浦川について調査を実施しており、平成１３年度には新町川及び勝浦川の水質と新町川

の底質について調査を行いました。調査結果は、表２―２―１０８のとおりです。

水質については、新町川でＰＣＢ類、ノニルフェノール、ビスフェノールＡ、アジビン酸ジ―２―エチルヘキ

シルが、勝浦川でＰＣＢ類が検出されました。新町川の底質については、ＰＣＢ類、トリブチルスズ、トリフ

ェニルスズ、４―t―ブチルフェノール、ノニルフェノール、４― t ―オクチルフェノール、ベンゾ�a ビレン、ベ
ンゾフェノン、ビスフェノールＡ、フタル酸ジ―n―ブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジ―２―エチル

ヘキシルが検出されました。

これらの物質については、生体に及ぼす影響、環境中の挙動等未解明の部分が多く、環境基準や指針が定め

られていないため評価ができない現状にあり、さらなる現況調査の実施、生体内での作用等に関する調査研究

が進められています。

これまでに得られた調査結果によると、ノニルフェノール及び４― t ―オクチルフェノールについては魚類に

対する内分泌かく乱作用が確認されていますが、その他の物質については明らかな内分泌かく乱作用は確認さ

れていない状況です。

�表２―２―１０８ 平成１３年度内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）調査結果

水 質 （µg／� PCB類のみng／�）

底 質 （µg／㎏）

新町川 勝浦川 全 国 用 途

Ｐ Ｃ Ｂ 類 ０．２９ ０．０８ N.D.～７４ 電気絶縁油。トランス等に使用。

ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル ０．１ N.D. N.D.～５．９ 界面活性剤の原料。
界面活性剤の分解生成物として生じることもある。

ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ ０．０１ N.D. N.D.～０．５６ ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂の原料。

アジピン酸ジ―２―エチルヘキシル ０．０５ N.D. N.D.～０．１９ プラスチックの可塑剤。

新町川 全 国 用 途

Ｐ Ｃ Ｂ 類 ３９ N.D.～７３０ 電気絶縁油。トランス等に使用。

ト リ ブ チ ル ス ズ ７７ N.D.～１２０
船底塗料。漁網防汚剤。

ト リ フ ェ ニ ル ス ズ １．３ N.D.～１８

４― t ― ブ チ ル フ ェ ノ ー ル ２．３ N.D.～５．５
アルキルフェノール類＝界面活性剤の原料

界面活性剤の分解生成物として生じることもある。
ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル ４６０ N.D.～３７００

４― t ―オクチルフェノール ２１ N.D.～４６

ベ ン ゾ �a ピ レ ン ６８ N.D.～５４０ 石油精製、燃焼等の過程から非意図的に発生。

ベ ン ゾ フ ェ ノ ン ４ N.D.～８ 医療用合成原料、香料、洗剤等。

ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ ２７ N.D.～１２０ ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂の原料。

フ タ ル 酸 ジ ― n ― ブ チ ル １１０ N.D.～１６０ フタル酸エステル類＝プラスチックの可塑剤
ジ― n ―ブチル＝接着剤、印刷インキ等
ブチルベンジル＝床壁用タイル、人工皮革等
ジ―２―エチルヘキシル＝塩化ビニル製品

フタル酸ブチルベンジル １７ N.D.～３２

フタル酸ジ―２―エチルヘキシル ８５０ N.D.～４３００
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イ 化学物質環境汚染実態調査

魚介類や鳥類などの生物には、特定の化学物質が濃縮・蓄積され、大気・水質等の環境媒体中の濃度に比較

して高いレベルを示すことが知られています。

そこで、化学物質による環境汚染の実態を把握するため、環境省の受託事業として、毎年生物モニタリング

を実施しています。

�調査地点：鳴門海峡

�調査対象：イガイ

�調査項目：ＰＣＢ、ＤＤＴ等１８物質

これらの項目のうち、デイルドリンについては、ドリン系の殺虫剤ですが、昭和４６年に農薬としての使用が

規制され、さらに昭和５６年には化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく特定化学物質に指定さ

れ、その使用等が全面的に制限されています。近年では全国的に検出頻度、検出レベルとも低下傾向にあると

考えられますが、今後とも調査を継続し、推移を把握していく必要があるため、徳島県では平成９年度と平成１１

年度を除き毎年実施しています。

イガイ中のディルドリン濃度の推移は、図２―２―３５のとおりです。平成３年度以降平成６年度までは増加の

傾向が見られましたが、平成６年度の０．１５ppmをピークに、以降はそれより低い濃度で推移しています。

なお、鳴門のイガイについては、昭和５５年から採捕の自主規制が行われています。

図２―２―３５ イガイ中のデイルドリン濃度（平均値）

ウ 農 薬

農薬は、農業生産の効率化、農産物の品質向上、安定生産の上で欠くことのできないものです。反面、使用

方法等によっては人畜、有用動植物等にも悪影響を及ぼすことがあるため、適正かつ安全な使用が必要です。

本県では、農薬使用等に際しては、農薬使用者や地域住民の健康保持並びに有用動植物等に対する被害防止

のため、農薬安全使用基準等に基づく防除を推進するとともに、水質汚濁性農薬の取扱要領、無人ヘリコプタ

ーによる空中散布指導方針等を制定し、危被害防止に万全を期すよう指導に努めています。

ゴルフ場における農薬使用については、「徳島県ゴルフ場農薬安全使用指導要領」を制定し、農薬の使用状

況記録、水質の監視及びこれらの報告を義務付けるなどの安全使用指導を行っています。

また、農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場からの排出水中の農薬の実態調査及びゴルフ場
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排出口近傍の公共用水域の水質調査を毎年実施しています。

平成１３年度の調査結果は、表２―２―１０９のとおりです。

�調 査 期 間：平成１３年４月～平成１４年３月（採水７月）

�調 査 対 象：１）県下の９ホール以上のゴルフ場１４ゴルフ場排水口等の水質

２）排水口近傍の公共用水域の水質

�調査対象農薬：環境省「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導方針」に定める

３５農薬

〈ゴルフ場排水口等〉

測定した農薬３５種類については、９４５項目中９３６項目（９９％）は検出されませんでした。

すべての地点において検出されなかったのは、アセフェート等３２農薬であり、ダイアジノン等３種類の農薬

については８１項目中９項目が検出されました。

これらの検出された農薬の濃度は低レベルであり、特に問題のないレベルでした。

〈周辺公共用水域〉

排水口近傍の公共用水域の延べ１４地点において測定した農薬３５種類については、４９０項目中４８８項目

（９９．６％）は検出されませんでした。

すべての地点において検出されなかったのは３３農薬であり、イソプロチオラン等２種類の農薬については２８

項目中２項目が検出されました。

これらの検出された農薬の濃度は低レベルでした。
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�表２―２―１０９ ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査結果 （単位：㎎／�）

エ 橘湾石炭火力発電所周辺の重金属等微量物質調査

阿南市橘町小勝において、平成１２年度から四国電力㈱橘湾発電所及び電源開発㈱橘湾火力発電所が本格稼働

しました。

県においては、環境汚染の未然防止を図るため、本格稼働開始の前後である平成１０年度と１３年度に、橘湾周

辺の陸域の土壌及び海域の水質・底質・海生生物について、石炭火力発電所から排出される可能性のある重金

農 薬 名
排 出 口 等 公 共 用 水 域 合 計 暫 定

指針値検体数 検出数 検 出 範 囲 検体数 検出数 検 出 範 囲 検体数 検出数 検 出 範 囲

殺

虫

剤

アセフェート ２７ １４ ４１ ０．８

イソキサチオン ２７ １４ ４１ ０．０８

イソフェンホス ２７ １４ ４１ ０．０１

クロルピリホス ２７ １４ ４１ ０．０４

ダイアジノン ２７ １ ＜０．０００１～０．０００３５ １４ ４１ １ ＜０．０００１～０．０００３５ ０．０５

トリクロルホン ２７ １４ ４１ ０．３

ピリダフェンチオン ２７ １４ ４１ ０．０２

フェニトロチオン ２７ １４ ４１ ０．０３

殺

菌

剤

イソプロチオラン ２７ １ ＜０．０００１～０．００１３ １４ １ ＜０．０００１～０．００１２ ４１ ２ ＜０．０００１～０．００１３ ０．４

イプロジオン ２７ １４ ４１ ３

エトリジアゾール ２７ １４ ４１ ０．０４

オ キ シ ン 銅 ２７ １４ ０．０４ ４１ ０．４

キ ャ プ タ ン ２７ １４ ４１ ３

クロロタロニル ２７ １４ ４１ ０．４

ク ロ ロ ネ ブ ２７ １４ ４１ ０．５

チ ウ ラ ム ２７ １４ ４１ ０．０６

トリクロホスメチル ２７ １４ ４１ ０．８

フルトラニル ２７ ７ ＜０．０００１～０．００２５ １４ １ ＜０．０００１～０．００１３ ４１ ８ ＜０．０００１～０．００２５ ２

ペンシクロン ２７ １４ ４１ ０．４

メタラキシル ２７ １４ ４１ ０．５

メ プ ロ ニ ル ２７ １４ ４１ １

除

草

剤

ア シ ュ ラ ム ２７ １４ ４１ ２

ジ チ オ ピ ル ２７ １４ ４１ ０．０８

シ マ ジ ン ２７ １４ ４１ ０．０３

テルブカルブ ２７ １４ ４１ ０．２

トリクロピル ２７ １４ ４１ ０．０６

ナプロパミド ２７ １４ ４１ ０．３

ピリブチカルブ ２７ １４ ４１ ０．２

ブ タ ミ ホ ス ２７ １４ ４１ ０．０４

プロピザミド ２７ １４ ４１ ０．０８

ベ ン ス リ ド ２７ １４ ４１ １

ペンディメタリン ２７ １４ ４１ ０．５

ベンフルラリン ２７ １４ ４１ ０．８

メコプロップ ２７ １４ ４１ ０．０５

メチルダイムロン ２７ １４ ４１ ０．３

合 計 ９４５ ９ ４９０ ２ １．４３５ １１
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属等微量物質の含有量等を調査しました。

調査結果は表２―２―１１０のとおりです。平成１０年度、１３年度ともに一般環境中の存在状況と比較して特に異常な

ものは見られず、現時点においては、石炭火力発電所の操業による影響は認められない状況です。

�調 査 期 間：平成１０年５月～平成１１年３月及び平成１３年５月～平成１４年３月

�調 査 対 象：橘湾周辺の陸域の土壌及び海域の水質・底質・海生生物（魚類：コノシロ、貝類：アサリ、海

藻類：アオサ）

�調 査 地 点：水質、底質及び海生生物：図２―２―３６のとおり

土壌：徳島県阿南農村青年の家及び阿南市橘公民館

�調 査 項 目：総水銀等１４物質

�表２―２―１１０ 橘湾石炭火力発電所周辺の重金属等微量物質調査結果

水 質
単位（㎎／�）

底 質
単位（㎎／㎏乾）

土壌（含有量）
単位（㎎／㎏乾）

土壌（溶出量）
単位（㎎／㎏乾）

調 査 項 目 平成１３年度 平成１０年度

総 水 銀（T―Hg） ＜０．０００５ ＜０．０００５

砒 素（As） ＜０．００５ ＜０．００５

全 ク ロ ム（T―Cr） ＜０．００５ ＜０．００５

カドミウム（Cd） ＜０．００１ ＜０．００１

鉛 （Pb） ＜０．００５ ＜０．００５

ベリリウム（Be） ＜０．００１ ＜０．００１

ホ ウ 素（B） １．８～３．６ ２．４～２．９

銅 （Cu） ＜０．００４ ＜０．００４～０．０１２

フ ッ 素（F） ０．６８～０．８９ ０．５９～０．７１

セ レ ン（Se） ＜０．００１ ＜０．００１

亜 鉛（Zn） ＜０．０１ ＜０．０１

アンチモン（Sb） ＜０．００５ ＜０．００５

バ ナ ジ ウ ム（V） ＜０．０１ ＜０．０１

調 査 項 目 平成１３年度 平成１０年度

総 水 銀（T―Hg） ０．３６～０．４３ ０．３３～０．６０

砒 素（As） ６．６～６．７ ６．６～８．９

全 ク ロ ム（T―Cr） １１０～１２０ ５１～５７

カドミウム（Cd） ０．２０ ０．４４～０．４９

鉛 （Pb） １４～１８ ２０～２２

ベリリウム（Be） ６２～６６ ２４～４６

ホ ウ 素（B） ８．９～９．９ ５．４～５．５

銅 （Cu） １３～１５ ３３～３９

セ レ ン（Se） ＜０．５ ＜０．５

亜 鉛（Zn） １２０～１３０ １７０

アンチモン（Sb） ＜０．５ ＜０．５

バ ナ ジ ウ ム（V） ５１～５６ ６２～６６

調 査 項 目 平成１３年度 平成１０年度

総 水 銀（T-Hg） ０．１９～０．３７ ０．１９～０．２８

砒 素（As） ０．７９～１．９ ０．２０～０．３８

全 ク ロ ム（T-Cr） ２８～５１ ２２～４０

カドミウム（Cd） ０．２５～０．５３ １．０～１．３

鉛 （Pb） １８～２９ ２２～３７

ベリリウム（Be） ０．６２～０．６５ ０．７２～０．７８

ホ ウ 素（B） ０．４６～０．５７ ０．４５～０．４７

銅 （Cu） ４３～５９ ３０～５６

フ ッ 素（F） ５８～７２ ７１～７３

塩 素（cl） ２．４～３．０ １６～２０

セ レ ン（Se） ＜０．５ ＜０．５

亜 鉛（Zn） １２０～１８０ ９４～２５０

アンチモン（Sb） ＜０．５ ＜０．５

バ ナ ジ ウ ム（V） ７．５～１８ ９．２～９．３

調 査 項 目 平成１３年度 平成１０年度

総 水 銀（T-Hg） ＜０．０００５ ＜０．０００５

砒 素（As） ＜０．００５ ＜０．００５

全 ク ロ ム（T-Cr） ＜０．００５ ＜０．００５

カドミウム（Cd） ＜０．００１ ＜０．００１

鉛 （Pb） ＜０．００５ ＜０．００５

ベリリウム（Be） ＜０．００１ ＜０．００１

ホ ウ 素（B） ＜０．０１～０．０２ ０．０１～０．０２

銅 （Cu） ＜０．００４ ＜０．００４

フ ッ 素（F） ０．０８～０．１２ ＜０．１６

塩 素（cl） ０．２～０．４ ２．４～３．１

セ レ ン（Se） ＜０．００１ ＜０．００１

亜 鉛（Zn） ＜０．０１ ＜０．０１

アンチモン（Sb） ＜０．００５ ＜０．００５

バ ナ ジ ウ ム（V） ＜０．０１ ０．０１～０．０５
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海生生物 単位（㎎／㎏湿）

図２―２―３６ 橘湾石炭火力発電所周辺の重金属等微量物質調査地点

魚類（コノシロ） 貝 類 （ ア サ リ ） 海藻類（アオサ）

調 査 項 目 平成１３年度 平成１０年度 平成１３年度 平成１０年度 平成１３年度 平成１０年度

総 水 銀（T―Hg） ０．０４ ０．０４ ０．０２ ０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１

砒 素（As） ０．２０ ０．６２ ０．４４ ０．８８ ＜０．１ ０．２７

全 ク ロ ム（T-Cr） ＜０．０１ ＜０．０１ ０．２７ ０．６５ ０．２５ ０．１０

カドミウム（Cd） ＜０．０１ ＜０．０１ ０．０５ ０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１

鉛 （Pb） ＜０．０１ ＜０．０１ ０．０１ ＜０．０１ ０．１２ ０．０５

ベリリウム（Be） ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２

ホ ウ 素（B） ０．２９ ０．５１ ３．２ ０．９６ ０．６８ ２．４

銅 （Cu） ０．３８ ０．８１ ２．７ １．８ ０．７２ ０．７２

フ ッ 素（F） ３．６ １．９ ＜０．２ ＜０．２ ４．０ ０．９９

セ レ ン（Se） ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２

亜 鉛（Zn） ８．０ １１ １１ １９ １．０ １．５

アンチモン（Sb） ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２ ＜０．２

バ ナ ジ ウ ム（V） ＜０．４ ＜０．４ ＜０．４ ＜０．４ ＜０．４ ＜０．４
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２ 化学物質による環境汚染防止対策


 ダイオキシン類による環境汚染防止対策

ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉などダイオキシン類の主な発生源となる施設（特定施

設）には排出基準（表２―２―１１１）が定められ、その設置者には届出やダイオキシン類の測定及び結果の報告が

義務づけられています。（表２―２―１１２）

また、県は、それらの遵守状況を確認するため、特定施設を設置する工場・事業場に対して毎年立入調査を実

施しています。

平成１３年度には、２３事業場に対して立入調査を実施し、排出基準の遵守状況等を調査・測定した結果、全ての

事業場において排出基準は遵守されていました。

�表２―２―１１１ ダイオキシン類排出基準

＜排出ガスに係る特定施設及び排出基準値＞ （単位：ng-TEQ/�N）

＜排出水に係る特定施設及び排出基準値＞ （単位：pg-TEQ/�）

（ ）内は、平成１５年１月１４日まで適用される暫定的な基準値

�表２―２―１１２ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出状況

＜排出ガスに係る特定施設＞

施 設 の 種 類 新設施設の基準
既 存 施 設 の 基 準

Ｈ１４．１１．３０まで Ｈ１４．１２．１から

廃棄物焼却炉（処理能力

が５０㎏／時以上又は火床

面積が０．５㎡以上）

４t／時以上 ０．１

８０

１

２t／時～４t／時 １ ５

２t／時未満 ５ １０

焼結綱用焼結炉 ０．１ ２ １

製綱用電気炉 ０．５ ２０ ５

亜鉛回収用焙焼炉・焼結炉・溶解炉・乾燥炉 １ ４０ １０

アルミニウム合金用焙焼炉・溶解炉・乾燥炉 １ ２０ ５

施 設 の 種 類 新設施設の基準 既存施設の基準

�クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用塩素系漂白施設
�硫酸カリウム製造用廃ガス洗浄施設
�カプロラクタム製造用硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及
び廃ガス洗浄施設

�クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造用水洗施設及び廃ガス
洗浄施設

�廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
�PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設

１０

１０

�塩化ビニルモノマー製造用二塩化エチレン洗浄施設
�アルミニウム又はその合金製造用焙焼炉、溶解炉、又は乾燥炉の
廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

１０（２０）

�廃棄物焼却炉（焼却能力５０㎏／時以上のものまたは火床面積０．５
㎡以上のものに限る。）の廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

１０（５０）

�上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
�上記の施設を設置する事業場から排出される水の処理施設 １０

項 目 施 設 名 平成１１年度末
現在の施設数

平成１２年度末
現在の施設数

平成１３年度末
現在の施設数

５ 廃棄物焼却炉 ２６０ ２６７ ２７６

工 場 ・ 事 業 場 数 １９８ ２０４ ２１６
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＜排出水に係る特定施設＞

� その他の化学物質による環境汚染防止対策

ア 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）の施行

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境保全上の支障を未然に防止する

ことを目的としてＰＲＴＲ法が制定され、これによりＰＲＴＲ制度とＭＳＤＳ制度が導入されました。

� ＰＲＴＲ制度（Pollutant Release and Transfer Register）

ＰＲＴＲ制度とは、対象となる事業者に、法律で指定された化学物質（第一種指定化学物質）の環境への

排出量と移動量を把握して行政庁に届け出ることを義務づけ、さらに行政庁は家庭・農地・自動車等からの

排出量を推計し、届出データと併せて集計・公表する仕組みです。

この制度により、事業者は、どのような化学物質がどこからどれだけ環境へ排出されているかを自ら把握

することとなり、化学物質の管理の改善や排出の抑制が促進されます。

ＰＲＴＲ制度に基づく最初の届出は平成１４年４月から開始され、その際には平成１３年度１年間の排出量と

移動量を届け出ます。

当初２年間は、年間５t以上取扱いのある第一種指定化学物質（一部の化学物質については年間０．５t以上）

について届け出ますが、その後は年間ｌt以上取扱いのある第一種指定化学物質について届け出ることとな

ります。

平成１３年４月：年間取扱量５t以上の事業者は、排出量・移動量の把握を開始

平成１４年４月：年間取扱量５t以上の事業者は、排出量・移動量の届出を開始

平成１５年４月：年間取扱量ｌt以上の事業者は、排出量・移動量の把握を開始

平成１６年４月：年間取扱量ｌt以上の事業者は、排出量・移動量の届出を開始

�イ ＭＳＤＳ制度（Material Safety Data Sheet）

ＭＳＤＳ制度とは、法律で指定された化学物質（第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質）を含有す

る製品を事業者間で取り引きする際に、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ：化学物質

等安全データシート）を相手方に提供することを義務づける仕組みです。ＭＳＤＳにより、事業者は自らが

取り扱っている化学物質に関する情報を得ることができ、化学物質の管理の見直しや改善が促進されます。

平成１３年１月：ＭＳＤＳ制度開始

�ウ 化学物質管理指針

化学物質の管理の改善を図るための技術的なガイドラインとして、化学物質管理指針が定められました。

この指針には、設備の改善に関する事項や化学物質の使用の合理化に関する事項、さらに製造工程・機械加

工工程等の工程別の対策指針などが記されており、ＰＲＴＲ法では、この指針に留意しながら、事業者は自

主的に化学物質の管理を改善・強化していくこととされています。

イ 農薬による環境汚染防止対策

県では植物防疫指針、発生予察情報等により効率的な防除を推進するとともに、農業者を中心とした農薬取

扱者に対して、農薬の危被害防止、環境汚染防止を総合的に推進しております。

� 農薬危害防止活動の実施

農薬について関係法令の周知を図るとともに、農薬の性質、適正使用及び危害防止方法、並びに保管管理

方法等を広く一般的に周知徹底させるため、農薬危害防止運動月間（６月１日～６月３０日）を設定し、研修

会等の開催、ポスターや周知資料等による啓蒙を行っています。

さらに、農業者を対象とした講習会や、農薬販売業者及び防除業者を対象とした農薬管理指導士認定研修

項 目 施 設 名
平成１１年度末
現在の施設数

平成１２年度末
現在の施設数

平成１３年度末
現在の施設数

７ 廃棄物焼却施設の廃ガス洗浄施設、湿式集
じん施設、汚水等を排出する灰ピット

１３ ２７ ３２

工 場 ・ 事 業 場 数 １２ ２２ ２３

－ 132 －－ 132 －



においても、農薬の散布者及び周辺住民への危被害防止対策を周知徹底を図っています。

�イ 農産物の農薬残留を考慮した防除及び環境汚染・水質汚濁対策

現在使用されている農薬は、食品衛生法による農薬残留基準を超えて食品に残留しないように農薬取締法

で農作物の農薬残留に関する農薬安全使用基準が定められています。また、環境への影響を考慮し、水産動

物の被害の防止、水質汚濁の防止、航空機を利用して行う農薬の散布のそれぞれに関する安全使用基準も定

められています。県では、農薬安全使用基準等を受けて「植物防疫指針」を作成し、県の指導機関、市町村、

農業団体、農薬販売業者等を通じて農薬の適正かつ安全な使用を指導しています。

�ウ 農薬指導取締等

農薬販売業者を対象に、農薬の危害防止や流通の適正化を図るため、立入調査を行なっています。

また、ゴルフ場事業者に対しては、「徳島県ゴルフ場農薬安全使用指導要領」に基づき、指導を行ってい

ます。

３ 今後の主な施策


 ダイオキシン類対策

ダイオキシン類対策特別措置法及び徳島県ダイオキシン類対策取組方針（平成１２年６月策定）に基づいて、排

出削減対策を推進していきます。

ア 発生源対策の推進

特定施設に対する規制措置の徹底を図るため、設置者に対する届出・測定及び結果報告についての指導や、

設置者からの報告に基づく基準遵守の指導を行います。

また、事業場への立入を実施し、特定施設の維持管理状況、焼却物の種類、焼却灰等の貯留状況等の調査を

行い、ダイオキシン類の排出削減の指導に努めます。さらに、設置者自身が行う測定とは別に、県として特定

施設を設置する工場・事業場における排出状況を把握しておく必要があることから、いくつかの対象事業場を

抽出し、立入時に排ガス及び排水中のダイオキシン類濃度の測定を実施します。

また、法の規制対象外となる小規模焼却炉を設置する者に対しては、廃棄物処理法に基づく処理基準の遵守、

焼却物の分別の徹底、ごみの減量化、使用の中止等を呼びかけ、野焼きのような不適正処理に対しては、関係

機関と協力しながら監視指導に努めるなど、特定施設以外の排出源に対しても排出削減対策を推進していきます。

イ モニタリングの推進

ダイオキシン類による環境汚染の状況を把握するため、大気環境中、公共用水域の水質及び底質、地下水質

並びに土壌中のダイオキシン類の測定を今後も積極的に実施します。

ウ 県民への的確な情報提供

県民・事業者・行政において、ダイオキシン類のリスクに関する正しい情報・理解の共有を図るため、講演

会や保健所・消費生活センターにおける講習会等を開催し、ダイオキシン類の削減やごみを出さない社会シス

テムの構築を呼びかけるとともに、県・市町村の広報誌やマスコミの広報媒体等を通じて、ダイオキシン類に

関する情報を適切に提供していきます。

� その他の化学物質

平成１４年４月から始まったＰＲＴＲ法に基づく届出が毎年円滑に行われ、事業者による化学物質の自主的な管

理の改善が促進されるよう、今後も法制度の周知・徹底に努めていきます。

また、農薬については、安全な農産物の安定供給を確保するとともに、県民の保健衛生の確保、有用動植物に

対する危害防止に努め、農薬散布以外の防除技術を駆使した総合防除対策についても推進していきます。
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第７節 その他の環境保全対策等

１ 上 水 道 の 整 備


 水 道 の 現 状

平成１３年度末における本県の水道普及状況は、総人口８１９，１８０人に対し、給水人口７６２，７０２人で普及率９３．１％に

達しています。しかし、平坦部の普及率が高いのにくらべ、地理的条件の悪い山間へき地の多くは未普及で残さ

れています。今後の未普及地域での水道普及には多額の事業費を要することとなり、特にイニシャルコスト（当

初費用）のみならず、ランニングコストも考えなければならないだけに、建設費の高騰が大幅な料金アップへの

大きな原因となることが懸念される状況です。

現在、水道施設は、上水道３０、簡易水道１４０、専用水道２６、計１９６施設となっています。

なお、水道名は、次のように定義しています。

上 水 道 計画給水人口が５，０００人を超える水道

簡 易 水 道 計画給水人口が１０１人～５，０００人までの水道

専 用 水 道 給水人口が１０１人以上及び一日最大給水量が２０�以上の施設で病院、寄宿舎、団地、レ
ジャー施設等の水道

飲料水供給施設 ５０人以上１００人以下の給水人口に対して、飲用に供する水を供給する施設

水道の年次別普及状況は、昭和５０年以降伸びが鈍化しており、最近では横ばい状況です。（表２―２―１１３）

また、市町村別普及状況は平坦部の市町村は普及率が高く、山間部の町村は非常に低い普及率となっています。

�表２―２―１１３ 水 道 普 及 年 表

年度末 総 人 口
給 水 人 口 普 及 率 �％ 飲料水供給施設

給水人口（人）上 水 道 簡易水道 専用水道 計 県 国
２５ ８７８，５１１ － － － ９９，１４５ １１．３ ２２．８
３０ ８７８，１０９ １８４，８００ ２７，９００ － ２１２，７７０ ２４．２ ３７．５
３５ ８４７，２７９ ２４１，５９４ ８１，９９６ １１，９４３ ３３５，５３３ ３９．６ ５３．４
４０ ８１５，２２５ ３３７，１８６ １０４，１２６ １５，５０４ ４５６，８１６ ５６．０ ６９．１ １０，７７６
４５ ７８６，６２９ ４３２，８００ １１０，８３７ １９，８２０ ５６３，４５７ ７１．６ ８０．８ １１，５２１
４６ ７８５，８５３ ４５６，２５０ １０５，３１０ １８，６４２ ５８０，２０２ ７３．８ ８２．７ １１，４７４
４７ ７８６，１１５ ４７３，３５７ ９５，７１２ ２０，５１０ ５８９，５７９ ７５．０ ８４．３ ９，８２３
４８ ７８７，９９１ ５１８，２８２ ９１，３８３ １５，９３２ ６２５，５９７ ７９．４ ８５．４ １０，０４０
４９ ７９１，７１６ ５５１，４６３ ９５，２５１ １４，３９２ ６６１，１０６ ８３．５ ８６．７ ９，３６３
５０ ８０４，５５９ ５７５，２４４ ８３，０１８ １３，８３６ ６７２，０９８ ８３．５ ８７．６ ９，３２７
５１ ８０８，６８０ ５９４，４００ ８４，４９１ １３，６６６ ６９２，５５７ ８５．６ ８８．６ ９，８２６
５２ ８１２，５１１ ６０２，５５３ ８６，１３４ １３，２５８ ７０１，９４５ ８６．４ ８９．４ ９，１０８
５３ ８１７，１４２ ６０７，９１３ ９０，８２３ １５，２３０ ７１３，９６６ ８７．４ ９０．３ ７，４３０
５４ ８２０，０７２ ６１６，９３７ ８９，４３７ １２，８３４ ７１９，２０８ ８７．７ ９１．０ ８，０４５
５５ ８２３，７２６ ６２１，４７３ ９２，７６９ １４，１７８ ７２８，４２０ ８８．４ ９１．５ ８，４１６
５６ ８２５，１８２ ６２５，２０７ ９３，７８８ １５，４３４ ７３４，４２９ ８９．０ ９１．９ ８，４１５
５７ ８２６，３４５ ６２８，４２５ ９３，８７０ １６，３４６ ７３８，６４１ ８９．４ ９２．２ ８，５７４
５８ ８２７，９１８ ６３２，１５６ ９４，９２１ １５，１８８ ７４２，２６５ ８９．７ ９２．６ ８，６１９
５９ ８２８，７９５ ６３１，５６３ ９７，９２５ １５，２８１ ７４４，７６９ ８９．９ ９３．１ ８，４６７
６０ ８３２，５１６ ６３４，２８７ ９７，５２０ １４，５８２ ７４６，３８９ ８９．７ ９３．３ ９，０９７
６１ ８３３，６５５ ６４１，３１１ ９２，５０６ １４，４４９ ７４８，２６６ ８９．８ ９３．６ ８，６５０
６２ ８３２，９４９ ６４３，４８３ ９４，２８１ １３，５２２ ７５１，２８６ ９０．２ ９３．９ ８，１９８
６３ ８３２，３５９ ６４３，０９２ ９６，５３５ １３，４９５ ７５３，１２２ ９０．５ ９４．２ ８，１５７
元 ８３０，９０３ ６４３，２９５ ９６，０６１ １３，０５２ ７５２，４０８ ９０．６ ９４．４ ８，０４８
２ ８２８，５８８ ６４４，７２５ ９４，９１８ １２，９０２ ７５２，５４５ ９０．８ ９４．７ ８，２１９
３ ８２７，３９２ ６４４，８３２ ９４，５４８ １３，１６０ ７５２，５４０ ９１．０ ９４．９ ８，３３４
４ ８２７，００７ ６４６，０７７ ９３，２５６ １３，９３９ ７５３，２７２ ９１．１ ９５．１ ８，２１２
５ ８２６，８０２ ６４８，０７８ ９２，２８８ １４，０４７ ７５４，４１３ ９１．２ ９５．３ ８，２０６
６ ８２７，６６７ ６４７，３８３ ９３，０１０ １２，４２８ ７５２，８２１ ９１．０ ９５．５ ８，２９９
７ ８２９，５９８ ６５０，４３４ ９２，５１８ １２，３１３ ７５５，２６５ ９１．０ ９５．８ ８，２８０
８ ８２９，７２５ ６５２，８７７ ９２，７３４ １２，１５９ ７５７，７７０ ９１．３ ９６．０ ７，７７８
９ ８２９，１４８ ６６３，４２６ ８４，０４１ １２，６８７ ７６０，１５４ ９１．７ ９６．１ ７，２８４
１０ ８２８，９４１ ６６８，８４８ ８２，１６４ １４，４９９ ７６５，５１１ ９２．３ ９６．３ ７，３１４
１１ ８２７，０５２ ６７３，９６２ ７８，７３８ １２，０５９ ７６４，７５９ ９２．５ ９６．４ ６，９９０
１２ ８２０，５３８ ６７４，３６５ ７７，１５１ ９，２２２ ７６０，７３８ ９２．７ ９６．６ ６，３５４
１３ ８１９，１８０ ６７６，１２９ ７６，８６３ ９，７１０ ７６２，７０２ ９３．１ ６，１１５
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図２―２―３７ 市町村別水道普及率平成１３年度末現在
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� 水道施設における給水量の状況

本県の水道施設（上水道、簡易水道、専用水道）における年間給水量は、１２４，１５０�であり、その内上水道で

９０．３％の１１２，０５４千�を占め、簡易水道で８．７％の１０，８４２千�、専用水道１．０％の１，２５４千�となっています。

また、各施設における給水量の水源別の内訳は、（図２―２―３８）のとおりとなっており、大部分を河川からの

表流水に依存していることがわかります。

図２―２―３８ 水道施設における水源別年間水量内訳

� １．早明浦ダムとは、早明浦ダム建設事業に参画することにより、
許可を受けた河川水。

２．既得水利とは、ダム開発による許可を受けていない河川水。
３．その他とは、河川法が適用されない渓流水等をいう。

単位：千�

� 水質検査体制

「水質基準に関する省令」が平成５年１２月１日より施行され従前の２６項目が１項目減り、微量の一般有機化学

物質を中心に消毒副生物及び農薬の水道水質基準を見直し、新たに、２１項目が追加され４６項目となり、さらに水

質基準を補完する項目として、「快適水質項目」１３項目、「監視項目」２６項目が設定されました。なお、「監視

項目」については、平成１２年９月１１日現在３５項目が設定されています。

本県においては、厚生省通知に基づき、基準の見直しにともなう検査項目の追加及び検査技術の高度化に対応

するため平成５年１２月に徳島県水道水質管理計画を定め、県下の水道事業体、水道法第２０条の厚生労働大臣指定

検査機関が計画的かつ体系的に水質検査、水質監視ができるよう指導を行うこととしています。

また、全国的にゴルフ場で使用されている農薬が話題になり、厚生労働省では平成２年５月３１日に「ゴルフ場

使用農薬に係る水道水の暫定水質目標」（２１項目）が定められ平成１１年６月２９日現在、２６項目の暫定水質目標が

定められています。

早明浦ダム 既 得 利 水 地 下 水 そ の 他 合 計

上 水 道 ３７，３７０ １５，７６９ ５８，９１５ ０ １１２，０５４

簡 易 水 道 １，６５５ １，２７５ ４，１５５ ３，７５７ １０，８４２

専 用 水 道 ０ １９９ １，０１８ ３７ １，２５４

合 計 ３９，０２５ １７，２４３ ６４，０８８ ３，７９４ １２４，１５０
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このため、県内の水道施設においても、ゴルフ場に隣接する水道及び下流域で河川水を利用する１１水道で水質

検査を実施しましたが、全て不検出でした。

なお、それぞれの水質検査項目一覧については、表２―２―１１４～２―２―１１８のとおりとなっています。

水質基準に関する省令

�表２―２―１１４ 健康に関連する項目（２９項目） 平成４年１２月２１日 厚生省令第６９号

水質基準に関する省令

�表２―２―１１５ 水道水が有すべき性状に関連する項目（１７項目） 平成４年１２月２１日 厚生省令第６９号

項 目 名 基 準 値 項 目 名 基 準 値

１ 一 般 細 菌
１�の検水で形成さ
れる集落数が１００以
下であること

１５ ジ ク ロ ロ メ タ ン ０．０２㎎／�以下

１６ シス－１、２－ジクロロエチレン ０．０４㎎／�以下

２ 大 腸 菌 群 数 検出されないこと １７ テトラクロロエチレン ０．０１㎎／�以下

３ カ ド ミ ウ ム ０．０１㎎／�以下 １８ １、１、２－トリクロロエタン ０．００６㎎／�以下

４ 水 銀 ０．０００５㎎／�以下 １９ トリクロロエチレン ０．０３㎎／�以下

５ セ レ ン ０．０１㎎／�以下 ２０ ベ ン ゼ ン ０．０１㎎／�以下

６ 鉛 ０．０１㎎／�以下 ２１ ク ロ ロ ホ ル ム ０．０６㎎／�以下

７ ヒ 素 ０．０１㎎／�以下 ２２ ジブロモクロロメタン ０．１㎎／�以下

８ 六 価 ク ロ ム ０．０５㎎／�以下 ２３ ブロモジクロロメタン ０．０３㎎／�以下

９ シ ア ン ０．０１㎎／�以下 ２４ ブ ロ モ ホ ル ム ０．０９㎎／�以下

１０ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０㎎／�以下 ２５ 総トリハロメタン ０．１㎎／�以下

１１ フ ッ 素 ０．８㎎／�以下 ２６ １、３－ジクロロプロペン（DD） ０．００２㎎／�以下

１２ 四 塩 化 炭 素 ０．００２㎎／�以下 ２７ シ マ ジ ン（CAT） ０．００３㎎／�以下

１３ １、２－ジクロロエタン ０．００４㎎／�以下 ２８ チ ウ ラ ム ０．００６㎎／�以下

１４ １、１－ジクロロエチレン ０．０２㎎／�以下 ２９ チ オ ベ ン カ ル ブ ０．０２㎎／�以下

項 目 名 基 準 値 項 目 名 基 準 値

３０ 亜 鉛 １．０㎎／�以下 ３９ １、１、１－トリクロロエタン ０．３㎎／�以下

３１ 鉄 ０．３㎎／�以下 ４０ フ ェ ノ ー ル 類 ０．００５㎎／�以下

３２ 銅 １．０㎎／�以下
４１

有機物等（過マンガン
酸カリウム消費量）

１０㎎／�以下
３３ ナ ト リ ウ ム ２００㎎／�以下

３４ マ ン ガ ン ０．０５㎎／�以下 ４２ pH 値 ５．８以上８．６以下

３５ 塩 素 イ オ ン ２００㎎／�以下 ４３ 味 異常でないこと

３６
カルシウム、マグネシウム
等（硬度）

３００㎎／�以下
４４ 臭 気 異常でないこと

４５ 色 度 ５度以下

３７ 蒸 発 残 留 物 ５００㎎／�以下 ４６ 濁 度 ２度以下

３８ 隠イオン界面活性剤 ０．２㎎／�以下

そ
の
他
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平成４年１２月２１日 衛水第２６４号

�表２―２―１１６ 快適水質項目（１３項目） 厚生省生活衛生局水道環境部長通知

注１）マンガン、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）、カルシウム、マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物、濁度及びpH
値については、基準項目であるが、より質の高い水道水の目標とする値として別途設定した。

注２）残留塩素については、消毒の確実な実施を前提として目標値を活用すること。

平成４年１２月２１日 衛水第２６４号

�表２―２―１１７ 監視項目（３５項目） 厚生省生活衛生局水道環境部長通知

注１）ＣＮＰについては，「クロルニトルフェン（ＣＮＰ）のついて」（平成６年３月８日衛水第５６号）による。
注２）毒性評価の確定していない項目の指針値については，暫定値であることを明示した。
注３）ＴＥＱとは，毒性等量のことで，ダイオキシン類のそれぞれの同族体の毒性を２，３，７，８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジ

オキシンの量に換算して合計したものを言う。

項 目 名 基 準 値 項 目 名 基 準 値

１ トランス―１、２―ジクロロエチレン ０．０４㎎／�以下 １９ 抱 水 ク ロ ラ ー ル ０．０３㎎／�以下（暫定）

２ ト ル エ ン ０．６㎎／�以下 ２０ イ ソ キ サ チ オ ン ０．００８㎎／�以下

３ キ シ レ ン ０．４㎎／�以下 ２１ ダ イ ア ジ ノ ン ０．００５㎎／�以下

４ p―ジクロロベンゼン ０．３㎎／�以下 ２２ フェニトロチオン（MEP） ０．００３㎎／�以下

５ １、２―ジクロロプロパン ０．０６㎎／�以下（暫定） ２３ イソプロチオラン ０．０４㎎／�以下

６ フタル酸ジエチルヘキシル ０．０６㎎／�以下 ２４ クロロタロニル（TPN） ０．０５㎎／�以下

７ ニ ッ ケ ル ０．０１㎎／�以下（暫定） ２５ プ ロ ピ ザ ミ ド ０．０５㎎／�以下

８ ア ン チ モ ン ０．００２㎎／�以下（暫定） ２６ ジクロルボス（DDVP） ０．００８㎎／�以下

９ ほ う 素 １㎎／�以下 ２７ フェノブカルブ（BPMC） ０．０３㎎／�以下

１０ モ リ ブ デ ン ０．０７㎎／�以下 ２８ クロルニトロフェン（CNP） ０．０００１㎎／�以下

１１ ウ ラ ン ０．００２㎎／�以下（暫定） ２９ イプロベンホス（IBP） ０．００８㎎／�以下

１２ 亜 硝 酸 性 窒 素 ０．０５㎎／�以下（暫定） ３０ E P N ０．００６㎎／�以下

１３ 二 酸 化 塩 素 ０．６㎎／�以下 ３１ ベ ン タ ゾ ン ０．２㎎／�以下

１４ 亜 塩 素 酸 イ オ ン ０．６㎎／�以下 ３２ カ ル ボ フ ラ ン ０．００５㎎／�以下

１５ ホルムアルデヒド ０．０８㎎／�以下（暫定） ３３ ２、４―ジクロロフェノ
キシ酢酸（２、４―D） ０．０３㎎／�以下

１６ ジ ク ロ ロ 酢 酸 ０．０２㎎／�以下（暫定） ３４ ト リ ク ロ ピ ル ０．００６㎎／�以下

１７ ト リ ク ロ ロ 酢 酸 ０．３㎎／�以下（暫定） ３５ ダ イ オ キ シ ン 類 １ｐｇ―TEQ／�以下（暫定）

１８ ジクロロアセトニトリル ０．０８㎎／�以下（暫定）

項 目 名 基 準 値 項 目 名 基 準 値

１ マ ン ガ ン ０．０１㎎／�以下 ７ 遊 離 炭 酸 ２０㎎／�以下

２ ア ル ミ ニ ウ ム ０．２㎎／�以下
８

有 機 物 等
（ 過 マ ン ガ ン 酸
カ リ ウ ム 消 費 量 ）

３㎎／�以下
３ 残 留 塩 素 １㎎／�程度以下

４ ２ － メ チ ル イ ソ
ボ ル ネ オ ー ル

粉末活性炭処理
０．００００２㎎／�以下
粒状活性炭等
恒久施設
０．００００１㎎／�以下

９ カルシウム・マグネシ
ウム等（硬度）

１０㎎／�以上
１００㎎／�以下

１０ 蒸 発 残 留 物 ３０㎎／�以上
２００㎎／�以下

５ ジ ェ オ ス ミ ン

粉末活性炭処理
０．００００２㎎／�以下
粒状活性炭等
恒久施設
０．００００１㎎／�以下

１１ 濁 度 給水栓で１度以下
送配水施設入口で０．１度以下

１２ ラ ン ゲ リ ア 指 数
（腐食性）

－１度程度以上とし、極
力０に近づける

６ 臭 気 強 度（TON） ３以下 １３ pH 値 ７．５程度
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平成４年１２月２１日 衛水第２６４号

�表２―２―１１８ ゴルフ場使用農薬にかかる 厚生省生活衛生局水道環境部長通知

水道水の水質目標

� 水道整備基本構想

厚生労働省の指導により、各都道府県は１０～２０年後の長期的視野に立って水道の整備に関する基本的な構想を

策定することとなっています。

徳島県においても、平成１３年度にこの構想を改定しました。

これは、現状の地勢、人口、水資源、水道普及状況等を整理し、将来の発展を考慮しながら、水資源開発、水

道水源の安全確保対策、水道整備計画などについて基本的な考え方を示すものです。

その内容は、「徳島県新長期計画」との整合を図りながら、県内各地域の将来人口、普及率、給水量、水源水

量を検討し、全県域の水需給収支を推定しています。

� 水道施設の補助と実施状況

補助事業には、簡易水道等施設整備事業、水道水源開発等施設整備事業の国庫補助事業と簡易水道等施設統合

整備事業の県費補助事業があり、これらの概要は次のとおりです。

ア 簡易水道等施設整備費国庫補助事業

簡易水道等の新設、拡張、改良及び統合整備を行う事業について国庫補助を行うものです。補助率は財政力

指数、１人当たり管布設延長により、４／１０、１／３、１／４、１／２があり平成１３年度は９市町村（１５施設、計

画給水人口５８，４５４人）において総事業費１８億４，６０５万４千円で（内平成１４年度への繰越額３３４万６千円）で実施

しました。

イ 水道水源開発等施設整備事業

上水道等の水道水源開発施設等を整備する場合又は水道管路近代化推進事業等を行う場合について国庫補助

を行うものです。補助率は、資本単価等により１／４、１／３、１／２があり、平成１３年度は１０市町（１０施設、計画給

水人口２４９，１００人）において総事業費５億６，９５６万６千円（内平成１４年度への繰越額２億８，７１６万９千円）で実施

しました。

対 象 農 薬 水 質 目 標

（殺虫剤） イソフェンホス
クロルピリホス
トリクロルホン（ＤＥＰ）
ピリダフェンチオン
アセフェート

０．００１㎎／�以下であること
０．００４ 〃
０．３ 〃
０．００２ 〃
０．０８ 〃

（殺菌剤） イプロジオン
エトリジアゾール（エクロメゾール）
オキシン銅（有機銅）
キャプタン
クロロネブ
トルクロホスメチル
フルトラニル
ペンシクロン
メプロニル
メタラキシル

０．３㎎／�以下であること
０．００４ 〃
０．０４ 〃
０．３ 〃
０．０５ 〃
０．０８ 〃
０．２ 〃
０．０４ 〃
０．１ 〃
０．０５ 〃

（除草剤） アシュラム
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）
ナプロパミド
ブタミホス
ベンスリド（ＳＡＰ）
ペンディメタリン
ベンフルラリン（ベスロジン）
メコプロップ（ＭＣＰＰ）
メチルダイムロン
ジチオピル
ピリブチカルブ

０．２㎎／�以下であること
０．０２ 〃
０．０３ 〃
０．００４ 〃
０．１ 〃
０．０５ 〃
０．０８ 〃
０．００５ 〃
０．０３ 〃
０．０８ 〃
０．０２ 〃

そ
の
他
対
策
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２ 環境放射能水準調査

原子力発電施設等の周辺においては、立地県によって放射能監視事業が実施されていますが、この監視事業の成

果を高めるため、より広範囲な地域（隣接県等）で環境放射能水準を実施し、その結果と放射能監視データとの比

較検討を行うことにより、放射能の影響の正確な評価を行っています。

本県では、平成元年度から文部科学省の委託事業として、定時降水の全ベータ放射能測定及び大気浮遊じん・降

下物・陸水（蛇口水）・土壌・精米・野菜・牛乳・日常食の各種分析を行うとともに、サーベイメータ、モニタリ

ングポストにより空間放射線量率の測定を実施しています。

平成１３年度における本県の環境放射能レベルについて、異常は認められませんでした。

３ 地下水の塩水化対策

� 塩水化の現況

本県は、古くから地下水に恵まれ、地下水が水資源としての貴重な役割を果たしてきましたが、地下水は無限

にあるわけでなく、その過剰な汲みあげは、地下水の水位低下や塩水化を引き起こす原因となり、また地盤沈下

という取り返しのつかない公害までも発生させることが考えられます。

吉野川下流地域では、昭和４４年に工業用及び上水道用を対象として地下水利用対策協議会が設立され、自主規

制による大幅な地下水取水の削減を実施し大きな成果を上げましたが、相前後して、養魚用水を中心とした取水

が急増するなどかん養量を上回る大幅な過剰揚水となっています。

塩化物イオン濃度２００ppmの等値線（飲料適・不適の分岐点）は、名田橋付近まで遡上していますが、ここ数

年は、塩水化に大きな変化が認められない状況にあります。（表２―２―１１９）

那賀川下流城においても、ここ数年は、大きな変化が見受けられないものの過剰揚水となっており、南岸では

阿南市宝田町の東一帯、北岸では臨海部において塩水化が見られます。（表２―２―１２０）

また、勝浦川下流域及び日和佐川下流地域においても、一部に塩水化区域が見られます。

�表２―２―１１９ 地下水位の状況 （単位：ｍ）

（注）１ 地下水位は、井戸天端から地下水面までの距離を示しています。
２ 最高、最低、平均は、それぞれ年間（日別を通じての最高値、最低値、平均値）を示しています。

�表２―２―１２０ 地下水塩水化の状況 （塩素イオン濃度単位：ppm）

� 塩水化対策

このような事態に対処するため、県においては、「徳島県地下水の採取の適正化に関する要綱」に基づき、昭

観測井の名称

及 び 位 置

水位の

区 分

経 年 変 化
平 成
元 年 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

今 切 第 一

（徳島市川内

町加賀須野）

最 高 １．３５ ０．８７ ０．７７ ０．９５ ０．８１ ０．９８ ０．８１ ０．９１ ０．７４ ０．５２ ０．６０ ０．５４ ０．１５

最 低 ２．７５ ３．１５ ２．８２ ２．８７ ２．６１ ２．９６ ２．４７ ２．７１ ２．３２ ２．０６ ２．２２ ２．４３ ２．２２

平 均 ２．０３ １．８７ １．８１ １．７３ １．６３ １．７８ １．７４ １．８７ １．６２ １．３４ １．４５ １．４９ １．１９

今 津 浦

（那賀郡那賀

川町今津浦）

最 高 ０．４４ １．０２ ０．８０ ０．８９ ０．９３ ０．８７ ０．８８ ０．６４ ０．４５ ０．５９ ０．４０ ０．６５

最 低 ２．２９ ２．４３ ２．４３ ２．４２ ２．４２ ２．４４ ２．５８ ２．４１ ２．３３ ２．３１ ２．４１ ２．２８

平 均 １．６０ １．６８ １．６３ １．７１ １．６９ １．７７ １．７９ １．７１ １．５２ １．５３ １．５９ １．４７

観測井の名称

及 び 位 置

経 年 変 化
平 成
元 年 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

今 切 第 一
（徳島市川内町加賀須野） ５，７７０ ５，６４０ ４３２ ４９６ １，２５０ ６，０８０ ４，８８０ ６，１８０ ７４３ ２，３００ １，６３０ １４０２ ２，６７８

今 津 浦
（那賀郡那賀川町今津浦） ４１．６ ８．９ ５．０ １２．１ ３３．０ １３２ ７．３ １５．７ １３．０ ６．２ ７．５ ４７．２ １９．９

応 神
（徳島市応神町吉成） １，８８０ ２，０１０ ２，０１０ １，７２０ １，５７０ １，６２０ １，９３０ ２，１７０ ２，４５０ ２，３００ ２，０３０ １，７００ １，６１８
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和５８年８月１日に吉野川、那賀川及び勝浦川の下流地域（徳島市など４市１０町）について、また、昭和６０年７月

１日には日和佐川下流地域について地域指定を行い、新規取水規制、取水量の削減、水源転換等の適正化指導を

実施しています。

４ 畜産環境問題防止対策

家畜排せつ物は、畜産経営から発生する副産物であり、肥料三要素、微量要素等を多く含んでいることから、従

来から農産物、飼料作物の生産にとって貴重な資源として有効に活用されてきました。

しかしながら、近年、急速な飼養規模の拡大等により自己経営内あるいは地域内における家畜排せつ物の有効利

用が困難となりつつあるとともに、農村地域の混住化の進展、さらには環境問題に対する県民の関心が高揚する中

で、家畜排せつ物の管理の在り方をめぐり、畜産農家と地域住民との間で環境問題の発生が増加する傾向にあります。

畜産経営に起因する環境問題に関する年間届出件数は、近年５０件程度で推移しておりましたが、平成１４年度には

４６件（７月１日とりまとめ状況）の届出があり、悪臭を中心に水質汚濁、害虫発生が主な原因となっており、これ

らが複合的に発生している場合もあります。地域住民からの環境問題の苦情申し立てについては、関係する行政機

関の指導によりほとんどが解決しているものの、一部には畜産農家の家畜排せつ物処理対策の投資意欲の減退等に

より、その解決が長引く例もみられます。また、悪臭については抜本的対策が難しく、有効かつ低コストな処理技

術開発が望まれます。

環境問題に関する法律では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で家畜排せつ物及び動物の死体が産業廃棄

物に指定されているほか、「水質汚濁防止法」、「悪臭防止法」等が制定されています。また、畜産業における家

畜排せつ物の適正な管理を確保し、有機資源としての有効利用を一層促進することにより、畜産経営の健全な発展

を図るため、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が成立し、平成１１年１１月１日から施行

されています。

県としても、畜産農家をはじめ、関係機関、関係団体等に周知するとともに、家畜排せつ物の利用の目標、処理

高度化施設の整備に関する目標等を定めた県計画を策定、それを公表し、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進を図っており、関係者が一丸となって畜産環境保全対策を積極的に推進し、畜産農家自らの環境問題に対する

意識の高揚と、家畜排せつ物の利用の促進を図るため、有機質肥料としての活用を基本とした指導を実施し、環境

の保全に努めています。

� 畜産経営に起因する環境問題の現況

県内３家畜保健衛生所による平成１３年７月１日から平成１４年６月３０日までの畜産環境保全指導実態調査結果を基

に、平成１４年７月１日に取りまとめた過去１年間の畜産経営に起因する環境問題の発生件数は４６件（対前年比

７８％）で、総調査戸数１，０７４戸に対する発生戸数は４．３％となっています。

家畜の種類別では乳用牛１３件（２８．３％）、ブロイラー７件（１５．２％）、豚が６件（１３．０％）、採卵鶏４件（８．７％）、

肉用牛７件（１５．２％）、その他９件（１９．６％）となっています。

届出の内容別では、悪臭発生２３件（５０．０％）、水質汚濁７件（１５．２％）、害虫発生３件（６．５％）のほか悪臭発生

と他の汚染が複合して発生しているものもあります。

苦情発生件数は昨年度に比べて減少しており、その詳細については、次のとおりとなっております。

（調査期間：平成１３年７月～平成１４年６月 単位：件）

注）届出内容のその他の欄には、不法投棄等を含む。

届 出 内 容
畜 種 水質汚濁 悪 臭 害虫発生 水質汚濁と

悪 臭 発 生
水質汚濁と
害 虫 発 生

悪臭発生と
害 虫 発 生

水質・害
虫・悪臭 そ の 他 計

乳 用 牛 １ ７ ２ １ ２ １３

肉 用 牛 １ ４ １ １ ７

豚 ２ １ ３ ６

採 卵 鶏 ２ ２ １ １ ４

ブロイラー ２ ５ ７

そ の 他 １ ４ １ １ ２ ９

計 ７ ２３ ３ １ ０ ３ ０ ９ ４６

そ
の
他
対
策
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� 畜産経営に起因する環境問題の防止対策

畜産経営に起因する環境問題の発生を防止し、生活環境の保全と畜産経営の安定を図るため、必要な施設等を

整備するとともに、家畜排せつ物の適正かつ有効な利用を促進するため、次の事業を実施しています。

１）ソフト事業

畜産経営に起因する環境問題発生の防止を図るため、総合的な指導体制を整備し、巡回指導、実態調査及び

環境問題防止技術の普及浸透等を実施するとともに畜産農家と耕種農家の連携による堆きゅう肥の流通を促進

するための事業を実施しています。

２）ハード事業

家畜排せつ物の合理的かつ効率的な処理利用を行うための施設を整備し畜産経営に起因する環境問題を防止

する事業に助成しております。

５ 公害防止組織の整備

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、特定工場を設置する事業者は、工場内に公害

防止管理者からなる公害防止組織を整備し、公害の防止に努めることとされています。同法の対象となる特定工場

は、製造業（物品加工業を含む）、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属し、かつ、一定規模以上のばい煙発生

施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、特定粉じん発生施設、振動発生施設またはダイオキシン類発生施設のいず

れかを設置している工場となっています。

公害防止組織は、公害防止に関する業務を統括管理する「公害防止統括者」及び公害防止に関する技術的事項を

管理する「公害防止管理者」、さらには一定規模以上の特定工場において、公害防止統括者を補佐し、公害防止管

理者を指揮する「公害防止主任管理者」からなり、それぞれ代理者の配置が義務づけられています。

公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、工場に設置された施設や規模ごとに区分され

た国家試験、資格認定講習により資格を取得した者から選任することとされており、またこれらを選任または解任

した際は、知事（一部は市町村長）に届け出なければなりません。

平成１３年度末の公害防止統括者等の選任状況は表２―２―１２１のとおりとなっています。

�表２―２―１２１ 特定工場における公害防止統括者等の選任状況 （平成１４年３月３１日現在）

注１ 延べ人数
注２（ ）内は代理者数
注３ 市町村への届出も含む

６ 公害防止協定・環境保全協定
地域住民の健康を保護し、良好な生活環境を保全するためには、各種の公害関係法令等の規制に係る一律の公害

対策に加えて、地域の実情に応じたきめ細かい公害対策を推進することが必要です。

公害の防止に係る協定は、地方公共団体が、地域に立地する、または立地しようとする事業者との間で、相互合

意に基づき、公害防止のために事業者がとるべき措置について取り決めを行うものです。

種

別

業

種

選
任
特
定
工
場
数

公
害
防
止
統
括
者

主
任
管
理
者

公 害 防 止 管 理 者

合

計

大 気 関 係 水 質 関 係 特
定
粉
じ
ん

関

係

一
般
粉
じ
ん

関

係

騒
音
関
係

振
動
関
係

ダ
イ
オ
キ
シ
ン

関

係
計

第
一
種

第
二
種

第
三
種

第
四
種

計
第
一
種

第
二
種

第
三
種

第
四
種

製 造 業 １０５
人
７３
（７２）

人
６
（６）

人
１５７
（１４７）

人
６０
（５７）

人
４
（４）

人
４
（４）

人
２１
（２１）

人
３１
（２８）

人
５５
（５４）

人
３
（３）

人
１０
（１０）

人
１１
（１２）

人
３１
（２９）

人 人
３４
（２８）

人
４
（４）

人
３
（３）

人
１
（１）

エネルギ
ー供給業

３
３
（３）

２
（２）

８
（８）

３
（３）

３
（３）

２
（２）

２
（２）

３
（３）

計 １０８
７６
（７５）

８
（８）

１６５
（１５５）

６３
（６０）

４
（４）

４
（４）

２４
（２４）

３１
（２８）

５７
（５６）

５
（５）

１０
（１０）

１１
（１２）

３１
（２９）

３７
（３１）

４
（４）

３
（３）

１
（１）
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県は、公害防止条例第１７条の規定に基づき、県下の主要な企業との間で関係市町とともに公害防止協定・環境保

全協定を締結しています。

平成１３年度末の締結状況は、２３事業場、２１協定となっています。

７ 環境保全施設の整備等に対する助成

公害を防止し、良好な生活環境を保全するため、各種の公害関係法令によって規制措置がとられていますが、こ

れらの規制に対応するために必要な公害防止施設等の設置には多額の資金を要します。

このため、本県においては、昭和４３年４月に徳島県公害防除施設整備資金貸付制度を設け、中小企業者が自ら行

う公害防除施設、産業廃棄物処理施設等の整備に必要な資金を融資することにより、公害防止対策の促進に助力し、

住民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図っていました。

さらに、平成１１年度からは、環境保全施設整備等資金貸付制度に名を改め、フロン対策や低公害車の整備、ＩＳＯ

１４００１取得などの環境保全事業に必要な資金も融資対象とし、貸付枠も３，０００万円から５，０００万円に拡大することに

より、さらなる生活環境の保全を図っています。

制度発足以来の融資状況は、平成１３年度末で６４４件、５７億４，３６８万４千円です。

� 融資条件等（平成１４年３月３１日現在）

ア 融資対象者……県内に工場等を有し、原則として１年以上引続き同一事業を営んでいる中小企業者

イ 融資対象資金

� 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、震動、地盤の沈下又は悪臭を防止するための施設の設置又

は改善に必要な資金

�イ 産業廃棄物の処理施設の設置又は改善に必要な資金

�ウ 土壌汚染対策のための施設の設置又は改善、汚染土壌の処理及び汚染水の処理に必要な資金

� 公害防止施設の設置等によっては公害を防止し難い工場等が、公害防止のためにその工場等を移転する場

合の移転に必要な資金のうち知事が必要と認める資金

�オ 公害防止用分析測定機器類の設置等に必要な資金

�カ 環境保全事業に必要な資金であって、次に掲げるもの

�特定フロン等の回収装置の設置又は購入

�事業用の低公害車の購入

�ＩＳＯ１４００１認証の取得

�環境アセスメントの実施

ウ 融 資 限 度……１事業所につき５，０００万円以内

エ 償 還 期 間……７年以内（内１年以内据置）

オ 融 資 利 率……年２．２％以内。ただし、信用保証付の場合は年１．９％以内（別に保証料０．５２％が必要）

� 融 資 状 況 等

制度発足以来の融資実績の推移は図２―２―４０のとおりです。

平成１３年度においては１件、５，０００万円の融資を行っています。

融資の実績を公害防止の種類別にみたのが表２―２―１２２で、昭和４３年度以来の累計についてみると、融資件数

では大気汚染に係るものが２５１件で全体（６４４件）の３９．０％を占め、融資金額では水質汚濁に係るものが２８億

４，６６０万５千円で全体（５７億４，３６８万４千円）の４９．６％を占めています。

また、融資先の業種別に融資実績をみたのが表２―２―１２３で、同じく累計についてみると、木材・木製品製造

業が融資件数では２６６件で全体の４１．３％を占めています。融資金額でも木材・木製品製造業が１２億８，６６５万５千円、

食料品製造業が１３億１，２８１万８千円と多く、この２業種で全体の４５．３％を占めています。
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図２―２―３９ 融 資 実 績 の 推 移


表２―２―１２２ 公害の種類別融資実績一覧 （単位：千円）

�表２―２―１２３ 業種別の融資実績一覧 （単位：千円）

年 度

区分種 類

昭和４３～平成８ ９ １０ １１ １２ １３ 累 計

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

水 質 汚 濁 ２０９ ２，７８０，１０５ １ ３０，０００ １ ９，５００ １ １０，０００ １ １７，０００ ２１３ ２，８４６，６０５

大 気 汚 染 ２４３ １，１４７，９１６ ２ ４６，８００ ３ ４７，４１６ ２ ６８，０００ １ ２，７００ ２５１ １，３１２，８３２

悪 臭 ４４ ２４６，１８３ ４４ ２４６，１８３

騒 音 ７５ ７２９，４９０ ７５ ７２９，４９０

そ の 他 ５８ ５３６，５７４ ２ ２２，０００ １ ５０，０００ ６１ ６０８，５７４

計 ６２９ ５，４４０，２６８ ３ ７６，８００ ４ ５６，９１６ ５１００，０００ ２ １９，７００ １ ５０，０００ ６４４ ５，７４３，６８４

年 度

区分種 類

昭和４３～平成８ ９ １０ １１ １２ １３ 累 計

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

畜 産 飼 育 １６ １２５，１６８ １ ５０，０００ １７ １７５，１６８

建 設 業 １９ １７０，７４３ １ ７，０００ ２０ １７７，７４３

製

造

業

食 料 品 ９４ １，２３６，３１８ １ ９，５００ １ １７，０００ １ ５０，０００ ９７ １，３１２，８１８

繊 維 工 業 ２５ １５０，３４０ ２５ １５０，３４０

木材・木製品 ２６３ １，２５０，９５５ ２ ３３，０００ １ ２，７００ ２６６ １，２８６，６５５

製 紙 業 １７ ２４１，６２４ １７ ２４１，６２４

化 学 工 業 １１ １３９，２００ １１ １３９，２００

窯業・土石製品 ４８ ５５０，７２３ １ ３０，０００ １ １０，０００ ５０ ５９０，７２３

そ の 他 ７６ ８３７，８０４ ２ ４６，８００ １ ６，７００ ７９ ８９１，３０４

サ ー ビ ス 業 ３７ ４５７，８７９ ２ ４０，７１６ ３９ ４９８，５９５

そ の 他 ２３ ２７９，５１４ ２３ ２７９，５１４

計 ６２９ ５，４４０，２６８ ３ ７６，８００ ４ ５６，９１６ ５１００，０００ ２ １９，７００ １ ５０，０００ ６４４ ５，７４３，６８４
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８ 公害苦情の処理
� 概 要

平成１３年度に県（環境管理課及び各保健所）及び市町村の公害苦情相談窓口が受け付けた公害苦情件数は６０９

件で、前年度に比べ６９件、１２．８％増加しました。このうち、典型７公害の苦情は４４９件で、前年度に比べ４２件、

１０．３％増加し、全苦情に占める割合は７３．７％でした。また、典型７公害以外の苦情件数は１６０件で、前年度に比

べ２７件、２０．３％増加し、全苦情に占める割合は２６．３％でした。

� 公害の種類別苦情件数

典型７公害の苦情件数を種類別にみると、大気汚染が２３８件、（全苦情件数の３９．１％）で最も多く、次いで水

質汚濁が７９件（同１３．０％）、悪臭が６５件（同１０．７％）、騒音が５５件（同９．０％）、土壌汚染が８件（同１．３％）、振

動が４件（同０．７％）、地盤沈下に関する苦情は申し立てられませんでした。

なお、前年度に比べ、大気汚染が６６件（３８．４％）、水質汚濁が１４件（２１．５％）、土壌汚染が８件（昨年度は０件）

増加し、悪臭が４０件（３８．１％）、騒音が５件（８．３％）、振動が１件（２０％）減少しました。（図２―２―４０）

また、公害の種類別に苦情件数の推移をみると、表２―２―１２４のとおりでした。

図２―２―４０ 主な典型７公害の種類別苦情件数

�表２―２―１２４ 公害の種類別苦情件数の推移

年 度 合 計
典 型
７公害

大 気
汚 染

水 質
汚 濁

土 壌
汚 染

騒 音 ・ 振 動 地 盤
沈 下

悪 臭
典 型
７公害
以 外計 騒 音 振 動

苦

情

件

数

平成元年度
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

４０５
４１７
４０１
５３４
４７７
４２８
３６４
４５６
４１６
４９６
４４６
５４０
６０９

３３７
３１７
３０３
３８５
２７８
３３７
２９８
３６５
３５７
３９５
３６７
４０７
４４９

７８
６８
６９
１０５
５４
１０４
９２
１２０
１２９
１８９
１８３
１７２
２３８

６４
４７
４６
８４
６８
６６
５８
５６
６６
５５
７７
６５
７９

３
１
２
０
０
０
０
１
２
２
２
０
８

９４
１１０
８７
１００
７２
７７
６９
７７
６９
５９
４３
６５
５９

８４
１０１
７９
９５
６６
６８
６３
６８
６４
５２
３８
６０
５５

１０
９
８
５
６
９
６
９
５
７
５
５
４

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

９８
９１
９９
９６
８４
９０
７９
１１１
９１
９０
６２
１０５
６５

６８
１００
９８
１４９
１９９
９１
６６
９１
５９
９３
７９
１３３
１６０
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� 公害の発生源別苦情件数

公害苦情件数を発生源別にみると、製造業が１１９件（全苦情件数の１９．５％）で最も多く、次いで建設業が７７件

（同１２．６％）、農業が６２件（同１０．２％）、家庭生活が５７件（同９．４％）、サービス業及び空地が５５件（同９．０％）な

どとなっていました。

① 典型７公害の苦情件数を発生源別にみると、製造業が１１８件（典型７公害の苦情件数の２６．３％）で最も多く、

建設業が７４件（同１６．５％）、サービス業が５３件（同１１．８％）、農業が４９件（同１０．９％）、家庭生活が３１件（同

６．９％）などとなっていました。

② 典型７公害以外の苦情件数を発生源別にみると、空地が４５件（典型７公害以外の苦情件数の２８．１％）と最も

多く、次いで家庭生活が２６件（同１６．３％）、道路が２２件（同１３．８％）、農業が１３件（同８．１％）などとなっていま

した（表２―２―１２５）。

�表２―２―１２５ 公害の種類別、発生源別苦情件数

� 被害の発生地域別苦情件数

① 典型７公害の苦情件数を地域別にみると、都市計画区域内が３０９件（典型７公害の苦情件数の６８．８％）、都市

計画区域以外の地域が１４０件（同３１．２％）となっていました。また、用途地域別にみると、住居地域が１１３件（同

種 類

発生源
総 数 計

典 型 ７ 公 害 典型７公
害 以 外大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒 音 振 動 地盤沈下 悪 臭

苦

情

件

数

合 計
農 業
林 業
漁 業
鉱 業
建 設 業
製 造 業
電機・ガス等供給業
運 輸 ・ 通 信 業
卸売・小売業，飲食店
サ ー ビ ス 業
公 務
家 庭 生 活
家庭生活のうちペット
事 務 所
道 路
空 地
公 園
神 社 ・ 寺 院 等
そ の 他
不 明

６０９
６２
０
２
１
７７
１１９
１
５
３１
５５
７
５７
２
３
２６
５５
１
２
７１
３２

４４９
４９
０
２
１
７４
１１８
１
５
３０
５３
６
３１
１
０
４
１０
０
２
３５
２７

２３８
２４
０
１
１
４６
６３
０
３
１１
３７
０
２２
０
０
２
８
０
１
８
１１

７９
６
０
０
０
２
２２
０
１
８
６
１
４
０
０
０
０
０
０
１９
１０

８
１
０
０
０
３
１
０
０
０
１
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０

５５
５
０
１
０
１７
１１
１
０
７
２
３
３
０
０
０
０
０
０
４
１

４
０
０
０
０
３
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

６５
１３
０
０
０
３
２１
０
１
４
７
１
２
１
０
１
１
０
１
４
５

１６０
１３
０
０
０
３
１
０
０
１
２
１
２６
１
３
２２
４５
１
０
３６
５

構

成

比

合 計
農 業
林 業
漁 業
鉱 業
建 設 業
製 造 業
電気・ガス等供給業
運 輸 ・ 通 信 業
卸売・小売業，飲食店
サ ー ビ ス 業
公 務
家 庭 生 活
家庭生活のうちペット
事 務 所
道 路
空 地
公 園
神 社 ・ 寺 院 等
そ の 他
不 明

１００．０
１０．２
０．０
０．３
０．２
１２．６
１９．５
０．２
０．８
５．１
９．０
１．１
９．４
０．３
０．５
４．３
９．０
０．２
０．３
１１．７
５．３

１００．０
１０．９
０．０
０．４
０．２
１６．５
２６．３
０．２
１．１
６．９
１１．８
１．３
６．９
０．２
０．０
０．９
２．２
０．０
０．４
７．８
６．０

１００．０
１０．１
０．０
０．４
０．４
１９．３
２６．５
０．０
１．３
４．６
１５．５
０．０
９．２
０．０
０．０
０．８
３．４
０．０
０．４
３．４
４．６

１００．０
７．６
０．０
０．０
０．０
２．５
２７．８
０．０
１．３
１０．１
７．６
１．３
５．１
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
２４．１
１２．７

１００．０
１２．５
０．０
０．０
０．０
３７．５
１２．５
０．０
０．０
０．０
１２．５
０．０
０．０
０．０
０．０
１２．５
１２．５
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０
９．１
０．０
１．８
０．０
３０．９
２０．０
１．８
０．０
１２．７
３．６
５．５
５．５
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
７．３
１．８

１００．０
０．０
０．０
０．０
０．０
７５．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
２５．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０
２０．０
０．０
０．０
０．０
４．６
３２．３
０．０
１．５
６．２
１０．８
１．５
３．１
１．５
０．０
１．５
１．５
０．０
１．５
６．２
７．７

１００．０
８．１
０．０
０．０
０．０
１．９
０．６
０．０
０．０
０．６
１．３
０．６
１６．３
０．６
１．９
１３．８
２８．１
０．６
０．０
２２．５
３．１
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２５．２％）、調整区域が１１２件（同２４．９％）、準工業地域が２７件（同６．０％）などとなっていました。

② 典型７公害以外の苦情件数を地域別にみると、都市計画区域内が６０件（典型７公害以外の苦情件数の３７．５％）、

都市計画区域以外の地域が１００件（同６２．５％）となっていました。また、用途地域別にみると、住居地域が３１

件（同１９．４％）、調整区域が１４件（同８．８％）などとなっていました。（表２―２―１２６）

�表２―２―１２６ 公害の種類別、被害の発生地域別苦情件数

� 被害の種類別苦情件数

① 典型７公害の苦情件数を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が３１４件（典型７公害の苦情件数の

６９．９％）、次いで健康被害が７７件（同１７．１％）、動・植物被害が１３件（同２．９％）などとなっていました。

② 典型７公害以外の苦情件数を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が８９件（典型７公害以外の苦情件

数の５５．６％）、次いで健康被害が９件（同５．６％）などとなっていました。（表２―２―１２７）

�表２―２―１２７ 公害の種類別、被害の種類別苦情件数

種 類 合 計 計
都 市 計 画 法 に よ る 都 市 計 画 区 域 都市計画

区域以外
の 地 域住居地域 近隣商業

地 域 商業地域 準 工 業
地 域 工業地域 工業専用

地 域 調整区域 そ の 他

苦

情

件

数

合 計
典型７公害
大 気 汚 染
水 質 汚 濁
土 壌 汚 染
騒 音
振 動
地 盤 沈 下
悪 臭
典型７公害以外

６０９
４４９
２３８
７９
８
５５
４
０
６５
１６０

３６９
３０９
１６２
４８
２
４５
４
０
４８
６０

１４４
１１３
６２
２０
０
１９
０
０
１２
３１

１５
１３
９
２
０
０
０
０
２
２

１５
１４
３
２
１
２
３
０
３
１

２９
２７
１５
３
０
３
１
０
５
２

１１
９
５
１
０
０
０
０
３
２

１２
９
７
０
０
０
０
０
２
３

１２６
１１２
５７
１８
０
１７
０
０
２０
１４

１７
１２
４
２
１
４
０
０
１
５

２４０
１４０
７６
３１
６
１０
０
０
１７
１００

構

成

比

合 計
典型７公害
大 気 汚 染
水 質 汚 濁
土 壌 汚 染
騒 音
振 動
地 盤 沈 下
悪 臭
典型７公害以外

１００．０
７３．７
３９．１
１３．０
１．３
９．０
０．７
０．０
１０．７
２６．３

１００．０
８３．７
４３．９
１３．０
０．５
１２．２
１．１
０．０
１３．０
１６．３

１００．０
７８．５
４３．１
１３．９
０．０
１３．２
０．０
０．０
８．３
２１．５

１００．０
８６．７
６０．０
１３．３
０．０
０．０
０．０
０．０
１３．３
１３．３

１００．０
９３．３
２０．０
１３．３
６．７
１３．３
２０．０
０．０
２０．０
６．７

１００．０
９３．１
５１．７
１０．３
０．０
１０．３
３．４
０．０
１７．２
６．９

１００．０
８１．８
４５．５
９．１
０．０
０．０
０．０
０．０
２７．３
１８．２

１００．０
７５．０
５８．３
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
１６．７
２５．０

１００．０
８８．９
４５．２
１４．３
０．０
１３．５
０．０
０．０
１５．９
１１．１

１００．０
７０．６
２３．５
１１．８
５．９
２３．５
０．０
０．０
５．９
２９．４

１００．０
５８．３
３１．７
１２．９
２．５
４．２
０．０
０．０
７．１
４１．７

種 類 計 健 康 財 産 動 ・ 植 物 感覚的・心理的 そ の 他

苦

情

件

数

合 計
典 型 ７ 公 害
大 気 汚 染
水 質 汚 濁
土 壌 汚 染
騒 音
振 動
地 盤 沈 下
悪 臭
典型７公害以外

６０９
４４９
２３８
７９
８
５５
４
０
６５
１６０

８６
７７
５７
４
４
２
０
０
１０
９

１４
１１
７
３
１
０
０
０
０
３

２０
１３
３
８
０
２
０
０
０
７

４０３
３１４
１５４
４９
３
５１
４
０
５３
８９

８６
３４
１７
１５
０
０
０
０
２
５２

構

成

比

合 計
典 型 ７ 公 害
大 気 汚 染
水 質 汚 濁
土 壌 汚 染
騒 音
振 動
地 盤 沈 下
悪 臭
典型７公害以外

１００．０
７３．７
３９．１
１３．０
１．３
９．０
０．７
０．０
１０．７
２６．３

１００．０
８９．５
６６．３
４．７
４．７
２．３
０．０
０．０
１１．６
１０．５

１００．０
７８．６
５０．０
２１．４
７．１
０．０
０．０
０．０
０．０
２１．４

１００．０
６５．５
１５．０
４０．０
０．０
１０．０
０．０
０．０
０．０
３５．０

１００．０
７７．９
３８．２
１２．２
０．７
１２．７
１．０
０．０
１３．２
２２．１

１００．０
３９．５
１９．８
１７．４
０．０
０．０
０．０
０．０
２．３
６０．５
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� 地方公共団体別苦情件数

公害苦情件数を市部、郡部別にみると、次のとおりでした。（表２―２―１２８）

① 県（環境管理課及び各保健所）が受け付けた苦情件数は１３１件で、全県の苦情件数に対する割合は２１．５％と

なっていました。

② 市が受け付けた苦情件数は３２８件で、全県の苦情件数に対する割合は５３．９％となっていました。

③ 町村が受けた苦情件数は１５０件で、全県の苦情件数に対する割合は２４．６％となっていました。

�表２―２―１２８ 地方公共団体別公害苦情件数

� 公害苦情処理係属件数

公害苦情処理係属件数（全苦情件数に、１２年度以前に受け付けたが処理されず、１３年度に繰り越されたものを

加えている。ただし、他の機関へ移送したものを除く）は６３０件でした。このうち、当該地方公共団体で直接処

理された苦情は５２１件で、その処理率は８２．７％となっていました。（表２―２―１２９）

�表２―２―１２９ 公害苦情処理係属件数の推移

合 計
典 型
７ 公 害

典 型
７ 公 害
以 外大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒 音 振 動 地盤沈下 悪 臭

全 県
県
市

町 村

６０９
１３１
３２８
１５０

４４９
１２５
２４６
７８

２３８
６７
１２４
４７

７９
２７
４３
９

８
５
２
１

５５
７
３９
９

４
０
４
０

０
０
０
０

６５
１９
３４
１２

１６０
６
８２
７２

年 度
係 属

苦情件数

受 付 の 状 況 処 理 の 状 況 処 理 率

（％）新規受付 他 か ら
移 送

前 年 度
から繰越 直接処理 他へ移送 翌年度へ

繰 越 そ の 他

昭和５８年度
５９
６０
６１
６２
６３

平成元年度
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

４５６

４４６

４９２

５４１

４７６

４３６

４６２

４６７

４５２

５８９

５６８

４５７

３７９

４６４

４２４

４９６

４５４

５５６

６３０

４１６

４２０

４４９

４９４

４２９

３８８

４０５

４１７

４０１

５３４

４７７

４１６

３５５

４５１

４０９

４８４

４３５

５２５

５７３

７

３

１０

６

６

１２

２０

１１

１８

２３

４２

１２

９

５

７

４

１１

１５

３６

３３

２３

３３

４１

４１

３６

３７

３９

３３

３２

４９

２９

１５

８

８

８

８

１６

２１

４２１

４０３

４１９

４７２

４２６

３７０

３８８

４０８

３８８

５１０

４９１

４０２

３２８

４１０

３７９

４５３

３９１

４８５

５２１

１２

８

２１

１０

９

２２

２５

１８

２５

２７

３９

１４

２０

２１

９

１９

１９

２３

３６

２３

３３

４１

４１

３６

３９

３９

３６

３２

５０

２５

１５

８

８

８

９

１６

２２

１８

０

２

１１

１８

５

５

１０

５

７

２

１３

２６

２３

２５

２８

１５

２８

２６

５５

９２．３

９０．４

８５．２

８７．２

８９．５

８４．９

８４．０

８７．４

８５．８

８６．６

８６．４

８８．０

８６．５

８８．４

８９．４

９１．３

８６．１

８７．２

８２．７
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第３章 自然環境の現況と対策

第１節 自 然 環 境

１ 概 況

� 気候・気象

ア 気 候

本県の気候は、地形の影響を受けて太平洋側気候（温暖湿潤）、瀬戸内気候（温暖乾燥）、山岳気候（冷涼湿

潤）の３つに大きく区別することができます。

イ 気 象

平成１３年の年平均気温の分布を見ると、県の沿岸部では約１７℃前後である一方、県西部および山間部では１２

～１５℃とやや冷涼になります。

平成１３年の年降水量については、南部沿岸地方（宍喰３，１７２mm）が最も多く、次いで剣山山系南東側（木

頭２，８４６㎜、福原旭２，９６６㎜）が多い地域となっています。一方剣山山系を境として、県北部（徳島１，７３７㎜、

池田１，４５５㎜、半田１，６７８㎜）では降水量が少なくなり、県南部の約２分の１の降水量となっています。

図２―３―１ 平成１３年の年平均気温分布図 図２―３―２ 平成１３年の年降水量分布図

� 地形・地質

ア 地 形

本県の地形は東西方向に分布する地質構造の影響を受けており、東西方向に山地や河川が分布しています。

� 山 地

山地は讃岐山脈、四国山地、海部山地の３つに大別することができます。北部の讃岐山脈は、標高が５００

～１，０００mと比較的低いにもかかわらず、山麓に扇状地を伴います。四国山地は剣山（１，９５４．７m）や三嶺

（１，８９３．４m）など、標高が１，０００m以上の本県で最も高い地域を含む山地で、地すべり地形が発達していま

す。海部山地や四国山地の一部である剣山地では、崩壊による山麓堆積地形が見られます。

�イ 低 地

本県の低地は吉野川沿いのものが最大で、次いで東部沿岸の勝浦川、那賀川、桑野川の下流に見られます。

県南では海部川河口付近に小規模な低地が見られる程度です。

�ウ 河 川

本県の河川は四国山地北側の吉野川水系と南部の那賀川水系、勝浦川など四国山地から東流して紀伊水道

に注ぐ河川が代表的ですが、県南の太平洋岸では、海部川のように南流するものが見られます。

このうち吉野川の長さ（県内）は１０８．１㎞、那賀川は１２５．２㎞、勝浦川４９．６㎞、海部川３６．３㎞などとなって

います。
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図２―３―３ 徳 島 県 の 地 形 区 分

図２―３―４ 干潟・藻場概略分布図

� 徳島県干潟

－ 150 －－ 150 －



� 徳島県藻場
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�エ 海 洋

本県周辺の海況について見てみると、室戸沖や和歌山沖を黒潮分岐流が北上する一方、本県沖を鳴門海峡

から流出する内海水や紀伊水道沿岸水が南下するという状況となっています。

県内における自然海岸の総延長に対する割合は平成６（１９９４）年の時点で５１．０４％で、同様に砂浜海岸の割

合は７．８６％に過ぎません。干潟については平成６（１９９４）年の時点で、紀伊水道西海域に１０か所・１１８ha、徳

島（太平洋）海域で１か所・６haがあります。また、１ha以上の藻場については、平成６（１９９４）年までに１９

か所・１０８haが減少し、１９６か所・１，４２１haとなっています。造礁サンゴについては、平成６（１９９４）年で大島

・竹ヶ島周辺に７．１haが見られています。

イ 地 質

本県の地質構造は中央構造線や仏像構造線などの構造線により切られ、東西に帯状に分布しています。北か

ら、砂岩・泥岩などから構成される領家帯（和泉層群）、結晶片岩などから構成される三波川帯、御荷鉾緑色

岩類、秩父累帯、砂岩・泥岩などからなる四万十帯の順に並んでいます。洪積層は吉野川や那賀川などの河川

地域で、また沖積層は吉野川下流の徳島平野から那賀川河口域にかけての沖積低地や各河川の河口部などで見

られます。なお活段層について、本県では中央構造線断層系と鮎喰川段断層系の２種類から知られています。

一方、本県の南方沖には西南日本の属するユーラシアプレートと南方のフィリピン海プレートの接する南海

トラフがあり、ここでフィリピン海プレートが沈み込んでいます。

図２―３―５ 徳 島 県 の 地 質 区 分

� 野 生 生 物

ア 植 生

本県の自然植生の割合は、平成６（１９９４）年の段階で既に県土面積の３．９％に過ぎない状態となっており、県

下のほとんどはスギ・ヒノキなどの植林地やアカマツ林などの代償植生地、農用地などで覆われています。
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残された自然植生を見ると、ヤブツバキクラス域（０～

１，０００m）では社叢林や島嶼としてわずかに残されている

に過ぎません。森林については、沿岸域から内陸に向かう

につれて、海岸低木林からシイータブ林（ムサシアブミー

タブノキ群集、ミミズバイースダジイ群集など）、カシー

モミ林（カナメモチーコジイ群集、コガクウツギーモミ群

集など）へと移行します。この他、吉野川河口などにはヨ

シ群落が見られます。またハマグルマーコウボウムギ群集

など海岸砂丘草木植生は、かつて県東部の砂浜海岸で見ら

れましたが激減しています。

ブナクラス域（１，０００～１，７００m）の森林は、現在では剣

山周辺に分布しているに過ぎません。代表的な気候極相林

であるブナ林（シラキーブナ群集）やウラジロモミ群落、

山地渓谷林であるヤハズアジサイーサワグルミ群集などが見ら

れます。

コケモモートウヒクラス域（１，７００m以上）は、剣山な

どの山岳山頂部に分布しており、シラビソ（シコクシラ

ベ）群集やコメツガ群落、シコクフロウーショウジョウス

ゲ群集などが見られます。

イ 植 物

本県では、維管束植物として３，１６６種類（阿部，１９９０（変種、品種，帰化植物を含む））、高等菌類で６０７種（大

橋，１９８６）、藻類（海藻）として２４２種（徳島県水産課，１９９５）が確認されています。しかし、蘚苔類、藻類な

ど維管束植物以外については、分布情報などについて、十分に調査されていないのが現状です。

�表２―３―２ 本県に分布する維管束植 �表２―３―３ 高等菌類（キノコ）

物の概況 （阿部，１９９０） （大橋，１９８６）

ウ 動 物

動物のうち脊椎動物については、哺乳類で５１種、鳥類で３３６種、は虫類で１８種、両生類で１７種、陸水産魚類

で２３３種が確認されています。一方、無脊椎動物については把握が十分になされていないのが現状であり、そ

の種類については、表２―３―５に示します。

�表２―３―１ 植生自然度別出現頻度（自然

環境保全基礎調査、１９９４）

区 分 内 容 比率（％）

自 然 草 原 ０．２

自 然 林 ３．７

二次林（自然林に近いもの） ４．２

二 次 林 ２８．０

植 林 地 ４０．６

二次草原（背の高い草原） ０．５

二次草原（背の低い草原） １．１

農 耕 地（ 樹 園 地 ） ２．９

農 耕 地（ 水 田 、 畑 ） １５．９

市 街 地 、 造 成 地 等 １．１

自 然 裸 地 １．１

開 放 水 域 ０．７

計 １００．０

シダ植物 ３６３種

種子植物 ２，８０３種

裸子植物 ２４種

被子植物 ２，７７９種

合 計 ３，１６６種

担 子 菌 類 ５５９種

子 の う 菌 類 ４８種

合 計 ６０７種

緑 藻 ３３種

褐 藻 ７０種

紅 藻 １３９種

合 計 ２４２種

自
然
環
境

�表２―３―４ 藻類（海藻）

（徳島県水産課，１９９５集計）
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�表２―３―５ 本県で記録または確認された主な動物種の概況

参考・引用文献 財団法人とくしま地域政策研究所、２０００．環境現況基礎調査（平成１３年度徳島県委託調査成果品）
（徳島県の委託による調査報告成果品、未公表）

２ 自然環境保全基礎調査（みどりの国勢調査）及び生物多様性調査
� 概 要

自然環境保全基礎調査は、自然環境の現況の把握と解析を行い、科学的に自然環境保全行政を推進するため、

自然環境保全法第４条に基づき、概ね５年毎に環境省が実施する基礎調査です。

また、平成６年度からは、我が国の野生動植物に関する全国的な分布概況等を把握するとともに、特に存在基

盤が脆弱で減少傾向にある種などについて分布状況等の調査を行い、国内の生物多様性保全施策の基礎資料を得

るため、生物多様性調査（種の多様性調査）が開始されました。

これまでの調査実績は次表のとおりです。（表２―３―６）

�表２―３―６ 調 査 の 概 要

� 調 査 の 内 容

ア 陸 域（うち植物に関する調査）

� 植生調査（第２回・第３回・第４回・第５回・第６回調査で実施）

植生は、地域ごとに様々な様相を示すが、この多様性は植生の存在する地域の地誌、気象、地質、地形、

さらには人間を含む他の生物との相互作用等に基づく植物の進化、適応の結果であり、このため、人間の手

のつけ具合である「自然度」を１０ランクに分け、現況の調査を行いました。

本県では、県下の植生の状況をより詳細に把握するとともに、地域レベルの計画に対応できる植生図を整

備するための一環として、県下の全域について植生状況調査を実施し、空中写真の判読及び現地確認により

５万分の１の現存植生図を作成しました。

調 査 期 間 調 査 対 象

�自然環境保全基礎調査
第１回調査

第２回調査

第３回調査

第４回調査

第５回調査

第６回調査

（昭和４８年度）

（昭和５３年度・昭和５４年度）

（昭和５８年度～昭和６２年度）

（昭和６３年度～平成４年度）

（平成５年度～平成１０年度）

（平成１１年度～平成１５年度）

ア 陸 域

（植物、動物、地形・地質）

イ 陸 水 域

（湖沼・河川）

ウ 海 域

エ 生 態 系

�生物多様性調査

（種の多様性調査）
（平成６年度～）

ア 種
イ 生態系
ウ 遺伝子

�海域自然環境保全基礎調査 （平成９年度～平成１３年度）

脊 椎 動 物 無 脊 椎 動 物

哺 乳 類 ５１種 甲 殻 類 ２３５種 ト ン ボ 類 ８６種

鳥 類 ３３６種 淡水・汽水・海産貝類 約８５０種 半 翅 目 １００種

は 虫 類 １８種 陸 産 貝 類 １６２種 鱗翅目（チョウ類） １００種以上

両 生 類 １７種 ク モ 類 ３１８種 甲 虫 目 約３，０００種

魚類（陸水産魚類） ２３３種 ザ ト ウ ム シ 類 ５種

（海産無脊椎動物） １２７種
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�イ 特定植物群落調査（第２回・第３回・第５回調査で実施）

植物群落のうち、規模や構造、分布等において、代表的典型的なもの、代替性のないもの、脆弱なもの等

を、原生林、稀な植物群落、郷土景観を代表する植物群落等、８つの選定基準により選定しました。

この結果、本県では、第２回調査により、６８群落の植生状況、面積、保護の現状等を現地調査及び既存資

料で取りまとめましたが、第３回の調査では、新たに１９群落を調査し、１群落が区域縮小、３群落が消滅し、

現在では８４群落が確認されています。

イ 陸 域（うち動物に関する調査）

� 動物（哺乳類）分布調査（第２回調査で実施）

大型及び中型獣７種の生息分布状況に関する聞き取り調査を実施し、県内での概況は次のとおりです。

（表２―３―７）

�表２―３―７ 動物（哺乳類）分布状況

�イ 動物（両生・は虫類）分布調査（第２回調査で実施）

両生は虫類のうち、絶滅のおそれのある種及び学術上重要な種の生息状況と分布について、今回の調査選

定種のうち、本県では、両生類６種（モリアオガエル、オオサンショウウオ、カスミサンショウウオ、ブチ

サンショウウオ、オオダイガハラサンショウウオ、ハコネサンショウウオ）と、は虫類４種（タワヤモリ、

アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ）について調査を実施しました。

�ウ 動物（淡水魚類）分布調査（第２回調査で実施）

淡水域に生息する魚類のうち、絶滅のおそれのある種及び学術上重要な種の成育分布調査を行いました。

本県における調査実施種は、オヤニラミ、カマキリ、ホトケドジョウ、オオウナギ、チョウセンブナ、ア

カメ、ヒメハゼ、ヒナハゼ、アベハゼの９種です。

これらのうち、オヤニラミは、桑野川、岡川、福井川で生息が確認されていますが、河川改修、水質汚濁

等で年々生息地が奪われています。

� 巨樹・巨木林調査（第４回調査で実施）

良好な景観の形成、野生鳥獣の営巣の場などの自然環境保全上重要な価値を有している巨樹、巨木林は、

その実態が不明なまま急速に失われつつあります。

このため、地上から１．３ｍの位置での幹周が３ｍ以上ある巨木について、その所在地、樹齢、周囲の状況、

健全度等を現地調査しました。

この結果により、保全対象が明確化し、保全地域等の既存指定制度、ナショナルトラスト等の施策を通じ

た保全が促進され、また、誰にも理解されやすい保全対象であることから、国民の自然保護の関心を高める

ことが期待できます。

動 物 種 名 分 布 状 況

ニホンザル 鳴門、那賀、海部、美馬、三好の地区に群れになって生息し、県下一円に比較的多くの分布が見ら
れる。

シ 力 ニホンザル同様県下一円に比較的多く生息が見られる。

イ ノ シ シ 阿讃山系には生息数は極めて少ないが、それ以外は全域に生息が見られる。

キ ツ ネ 県下では生息の情報が得られなかった。阿讃山系では、大正期～昭和３０年代にかけて絶滅したもの
と思われる。（調査後、生息の情報が得られた。）

タ ヌ キ 県下では最も広く分布が見られる種である。

ツキノワグマ 剣山周辺にのみ出没が見られ個体数も限られている。剣山周辺でも昭和４０年代に絶滅した地域がある。

ア ナ グ マ 主に阿南、那賀地区及び県西部に生息が確認されたが、個体数は少ないものと思われる。

自
然
環
境
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県内では、昭和６３年度現在、巨樹（単木）９８４件、巨木林１９件の合計１，００３件が数えられています。

（表２―３―８）


表２―３―８ 巨樹・巨木林調査（幹周囲表）

� 動物（昆虫類）分布調査（第２回調査で実施）

昆虫類のうち、絶滅のおそれのある種及び学術上重要な種の生息状況と分布について調査を実施しました。

本県では、指標昆虫類の１０種（ムカシトンボ、ムカシヤンマ、ハッチョウトンボ、ガロアムシ目、タガメ、

ハルゼミ、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、オオムラサキ、ゲンジボタル）及び、調査対象昆虫類選定基準に

基づく特定昆虫類６０種について調査を実施しました。

ウ 陸域（うち地形地質に関する調査）

� 自然景観資源調査（第３回調査で実施）

自然景観の骨格をなす地形・地質及び自然現象を自然景観資源として抽出したもので、県内では「山脈・

山地・高地」等の資源３１種、１６３箇所が抽出されています。

エ 陸 水 域

� 湖沼調査（第２回・第３回・第４回調査で実施）

湖沼のうち、原則として面積１ha以上の天然湖沼を調査対象としましたが、四国では唯一、海部郡海南

町の海老ヶ池がその対象となりました。

この海老ヶ池における水質状況、透明度、湖岸改変状況、湖岸土地利用状況について調査を実施しました。

（表２―３―９）


表２―３―９ 海老ヶ池改変状況表

順位 樹 種 名 所 在 地 ・ 通 称 名 幹 周（㎝ ） 独 特 の 呼 称 保 護 制 度 指 定

１ イ チ ョ ウ 上板町 乳保神社 １，３４２ 天然記念物等（国）

２ ク ス ノ キ 三加茂町 加茂 １，３００ 加茂の大クス 天然記念物等（国）

３ ク ス ノ キ 山川町 川田市 １，２３５

４ ク ス ノ キ 藍住町 春日神社 １，２０５ 天然記念物等（県）

５ イ チ ョ ウ 美馬町 中山路銀杏庵 １，１９０ お乳大明神

６ ク ス ノ キ 上板町 椿神社跡 １，１６３ 鳥屋の大クス 天然記念物等（県）

７ ス ギ 西祖谷山村 上吾橋 五所神社 １，１５０ 天然記念物等（村）

８ ク ス ノ キ 阿南市 大宮八幡神社 １，０８０

９ ク ス ノ キ 鴨島町 森藤字平山 １，０１５ 壇の大クス 天然記念物等（県）

１０ ス ギ 東祖谷山村 大枝鉾神社 １，０００ 最大のもの：鉾杉 天然記念物等（県）

調
査
年
度

標
高
ｍ

面
積
ha

湖
岸
線
延

長

㎞

透
明
度
ｍ

埋
立
干
拓

面
積
�

湖 岸 改 変 状 況 湖 岸 土 地 利 用 大
規
模

建
築
物

湖
沼
型自 然 半 自 然 人 工 自 然 地 農 業 地 市 街 地

（第４回）
平３

０ １８ ３．３ ０．５ ０
１．６

㎞
０．８

㎞
０．９

㎞
２．２

㎞
０．８

㎞
０．３

㎞

０
富
栄
養
湖４８．５

％
２４．２

％
２７．８

％
６６．７

％
２４．２

％
９．１

％

（第３回）
６０

０ １８ ３．３ １．０ ０
１．７

㎞
０．８

㎞
０．８

㎞
２．２

㎞
０．８

㎞
０．３

㎞

０
富
栄
養
湖５１．６

％
２４．２

％
２４．２

％
６６．７

％
２４．２

％
９．１

％

（第２回）
５３

０ １８ ３．３ １．０ ０
１．８

㎞
０．８

㎞
０．７

㎞
２．５

㎞
０．８

㎞
－
㎞

０
富
栄
養
湖５４．５

％
２４．３

％
２１．２

％
７５．８

％
２４．２

％
－
％
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�イ 河川調査（第２回・第３回・第４回調査で実施）

河川の改変状況、魚類の生息状況、原生流域の状況等を調査し、河川の自然性の現況及び利用の状況を把

握することを目的に調査を実施しました。

本県では、吉野川と那賀川における水際線の改変状況や河原、河畔、河川の利用状況、魚道の状況及び不

快要因について１キロ区間毎に調査を実施し、また、魚類の生息状況についても、吉野川では６ヵ所、那賀

川では１０ヵ所で投網等の捕獲により、調査を実施しました。（表２―３―１０）

その結果、吉野川は那賀川よりも人工化が進んでいます。


表２―３―１０ 吉野川、那賀川改変状況表

＊１「人工化された水際線」とは、コンクリート護岸・矢板等の工作物により構成された水際線をいう。

＊２「人工化された河原」とは、公園・グラウンド等の施設的土地利用地、未利用造成地・農業地になっている河原をいう。

オ 海 域

� 海岸調査（第２回・第３回・第４回調査で実施）

海岸線（汀線）及び海岸陸域の自然状態や利用状況、汚染状況等の現況調査を行い、縮尺２万５千分の１

の地形図で、それぞれの区分の延長距離を電算機により測定しました。

なお、対象とする海岸線は、「全国海岸域現況調査（建設省：昭和４９年度）」の「海岸区分計測図」に表

示されている海岸線で、短径１００ｍ以上の島を含みます。

本県における調査結果は次のとおりです。（表２―３―１１及び２―３―１２）

調
査
対
象
河
川
名

調
査
実
施
調
査
区
間
数

水際線の改変状況 河原の土地利用状況 河 畔 の 土 地 利 用 状 況

＊１
人工化された水際
線の割合（延長の
１０分比）

＊２
人工化された河原
の割合（面積の１０
分比）

計

右 岸 左 岸

自 然 地 農

業

地

市

街

地

自 然 地 農

業

地

市

街

地

樹
林
地

そ
の
他

樹
林
地

そ
の
他０～２ ３～５ ６～１０ ０～２ ３～５ ６～１０

吉 野 川
６０ １０７ ７５ １５ １７ ３７ ２９ １２ ７８ ２７ １ ４９ ３０ ２５ １ ６２ １９

５４ １０７ ７８ １２ １７ ３６ ３０ １１ ７７ ２９ １ ５１ ２６ ２８ １ ６４ １４

那 賀 川
６０ １１２ ９３ ２ １７ ３１ １ ０ ３２ ７３ ０ ３４ ５ ６２ １ ３６ １３

５４ １１２ ９５ ０ １７ ３０ ０ ０ ３０ ７３ ２ ３４ ３ ６５ ０ ３４ １３

調
査
対
象
河
川
名

調
査
実
施
調
査
区
間
数

河川工作物の有無 取
水
施
設
の
あ
る
区
間
数

河 川 の 利 用 状 況 不 快 要 因

（魚の遡上） 風
景
探
勝（
遊
歩
道
）

キ

ャ

ン

プ

温

泉

ボ

ー

ト

川

下

り

常

設

釣

場

漁

業

水
の
に
ご
り

水
面
上
の
ア
ワ

悪

臭

ゴ
ミ
・
残
材

砂

利

採

取

河
畔
の
道
路
法
面

水
量
の
少
な
さ

渇
水
時
の
ダ
ム
湖
岸

可 能 不可能

（魚道）（魚道）

有 無 有 無

吉 野 川
６０ １０７ １ ２ ０ ０ ３ １０ ０ ０ ０ ２ ０ ２７ ０ ０ ０ １３ ２０ ０ ０ ０

５４ １０７ １ ２ ０ ０ ３ １０ ０ ０ ０ ２ ０ ２７ ０ ０ ０ ９ ２０ ０ ０ ０

那 賀 川
６０ １１２ ４ ０ ０ ６ ３ ５ ４ ２ ６ ２ ０ ２７ ５５ ０ ０ １１ １３ ０ ０ ７

５４ １１２ ４ ０ ０ ６ ２ ５ ２ ２ ５ ２ ０ ２６ ５１ ０ ０ １２ １２ ０ ８ ８
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表２―３―１１ 海岸線の改変状況


表２―３―１２ 海岸陸域の土地利用状況（第２回調査）

�イ 干潟・藻場・サンゴ礁分布調査（第２回・第４回調査で実施）

沿岸域における重要な生物環境である干潟・藻場・サンゴ礁の調査を実施しました。

本県では海域を、北から播磨灘南海域、紀伊水道西海域及び徳島海域の３海域として、その分布域と消滅

域を、現地調査及び既存資料で取りまとめました。

調査の結果、干潟は播磨灘南海域では消滅していることが判明しました。（表２―３―１３）なお、第４回調

査では、それぞれの最新の分布状況と前回調査以降の消滅状況について調査しました。

�ウ 海域生物調査（第２回・第３回調査で実施）

海岸域における生物の生息状況及び生息環境を継続的に監視していくため、潮上帯（飛沫帯）及び潮間帯

に生息する生物を調査しました。

本県では、事前調査により、次の２カ所を調査場所として選定し、生物の採取を行いました。なお、第３

回調査では、「海域生物環境調査」として継続実施しました。

�阿南市椿町須屋地先海岸（砂泥浜からなる包囲海岸）
�海部郡宍喰町大久保板取地先海岸（磯浜からなる開放海岸）

� 海域環境調査（第２回調査で実施）

汚濁が進む沿岸域の現状を、生物の生息状況を通して把握するため、プランクトンや底生生物等について

調査しました。

本県では海域を、播磨灘南海域、紀伊水道西海域及び徳島海域の３海域として、プランクトン（ネット法

と採水法による。）、底生生物、付着生物（本県には記録はない。）、大腸菌、赤潮のそれぞれについて調査し

ました。

�表２―３―１３ 干潟・藻場・サンゴ礁分布表（第４回調査より） （単位：ha）

海岸線延長 自 然 地 農 業 地 市 街 工 業 地 河 ロ

徳島県 ３４３．５
㎞

２２３．４
㎞

６５．０
％

４２．８
㎞

１２．５
％

７０．５
㎞

２０．５
％

６．８
㎞

２．０
％

全 国 ３２，１７０．２ １９，３６９．２ ６０．２ ４，２５４．０ １３．２ ８，２８３．４ ２５．８ ２６３．７ ０．８

干潟・藻場・
サンゴ礁の区分

海 域 名
分 布 域 消 滅 域

調 査 区 数 面 積 調 査 区 数 面 積

干 潟

播 磨 灘 南 ０ ０ ０ ０

紀 伊 水 道 西 １０ １１８ ６ ７０

徳 島 １ ６ ０ ０

計 １１ １２４ ６ ７０

藻 場

播 磨 灘 南 ９ ４５ ４ ９

紀 伊 水 道 西 ７５ ４７６ １０ ７８

徳 島 １１２ ９００ ５ ２１

計 １９６ １，４２１ １９ １０８

サ ン ゴ 礁

播 磨 灘 南 ０ ０ ０ ０

紀 伊 水 道 西 ０ ０ ０ ０

徳 島 ９ ７．１ ０ ０

計 ９ ７．１ ０ ０

調査年度 海岸線延長 自 然 海 岸 半自然海岸 人 工 海 岸 河 ロ

（第４回）

Ｈ６

徳島県 ３４７．１
㎞

１７７．２
㎞

５１．０
％

３７．９
㎞

１０．９
％

１２５．２
㎞

３６．１
％

６．８
㎞

２．０
％

全 国 ３２，７７８．９ １８，１０５．７ ５５．３ ４，４６７．５ １３．６ ９，９４１．８ ３０．３ ２６４．０ ０．８

（第３回）

Ｓ６０

徳島県 ３４７．６ １７７．７ ５１．１ ３８．４ １１．０ １２４．７ ３５．９ ６．８ ２．０

全 国 ３２，４７１．９ １８，４０２．１ ５６．７ ４，５１１．４ １３．９ ９，２９４．５ ２８．６ ２６３．８ ０．８
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第２節 自然環境保全地域

１ 自然環境保全調査
県内の優れた自然環境を保全するため、各地の自然環境の現況及び保全計画を徳島県自然環境保全条例第７条に

基づいて調査を行っています。（表２―３―１４）


表２―３―１４ 自然環境保全調査地域 （単位：ha）

２ 自然環境保全のための地域・地区指定（自然環境保全地域の指定）
県下の優れた自然を現在の、あるいは更に将来予測される自然破壊から保護するため、自然環境保全基本方針に

基づき実施している自然環境保全調査の結果を参考にして、県自然環境保全地域を次のとおり指定しています。（表

２―３―１５）


表２―３―１５ 自然環境保全地域 （単位：ha）

調 査 地
面 積 特 徴

町 村 名 箇 所

上 勝 町 高 丸 山 ２９．０ 広葉樹（ブナ等）天然林

山 城 町 野 鹿 池 山 １０．０ ホンシャクナゲ、オオスギゴケ等

神 山 町 柴 小 屋 ２０．０ 広葉樹（ブナ等）天然林

木 頭 村 池 野 河 谷 ９０．０ 天然スギ、広葉樹天然林

木 頭 村 折 宇 谷 １２０．０ 広葉樹天然林

木 沢 村 西 三 子 山 ６５．０ イワシデ林

指定年度 指 定 箇 所 面 積

５１ 高丸山 県自然環境保全地域 ２９．０

５６ 野鹿池山 〃 １０．０

自
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第３節 自 然 公 園

１ 自然公園の指定状況


表２―３―１６ 自然公園一覧 （単位：ａ）

２ 自然公園区域及び公園計画の再検討
自然公園法によって定められる公園計画は、それぞれの公園の特性に応じて、いかにして風景の保護を図り、そ

の公園としての資質を保全するか、また、自然休養レクリエーションの場として、適正な利用を図ることについて

定める計画であり、公園の管理、運営、施設整備の基本をなすものです。

近年、自然公園をとりまく社会情勢は著しく変化してきており、現行の公園計画では、対応しきれない場合もあ

るため国においては、公園計画の再検討を進めるべく昭和４８年に「国立公園計画の再検討要領」を定めました。

再検討の基本方針として

ア ５年ごとに再検討を行うこととし、この間は原則として公園計画の変更は行わない。

イ 公園区域は、区域線の明確化を図るために必要な場合等特別な事情のある場合を除き変更しない。特に開発を

目的とする区域の削除は原則として行わない。

公 園 名

面 積

指定年月日特別保護
地 区

特 別 地 域
普通地域 合 計

第１種 第２種 第３種 計

瀬 戸 内 海
国 立 公 園 ２ ６８０ １９９ ８８１ ６５７ １，５３８ 昭和２５年５月１８日

小 計 ２ ６８０ １９９ ８８１ ６５７ １，５３８

剣山国定公園 １，２４０ ３，２１８ １１，５２２ １５，９８０ ２，１９６ １８，１７６ 昭和３９年３月３日

室戸阿南海岸
国 定 公 園 ９２ ６４ １，４９１ ２，０８８ ３，６４３ ５ ３，７４０ 昭和３９年６月１日

�
�
	
阿波大島海中��


公 園 地 区 （１５．５） 昭和４６年１月２２日

�
�
	
阿波竹ヶ島海中��


公 園 地 区 （９．９） 昭和４７年１０月１６日

小 計 ９２ １，３０４ ４，７０９ １３，６１０ １９，６２３ ２，２０１ ２１，９１６

箸 蔵
県立自然公園 １，１８３ １，１８３ 昭和４２年１月１日

土 柱 高 越
県立自然公園 １，５８６ １，５８６ 〃

大 麻 山
県立自然公園 １．３０９ １．３０９ 〃

東 山 渓
県立自然公園 ３，７２４ ３，７２４ 〃

中 部 山 渓
県立自然公園 ５，６８１ ５，６８１ 〃

奥 宮 川 内 谷
県立自然公園 １，３２５ １，３２５ 〃

小 計 １４，８０８ １４，８０８

合 計 ９２ １，３０６ ５，３８９ １３，８０９ ２０，５０４ １７，６６６ ３８，２６２
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ウ 保護計画は、景観の質の再評価を行い、現行の保護地種区分を保護強化の方向で再検討する。

エ 管理の適正化を図るため、各地区毎に保護対策とこれの管理方針を明らかにする。

オ 地種区分境界線を明確化する。

カ 計画利用は、自然景観の質に対応し、良質な利用を促進するという観点から現計画を再検討する。

キ 特に優れた景観地では、適正な利用と一帯の景観の保全を図るため、実情に応じ利用の規制についての方策を

検討する。

としています。

本県の自然公園においても指定後相当な年月がたっていますが、自然保護に対する関心は年々高まっており、公

園内の自然の価値がますます重視されるようになるとともに、公園利用の面においても交通網の整備が進むにつれ

て公園利用者は、指定当時から大幅に増加しています。

このような状況において、将来世代も公園の豊かな自然が享受できるよう、景観及び生物多様性の観点から再評

価し、保全のための規制を適正に行うとともに、必要最小限の利用ための施設整備を行う必要があり公園計画の見

直しを順次行っています。

各公園における見直しの状況は次のとおりです。

� 瀬戸内海国立公園

昭和３２年及び４５年に保護及び利用計画が決定され、その後全面的に見直しは行われていませんでしたが、平成

２年度に再検討作業を終了し、公園計画が変更されました。

� 剣山国定公園

昭和６１年度に再検討を終了し、公園計画が変更されました。またその後の状況変化に対応するため、平成５年

度にも公園計画が変更されました。

� 室戸阿南海岸国定公園

平成９年度に再検討を終了し、公園計画が変更されました。

� 県立自然公園

県下の６県立自然公園は、区域指定に止まっています。今後公園計画を策定し、適正な保護及び利用を図る必

要があります。

３ 自然公園の保護管理
� 自然公園内における各種行為の規制

自然公園区域内においては、その区域の風致景観を保護するため、自然公園法あるいは徳島県立自然公園条例

に基づき各種の行為（工作物の新改増築等、木竹の伐採、土石の採取等）について規制が課せられ、規制の範囲

は、自然公園区域内に決定されている特別地域、普通地域によって異なっており、また許可権限者についても国

立公園は環境省大臣、国定公園及び県立自然公園は県知事となっています。

なお、国立、国定公園の特別地域内の行為については自然公園法施行規則（昭和３２年厚生省令第４１号）第１１条

によって、許可、不許可の判断がなされており、大規模な開発行為（１ha以上の面的広がりをもつ開発行為等）

については、事前に環境に及ぼす影響について総合調査を行うこととされています。

平成１３年度における自然公園ごとの許可、届出等の件数は、表２―３―１７のとおりです。
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�表２―３―１７自然公園内許可等件数

� 自然公園等における管理

ア 美化清掃

自然公園における美化清掃は鳴門公園においては、㈲自然公園美化管理財団が国立公園清掃活動負担金（県

・市）の助成を受け、清掃活動を行っています。

その他一部市町村においては、清掃管理を助成して施設の巡視清掃を行っています。

イ 施設の管理

自然公園の利用施設については、必要に応じ補修整備を行い適正利用に努めています。

ウ 自然公園監視員及び自然公園巡視員

自然公園等の適切な管理を行うため、昭和４８年度から県自然環境保全条例第３６条の規定に基づき自然保護監

視員を県下に配置し、各農林事務所長の指導監督を受け、自然環境保全に関する監視、指導、情報収集等を行

っています。また、平成４年度から自然公園巡視員（２名）を置き、自然公園等の監視を行っています。

平成１４年度における監視員の配置状況は表２―３―１８のとおりです。

�表２―３―１８ 自然保護監視員配置状況 （単位：人）

� 自然保護のための民有地買上地の管理

剣山国定公園内の剣山及び一の森地区の優れた自然環境（シコクシラベ、ツガ等の亜寒帯樹林及びブナ、ミズ

ナラ等の広葉樹林）を保護するため、昭和６１年度及び昭和６２年度に民有地約２２２haを県が取得し、さらに平成６

年度及び平成７年度にも９１haを取得し、以後自然保護監視員の巡視等により適正な管理に努めています。

自然公園別
事 項 別

剣山国定公園 室戸阿南海岸
国 定 公 園 県立自然公園 計

特 別 地 域 許 可

工作物の新改増築 １３ １８ ３１

土 石 の 採 取 １ ０ １

木 竹 の 伐 採 ０ ３ ３

水面の埋立・干拓 ０ １ １

指定植物の採取 ２ ０ ２

普 通 地 域 届 出
工作物の新改増築 ０ ０ ０

土地の形状変更 ０ ０ ０

特別地域内協議
普通地域内通知

工作物の新改増築 ３ ０ ３

木 竹 の 伐 採 ０ １

非常災害応急処置 工作物の新改増築 ０ ０ ０

条例に基づく届出

工作物の新改増築 １ １

土 石 の 採 取 ４ ４

土地の形状変更 ２ ２

計 １９ ２３ ７ ４９

公園事業認可・執行承認 ０ ４ ０ ４

農林事務所 徳 島 阿 南 日 和 佐 川 島 脇 町 池 田 合 計

監 視 員 配 置 数 １４ １１ １０ ８ １２ １１ ６６
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４ 自然とのふれあいのための施設整備
県民の自然とのふれあいを求める欲求は年々高まっており、自然との交流を図る健全な野外活動は、県民生活に

おいてますます重要性を増しておりますが、自然公園の自然や風致景観を損なわないような施設整備が重要となっ

ています。

� 平成１３年度における自然公園の公園利用施設の整備は次のとおりです。

ア 公 共 事 業

国定公園の公園計画に基づき、剣山国定公園の利用施設の整備を、環境省の補助事業である自然公園等整備

事業により実施しました。（表２―３―１９）

�表２―３―１９ 平成１３年度自然公園等整備事業

イ 県費補助事業

自然環境保全施設整備事業は、自然公園及びこれに準ずる地域における自然環境の保全を図りその適正な利

用を促進するとともに、四国いやしのみちづくりを推進するために、市町村等が行う環境保全、施設の整備に

要する経費に対し、事業費の２分の１以内の補助金の交付をするものです。（表２―３―２０）

�表２―３―２０ 平成１３年度自然公園等利用促進事業

５ 剣山特殊植物等保全事業の推進
剣山の山頂には、かつて、ミヤマクマザサやシコクフウロウ等が繁茂していましたが、地質の脆弱性、気候条件

の厳しさや、多数の登山者による踏圧によりこれらの植生が後退し、裸地化が進んでおり、この後退している植生

を回復するために、平成５年度より環境省の補助事業の特殊植物等保全事業により、３ケ年計画で総事業費６，９００

千円をかけて、剣山ミヤマクマザサ等植物群落の植生を回復させるために、頂上付近の約１，０００㎡に、播種や植え

つけ等の事業を実施しまた。また、これにあわせて、環境省の補助事業の自然公園等整備事業により、浸食及び登

山者による踏圧からの回避を図る目的で、登山道への木道を設置しました。

公 園 名 事 業 概 要 事業費（千円）

剣 山 国 定 公 園
見 ノ 越 駐 車 場 整 備 １５１，０００

剣山縦走線歩道整備、標識整備 １５，０００

計 １６６，０００

番号 補助対象市町村 補助額（千円） 施 設 内 容

１ 徳 島 市 １，５００ 中津峰公園整備工事

２ 山 城 町 １，９６７ 野鹿野池歩道整備工事

３ 池 田 町 ５，０００ 祖谷渓展望所修繕工事

４ 木 屋 平 村 １，０００ 剣山登山道歩道整備工事

５ 阿 波 町 ５，０００ 土柱公園遊歩道整備工事

計 １４，４６７

自
然
環
境
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第４節 野 生 生 物

１ 本県における野生生物種の現状

本県においては、野生生物種についての総合的な把握が十分ではなく、分布状況についてよく分かっていないの

が実状です。

本県に生息する野生生物種数については、既存の資料を分析した結果、県内では維管束植物（シダ植物、裸子植

物、被子植物）が３，１６６種類（変種・品種・帰化植物を含む）、高等菌類（キノコ）が６０７種前後、海藻が２４２種、ま

た、脊椎動物が約６５０種以上、無脊椎動物が約５，０００種以上確認されていますが、各種のさらなる調査と分析・把握

が必要です。

このような状況の中、絶滅のおそれのある野生生物の保護や、生物多様性の確保のための基礎資料とするため、

本県では６年間の調査、検討を経て平成１３年に「徳島県の絶滅のおそれのある野生生物」を発刊しました。本書に

は、脊椎動物１５１種、無脊椎動物２０２種、維管束植物８１４種が掲載されています。（表２―３―２１）

�表２―３―２１ 徳島県版レッドデータブック掲載種数一覧


＊ 掲載種選定時点における概数である。

２ 鳥獣保護及び狩猟の状況

� 概 況

本県は、３２８種の鳥類、４２種の哺乳類が生息していますが、近年土地の高度利用等により生息環境が変化し、

ツキノワグマ等多くの種が減少傾向にあると考えられます。一方で、ニホンジカ等一部の野生鳥獣の地域的な増

加に伴い、中山間地域を中心とする農林業被害の拡大といった問題が顕在化しています。

また、平成７年度、吉野川河口が「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」

に参加し、他地域との情報交換を行っていくこととしています。

� 鳥獣保護区の設定等

鳥獣保護区、同特別保護地区、休猟区及び銃猟禁止区域の設定状況は、表２―３―２２～表２―３―２５のとおりです。

�表２―３―２２ 平成１３年度県設鳥獣保護区設定状況

カテゴリー
分類群

絶 滅
絶 滅 危 惧

小 計 準絶滅
危 惧

情 報
不 足

地 域
個体群 留 意 計 対象種

Ⅰ 類 Ⅱ 類

脊

椎

動

物

哺 乳 類 ２ １ ３ ５ １ ９ ４０

鳥 類 １６ ２４ ４０ ３２ ２ ７４ ３２８

は 虫 類 １ ３ ４ ４ ８ １７

両 生 類 １ ４ ５ １ ６ １７

淡水・汽水魚類 １ １０ ６ １６ １３ ４ ２０ ５４ １７１

小 計 １ ３０ ３８ ６８ ５５ ６ １ ２０ １５１ ５７３

無
脊
椎
動
物

昆 虫 類 １ ３４ １３ ４７ ３３ ３ ２ ８ ９４ 
＊４，０００

その他の無脊椎動物 ２５ ２８ ５３ ２８ ２０ ７ １０８ １，３６６

小 計 １ ５９ ４１ １００ ６１ ２３ ２ １５ ２０２ ５，３６６

動 物 計 ２ ８９ ７９ １６８ １１６ ２９ ３ ３５ ３５３ ５，９３９

維 管 束 植 物 ３０ ５３３ １５６ ６８９ １９ ７３ ３ ８１４ 
＊３，５００

合 計 ３２ ６２２ ２３５ ８５７ １３５ １０２ ６ ３５ １，１６７ ９，４３９

事由 設定目的 名 称 所 在 地
面 積 ha

存 続 期 間
保 護 区 特保地区

更新 森 林 鳥 獣 月 ノ 宮 徳 島 市 ３１５ Ｈ１３．１１．１～Ｈ２３．１０．３１

更新 森 林 鳥 獣 高 城 山 木沢村、木屋平村 ６１５ 〃

更新 誘 致 石 井 石 井 町 ３４１ ２１ 〃

更新 誘 致 南 川 鷲 敷 町 ６３ 〃

４ 箇 所 １，３３４ ２１
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�表２―３―２３ 鳥獣保護区、同特別保護地区の設（指）定状況 （平成１３年度末）

�表２―３―２４ 休猟区の設定状況 （平成１３年度末）

�表２―３―２５ 銃猟禁止区域の設定状況 （平成１３年度末）

� 狩猟免許等の交付状況

平成１３年度における狩猟免許者数及び狩猟者登録者数は、表２―３―２６のとおりです。

ただし、狩猟免許者数については、狩猟免許の有効期間が３年となっているため、３カ年の数値を記載してい

ます。

�表２―３―２６ 狩猟免許及び狩猟者登録状況 （単位：件）

� 鳥獣捕獲数の推移

昭和５９年度以降の狩猟による鳥獣捕獲数の推移は、表２―３―２７のとおりです。

区 分 県設鳥獣保護区
設 定 実 績

同特別保護地区
指 定 実 績 備 考

森 林 鳥 獣
箇 所 数 ３０ １５

他に国設の大規模生息として、１箇所

８，３３０ha（うち特別保護地区９９５ha）

面 積 １０，１４０ha １，２６２ha

集 団 渡 来
箇 所 数 ３ １

面 積 ６７４ha １６０ha

集 団 繁 殖
箇 所 数 １

面 積 １７０ha

誘 致 地 区
箇 所 数 １３ ６

面 積 ３，５５８ha ４１２ha

愛 護 地 区
箇 所 数 ７

面 積 ７０８ha

計
箇 所 数 ５４ ２２

面 積 １５，２５０ha １，８３４ha

年 度 箇 所 数 面 積（ha） 備 考

１１ １８ １８，９９８

存続期間３年
１２ ５ ５，１５０

１３ ７ ７，３８１

計 ３０ ３１，５２９

事 由 箇 所 数 面 積（ha） 備 考

設 定 ２０ １１，５１９
存続期間５年

累 計 ７０ ３７，２６１

免許の種別
狩 猟 免 許 （更新者を含む） 狩 猟 者 登 録

１１年 度 １２年 度 １３年 度 累 計 県 内 者 県 外 者 計

甲 種 １１１ ３５８ １１０ ５７９ ４０３ ２１ ４２４

乙 種 １９６ ２，０５４ １０９ ２，３５９ １，９１１ ２３１ ２，１４２

丙 種 ２０ １８ ２ ４０ ８７ １ ８８

計 ３２７ ２，４３０ ２２１ ２，９７８ ２，４０１ ２５３ ２，６５４

自
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�表２―３―２７ 鳥獣捕獲数の推移 （単位：羽）

鳥 類

年

度

計

ゴ

イ

サ

ギ

キ

ジ

ヤ

マ

ド

リ

ウ

ズ

ラ

コ

ジ

ュ

ケ

イ

カ モ 類

小

計

オ
ナ
ガ
ガ
モ

コ

ガ

モ

ヨ

シ

ガ

モ

マ

ガ

モ

カ

ル

ガ

モ

ヒ
ド
リ
ガ
モ

ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ

ホ
シ
ハ
ジ
ロ

キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ

ス

ズ

ガ

モ

５９ ３９，０５８ ２１１ ２，１３３ １，４６７ ５０３ ３，０９２ ８，８９６ １０３ １，９６２ １４０ ４，１３２ １，３５６ １，１５２ １８ ４ ２３

６０ ４６，１１５ ２０２ ２，３５６ ２，７５１ ３４９ ３，８５４ ７，９５６ ９４ ２，４５３ ２４１ ２，８７２ １，５３５ ６８３ ２４ １０ ２１ １５

６１ ３６，０７６ １６２ １，９３８ １，６０１ ２０７ ２，４７０ ７，２５９ ５４ ２，０００ １２６ ３，１２５ １，３５３ ５２６ ４１ ２ ５ １０

６２ ３７，６７７ １１７ ２，１９０ １，３３６ １８２ ２，２１７ ６，４３９ ６１ １，７８１ １５２ ２，５３９ １，３３２ ５３３ １４ １ ４ １０

６３ ２９，３０２ ８５ ２，１２９ １，０７３ ２３８ １，９０８ ７，１８０ ７６ １，８７３ ８９ ３，１０８ １，３９８ ６１１ ２９ ９ ６ １

元 ２７，８１９ １１４ ２，８１８ １，４９９ ３２９ ２，０１６ ５，６７８ ３２ １，２８０ ８７ ２，３７２ １，３８８ ４７３ ２５ ９ ２ ５

２ ２２，０９１ ２２５ １，９８８ ８８０ ８６ １，６１１ ６，０７４ ４１ １，７５８ １１３ ２，１８７ １，３９１ ５４６ ２１ ２ ３ ３

３ ２９，１７４ ５４ ２，１８２ ８０３ ９０ １，７９６ ８，０７４ ６０ ２，０３７ １６８ ３，１１６ １，６４９ ９６３ ５１ １０ ８ ７

４ ２７，５８６ ５１ ２，２７５ １，０９４ ８９ １，７８０ ７，３１６ １５５ １，７４３ ２２０ ３，０８９ １，２５０ ７７６ ３６ ６ ５ ３１

５ ２０，０３２ ３５ １，８３４ ５８２ ７０ １，２９７ ７，２３１ ８３ １，７９１ １６０ ２，８４０ １，４０５ ８８０ ４６ ６ ９ ０

６ ２５，６１６ ３２ １，６８７ ８５８ ６４ １，０８６ ６，０５９ ２１ １，６１３ ９８ ２，４３６ １，２４６ ６１６ １５ ７ ０ ７

７ １５，６１４ ６０ １，３１５ ３７６ ６１ ６６５ ６，０２６ ３３ １，３６２ １５１ ２，３９８ １，３２９ ７１５ １４ ３ ６ １０

８ ２６，５０７ ２５ １，８５８ １，１３７ ４９ ８５２ ６，３７４ ２５ １，６３１ ３９ ２，５３１ １，３６５ ７５３ １９ １０ ０ ０

９ １６，４４４ １６ １，４４４ ３９０ ３７ ６０４ ５，４４５ ２３ １，１５７ １０２ ２，３１７ １，１０２ ６６２ ４３ ２１ ２ １２

１０ ２１，８２９ ２７ １，２２８ ４４５ ４７ ５６６ ５，２３５ １４ １，２５９ ９８ １，８１０ １，０６０ ９１２ ３６ ２９ ２ １４

１１ １３，０１７ ３ １，０２４ ４１１ ４０ ３０２ ３，４１７ ８ ５５５ １８ １，７９０ ６７４ ３６１ ８ ３ ０ ０

１２ １２，６５０ ５ ７９９ ２８２ ４ ２４５ ３，２４０ １２ ４１５ ２２ ２，０３７ ４２０ ３００ １９ １２ ０ ３

１３ ８，７７３ ２ ６７０ １９１ ４ １６９ ２，８５２ ５ ４３９ １０ １，４５６ ６３８ ３０１ ０ ３ ０ ０
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５９ ０ ６ ０ ２ ３３１ ８５６ ３９６１０，１５９ ９４０ ４２３ ３１０ １０７ １０，０７２ １０，０６４ ８ － － ０

６０ ０ ８ ０ １ ２３０ ９９１ ３９５ ９，６３４ １，２１１ ８０３ ３１７ ９１ １６，１８５ １６，１５０ ３５ － － ０

６１ ０ １７ ０ ０ ２１８ ３４２ ２２５ ６，８７１ ７４３ ４４２ ２０４ ９７ １４，０３７ １４，０１０ ２７ － － ０

６２ ５ ７ ０ ２ ２９７ ４１５ ２０６ ７，４４２ ８３２ ５０１ ２４５ ８６ １６，００２ １５，９８４ １８ － － ０

６３ ０ ８ ２ ４ ２１１ ２１０ １５１ ６，３２４ ６５５ ４１９ １４１ ９５ ９，０６４ ９，０４４ ２０ － － ０

元 ０ ５ ０ ８ １８９ ９３ ２１０ ６，１６４ １，０１３ ５７９ ３１４ １２０ ８，２８８ ８，２５１ ３７ － － ０

２ ３ ４ ２ １ １９９ ５１８ １５０ ５，１４１ ６５５ ３４２ １８９ １６４ ４，５２３ ４，５０１ ２２ － － ０

３ ０ ５ ０ １５ ２１１ ７８６ １９４ ５，２６８ １，０００ ６５５ ２７０ ７５ ８，７０１ ８，６６４ ３７ － － ０

４ ０ ２ ３ １ ２２０ ５７２ ２０８ ４，９９３ １，０１２ ６９１ ３２７ ８４ ７，８８８ ７，８０８ ８０ － － ０

５ ０ １０ ０ ０ ２４０ ４１８ １６４ ３，８３６ ８４０ ６２２ １４５ ７３ ３，４８６ ３，４４２ ４４ － － ０

６ － ０ － － ２４２ ２４４ １１２ ３，５７３ ６７２ ３６９ １９５ １０８ ４，６８０ ４，６２０ ４０ ２１３ ６，０９４ ０

７ － ５ － － ２１１ ２６０ ８６ ２，７５１ ６０３ ３６４ １５４ ８５ １，０５９ １，０４３ １６ １１７ １，９７５ ４９

８ － １ － － ２８６ ３４１ １１０ ３，８８３ ８６５ ５１４ ２８９ ６２ ３，５６０ ３，５２０ ４０ ２７６ ６，８８０ １１

９ － ４ － － ２９３ ３５４ ９０ ３，０９８ ７２７ ４５７ ２２１ ４９ １，８８９ １，８７３ １６ １８８ １，８６７ ２

１０ － １ － － ２０９ ２４１ ９７ ２，８１１ ５９０ ３５６ １９４ ４０ ４，０１４ ３，９５７ ５７ ９６ ６，２２０ ３

１１ － ０ － － １８０ １５０ １８ ２，２４３ ５４５ ４２７ ７８ ４０ ２，８４０ ２，８２８ １２ ３２ １，８１２ ０

１２ － ０ － － ６４ １４３ ３４ １，９４８ ４７６ ４４７ ２９ ０ ２，１９３ ２，１９３ ０ ７３ ３，１４４ ０

１３ － ０ － － ６２ １２３ ２５ １，３８２ ３６１ ２６５ ９６ ０ ３６５ ３６５ ０ ４６ ２，５２１ ０
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（単位：頭）

３ 鳥獣保護及び狩猟の適正化対策

� 概 況

近年、私たちを取りまく自然環境、とりわけ野生鳥獣に対する社会的関心は高まりつつあり、また、シカ等の

特定種の著しい増加やクマ等の減少は自然環境の悪化の指標ともいわれており、野生鳥獣の適正な保護管理が強

く求められています。

これに伴い、本県としても野生鳥獣の生息環境の変化に対応し、長期的視点に立った計画的鳥獣保護施策を

推進するため、第９次鳥獣保護事業計画（平成１４年度～平成１８年度）に基づき鳥獣保護事業を実施しています。

� 鳥獣保護区の設定等

ア 鳥獣保護区及び同特別保護地区

鳥獣の保護繁殖を図るため、県民の理解のもとに県土の約６％に当たる５５箇所２３，５８０haを鳥獣保護区（国設

を含む。）として設定し、その保護を図っています。

また、鳥獣保護区の区域内において、鳥獣の保護繁殖を図る上で特に重要な地域については、その生息環境

を保全するために、２３箇所２，８２９haを特別保護地区（国設を含む。）として指定し、立木の伐採、工作物の設置

制限等の規制を設け保全を図っています。（平成１３年度末）

イ 休 猟 区

狩猟文化の持続性を確保するため、一定の地域において狩猟鳥獣が減少した場合は、必要により休猟区（設

定期間３年）に設定しその増加を図っています。

ウ 銃猟禁止区域

銃猟による危険等を防止するため、都市周辺、山林に近接した学校住宅地域等に設定していますが、銃器を

使用しての狩猟が禁止されているため、鳥獣の保護にも寄与しています。
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５９ ５，５６５ ０ ６８７ ３６７ － １ ２６０ １ ２０ ５０ ５９ ３３０ ３，７２９ ２５ １３６ ０ － － － － －

６０ ４，６２９ ０ ８３３ ２４４ － １ １１１ ９ ４０ ４３ ３７ ３２ ３，１３９ １１ １２９ ０ － － － － －

６１ ５，７４７ ０ ７６８ ２８８ － ２ １４４ １５ ５２ １８ １９ １９４ ４，０９９ ２２ １２６ ０ － － － － －

６２ ４，６２１ ０ １，０１５ ２６８ － ３ ８５ １２ １２ ２６ １９ ２５ ３，００９ ２４ １２３ ０ － － － － －

６３ ３，９３６ ０ ９１６ ２６２ － ２ ２３０ ７ ３５ １９ １３ １８ ２，３２５ ２１ ８８ ０ － － － － －

元 ５，０６４ ０ １，４６０ ４２７ － ２ ３２１ １８ ５９ １２ １３ ２８５ ２，３０５ ４８ １１４ ０ － － － － －

２ ４，３１１ ０ １，０９５ ５４９ － ２ １２７ ３５ ２５ １３ ８ １９ ２，３５４ ３ ８１ ０ － － － － －

３ ４，６３３ ０ １，４１０ ５３１ － ０ ３００ １０ ４０ ７ １４ ３７ ２，１５５ ２６ １０３ ０ － － － － －

４ ５，０４９ ０ １，１４６ ４８８ － － ３７６ １２ ７０ １２ ２ １５１ ２，７１６ ５ ７１ ０ － － － － －

５ ４，２３３ ０ １，２２３ ６１５ － － ２２４ １９ ３６ １３ ３ ３８ １，９７７ ７ ７８ ０ － － － － －

６ ４，０８１ － １，２２４ ８１３ － － ２０９ ２８ ３５ － － １１１ １，５４８ ６ ７０ ２ ０ １ ０ ０ ３４

７ ３，９０３ － １，３９１ ７６１ － － １８３ １６ ２０ － － ９２ １，３２５ １ ７３ ０ ０ ０ ０ ０ １１

８ ４，３５６ － １，９０２ ６８８ － － ２８４ ３１ ５１ － － ８８ １，１４７ １０ １０６ ０ ０ ０ ２ ０ ４７

９ ３，５３６ － １，４６９ ６４１ － － ２１５ １０ ３０ － － ７０ ９８４ ８ ５４ ０ ０ ０ １ ０ ５４

１０ ４，３８１ － ２，２８８ ８３６ － － ２９２ ３０ ２６ － － １００ ７０９ ２ ４３ １ ０ ０ ０ ０ ５４

１１ ３，９０１ － ２，３０３ ９４４ － － １０９ ０ １８ － － １８ ４６７ １ ２２ ０ ０ ０ ０ ０ １１

１２ ３，３３８ － １，９３１ ８３５ － － １８７ ２ ７ － － ３ ３３４ ２ １７ ０ ０ ０ ０ ０ ２０

１３ ４，５８８ － ２，９８７ ９５４ ２１３ － ８５ ６ ２ － － ２ ３３４ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４

自
然
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� 鳥獣生息調査等の実施

鳥獣保護施策を講ずる基礎資料とするため、鳥獣生息分布調査、特定鳥獣等保護調査、ガン・カモ・ハクチョ

ウ類一斉調査、鳥獣保護区等設定効果測定調査、キジ放鳥効果測定対策等を実施しています。

� 鳥獣保護思想の普及啓発

野鳥の生態観察を通じて野鳥に関する知識を深め、野生鳥獣保護思想を図るため、誰もが野鳥と身近に接する

ことのできる場として、野鳥の森（名西郡石井町、２１ha、年間利用者推定５，０００人）の整備を行うとともに、愛

鳥週間（５月１０日～１６日）を中心として探鳥会、愛鳥週間用ポスター原画の募集、等の行事を実施し、鳥獣保護

思想の普及啓発に努めています。

� 狩猟の適正化

狩猟の適正化及び野生鳥獣の保護を図るため、鳥獣保護員（４２人）その他関係機関の協力を得て取締及び指導

を実施するとともに、狩猟者の資質の向上を図るため、狩猟免許試験・更新、狩猟者登録等の機会をとらえて、

法令の周知・狩猟者のマナー向上等に努めています。

� ニホンジカの保護管理

本県南部地域におけるニホンジカによる農林業被害を低減させるため、平成１３年９月、鳥獣保護及狩猟ニ関ス

ル法律に基づく特定鳥獣保護管理計画である「徳島県ニホンジカ保護管理計画」を樹立し、同年１１月から科学的

かつ計画的なニホンジカの保護管理を実施しています。

� 捕 獲 禁 止

本県では、狩猟鳥獣のうち、特に個体数が少ないと考えられるキツネを捕獲禁止にしています。

また、全国的にもメスキジ、メスヤマドリが、一部地域を除いてツキノワグノマ、メスジカが捕獲禁止になっ

ています。

なお、本県では、ニホンジカの適正な保護管理を図るため、平成１３年度の猟期から勝浦郡、阿南市、那賀郡（那

賀川町、羽ノ浦町を除く。）、海部郡に限ってメスジカの捕獲禁止を解除しています。

� 有害鳥獣の駆除

農林水産物に被害を与えている鳥獣に対しては、徳島県鳥獣捕獲許可事務実施要領に基づき、猟友会の協力を

得て、被害を最小限にとどめるように駆除を実施し、農林水産業の振興に寄与しています。
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第５節 森 林

１ 森 林 計 画 等
木材等の生産、水資源のかん養、山地災害の防止、生活環境の保全・形成、保健文化的利用等森林の有する多面

的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林計画制度の適切な運用により健全な森林の維持、造成を図ってい

ます。

また、造林、保育、間伐等森林の整備を促進するため、市町村による市町村森林整備計画の樹立、変更及びその

実施を推進するとともに、森林施業計画の作成及び認定業務等について適切な指導をしています。

�表２―３―２８ 森林資源現況表

資料：林業振興課「森林資源現況表（平成１４年３月３１日現在）」

も り

� とくしま森林づくり構想

森林は、木材などの林産物の供給はもとより、県土の保全や水源かん養など、私たちに様々な恵みをもたらし

ています。

２１世紀は「環境の世紀」といわれ、森林に対する県民の要請も一層多様化・高度化しています。このような時
も り

代の新たな要請に応えるため、平成１４年３月、将来を見据えた本県の森づくりの理念となる「とくしま森林づく

り構想」を策定しました。

この構想の実現には、森林所有者や林業・木材関係者だけでなく、森林から様々な恵みを享受しているすべて

の県民と行政が一体となって、それぞれの役割に応じた取組を展開していくことが求められているところです。

先人が守り、育て、利用してきた森林を公共的な資産として次の時代に引き継いでいくため、また、森林の地

球温暖化防止対策への貢献等から、すべての県民が森林への理解を持ち、健全な森林を維持することが必要です。

� 休 養 林 等 整 備

都市化の進展による生活環境の変化、日常生活における余暇時間の増大等により森林を対象とする野外レクリ

エーション活動や自然観察等が活発化しているのに加え、近年、森林の香気を浴びて心身をリフレッシュさせる

森林浴が注目されているなど、森林のレクリエーション的及び保健休養的な利用はますます重要性を増しており、

休養林等は重要な役割を担っています。

森 林 面 積 （ha） 森林率
（％）
計

民有林の森林蓄積（千�）

国有林
民 有 林

その他 計 人工林 天然林 計
人工林 天然林 その他 計人工林率
％

１８，８７５ １８６，４０１ ６３ １０２，７７５ ４，９３４ ２９４，１１０ ３５ ３１３，０２０ ７６ ４４，４９９ １１，２０３ ５５，７０２

自
然
環
境
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�表２―３―２９ 休養林等の概要

資料：林業振興課「平成１４年度みどりの要覧」

２ 森 林 の 保 全
� 林地開発許可制度

森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、森林内において開発行為を

行う場合には、森林の有するこれらの役割を阻害しないよう留意することが重要です。

このため県は、地域森林計画区域内の普通森林で、１．０haを超える開発行為に対し、森林法に基づく許認可手

続きを求め、その審査及び指導を行っています。

� 保 安 林

保安林は森林のもつ公益的機能の充実強化に大きな役割を果たしています。平成６年度から県は第５期保安林

整備計画（平成６～１５年度）に基づき計画的な保安林整備を進めることにしておりますが、平成１３年度末現在の

県下保安林は１０２，３６４haで県下森林面積の約３３％を占め、県土の保全に大きく寄与しております。

林地開発の許可及び保安林の解除の状況は表２―３―３０のとおりです。

名 称 所 在 地 面 積 設 定 年 月 日

剣 山 自 然 休 養 林

東 祖 谷 山 村 ha

９４７．３３ Ｓ４６．１２．１一 宇 村

木 沢 村

県 民 の 森 一 宇 村 １２７．９５ Ｓ４２．５～Ｓ４４．９

生

活

環

境

保

全

東 龍 王
徳 島 市

２１８．４４ Ｈ３．４
神 山 町

大 川 原 佐 那 河 内 村 ５２．００ Ｓ４９．４

婆 羅 尾
徳 島 市

２６．２０ Ｓ５４．４
勝 浦 町

大 地 神 山 町 ３４．４０ Ｓ５９．４

竜 王 山 美 馬 町 ３２．００ Ｓ６３．４

柴 小 屋 神 山 町 ８３．５０ Ｓ６２．４

南 川 鷲 敷 町 ２４．８０ Ｓ６２．４

植 桜 川 島 町 １４．２０ Ｈ１．４

中 尾 山 木 屋 平 村 ５８．６０ Ｈ３．４

船 窪 山 川 町 ２６．７０ Ｈ３．４

金 清 市 場 町 １１．００ Ｈ４．４

土 柱 阿 波 町 １１．１０ Ｈ７．４

風 呂 ノ 塔 三 加 茂 町 ２７．００ Ｈ１０．４

龍 蛇 谷 土 成 町 １６６．６６ Ｈ１１．４
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�表２―３―３０ 林地開発の許可及び保安林解除の状況 （平成１３年度）

（ ）は変更許可に係るもの
△は変更によって生ずる差引面積が減の場合による。

３ 松くい虫の防除

本県の松林は主に吉野川流域と海岸林を含む里山地帯に分布しています。

これらの松林は、森林資源としてはもとより、国土の保全、風致・観光等の重要な役目を果たしています。しか

しながら、作今の松くい虫の被害によって、資源の減少のみならず自然環境の悪化、国土保全等の公益的機能の低

下が危惧されています。県下の松くい虫の被害は、昭和２２年頃から見られますが、５３年の全国的な高温少雨という

異常気象によって被害区域が急激に拡大し、５６年には３７，３４０�の被害が出ました。その後、次第に減少傾向にあり、

近年は、約２，０００�から５，０００�で推移していましたが、平成１３年には、約１，９３０�に減少しています。

このような中、県及び関係市町村では、「森林病害虫等防除法」に基づき特別防除（薬剤の空中散布）、地上散

布、伐倒駆除（被害木の伐倒及び薬剤散布）、特別伐倒駆除（被害木の破砕）等の防除と松林をそれ以外の森林に

換える樹種転換等の対策を総合的に推進しています。過去５カ年間の被害発生状況及び防除の推移は表２―３―３１の

とおりです。

なお、空中散布の実施にあたっては散布区域周辺の昆虫等に対する影響調査を実施し、自然環境への影響も十分

配慮しています。

�表２―３―３１ 松くい虫被害状況及び防除の推移

目 的
区 分 林地開発の許可 保安林の解除

住 宅 用 地
件 数

面 積 （ha）

ゴ ル フ 場
件 数

面 積 （ha）

工場・事業場用地
件 数

面 積 （ha）

土 石 の 採 掘
件 数 １（３）

面 積 （ha） ３（１２）

道 路
件 数 ７

面 積 （ha） ３．２

そ の 他
件 数 ２（４） ３

面 積 （ha） ６（１） ０．３

計
件 数 ３（７） １０

面 積 （ha） ９（１３） ３．５

年 度 ９ １０ １１ １２ １３

被 害 材 積 （�） ４，９７８ ２，３０５ ９３５ １，３２３ １，９３０

特 別 防 除 （面積 ha） ４９ ３９ ３９ ３９ ３９

地 上 散 布 （面積 ha） ４３ ４１ ４０ ４０ ４１

特 別 伐 倒 駆 除 （材積�） ２０５ １８５ １２３ １３７ １７３

伐 倒 駆 除 （材積�） １，６４５ ５８８ ２７４ ４７３ ６５３

樹 種 転 換 （面積 ha） ２５ ２０ ２０ １０ ０

自
然
環
境
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第６節 都 市 環 境

１ 都 市 環 境
都市公園は、都市における緑とオープンスペースにより都市の災害に対する安全性の確保、健康の増進、公害の

防止、レクリエーション、スポーツ、文化活動等の需要に対処する多目的機能を有する重要な都市施設の一つです。

地震災害時における避難地、避難路、火災の延焼防止の効果、また、レクリエーション等の利用による心身の健康

づくり、さらに高齢化社会に対応した住みよい安らぎのある環境の創出とコミュニティの増進に寄与するなど、都

市公園は都市環境の改善を進めるうえで、最も有効な役割を果す施設としてその整備の緊急性はますます高くなっ

ています。

本県の都市公園の開設状況は表２―３―３２のとおり合計２３０カ所４００．９１haで、都市計画区域内人口当たり面積は

６．８０㎡／人となっており、全国平均８．３５㎡／人（平成１４年３月末現在）を下回っています。

このうち、県営の都市公園は表２―３―３３のとおりで、既に５公園が開設され、現在は鳴門ウチノ海総合公園、南

部健康運動公園の早期供用を目指し、整備促進に努めています。

２ 風 致 地 区
風致地区は、都市における自然的環境を良好にするために、樹林地、水辺等の自然的要素に富んだ地域等を都市

計画に基づき指定し、条例に基づき建築物その他工作物の建設や宅地造成、土地の開墾、建築物の色彩の変更、木

材の伐採等の行為に対し風致の維持のために規制を行っています。

平成１３年度末における県下の風致地区の指定状況及び平成１３年度中の風致地区内における許可等の件数は表２―

３―３４のとおりとなっています。

今後も、風致地区の適正な維持に取り組んでまいります。

�表２―３―３２ 都市公園開設面積 （平成１３年度末－Ｈ１４．３．３１現在）

種類

市町名

基 幹 公 園 特 殊 公 園 大規模公園
緩衝

緑地

都 市

緑 地

合 計
都市区
域 内
人 口

一人当
り公園
面 積住 区 都 市

風 致
動 植
物 園

その他 広 域
レ
ク
都
市

国

営街 区 近 隣 地 区 総 合 運 動 箇所 ha 千人 ㎡／人

徳島市 ８９１２．７０ ４ ５．４４３１５．３１２４９．２３１ ９．１０３２８．８１２２３．６１１ ６．５０１５７．６１ １０６０．５３ １１６２６８．８４ ２６４１０．１８

鳴門市 ３１ ６．３６ ４ ７．６７ １１０．６１１２５．６０１ ３．４４ １１．０１ ７ ５．８９ ４６ ６０．５８ ６３ ９．６２

小松島市 ４ ０．２６ ７．２８ ４ ７．５４ ４４ １．７１

阿南市 １ ０．１０ ２ ６．２６ ３ ６．３６ ４０ １．５９

石井町 ３ ０．４０ １ ７．１８ ４ ７．５８ ２７ ２．８１

那賀川町 ２ ０．７０ １ ２．２０ ３ ２．９０ １１ ２．６４

羽ノ浦町 １３ １．１３ ２ １．１０ １ ０．７４ １６ ２．９７ １２ ２．４８

日和佐町 １ １．３０ １ １．３０ ４ ３．２５

牟岐町 １ ０．１３ １ ５．９０ ２ ６．０３ ６１０．０５

松茂町 １ ０．０５ ３ ４．３６ ４ ４．４１ １４ ３．１５

北島町 １９ ３．１４ １ ２．１２ ２０ ５．２６ ２０ ２．６３

藍住町 ０ ０．００ ２８ ０．００

鴨島町 ３ ０．６１ １ ２．３５ １ ９．２０ ５ １２．１６ ２６ ４．６８

脇 町 ０ ０．００ １５ ０．００

貞光町 １ ０．１０ １ ０．１０ ４ ０．２５

池田町 ３ ０．７８ １ ０．９０ １ ５．７０１ ７．５０ ６ １４．８８ １２１２．４０

合 計 １７１２６．４６１７２５．２４３１５．３１７８７．８２３４２．２０４３２．２５２２３．６１１ ６．５０１６４．８９ １１．０１２１７５．６２ ２３１４００．９１ ５９０ ６．８０
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�表２―３―３３ 県営公園の設置状況 （単位：ha）

（ ）は平成１４年３月３１日現在の供用面積

�表２―３―３４ 風致地区の指定状況 （平成１４年３月３１日現在）

名 称 所 在 地 公 園 面 積

蔵 本 公 園 徳島市庄町 ９．１（ ９．１）

新 町 川 公 園 徳島市藍場町外 ４．９（ ４．９）

鳴門総合運動 公 園 鳴門市撫養町立岩外 ２５．８（２５．６）

日峯大神子広域公園 徳島市大原町籠山外 １５２．２（６４．９）

文化の森総合 公 園 徳島市八万町向寺山外 ４０．６（２９．２）

鳴門ウチノ海総合公園 鳴門市鳴門町高島 ２２．１（ ０．０）

南部健康運動 公 園 阿南市桑野町桑野谷外 ７０．０（ ０．０）

計 ３２４．７（１３３．７）

都 市 名 風致地区の
名 称 面積（ ha） 指定年月日

平成１３年度中の許可等の件数

許 可 届 出

徳 島 市

眉 山 ７９４ ４６．１０．１５ ４ ４

城 山 ２１ 〃

小 松 ２５ 〃 ２

日の峰大神子 １８２ 〃

小 松 島 市

日の峰大神子 ７８ 〃

金 磯 弁 財 天 ８ 〃

旗 山 恩 山 寺 １１２ 〃 １

計 ６ １，２２０ ７ ４

自
然
環
境
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第７節 天然記念物

１ 概 要
本県における国・県の指定件数は、動物１０件（うち国指定７件）、植物６３件（同１０件）であり、また、市町村指

定の天然記念物の数もおよそ１００件を数えています。その範囲は広域にわたっているものもあり、今後の保護行政

の在り方は自然環境保全と密接に関連した重要な課題となっています。

なお、県内各地に分布する国・県指定の天然記念物については、県内に配置されている１６名の文化財巡視員によ

る文化財パトロールが実施されています。

また、カモシカの分布・生息状況については、平成６年度から２か年計画で特別調査が実施され、前回（昭和６３

年度、平成元年度実施）に比べ、カモシカの個体数は増加し、分布も剣山を中心にして四国東南部山岳地帯のかな

り広い範囲に及んでいると考えられます。

２ 事 業 内 容
補助事業としては、説明板や標柱の設置、除草などの環境整備のほか、特に植物に関しては必要に応じて土壌改

良や害虫駆除等の樹勢回復事業等を実施しています。

また、カモシカに関しては平成１４年度から２か年計画で特別調査を実施しているところです。

３ 保護・保存について
国指定のものは文化財保護法により、また、県指定のものは文化財の保護に関する条例により守られています。

天然記念物の周辺の開発や天然記念物に係る事業の施行に際しては、工事の施工方法等について、その保護保存に

配慮したものとなるよう関係機関と事前協議を行った上、現状変更の許可申請が必要です。

�表２―３―３５

（平成１４年１０月現在）

国 指 定 県 指 定 計

天
然
記
念
物

地 質 ・ 鉱 物 ２ ８ １０

動 物 ７ ３ １０

植 物 １０ ５３ ６３

計 １９ ６４ ８３

名勝・天然記 念 物 ０ ２ ２
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第４章 循環型社会の形成推進

我が国における社会経済活動は、２０世紀後半一貫して拡大基調にあり、国民生活が物質的に豊かになる一方で、廃

棄物排出量の高水準での推移、最終処分場の残余容量のひっ迫、相次ぐ不法投棄など深刻な社会問題を引き起こして

います。

これらの問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済のあり方に根ざしたものであり、その根本的な解決

を図るためには、これまでの社会経済のあり方や私たちのライフスタイルを見直さなければなりません。

こうしたことから、今、「循環型社会」の形成を推進することが、強く求められています。

循環型社会とは、廃棄物等の発生を抑制（リデュース）し、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）を進め、

最後に適正処分をすることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減することを目的とする社会です。

政府では、平成１２年度を循環型社会元年と位置づけ、同年５月には、循環型社会形成推進基本法のほか、廃棄物処

理法及び資源有効利用促進法の改正、建設リサイクル法、食品リサイクル法及びグリーン購入法の制定と、６本の法

律の整備を行いました。さらに、平成１４年７月には、自動車リサイクル法を制定しました。

徳島県においても、循環型社会の形成推進を目指し、必要な組織の整備を行うとともに各種事業を積極的に展開し

ているところです。

私たちは、将来世代のため、私たち自身が不断の努力を積み重ね、それぞれの役割を果たしながら、総力を挙げて

循環型社会に向けて取り組まなければなりません。

第１節 循環型社会の形成推進

１ 対 策

	 環境への負荷の少ない循環型社会の形成を推進するため、県民に対し循環型社会形成推進基本法をはじめとす

る循環型社会関連法の周知、啓発を行っています。


 市町村に対する県費補助金の交付等を通じて、市町村の循環型社会づくりを支援しています。

� 県民、事業者、行政が一体となって環境負荷の低減に向けた取り組みを行う「とくしま環境県民会議」のクリ

ーン・リサイクル推進部会において、環境美化やごみの減量・再生利用を推進するための事業を計画的に実施し

ています。

� 簡易包装の推進など環境にやさしい取り組みを行う店を「エコショップ」として認定し、県民に周知を行い、

ごみの減量化及び再生利用を推進してます。

平成１４年度末の累計認定数 ３２６件

２ 今後の主な施策

廃棄物ゼロを目指す、ゼロエミッション構想を基本理念に据えた事業を展開し、環境関連産業の創出やその発展

による地域振興を図ること等によって、徳島県における循環型社会の形成の推進を図ることを目的として、「廃棄

物ゼロ社会づくり推進事業」を実施します。

� 廃棄物ゼロ社会づくり推進事業

ア ゼロエミッション推進事業

国連大学ゼロエミッションフォーラムに参画し情報収集等を行うとともに、各界の代表者で組織する「徳島

県エコタウン東京懇話会」を開催し、全国的視点から、ゼロエミッション構想の推進、エコタウン事業の実現

に向けた検討を行います。

循
環
型
社
会
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イ とくしまエコタウン事業実施可能性調査事業

徳島県におけるエコタウン事業の実施可能性を調査するため、学識経験者、産業界、金融機関、行政機関で

組織する「エコタウンプラン検討委員会」を設立し、検討を行います。

� 循環型社会づくり支援補助金

廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的利用等について、モデル的な取り組みを積極的に行い、その成果が大い

に期待できる市町村等に対し、県費補助（補助率１／３）を行います。

� エコショップ整備事業

ごみの減量化や再生利用を行う店を「エコショップ」として知事が認定し、事業系ごみの減量化等を促進します。

� 循環型関連法広報啓発事業

循環型社会形成推進基本法をはじめとする関連法の広報啓発を行うことにより、県民の理解と協力を求めます。
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第２節 一 般 廃 棄 物

１ ご み

� 現 況

県下におけるごみの排出及び処理の状況は、表２―４―１のとおりであり、ごみの排出量は高水準で推移してい

ます。平成１２年度におけるごみの総排出量は、１日当たり８６０．０tでそのうち市町村処理によるものは９６．８％であ

り、自家処理は３．２％です。また１人１日当たりのごみ排出量は、１，０３０．０�／人・日となっています。なお、１

人１日当たりのごみ排出量は、全国平均では１，１１４g／人・日（１１年度実績）となっています。

一方、市町村により８３２．２t／日のうち、６５７．６t／日（７９．０％）が焼却処理され、１５．９t／日（１．９％）が埋立処理

されています。その他の１５８．７t／日（１９．１％）については、大部分が資源回収により、資源化されています。

次に、平成１３年度末現在の県下のごみ処理施設の整備状況については、表２―４―２のとおりであり、焼却処理

施設は、１，０５８t／日（処理能力）、粗大ごみ処理施設は、１９６．５t／日、資源化等施設１８９．１t／日です。

�表２―４―１ ごみ排出及び処理の状況

※数値は四捨五入しているため合わない場合がある。

� 対 策

ア 平成１０年５月に策定した「徳島県ごみ処理広域化計画」により、市町村による広域的な処理体制や処理施設

の整備を推進しています。

イ ごみ減量化・再生利用を効率的に推進するため、県民、事業者等に対して積極的に広報啓発を行っています。

� 今後の主な施策

ア 市町及び一部事務組合のごみ焼却施設において、平成１４年１２月から強化される構造・維持管理基準に対応す

るため、ごみ焼却施設の改造工事が進められています。

また、「徳島県ごみ処理広域化計画」に基づき、市町村による広域的なごみ処理体制や施設整備に向け、引

き続き市町村を指導します。

イ 徳島県における循環型社会の形成を推進するため、平成１４年３月に策定した「徳島県廃棄物処理計画」にお

いて、県民・事業者・行政等の担うべき役割を明確に示すとともに、本計画の推進を通じて、ごみの減量化及

び適正処理を推進します。

年 度 ８ ９ １０ １１ １２

人 口 ８４０，３００人 ８３８，５３９人 ８３８，９６３人 ８３７，０４４人 ８３５，０６８人

排 出 量
t／日

８０４．１
％

１００．０
t／日

８０４．７
％

１００．０
t／日

８３６．５
％

１００．０
t／日

８４０．３
％

１００．０
t／日

８６０．０
％

１００．０

処

理

内

容

市
町
村
処
理

焼 却 処 理 ５６５．０ ７０．２ ５９９．５ ７４．５ ６２８．７ ７５．２ ６２６．０ ７４．５ ６５７．６ ７６．５

埋 立 処 理 ６０．９ ７．６ ４０．１ ５．０ ３６．９ ４．４ ３７．４ ４．４ １５．９ １．８

そ の 他 １２４．７ １５．５ １１８．７ １４．８ １３４．７ １６．１ １４６．２ １７．４ １５８．７ １８．５

計 ７５０．６ ９３．３ ７５８．３ ９４．２ ８００．３ ９５．７ ８０９．６ ９６．３ ８３２．２ ９６．８

自 家 処 理 ５３．５ ６．７ ４６．４ ５．８ ３６．２ ４．３ ３０．８ ３．７ ２７．９ ３．２

循
環
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�表２―４―２ ごみ処理施設整備状況

① ごみ焼却処理施設

※は、休止により現在は稼働していない施設

② 粗大ごみ処理施設

設 置 者 所 在 地 処 理 方 法 処理能力（t／日） 建 設 年 度

徳 島 市
徳島市論田町元開 全 連 続 １９０ Ｓ５２～５４

徳島市国府町北岩延 全 連 続 １８０ Ｓ６３～Ｈ２

鳴 門 市 鳴門市撫養町木津 准 連 続 ６０ Ｓ５３～５５

小 松 島 市 小松島市芝生町花谷 准 連 続 ７０ Ｓ５６～５７

勝 浦 町 勝浦郡勝浦町棚野字奧立川 機械化バッチ ９ Ｈ３～５

石 井 町 名西郡石井町石井 機械化バッチ ３０ Ｓ５１～５２

丹 生 谷 行 政 組 合 那賀郡上那賀町白石字炭トコ 機械化バッチ １６ Ｈ５～７

海部郡衛生処理事務組合 海部郡牟岐町内妻 機械化バッチ ５０ Ｓ５２～５３

松 茂 町 板野郡松茂町豊久 機械化バッチ ２０ Ｈ９～１０

北 島 町 板野郡北島町太郎八須 機械化バッチ ２６ Ｓ５８～５９

中央広域環境施設組合 麻植郡川島町桑村字新地尻 准 連 続 ７０ Ｓ５２～５３

鴨 島 町 麻植郡鴨島町森藤 機械化バッチ ３６ Ｓ５７～５８

美馬環境整備 組合 美馬郡脇町字鴨地 准 連 続 ７２ Ｈ６～８

三 好 郡 行 政 組 合 三好郡池田町西山字登り尾 准 連 続 ５０ Ｓ５４～５５

東 祖 谷 山 村 三好郡東祖谷山村釣井 固 定 バ ッ チ ※ ３ Ｈ７

藍 住 町 板野郡藍住町豊吉 准 連 続 ３０ Ｓ５４～５５

山 川 町 麻植郡山川町馬見尾 機械化バッチ １３ Ｓ６２～６３

一 宇 村 美馬郡一宇村中横 固 定 バ ッ チ ※ ２ Ｓ６３

板 野 町 板野郡板野町松谷カロヲト 機械化バッチ １６ Ｓ６３～Ｈ元

阿南市外二町衛生組合 阿南市橘町土井崎 全 連 続 １２０ Ｓ６２～Ｈ２

木 屋 平 村 美馬郡木屋平村川上 固 定 バ ッ チ ※ ２ Ｈ６

計 １８ 施 設
�
�
�
休止中３施設を含�

�
�まない

１，０５８
�
�
�
休止中３施設の処�

�
�理能力を含まない

設 置 者 所 在 地 処 理 方 法 処理能力（t／日） 建 設 年 度

鳴 門 市 鳴門市撫養町木津 破 砕 ， 圧 縮 ３０ Ｓ５５

三 好 郡 行 政 組 合 三好郡池田町西山 〃 １５ Ｓ５５

阿南市外二町衛生組合 阿南市橘町土井崎 破 砕 ３０ Ｓ６２～Ｈ２

㈱三幸クリーンサービスセンター 徳島市丈六町山根 破 砕 ， 圧 縮 ４３ Ｈ３

㈱ 三 紅
徳島市飯谷町高良

〃 ４３ Ｈ３
小松島市田浦町前山

丹 生 谷 行 政 組 合 那賀郡上那賀町白石 〃 ６ Ｈ５～７

美馬環境整備 組 合 美馬郡脇町字鴨地 〃 ２０ Ｈ６～８

松 茂 町 板野郡松茂町豊久 〃 ９．５ Ｈ１０～１１

計 ８ 施 設 １９６．５
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③ 資源化等施設（前処理施設を含む）

２ し 尿
� 現 況

県下のし尿処理の現況は表２―４―３のとおりであり、平成１２年度における衛生処理率は９７．３％となっています。

その内訳は、水洗化処理（下水道、浄化槽）７６．６％、し尿処理施設による処理２０．７％です。水洗化処理のうち８８．２％

は浄化槽によるものであり、残る１１．８％は下水道によるものです。なお、海洋投入処分は０．３％、自家処理は２．４％

となっています。海洋投入処分は、平成１３年度現在も１町において行われています。

次に、平成１３年度末現在の県下のし尿処理施設の整備状況は表２―４―４のとおりであり、全施設の処理能力の

合計は９８４�／日です。また浄化槽は、平成１３年度中に４，０１５基増加し当該年度末現在、県下における浄化槽設置

数（設置・廃止届数による集計）は、１４１，１１８基となっています。

�表２―４―３ し尿排出及び処理の状況

※数値は四捨五入しているため合わない場合がある。

� 対 策

浄化槽対策としては、昭和６０年１０月１日浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）の施行に伴い昭和６２年４月１日に指

導基準（徳島県浄化槽取扱要綱）を制定し、平成９年度、１０年度には一部を改正し、行政指導体制の整備を図っ

ております。また、浄化槽の適正管理を推進するため、法定検査制度（指定検査機関による水質検査）が発足し、

設 置 者 所 在 地 処 理 方 法 処理能力（t／日） 建 設 年 度

佐 那 河 内 村 名東郡佐那河内村下字仕出 破 砕 ， 圧 縮 ０．５ Ｓ４８

神 山 町 名西郡神山町阿野字南倉目 〃 ４ Ｈ７

山 川 町 麻植郡山川町堤外 〃 ４ Ｓ５３

鴨 島 町 麻植郡鴨島町森藤西ノ鼻 圧 縮 ４ Ｈ５

海部郡衛生処理事務組合 海部郡牟岐町大字内妻 破 砕 ， 圧 縮 ２０ Ｓ５３

阿南市外二町衛生組合 阿南市津乃峰町西分 選 別 ， 圧 縮 １３．７ Ｈ１２

中央広域環境施設組合 麻植郡川島町大字桑村 破 砕 ， 圧 縮 ４０ Ｓ５３

三 好 郡 行 政 組 合 三好郡池田町登り尾 圧 縮 １０ Ｈ７

石 井 町 名西郡石井町浦庄字下浦 〃
３．９ Ｈ９

０．５ Ｈ１０

徳 島 市 徳島市国府町北岩延字桑原１８―１ 〃 ３０ Ｈ９～１０

三 好 郡 行 政 組 合 三好郡池田町大利字古畑 破 砕 ， 圧 縮 １７ Ｈ８～１１

勝 浦 町 勝浦郡勝浦町棚野字奧立川 〃 １ Ｓ５２

丹 生 谷 行 政 組 合 那賀郡上那賀町白石 圧 縮 ０．５ Ｈ１０

徳島資源リサイクルセンター㈲ 阿南市上中町中原 選 別 ， 破 砕 １５ Ｈ１２

バンドウリメーク㈱ 徳島市入田町月ノ宮 〃 ２５ Ｈ１３

計 １５ 施 設 １８９．１

年 度 ８ ９ １０ １１ １２

人 口 ８４０，３００人 ８３９，５３９人 ８３８，９６３人 ８３７，０４４人 ８３５，０６８人

排 出 量
�／日

１，０４１．６
％

１００．０
�／日

１，０４８．６
％

１００．０
�／日

１，０６５．４
％

１００．０
�／日

１，０３８．１
％

１００．０
�／日

１，０３５．５
％

１００．０

処

理

内

容

水
洗
化
処
理

公共下水道 ９３．３ ８．９ ９５．１ ９．１ ９７．７ ９．２ ９４．４ ９．１ ９３．６ ９．０

し尿浄化槽 ６０２．０ ５７．８ ６２５．７ ５９．７ ６６４．０ ６２．３ ６７６．８ ６５．２ ７００．５ ６７．６

計 ６９５．３ ６６．８ ７２０．８ ６８．８ ７６１．７ ７１．５ ７７１．２ ７４．３ ７９４．１ ７６．６

市
町
村
処
理

し尿処理施設 ２６１，２ ２５．１ ２５５．８ ２４．４ ２４０．８ ２２．６ ２３６．０ ２２．７ ２１４．０ ２０．７

下水道投入 － － － － － － － － － －

海 洋 投 入 ４５．３ ４．４ ３８．２ ３．６ ３２．７ ３．１ ２．９ ０．３ ２．８ ０．３

計 ３０６．５ ２９．５ ２９４．０ ２８．０ ２７３．５ ２５．７ ２３８．９ ２３．０ ２１６．８ ２０．９

自 家 処 理 ３９．８ ３．５ ３３．８ ３．２ ３０．２ ２．８ ２８．０ ２．７ ２４．６ ２．４

循
環
型
社
会

－ 179 －－ 179 －



検査事業は、昭和６２年４月１日から実施されています。

検査実績については、表２―４―５のとおり毎年検査実施基数は増加しています。浄化槽法定検査は判定ガイド

ラインの導入により基準が強化されており、一層の指導に努めております。

� 今後の主な施策

浄化槽対策としては、法定検査体制の充実（検査員の養成）等を図る一方、浄化槽の適正な維持管理を図るた

め、県民に対し浄化槽に関する正しい知識の普及啓発を推進していきます。

また、６３年度から合併処理浄化槽設置の推進を図るため市町村が実施する、合併処理浄化槽設置整備事業に対

する補助制度を設けており、平成１１年度以降は全市町村において事業が実施されています。

合併処理浄化槽設置整備事業は生活排水対策として有効な事業であることから、今後とも県下全市町村におい

て当該所業を推進し、合併処理浄化槽の設置を促進する必要があります。

�表２―４―４ し尿処理施設整備状況

（参考）浄化槽設置状況

�表２―４―５ 法 定 検 査 実 施 状 況

（７条検査）

（１１条検査）

設 置 者 所 在 地 処 理 方 法 処理能力（�／日） 建 設 年 度

徳 島 市 徳島市論田町元開
標 準 脱 窒 素 １５０ Ｓ５２～５４

好 気 性 消 化 １２０ Ｓ５１～５３

鳴 門 市 鳴門市撫養町木津 高 負 荷 ８５ Ｈ３～５

小松島市外三町村衛生組合 小松島市立江町 膜分離高負荷生物脱窒素 ８７ Ｈ９～１１

丹 生 谷 行 政 組 合 那賀郡相生町大字日浦 高 負 荷 膜 １６ Ｈ３～５

海部郡衛生処理事務組合
海部郡日和佐町日和佐浦 高 負 荷 ２０ Ｓ６１～６２

海部郡宍喰町大字宍喰浦 高 負 荷 ２５ Ｓ５８～５９

阿北環境整備 組合 阿波郡市場町岸の下 標 準 脱 窒 素 １００ Ｓ５７～５９

吉野川環境整備組合 美馬郡穴吹町三島 標 準 脱 窒 素 ７０ Ｓ６０～６２

三好郡環境衛生組合 三好郡井川町西井川 好 気 性 消 化 ７０
Ｓ３９～４０（３０�／日）
Ｓ４５（２０�／日）
Ｓ５４～５５（３０�／日）

松 茂 町 板野郡松茂町豊久 好 気 性 消 化 ２０ Ｓ５４～５５

北 島 町 板野郡北島町中村 標 準 脱 窒 素 ３０ Ｓ５５～５６

藍 住 町 板野郡藍住町奥野 二段活性汚泥処理 ３０ Ｓ５５～５６

板 野 町 板野郡板野町吹田 標 準 脱 窒 素 ２０ Ｓ５６～５７

石 井 町 名西郡石井町高川原 膜分離高負荷生物脱窒素 ３５ Ｈ８～９

阿南市外二町衛生組合 阿南市熊谷町定方 高 負 荷 膜 分 離 １０６ Ｈ８～１０

計 １６ 施 設 ４９ 市 町 村 ９８４

年 度 ７年度まで ８ ９ １０ １１ １２ １３ 累 計

設 置 数（ 基 ） １１０，９２９ ６，４３４ ４，９９６ ５，１１０ ４，８７８ ４，７５６ ４，０１５ １４１，１１８

年 度 ８ ９ １０ １１ １２ １３
検査実施数 基 
％ ６，３４６（１００） ６，２４７（１００） ６，１０３（１００） ５，１２３（１００） ４，２６０（１００） ４，４７３（１００）

検査結果

基 
％

適 正 ３，４０５（５３．７） ２，９８５（４７．８） ３，１８５（５２．２） ３，０１５（５８．９） ２，１５６（５０．６） ２，３８２（５３．２）
おおむね適正 ２，７９３（４４．０） ３，０４７（４８．８） ２，７８９（４５．７） １，９９９（３９．０） １，９６２（４６．１） １，９６２（４３．９）
不 適 正 １４８（２．３） ２１５（３．４） １２９（２．１） １０９（２．１） １４２（３．３） １２９（２．９）

年 度 ８ ９ １０ １１ １２ １３
検査実施数 基 
％ ２２，１３０（１００） ２５，０８５（１００） ３０，９７２（１００） ３３，５０６（１００） ３７，３５７（１００） ３８，２４５（１００）

検査結果

基 
％

適 正 １６，０４５（７２．５） １０，１９２（４０．６） １３，８００（４４．６） １１，７２４（３５．０） １５，０３３（４０．２） １６，４８１（４３．１）
おおむね適正 ５，８２８（２６．３） １１，４６９（４５．７） １３，９８０（４５．１） １９，０５９（５６．９） １９，８８５（５３．２） １９，５８６（５１．２）
不 適 正 ２５７（１．２） ３，４２４（１３．７） ３，１９２（１０．３） ２，７２３（８．１） ２，４３９（６．５） ２，１７８（５．７）
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第３節 産 業 廃 棄 物

１ 産業廃棄物の現況
� 平成１０年度の実態調査による産業廃棄物の総発生量は、約２５１万tとなっています。

種類別には、汚泥が約８６万tで全体の３４％を占めており、この他には動物のふん尿が約９０万t（３６％）、がれき

類が約５０万t（２０％）となっています。（表２―４―６）

�表２―４―６ 平成１０年度産業廃棄物（種類別）発生量

�図２―４―１ 平成１０年度産業廃棄物の処理状況

廃棄物名（種類） 数 量 �t 構 成 比 �％ 廃棄物名（種類） 数 量 �t 構 成 比 �％

燃 え 殻 １２，１１４ ０．５ ガラスくず及び陶磁器くず １２，６４９ ０．５

汚 泥 ８５５，９７７ ３４．１ 鉱 さ い ６４，３４４ ２．６

廃 プ ラ ス チ ッ ク ２６，１５２ １．０ が れ き 類 ５０３，８６５ ２０．０

紙 く ず １５，７５２ ０．６ ば い じ ん １４，６０２ ０．６

木 く ず ４５，８２０ １．８ 動 物 の ふ ん 尿 ８９６，６００ ３５．７

動 植 物 性 残 さ １９，４１６ ０．８ そ の 他 ２２，７９６ ０．９

ゴ ム く ず ５９ ０．０

金 属 く ず ２３，０５７ ０．９ 合 計 ２，５１３，２０３
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 産業廃棄物処理業の許可業者の状況及び産業廃棄物処理施設の状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項、第４項、第１４条の４第１項、第４項に基づく産業廃棄物処

理許可業者及び同法第１５条第１項に基づく産業廃棄物処理施設の状況は次のとおりです。

ア 産業廃棄物処理業者

平成１４年３月３１日現在における産業廃棄物は６４９業者であり、このうち収集・運搬のみを行う業者は５５７業者

と全体の約８～９割を占めています。（表２―４―７）

県内で産業廃棄物の処理を行う業者は６４９業者で、このうち収集・運搬のみを行う業者は５５７業者（８６％）、

収集・運搬、中間処理を行う業者は６８業者（１０％）、収集・運搬、最終処分を行う業者は３業者、収集・運搬、

中間処理、最終処分を行う業者は５業者、中間処理のみを行う業者は１３業者、最終処分のみを行う業者は３業

者、中間処理、最終処分を行う業者は１業者です。

イ 産業廃棄物処理施設

平成１４年３月３１日現在における産業廃棄物処理施設の設置状況は、表２―４―８に示すとおり全体で２２３施設

ありますが、このうち中間処理施設が２０９施設、最終処分場が１４施設となっています。

�表２―４―７ 産業廃棄物処理業許可状況 （平成１４年３月３１日）

�表２―４―８ 産業廃棄物処理施設の状況

	 中間処理施設 （平成１４年３月３１日）


 最終処分場

許 可 の 種 類 業者数 許 可 の 種 類 業者数

収 集 ・ 運 搬 業 ５５７ 収集・運搬、中間処理業 ６８

中 間 処 理 業 １３ 収集・運搬、最終処分業 ３

最 終 処 分 業 ２ 収集・運搬、中間処理、最終処分業 ５

中 間 処 理 ・ 最 終 処 分 業 １ 計 ６４９

施 設 数 処 理 能 力

汚 泥 の 脱 水 施 設 ９９ １１，７３７�／日

汚 泥 の 乾 燥 施 設 ２ ９４�／日

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ） ２ ４００�／日

汚 泥 の 焼 却 施 設 ７ ４８５�／日

廃 油 の 油 水 分 離 施 設 ２ ３２�／日

廃 油 の 焼 却 施 設 ６ ７４�／日

廃酸・廃アルカリの中和施設 １ ５１０�／日

廃プラスチック類の破砕施設 １ ５．６t ／日

廃プラスチック類の焼却施設 ３０ １，４３３t ／日

が れ き 類 の 破 砕 施 設 ４９ ３１，９６０．００t ／日

木 く ず の 破 砕 施 設 １０ ２４４．４６t ／日

計 ２０９

施 設 数 埋立面積（㎡） 埋立用量（�）

安 定 型 処 分 場 １１ ８５，３５８ ７２１，０６８

管 理 型 処 分 場 ３ １５４，５４７ ６３７，７６１

計 １４ ２３９，９０５ １，３５８，８２９
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図２―４―２ 年度別許可件数の推移
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２ 産業廃棄物適正処理推進対策

産業廃棄物については、排出事業者処理の原則の徹底を図り、適正処理の推進に努めるとともに、廃棄物監視員

等による定期的な立入検査を行い適正処理について指導しました。

適正処理の基本的な考え方は、次のとおりです。

	 排出抑制、減量化及び再生利用の促進

事業者等は、産業廃棄物の発生量及び排出量を抑制し、さらに排出された産業廃棄物については、可能な限り

減量化及び再生利用を行い最終処分量の低減を図る。


 適正処理の推進

ア 委託処理の適正化

排出事業者は、産業廃棄物を委託処理する場合は、廃棄物処理法で定める委託基準を厳守するほか、適正な

処理費用を負担する。

イ 収集・運搬、積替え、保管の適正化

収集・運搬、積替えについては、種類や性状に応じた適切な容器を使用するとともに悪臭、騒音又は振動に

より周辺環境の保全に悪影響がないように適切な措置を講じる。

産業廃棄物の保管については、発生、処理処分過程での停留を最小限にし、分別を徹底し、種類や性状ごと

に保管するとともに、生活環境の保全上支障の生じない施設に保管する。

ウ 中間処理の推進

最終処分量を抑制するため、中間処理においては再生利用を最優先するとともに、埋立処分を目的として中

間処理を行う場合には、減量化及び減容化に努める。特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化を確実

に行う。

エ 最終処分の適正化

埋立による最終処分については、大気汚染水質汚濁悪臭及び騒音等を防止するとともに埋立終了後の跡地の

利用を考慮した地域環境の整備に役立つ適切な方法を用いるなど、環境保全に万全を期す。

最終処分場については、埋立終了後も埋立地からの放流水等により周辺環境への影響がなくなるまで管理す

る。

� 産業廃棄物処理施設の安定的確保

減量化及び再生利用、無害化及び安定化等の処理を行う中間処理施設や最終処分場を継続的、安定的に確保す

るために、排出事業者及び処理業者は、既存の処理施設を有効に利用するとともに計画的かつ自主的な処理施設

の整備を図る。

また、県は、排出事業者及び処理業者等の自己努力による処理施設の確保が困難になりつつある現状を踏まえ、

引き続き公共関与による最終処分場の整備に努めるとともに、排出事業者等の処理施設の設置に当たっては、土

地利用計画との整合性をとり、生活環境の保全を確保し、関係住民の理解に努めるよう指導し、処理施設の円滑

な整備を推進する。

� 環境負荷の低減

産業廃棄物の処理に当たっては、可能な限り環境負荷の少ない処理技術を導入するなど周辺の環境への負荷を

最小限にするよう十分な配慮を行うとともに安全かつ効率的な処理を促進する。

特に、最終処分場の設置においては、自然界と無理なく調和が図れるよう立地条件等を十分に考慮するものと

する。


 県民の理解と協力の確保

産業廃棄物の適正処理及び処理施設の安定的確保には、県民の理解と協力を得ることが必要不可欠であり、排

出事業者及び処理業者は、産業廃棄物の適正処理を実践することにより県民の信頼と理解を得ることに努めなけ

ればならない。

また、県は、産業廃棄物の処理の状況、施策及び動向などの情報を県民に提供し、産業廃棄物処理に対する県

民の理解と協力が得られるように努める。
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� 特別管理産業廃棄物の処理

特別管理産業廃棄物について、爆発性等の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがなくなるように処理、

処分する。

３ 今後の主な施策

産業廃棄物の適正な処理を推進するため次の事業を行います。

	 法及び要綱の趣旨の徹底

事業者、処理業者及び市町村等（以下「事業者等」という。）に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

徳島県産業廃棄物処理指導要綱（以下「要綱等」）の趣旨の徹底を図る。


 減量化、再生利用の推進

産業廃棄物の減量化、再生利用を推進するため、事業者等に対し技術研究開発を積極的に行うよう指導、助言

に努める。

� 廃棄物処理施設の確保の促進

産業廃棄物の中間処理施設、最終処分場の確保を推進するため、要綱等に基づき、事業者等に対し指導する。

� 事業者等に対する監視指導の強化

事業者等が要綱等に基づき、産業廃棄物を適正に処理するよう、廃棄物監視員等による定期的な立入調査等を

実施し、監視指導を強化する。


 関係機関との連携の強化

産業廃棄物処理業行政を推進する上で必要な事項について常に市町村関係機関と密接な連携を図る。

また、不法投棄等の不適正処理に対しては、徳島県産業廃棄物不法投棄防止連絡協議会などを通して対応する。

� 住民の理解と協力

産業廃棄物の処理の現状、必要性、産業廃棄物の処理に係る施設等について、県民に周知を図り、理解と協力

を得るように努める。

� 産業廃棄物処理業者等の指導育成

�徳島県産業廃棄物処理協会の組織の強化や自主的な活動を指導支援するとともに、優良な産業廃棄物処理業

者の育成を図るため、各種の施策を講じる。

� 公共関与による産業廃棄物処理事業の推進

�徳島県環境整備公社による沖洲流通港湾内及び橘港小勝・後戸地区の廃棄物最終処分事業を引き続き行う。

また、今後とも公有水面埋立等公共用地造成計画の中での廃棄物最終処分場の設置について検討をすすめる。

� ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物対策

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、事業者等のＰＣＢ廃棄物の

保管状況を把握し、適正保管を指導する。また、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理に向けて、必要な施策を講

じる。
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第５章 地 球 環 境 の 保 全

第１節 地球環境の状況

我々を取り巻く地球の環境は、古来から人間に活動の糧を与え、人間が出す不用物などを受け入れ、同化させると

いう、人類の生存にとって極めて重要な役割を果たしてきました。

しかし、今日、先進国を中心にして、環境への配慮が不十分なまま人間の活動が余りにも大きくなり、地球の受容

力を上回るようになり、また、科学技術の発達により、自然の力では分解が難しい物質の製造や海の埋立てなど大規

模な自然改変が可能となりました。

一方では、開発途上国においては、人口の増加により自然豊かな土地への進出圧力が高まり、過度な焼畑や薪炭採

取が行われているほか、途上国でも中国や東南アジアなど近年経済発展の著しい地域にあっては、環境を無視した工

業化という、かつて先進国が犯した過ちを再び繰り返しています。

こうして人間の活動は次第に地球を蝕み、我々は、地球の温暖化・オゾン層の破壊・酸性雨・熱帯林の減少・砂漠

化・野生生物種の減少といった様々な問題を真剣に考えねばならなくなりました。

このように、原因とその影響が国境を越えるものを地球環境問題と呼び、現在、国際的な取組が進められています。

地球環境問題

地

球

環

境

問

題

地 球 の 温 暖 化 【化石燃料使用によるＣＯ２等の増加】→気温上昇による陸地減少等

オ ゾ ン 層 の 破 壊 【フロンガス放出によるオゾンホール】→有害紫外線の到着量の増大による皮膚ガンの増加

酸 性 雨 【化石燃料使用による酸性雨水の降下】→森林被害等

熱 帯 林 の 減 少 【過度の焼畑・伐採等による森林減少】→生物種の減少
ＣＯ２の増加

野生生物の種の減少 【環境悪化・乱獲による生物種の絶滅】→遺伝子資源損失
生態系破壊

砂 漠 化 【過放牧・過耕作による土地荒廃】→緑地減少
食料生産難化

海 洋 汚 染 【汚濁河川水の流入・廃棄物の海洋投棄】→海洋資源への影響

有害廃棄物の越境移動 【規制が緩やかな国への廃棄物の移動】→受入国の環境破壊

開発途上国の公害問題 【急激な工業化に伴う大気汚染など】→健康被害の発生近隣国への影響
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１ 地球温暖化問題
	 温 暖 化 と は

私たちが住む地球は、窒素や酸素などから構成される大気におおわれています。この大気の中には二酸化炭素

やメタンなど温室効果ガスと呼ばれるものが含まれており、この温室効果ガスが地球から宇宙に熱を逃がす赤外

線を吸収し大気を暖めて地球の平均気温を約１５℃に保っています。

ところが、人間活動が巨大化することにより温室効果ガスが増加し、地球の気温がどんどん上昇してきていま

す。このままでは、２１世紀末には地球の平均気温が１．４～５．８度上がると予測されています。

この地球の温暖化は、地球環境問題の中でも最も深刻な問題です。それは、①石油や石炭の利用など私たちの

経済活動そのものに原因があること、②温暖化がもたらす海面の上昇による土地の浸食、洪水や干ばつ、食料生

産の減少などが、私たちの生活に重大な影響を与えること、③影響が私たちの子孫の代になるとますますひどく

なること、などの特徴があるからです。

図２－５－１ 地球温暖化のしくみ


 温室効果ガスの状況

ア 濃 度 状 況

温室効果ガスの大気中濃度は産業革命（１７５０～１８００年）以前は、比較的一定の水準でしたが、産業革命以後

は著しく増加しています。産業革命当時から１９９４年（平成６年）までに二酸化炭素濃度は約２８０ppmから３５８

ppmに、メタン濃度は７００ppbから１，７２０ppbに、一酸化二窒素濃度は約２７５ppbから約３１２ppbに、それぞれ上昇

しています。これら温室効果ガスの濃度は、特に最近２０～３０年間に著しく増加しています。

こうした傾向は大部分が人間活動に起因するものであり、その多くは化石燃料使用、土地利用変化及び農業

によるものです。このほか、近年開発されたＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）等の濃度も増加しています。

本県でも、大気中の二酸化炭素濃度を平成１０年度から県内２地点で連続自動測定しています。この結果、年

平均値で３８０ppm程度となっており、他県の状況と同様の濃度レベルとなっています。

�表２―５―１ 県内大気中二酸化炭素測定結果

イ 排 出 状 況

�ア 全国の排出状況

主要な温室効果ガスである二酸化炭素について、全国の排出状況をみると、２０００年度の排出量は、１２億

３，７００万トン（二酸化炭素換算）、１人当たり排出量は９．７５トン／人となっています。

市 町 村 測 定 局
年平均値（ppm）

平 成１３年 度

徳 島 市 徳 島 局 ３８５

由 岐 町 由 岐 局 ３８０
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境
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これは、１９９０年度と比べて、排出量で１０．５％、一人当たり排出量で７．６％の増加となっています。前年度

と比べると、排出量で０．４％、一人当たり排出量で０．２％の増加となっています。

図２―５―２ 二酸化炭素の排出量の推移

部門でみると、排出量の約４割を占める産業部門については、１９９０年度比で０．９％増加し、前年度比で

０．２％減少しています。運輸部門からの排出は、１９９０年度比で２０．６％増加し、前年度比で２．１％の減少となっ

ています。

一方、民生（家庭）部門では、１９９０年度比で２０．４％の増加となっており、前年度比４．１％増加となりまし

た。また、民生（業務）部門では、１９９０年度比で２２．２％増加し、前年度比で１．７％の増加となっています。

図２―５―３ 二酸化炭素の排出量の推移（部門別）
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�イ 徳島県の排出状況

本県における温室効果ガス全体の排出状況をみると、１９９７年は７，１７５千トン（二酸化炭素換算）となって

おり、１９９０年の６，５８０千トンに比べて約９％増加しています。これは同じ期間の県内人口の伸び（０．１％増）

と比べてかなり高く、近年、一人当たり排出量は急速に増加していることがうかがえます。また、一人当た

り排出量は、１９９７年において８．６２トン／人となっており、全国と比べてやや少ない状況にあります。

温室効果ガスの約９５％を占める二酸化炭素の排出量（１９９７年）を部門別にみると、産業部門が４６．５％と排

出量全体の約半分を占め、次いで民生部門が２５．１％、運輸部門が２４．６％となっており、この３部門で全体の

９割以上を占めています。

これまで以上の新たな対策がとられない場合には、２０１０年における本県の温室効果ガス全体の排出量（単純将

来排出量）は、１９９０年に比べて約２１％増加すると予測されています。このうち、二酸化炭素の排出量を部門別に

みると、特に運輸部門や民生部門などの伸び率が大きくなっており、今後はその排出量が大きく増加すると予測

されています。

図２―５―４ 温室効果ガス排出量の単純将来排出量の推移 �表２―５―２ 二酸化炭素の部門別排出量（２０１０年の単

純将来排出量）

資料：徳島県

二酸化炭素の
発 生 源 部 門

排 出 量
（千t―ＣＯ２） 伸 び 率

エネルギー転換部門 １３６ １．０２

産 業 部 門 ３，３５６ １．０８

運 輸 部 門 １，８４０ １．３４

民 生 部 門 １，７６９ １．１９

工 業 プ ロ セ ス ３９ １．１２

廃 棄 物 １０８ ２．２４

合 計 ７，２４７ １．１７
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� 温暖化の影響

地球温暖化は、気温の上昇や降水量の増加、海面の上昇などとして現れます。ＩＰＣＣ（気候変動に関する政

府間パネル）によると、何も温暖化の対策を行わない場合、２１００年には地球全体の気温が１．４～５．８℃上昇し、海

面が９～８８㎝上昇すると予測されています。また、台風、熱波やエルニーニョなどの異常気象も、頻度が増し、

より強くなると予測されています。

そうなると、我が国の自然や社会にも、さまざまな悪影響が生じることになります。

図２―５―５ 我が国で生じる可能性のある影響
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２ オゾン層保護問題
	 オゾン層破壊とは

近年、成層圏中のオゾン層の減少が観測され、特に南極上空については、９月から１１月にかけて広い範囲にわ

たってオゾン層が減少する「オゾンホール」という現象が観測されています。オゾン層は、生物を有害な紫外線

から守る宇宙服のような役割を果たしていますが、これが破壊されると地表に達する有害な紫外線が増えて、皮

膚ガンの増加、農作物の収量や品質の低下などを引き起こす恐れがあると言われています。

オゾン層を破壊する物質としては、フロン１１、１２、１１３、１、１、１－トリクロロエタンなどがあげられます。大気

中に放出されたフロンは成層圏に上がっていき、そこで強い紫外線を受けて分解し、塩素原子を放出します。こ

の塩素原子がオゾン分子を破壊するわけですが、その反応が連鎖的に繰り返され、１個の塩素が数万個ものオゾ

ン分子を破壊してしまうのです。（「図２―５―６オゾン層破壊のメカニズム」参照のこと。）

図２―５―６ オゾン層破壊のメカニズム
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 オゾン層の状況

２０００年には過去最大規模のオゾンホールが観測されるなど、最近２０年間の観測から、長期的傾向として、熱帯

域を除き、全地球的にほぼオゾン全量が減少傾向にあり、高緯度ほどその傾向が強くなっています。

我が国では、気象庁が札幌、つくば、鹿児島、那覇及び南鳥島の５地点でオゾン全量の観測を行っており、札

幌では統計学的に有意な減少傾向が確認されています。

図２―５―７ 日本上空のオゾン全量の経年変化

� オゾン層破壊物質の大気中濃度の状況

北半球中緯度においては、フロンの対流圏中濃度の増加がほとんど止まっているほか、南極においても濃度の

増加率の低下が始まっているなど、モントリオール議定書に基づき先進国で既にフロン等の生産が全廃されたこ

とによると考えられる現象が生じています。

なお、国連環境計画の報告（１９９８年）では、モントリオール議定書が遵守されるとすれば、オゾン層破壊ピー

クは２０２０年までに訪れ、成層圏中のオゾン層破壊物質濃度は２０５０年までに１９８０年以前（オゾンホールが観測され

る前）のレベルに戻ると予測しています。

本県でも、フロン等の大気中濃度を把握するため、平成４年度から調査を実施しており、平成１３年度において

は、県下４地点で年間にわたり調査を行っています。

平成１３年度調査結果の一例は表２―５―３のとおりであり、環境省の調査結果と同程度の状況となっています。

�表２―５―３ 大気中フロン等調査結果（平成１３年度）

３ 酸 性 雨 問 題
	 酸性雨とは

雨は、その中に大気中に存在する炭酸ガスが炭酸として溶け込むため、汚染物質等の影響が無い場合でもわず

かに酸性を示します。酸性雨とは、石油や石炭などの化石燃料の燃焼により大気中に排出される硫黄酸化物や窒

素酸化物などの大気汚染物質が上空で酸化されて硫酸や硝酸となり、これが溶け込むことで酸性を強めた雨のこ

とです。雨だけでなく、雪や霧などにも同様の酸性化が見られます。酸性雨の問題点は、微量ながら継続的に環

区 分 フ ロ ン１１ フ ロ ン１２ 備 考

年平均濃度
（ppb） ０．２８ ０．６２ ４地点の単

純 平 均
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境に負荷を与えるために生態系へのはっきりとした影響がつかみにくいこと、土壌の性質や植生により耐酸性が

異なるために影響予測が難しいこと、風により大気汚染物質が長距離（５００～１，０００㎞以上）を移動するため、日

本国内だけでなく中国、アジア地域など国際的な範囲での降雨酸性防止対策が必要であることです。

現に、日本に比べ大気汚染が早い時期から始まり、耐酸性の弱い生態系を持つ北欧やヨーロッパでは、湖沼の

酸性化による魚類の激減や森林の広域枯損が国境を越えた広範囲で起こり、国際的な問題になっています。また、

最近では、経済の発展により化石燃料の消費が急増している中国等で石碑や銅像の腐食が進んでいる、との報告

がなされています。


 酸性雨の状況

我が国においては、酸性雨の全国範囲での影響を把握するため、環境省による酸性雨対策調査が昭和５８年度よ

り継続して行われています。５年区切りで実施された三次にわたる調査に引き続き、平成１０年度から実施された

３カ年にわたる第４次調査の結果報告では、「年度ごとのpH全国平均値は４．７～４．９の範囲にあり、第３次調査（pH

４．７～４．９）と同レベルであった。生態系への影響については、酸性雨との関連性が明確に示唆される土壌酸性化

は生じていないと考えられるが、一部の森林においては、原因不明の樹木衰退が見られた。」とされています。

このように、我が国における酸性雨の生態系等への影響は長期継続的なモニタリング結果によらなければ把握

しにくいこと、湖沼や土壌の緩衝能力が低い場合には一定量以上の酸性物質の負荷がかかった段階で急激に影響

が発現する可能性があること等から、今後とも酸性雨モニタリングを適切に実施していく必要があります。

本県においては、昭和５９年度から徳島市で調査を開始し、現在では阿南市、石井町、驚敷町を加えた４地点で

経年調査を行っています。これまでの雨水のpHの年平均値は表２―５―４のとおりであり、本県の酸性雨の状況

も全国平均と同レベルとなっています。

�表２―５―４ 雨水のpHの年平均値（経年変化）

�環境省調査の数値は、全国地点別年平均値の分布範囲を示すものです。

調査地点

年 度

徳 島 市 石 井 町 鷲 敷 町 阿 南 市 環境省調査

製薬指導所 農業大学校 鷲敷中学校 阿南保健所 （全国平均）

５９ ４．９

４．４～５．５
６０ ４．９

６１ ４．８

６２ ４．８ ５．０

６３ ４．６ ４．９

４．５～５．８

元 ４．６ ４．８

２ ４．９ ４．９ ５．０

３ ４．７ ４．８ ４．７

４ ４．７ ４．７ ４．７ ４．８

５ ５．０ ５．１ ５．０ ４．８

４．４～５．９

６ ５．０ ４．７ ４．９ ４．８

７ ５．０ ４．８ ５．１ ４．９

８ ４．９ ５．０ ４．８ ４．７

９ ４．８ ５．２ ４．９ ４．８

１０ ４．８ ５．１ ５．１ ４．９

４．４～６．１１１ ５．２ ４．９ ５．１ ４．８

１２ ５．２ ４．８ ４．６ ４．７

１３ ４．９ ４．５ ４．６ ４．４ －
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第２節 地球環境の保全に向けた取組

１ 国及び国際的な取組

	 地球温暖化対策

ア 国際的な取組

地球温暖化が人類に危機をもたらすものと認識された１９８５（昭和６０年）のフィラハの会議以降、国際的な取

組が開始されています。

１９８８年には、温暖化の科学的研究を進める目的で、世界気象会議（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）が

共同して「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」を設置し、世界中の多くの科学者がメンバーとなっ

て自然科学的及び社会科学的知見を取りまとめています。

１９９２（平成４）年には、各国が協力して温暖化を防ぐ努力を行うように定めた「気候変動枠組条約」が採択

され、二酸化炭素などの排出量を２０００（平成１２）年までに１９９０年レベルに戻すという努力目標が設定されまし

た。

このような流れの中で、１９９２年の６月にはブラジルのリオデジャネイロで「環境と開発に関する国連会議」

（別名「地球サミット」）が開催されました。この会議では、気候変動枠組条約への各国の署名が始まったほ

か、持続可能な開発に向けて地球環境の保全に関する対策についての国際的な合意を示した「環境と開発に関

するリオ宣言」などが合意されました。

以降、気候変動枠組条約を締結した国が参加する会議が毎年行われ、２０００年以降の具体的な温室効果ガスの

排出量の削減目標についてどうすべきかなどの課題について議論が積み重ねられています。

１９９７（平成９）年１２月には、この第３回の会議「地球温暖化防止京都会議」が京都市で開かれ、大きな話題

を呼びました。この会議で採択された「京都議定書」では、主な先進国全体で、温室効果ガスの排出を少なく

とも５．２パーセント削減することと、先進国ごとの削減目標を定めています。

京都議定書は、今後、各国の批准により発効し、締約国には遵守義務が生じることから、温暖化に関して初

めて法的拘束力のある削減目標がまとめられたという意味で大きな意義があります。また、京都議定書には、

各国の削減目標の他に、目標を達成しやすくするような国際的な仕組みが設けられています。

２００１（平成１３）年１０月から１１月にかけて開催された第７回締約国会議では、これらの仕組みを実施する際の

詳細な事項について協議し、最終合意に至りました。

京都議定書で定められた削減目標は先進国の削減目標であり、発展途上国の削減取組への参加や森林による

二酸化炭素吸収量の算定方法などが今後の課題となっています。

また、２００２（平成１４）年８月から９月にかけて、ヨハネスブルグ（南アフリカ共和国）で開催された「持続

可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミット）」では、持続可能な開発を進めるための各国の

指針となる包括的文書である「実施計画」が採択されたほか、清浄な水、衛生、エネルギ－、食糧安全保障等

へのアクセス改善、国際的に合意されたレベルのＯＤＡ達成に向けた努力など、政治的意思を示す「ヨハネス

ブルグ宣言」が採択されました。
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�表２―５―５ 京都議定書のポイント

イ 国 の 取 組

我が国においても、国際的動向に対応して、１９９０（平成２）年には、地球温暖化防止行動計画が策定されました。

計画では、二酸化炭素等の排出量について、一人当たりの排出量を２０００年以降１９９０年レベルで安定化させるこ

とを目標にしています。

地球温暖化対策を計画的・総合的に推進していくための当面の政府としての方針と今後取り組んでいくべき実

行可能な対策の全体像を明確にすることにより、国民の理解と協力を得るとともに、我が国として国際的な枠組

み作りに貢献していく上での基本姿勢を明らかにした計画です。

１９９３（平成５）年には、地球サミットの成果も踏まえた地球環境時代の環境政策の新しい基本理念や政策手法

を示した環境基本法が制定されました。

１９９４年には、環境基本法の最も中心的な施策である環境基本計画が閣議決定されました。

この計画においても地球温暖化対策は主要な課題として取り上げられています。

１９９５年には、環境基本計画に基づく率先実行計画が閣議決定されました。国も普通の企業や家庭と同じように

各種の製品やサービスを使用し、建物の建築や維持管理などをしていることから、自ら環境保全に配慮した経済

活動を実行することで、環境への負荷を大きく削減しようとする計画です。

京都会議以降の取組として、１９９８年１月には、総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部が設置され、

６月には、政府が地方公共団体や事業者、国民と連携しつつ２０１０（平成２２）年に向けて緊急に推進すべき地球温

暖化対策を明らかにするものとして地球温暖化対策推進大綱が本部決定されました。

１９９８年の１０月には、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が公布され、１９９９（平成１１年）年４月に施行され

ました。この法律は、対策を推進していく上で基本となる国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を明

らかにし、各主体の取組を促進する法的枠組を整備したものです。

２００２年の６月には、京都議定書を受諾したほか、京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための法律とし

て、京都議定書目標達成計画の策定、計画の実施の推進に必要な体制の整備、温室効果ガスの排出の抑制等のた

めの施策等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

対象ガス
二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）ハイドロフルオロカーボン
（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六フッ化硫黄（ＳＦ６）

基準年 １９９０年（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６については１９９５年とできる）

吸収源の取扱
限定的な活動（１９９０年以降の新規の植林、再植林及び森林減少）により増減した温室効
果ガス吸収量を排出量から差し引く

最初の目標期間 ２００８年から２０１２年（この５年間の合計排出量の１／５を１９９０年比で削減）

削減目標
①先進工業国全体の対象ガスの人為的な総排出量を、最初の目標期間中に基準年に比べ
て、これらの国 の々全体で少なくとも５．２％削減する。②先進工業国ごとの目標を定める。
例えば、日本：６％削減 米国：７％削減 ＥＵ：８％削減

目標を超えた削減量の繰
り越し（バンキング）

目標期間中の割当量に比べて排出が下回る場合には、その差（過剰削減量）は、次期以
降の目標期間中に必要な削減量に加えることができる。

複数の国の共同達成
（バブル）

バブルに参加する関係国の総排出量が各国の割当量の合計量を下回れば、目標を達成し
たとみなされる。ＥＵが活用する見込み。

排出量（排出枠）の取引
ある先進工業国が割当量を越えて排出削減を達成した場合、その超過分を他の先進工業
国に（有償で）譲り渡し、譲り受けた国の削減量に繰り入れる制度

共同実施
ある先進工業国で対策事業を行い、排出量を減らした場合、その事業による排出削減量
の一部を、他の先進工業国（該当事業への投資国など）の削減量に繰り入れる制度

クリーン開発メカニズム
先進工業国が、途上国の持続可能な発展を助ける目的で技術や資金を提供し、温室効果
ガスの排出削減を行い、その事業によって生じた排出削減量をプロジェクト参加者間で
分け合う制度。

地
球
環
境
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�表２―５―６ 地球温暖化対策の流れ

年 世 界 の 動 き 日 本 の 動 き

１９８５～

１９８７

�フィラハ／ベラジオの会議
科学者が知見を整理し、温暖化の危険と対策の必要
性を訴えた。

１９８８

�トロント会議
２００５年までに１９８８年比でＣＯ２を２０％削減することを
宣言。
�国連ＵＮＥＰとＷＭＯが共催する気候変動に関する
政府間パネル（ＩＰＣＣ）が設置される。

�環境庁が「地球温暖化問題に関する検討会」を設置
し、行政の取組を開始

１９８９

�ハーグ環境首脳会議
国際条約の必要性を指摘。
�ＵＮＥＰ理事会
条約交渉の開始を決定。

�環境庁長官の地球環境問題担当大臣としての任命が
始まる。

１９９０
�ＩＰＣＣ第１回レポート公表
温暖化対策の必要性を明記。

�環境庁に地球環境部設置
�政府が地球温暖化防止行動計画を決定
２０００年にＣＯ２等の排出量を１９９０年レベルに戻すと
の目標を設定。

１９９２
�気候変動枠組条約の採択
�６月の地球サミットで、同条約への署名開始。

１９９３
�気候変動枠組条約へ加入
�環境基本法制定
�地球環境保全に法制的基礎を与える。

１９９４
�環境基本法に基づき、環境基本計画を閣議決定
地球温暖化対策について長期、中期及び当面の方針
を定める。

１９９５

�気候変動枠組条約第１回締約国会議（ＣＯＰ１）
先進国の２０００年以降の取組を定める議定書等の採択
に向けて外交交渉を行うことを決定（ベルリンマン
デート）。
�ＩＰＣＣ第２回レポート公表
既に地球の温暖化が始まっていることを警告し、対
策強化を訴える。

�環境基本計画に基づく「率先実行計画」を閣議決定。

１９９７
１２月 気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）を京都で開催

京都議定書を採択。２００８～２０１２年までの間の排出量について、法的拘束力のある目標を設定。

１９９８

１月 総理大臣を本部長とする「地球温暖化対策推進
本部」設置

３月 中央環境審議会が今後の地球温暖化対策の在り
方について答申

６月 「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一
部を改正する法律」公布

６月 「地球温暖化対策推進大綱」を地球温暖化対策
推進本部が決定

６月 大綱に基づく「政府の率先実行」申し合わせ
１０月 「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布

１９９９

４月 「地球温暖化対策の推進に関する法律」施行
（８日）
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づ
く基本方針閣議決定（９日）

２００１
４月 ＩＰＣＣ第３回レポート公表
１０月～１１月 気候変動枠組条約第７回締約国会議

（ＣＯＰ７）

１月 省庁再編により環境庁が環境省に変更
地球環境局を設置

２００２
８月～９月 持続可能な開発に関する世界サミット

（ヨハネスブルグサミット）

３月 「新たな地球温暖化対策推進大綱」を地球温暖
化対策推進本部が決定

６月 京都議定書受諾
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を
改正する法律」公布
「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一
部を改正する法律」の公布
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 オゾン層保護対策

ア 国際的な取組

国際的には、オゾン層破壊に係る物質の規制のため、昭和６０年にウィーン条約が締結され、昭和６２年のモン

トリオール議定書によってオゾン層破壊物質（フロン、ハロン等）の削減目標が示され、さらに、平成２年、

平成４年、平成７年及び平成９年にモントリオール議定書締約国会合で、フロン等の全廃時期が早められました。

（表２―５―７参照）

また、悪化するオゾン層破壊現象を少しでも軽減し、２１世紀半ばすぎになるとも言われているその回復時期

を早めるためには、現在使用されているフロン等使用機器（自動車、冷蔵庫等）からの回収・処理を促進する

必要があります。

この回収等については、モントリオール議定書第４回締約国会合において、回収・再利用・破壊の促進の決

議がなされています。

イ 国 の 取 組

従来、オゾン層破壊物質の排出抑制については、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」

（通称：オゾン層保護法）等による生産規制等のいわゆる“蛇口規制”によって行われてきました。しかし、

オゾン層の保護を進めるために、既に生産された製品中に含まれるオゾン層破壊物質の排出を抑制することも

必要です。

また、地球温暖化防止の観点からは、オゾン層は破壊しないものの温暖化効果を有する代替フロンの排出を

抑制しなければなりません。

このため、業務用空調冷凍機器及びカーエアコンを対象に、当該機器からの冷媒用フロン（ＣＦＣ、ＨＣＦ

Ｃ及びＨＦＣ）の回収及び破壊を義務づけた、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関

する法律」（通称：フロン回収破壊法）が平成１３年６月に制定されました。この法律は、平成１３年１２月以降、

段階的に運用が開始され、平成１４年１０月から完全実施されています。

また、既に平成１３年４月から本格運用されている「特定家庭用機器再商品化法」（通称：家電リサイクル法）

において、家庭用の冷蔵庫やエアコンのリサイクルの一環として冷媒用フロン（ＣＦＣ、ＨＣＦＣ及びＨＦＣ）

の回収等が義務づけられています。

�表２―５―７ モントリオール議定書に基づく先進国の削減スケジュール（１９９７年９月改正）

（注）１ オゾン層を破壊する能力が大きい塩素、フッ素、炭素からできた物質。主に冷媒、
発泡剤、洗浄剤として使われている。
ＣＦＣ―１１、ＣＦＣ―１２、ＣＦＣ―１１３、ＣＦＣ―１１４、ＣＦＣ―１１５

物 質 名 削 減 ス ケ ジ ュ ー ル

特定フロン �１ １９９６年 生産・消費全廃

特定ハロン �２ １９９４年以降 生産・消費全廃

１０種類のＣＦＣ �３ １９９６年以降 生産・消費全廃

四塩化炭素 �４ １９９６年 生産・消費全廃

１．１．１－トリクロロエタン �５

（メチルクロロホルム） １９９６年 生産・消費全廃

代替フロン �６

１９９６年以降
２００４年以降
２０１０年以降
２０１５年以降
２０２０年

基準量（注）９比 １００％以下
基準量（注）９比 ６５％以下
基準量（注）９比 ３５％以下
基準量（注）９比 １０％以下
消費全廃
（既存機器への補充用を除く）

代替ハロン �７ １９９６年以降 生産・消費全廃

臭化メチル �８

１９９５年以降
１９９９年以降
２００１年以降
２００３年以降
２００５年以降

１９９１年比 １００％以下
１９９１年比 ７５％以下
１９９１年比 ５０％以下
１９９１年比 ３０％以下
消費全廃
（必要不可欠な農業用途検疫
及び出荷前処理を除く。） 地

球
環
境
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２ オゾン層を破壊する能力の大きい臭素、塩素、フッ素、炭素からできた物質。主に消火剤
として使われる。
halon―１２１１、halon―１３０１、halon―２４０２

３ 特定フロン以外の塩素、フッ素、炭素からできた物質でオゾン層を破壊する物質。
ＣＦＣ―１３ほか９物質

４ １個の炭素と４個の塩素からできた物質。主に溶剤、原料として使われている。
５ ２個の炭素、３個の塩素、３個の水素からできた物質。主に洗浄剤として使われている。
６ 特定のフロンの塩素の一部が水素に置き換わった物質。特定フロンよりはオゾン層は破壊

する能力が小さく、特定フロンの代替品として使われている。
ＨＣＦＣ－２１ほか３３物質

７ 特定フロンの臭素の一部が水素に置き換わった物質。主に消火剤として使われている。
halon―１２０１ほか３３物質

８ 炭素１個、臭素１個、水素３個からできた物質。主に検疫と土壌の害虫駆除に使われてい
る。

９ 基準量＝ＨＣＦＣの１９８９年消費量算定値＋ＣＦＣの１９８９年消費量算定×０．０２８
＊ 生産が全廃となった物質でも試験研究・分析や定量噴霧式吸入器などの必要不可欠な用途

（エッセンシャルユース）についての生産等は上記削減スケジュールの対象外となっている。

� 酸 性 雨 対 策

ア 国際的な取組

欧米諸国では酸性雨による影響を防止するため、１９７９年（昭和５４年）に「長距離越境大気汚染条約」を締結

し、関係国が硫黄酸化物、窒素酸化物等の酸性雨原因物質の削減を進めるとともに、共同で酸性雨のモニタリ

ングや影響の解明などに努めています。

酸性雨は、従来、先進国の問題とされてきたが、近年、開発途上国でも、目覚ましい工業化の進展により大

気汚染物質の排出量は増加し、地域の大気汚染に加え、特に東アジアでは国を越えた広域的な酸性雨が大きな

問題となりつつあります。こうしたことから、地球サミットで採択された「アジェンダ２１」では、先進国のみ

ならず開発途上国も含めて今後、酸性雨等広域的な環境問題への取組を強化すべきであるとしています。

東アジア地域では、地域協同の取組の第一歩として、東アジア酸性雨モニタリングネットワークが、平成１３

年１月から本格稼動しています。

イ 国 の 取 組

我が国において、これまで第１次（昭和５８～６２年度）、第２次（昭和６３～平成４年度）、第３次（平成５～９年

度）、第４次（平成１０～１２年度）にわたって酸性雨対策調査を実施しています。平成１３年度からは、第４次酸性

雨対策調査と同様の、降水、陸水、土壌・植生系の継続的なモニタリング、各種影響等予測モデルの開発、樹

木の衰退等と酸性雨との関連が指摘されている地域における降水、大気汚染物質、土壌・植生などの調査研究

が引き続き実施されていますが、平成１５年度からは、より長期的な観点から策定した新たなモニタリング計画

に基づくモニタリングが実施されることとなっています。

－ 198 －－ 198 －



２ 県 の 取 組

本県では、県の環境政策の基本的方向を示す「徳島県環境基本条例」を平成１１年３月に制定しました。この条例で

は、「地球環境保全に向けた地域の取組」など三つの基本理念を掲げ、この実現に向けた県民、事業者、行政の各主

体の責務を示すとともに、県の基本的な環境施策として、地球環境保全の推進や国際協力の推進などを明らかにして

います。

具体的には、条例の環境基本計画に位置付けられる徳島環境プラン（平成７年６月策定）に基づき、プランの施策

群の一つである「地球環境保全への貢献」に示す各種施策を総合的に展開しています。

こうした施策を強力に推進するため、平成１３年３月に、環境基本条例に規定されている「地球環境の保全に資する

ように行動するための指針」としての役割を果たすとともに、平成１２年３月に策定した「徳島県地球温暖化対策地域

推進計画」において示された温室効果ガスの排出削減方法などを踏まえた具体的なアクションプランとしての性格を

併せ持つ「徳島県地球環境保全行動計画」を策定しました。

また、地球温暖化をはじめとする今日の環境問題は、県民、事業者、行政などのあらゆる主体の理解と自主的、積

極的な行動が不可欠であることから、徳島県を含む県内１０６団体等の参加のもと「とくしま環境県民会議」が平成１２

年１月に設立され、設立総会においては「とくしま環境宣言」が採択されました。

一方、県自らの取組としては、平成８年９月に、県環境対策推進本部のもとで「エコオフィスとくしま・県率先行

動計画（平成８～１２年度）」を策定するとともに、平成１２年２月にＩＳＯ１４００１の認証を取得し、再生紙の利用や用

紙類使用量の削減、省資源・省エネルギーやグリーン調達等の取り組みの徹底を図ってきました。

こうした中、平成１１年４月から全面施行された「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、国とともに、地

方公共団体にも自らの事務及び事業に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（実行計画）の策

定が義務づけられたことから、従来の県率先行動計画の目標や内容を見直すとともに、新たに温室効果ガスの削減目

標を盛り込むなど、より積極的に環境に配慮した取組を推進するための計画（第２次計画）を平成１２年８月に策定し

ました。

さらに、平成１３年４月１日からグリーン購入法が全面施行されたことに伴い、平成１４年３月、徳島県グリーン調達

等推進方針を策定し、エコオフィスとくしま・県率先行動計画に示す低公害車の導入を初めとしたグリーン購入の一

層の徹底を図っています。

	 地球温暖化対策
ア 徳島県地球環境保全行動計画の策定

本県では、とくしま環境県民会議と協働で、地域社会を構成するあらゆる主体がお互いに連携、協力しなが

ら、それぞれの役割を踏まえて、地球環境問題の解決に向けた取組を実践していくための具体的な行動の指針

等となる「徳島県地球環境保全行動計画」を策定しました。

�ア 計画の性格

計画では、県民や事業者など各主体ごとの具体的な実践行動のための指針（行動メニュー）を明らかにす

るとともに、この指針に基づきそれぞれの主体の具体的な実践行動を計画の中に位置づけることにより、県

民一人ひとりの自主的・主体的な行動を促進することとしています。

�イ 計画の構成

基本計画は、計画全体のフレームを明らかにしたもので、計画の基本的事項、行動目標、行動指針などを

示しています。

個別行動計画は、基本計画で示されている主体別行動内容の体系を踏まえ、計画に参加した団体等の具体

的な実践行動の内容を体系別に整理したもので、これを中心に計画のフォローアップを進めていくこととし

ています。

なお、平成１４年度の参加団体等は、９５団体で県民団体が３０団体、事業者団体等１４団体、行政機関が５１団体

となっています。
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�

�ウ 計画の主要課題

「地球温暖化防止」及び「オゾン層保護（フロン回収等）」を主要な課題として位置づけ、取り組むこと

としています。

�エ 計画の期間

平成１３年度から平成２２年度までの１０年間として、継続的かつ地道な取組を進めます。

�オ 計画の行動目標

�カ 各主体の行動内容の体系
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�

イ その他の温暖化防止に向けた主な施策

徳島県地球環境保全行動計画の策定のほか、平成１３年度に実施した施策で特徴的なものは次のとおりです。

�ア 県の更新する公用車に低公害車（ハイブリッド自動車等）を２台導入。（平成１３年度末の累計で、電気自

動車３台、ハイブリッド自動車３１台の計３４台を導入）

�イ 佐那河内村に整備した風力発電の実証実験施設（３００kW級）を運営稼働。

�ウ 県内で二酸化炭素の排出量が大きな事業者やＩＳＯ１４００１認証取得事業者の自主的な行動の促進のため、

情報交換等の場を設置。

�エ とくしま環境県民会議において、県民が日常生活で省資源・省エネルギーなどを実践する環境家計簿運動

を推進。

�オ 県民へのきめ細やかな普及啓発、助言等を地域レベルで実施するため、地球温暖化対策推進法に基づく「地

球温暖化防止活動推進員」を整備。

�カ グリーン建築物に関する対策技術などの普及啓発を目的として研修会及び講習会を開催。

�キ エコドライブについて県民への理解と協力が得られるよう、広報、啓発活動を実施。

� オゾン層保護対策
本県のオゾン層保護対策としては、この問題に対する県民、事業者等の理解を深めるための普及・啓発を推進

するとともに、オゾン層破壊物質であるフロン等について、事業者や市町村等による自主的な回収・処理の促進

を中心に展開しています。

このため、「徳島県フロン回収・処理推進協議会（平成１１年３月に設立）」では、本県のフロン回収システム

の構築に向け、アンケートによる県内のフロン回収等の実態把握を実施し、現状における課題抽出を行うととも

に、フロン回収及び適正処理の促進を図るため、県内におけるフロン回収等の基本的な考え方や関係者の責務等

を基本方針としてまとめました。

また、フロン回収等に適正に取り組む事業所や販売店を認定・公表する「フロン回収推進店認定制度」を平成

１３年１月に創設しました。併せて「徳島県地球環境保全行動計画」の行動目標として「フロン等の回収促進」を

揚げることにより、県民あげての取組を促進することとしています。さらに、「とくしま環境県民のつどい～ク

リーン＆グリーンフェア～」においてパネル展示やパンフレット等の配布を行うなど、県民等に対するフロン回

収等の普及啓発に取り組んでいます。

さらに、平成１３年６月に制定された「フロン回収破壊法」に適切に対応するため、規制対象となる事業者に対

し、登録申請等法律の施行についての説明会を開催したほか、事業者の登録・指導を行いました。
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 酸性雨対策
本件の酸性雨対策としては、酸性雨の原因となる硫黄酸化物、窒素酸化物などの発生を抑制するため、工場・

事業場からこれらの物質の排出を抑制するための種々の規制を実施している他、県民に対する自動車の適正な運

転による燃料使用料の削減ひいては排出ガス料の減少等のための各種施策を実施しています。

さらに、酸性雨調査として従来からの降雨のpH測定、雨水中の酸性成分分析に加え、国のモニタリング調査

を補完するため実施している全国公害研協議会での協同調査に参加し、大気中の酸性ガスの乾性沈着に関する空

間分布把握のための調査に取り組んでいます。

また、酸性雨の森林への影響を把握するため、国の委託調査として森林モニタリング調査（落葉、土壌、年輪

等を分析し植物体の衰退度合いを調査）を実施しており、この結果によれば、現時点では本県の森林の枯損、衰

退は確認されていません。

� 今後の施策
地球環境問題をはじめとする今日的な環境課題は、県民それぞれの日常生活や事業活動による環境への負荷に

負うところが大きいといわれています。

その解決のためには、あらゆる立場の人々が自らの問題として捉え、共通認識のもとで、互いに連携、協力を

しながら、自主的・積極的に取り組む必要があります。

このため、とくしま環境県民会議を中心として、環境美化やごみの減量化・リサイクル、省資源・省エネルギ

ー対策、さらには地球温暖化防止やオゾン層保護などの地球環境の保全に向け、県民をあげた取組を強力に展開

していきます。

ア 地球温暖化対策

�ア 徳島県地球環境保全行動計画に基づく施策の推進

計画に掲げた目標の達成を図るためには、県民、事業者等の取組の一層の促進や普及啓発を積極的に推進

していく必要があります。

このため、県内における温室効果ガスの排出寄与度の大きい事業者等に対し、温室効果ガス排出削減等に

向けた自主的な行動計画の策定を促進するとともに、市町村等の地域ぐるみの活動の支援や住民への普及啓

発を強化していきます。

また、マイバッグ持参やエコドライブの推進、ＥＳＣＯ事業や省エネ住宅の導入推進に向けて、県民一人

ひとりの理解と実践行動に向けた普及啓発等を推進します。

さらに、個別行動計画への参加主体の拡大を図るとともに、参加主体の計画については、ＰＤＣＡサイク

ルにより、その取組状況を点検・更新していくことにより、地球環境保全に向けた取組を継続していきます。

�イ 実行計画の推進等

県においては、地球温暖化対策推進法に基づく実行計画として策定した「エコオフィスとくしま・県率先

行動計画（第２次：１２～１６年度）」（平成１２年８月）に基づき、県の事務、事業に関する環境に配慮した取

組を全庁的に推進し、温室効果ガス排出量の削減に努めます。

また、平成１４年３月に策定した徳島県グリーン調達等推進方針に基づき、グリーン購入の徹底に努めます。

さらに、市町村等に対しても、温暖化対策の重要性を踏まえ、速やかな実行計画の策定を促すなど、県及

び市町村等が率先して温暖化対策に取り組むため体制の整備を図ります。

イ オゾン層保護対策

県内のフロン回収・処理の一層の向上を図るため、フロン回収破壊法の適正な運用に努めるとともに法の趣旨・

内容を周知徹底します。

また、徳島県フロン回収・処理推進協議会において、県民に対しフロン回収の促進や費用負担に関する理解

と関心を深めるための普及啓発を実施します。

さらに、フロン等に対する規制の効果等を把握するため、大気中濃度を経年的に調査します。

ウ 酸性雨対策

酸性雨原因物質を抑制するため、工場・事業場に対す種々の規制や自動車に対する各種施策を継続実施しま

す。また、環境庁の第四次酸性雨対策調査結果や対策研究の情報を十分取り入れながら、本県における酸性雨

の状況を把握するなどのため、継続して調査（県独自調査、共同調査（全国公害研協議会）、国委託調査）を

行います。
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１ 本県の環境行政組織（平成１４年４月１日現在）

� 環 境 局 関 連

区分 課（室）名等 グループ等 主 な 業 務

本

庁

（

県

民

環

境

部

環

境

局

）

循環型社会推進課

環境創造拠点担当

企 画 調 整 担 当

地 球 環 境 担 当

循環経済推進担当

�環境施策の総合調整
�県環境基本条例の推進
�県環境基本計画の推進
�県率先行動計画・ＩＳＯ１４００１の推進
�環境創造拠点整備構想の推進
�保健環境センターに関すること
�環境審議会の運営
�環境対策推進本部
�環境マネジメントシステムの推進
�地球環境保全対策の推進
�地球温暖化対策推進法、グリーン購入法、フロン回収破壊法の施行
�省資源・省エネルギー対策の推進
�環境教育・啓発の推進
�フロン回収破壊法の施行に関すること。
�循環型社会形成の推進
�特定家庭用機器再商品化法など循環型社会関連法の広報・啓発
�ゼロエミッション構想の推進

自 然 共 生 室

自然ふれあい担当

環境影響審査担当

�自然公園・県自然環境保全地域の指定及び計画
�自然公園法、自然環境保全法・種の保存法の施行
�県立自然公園条例、県自然環境保全条例の推進
�鳥獣保護法の施行
�環境審議会（自然環境部会、鳥獣部会）の運営
�自然公園の整備及び維持管理
�自然環境保全に係る普及啓発の推進
�環境影響評価法の施行
�環境影響評価条例の施行
�環境影響評価審議会の運営

廃 棄 物 対 策 課

産業廃棄物担当

指 導 担 当

高度広城推進チーム

�産業廃棄物処理施設の設置許可
�産業廃棄物処理業の許可
�（社）徳島県産業廃棄物処理協会の指導
�産業廃棄物不適正処理監視
�不法投棄対策連絡協議会の運営
�不法処理防止連絡協議会の運営
�徳島県廃棄物処理計画の推進
�ごみ処理広域計画の推進
�浄化槽法、容器包装リサイクル法、ＰＣＢ特別措置法、下水道法（終
末処理場の維持管理に関することに限る）の施行

�一般廃棄物処理施設設置許可

環 境 管 理 課

企 画 調 査 担 当

大 気 担 当

水 質 担 当

�公害防止協定の締結及び施行
�化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）、特定工場における公
害防止組織の整備に関する法律、公害紛争処理法、ダイオキシン類
対策特別措置法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境
保全特別措置法、土壌汚染対策法、公害防止条例の施行

�環境審議会（生活環境部会）の運営
�環境保全施設整備等資金貸付制度の運営
�発生源の監視及び指導
�有害化学物質対策の推進
�生活排水対策の推進
�土壌・地下水・湖沼の環境保全の推進
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� その他の環境保全関連部局

区分 課（室）名等 グループ等 主 な 業 務

出

先

機

関

保健環境センター

庶 務 係

企 画 情 報 科

環 境 衛 生 科

大 気 科 学 科

大 気 監 視 科

環 境 工 学 科

水 質 科 学 科

環 境 化 学 科

�保健・環境に関する情報収集・提供
�環境教育等環境問題の普及・啓発
�水道・廃棄物に関する調査研究
�大気発生源、大気汚染物質に関する調査研究
�酸性雨に関する調査研究
�大気汚染状況、発生源の監視、テレメーターシステム
�騒音・振動、放射能に関する調査研究
�水質汚濁発生源、公共用水城、海域に関する測定及び調査研究
�水質汚濁に関する影響調査
�地下水に関する調査研究
�大気・水質・土壌の有害物質に関する調査研究
�悪臭に関する調査研究

部局名 課 （室） 名 等 主 な 環 境 保 全 関 連 業 務

保
健
福
祉
部

保 健 所

�環境保全・公害対策一般
�公害防止対策の推進
�廃棄物処理の推進
�浄化槽事業の推進
�水質汚濁防止法の施行
�県公害防止条例（水関係）の施行

生 活 衛 生 課 �徳島県水道水質管理計画の推進

商
工
労
働
部

商 工 政 策 課
�地域新エネルギー対策の企画及び調整
�省エネ・リサイクル資金貸付
�中小企業の省エネルギー促進支援

産 業 振 興 課
�大規模小売店舗立地法に基づく大型店の指導
�工場立地法に基づく工場緑化の推進
�地域環境との調和、地域社会の貢献等に特に配慮した工場建設に対する助成

農

林

水

産

部

農 林 水 産 政 策 課 �農業振興地域の整備に関する法律による優良農用地の確保
�農地法による農地転用の制限

農 林 事 務 所 �自然公園法、鳥獣保護法の施行
�環境緑化の推進

農 業 経 営 課

�環境にやさしい農業の推進
�肥料の需給調整及び検査取締の実施
�農用地の土壌の汚染防止
�持続性の高い農業生産方式の導入の促進
�農薬安全使用対策の推進

畜 産 課 �家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
�畜産環境施設の整備の推進

林 業 振 興 課
�森林及び林業に関する総合的な企画及び調整
�森林計画の推進
�環境緑化の推進（都市緑化を除く。）

水 産 課 �漁業集落排水対策の推進
�漁場環境保全の推進

農 山 村 整 備 課

�農業集落排水対策の推進
�ふるさと・水と土ふれあい事業の推進
�地域環境整備事業の推進
�田園空間整備事業の推進
�中山間地域総合整備事業の推進
�集落環境整備事業の推進
�自然共生・環境創造支援調査事業の推進
�徳島県田園環境検討委員会の運営
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部局名 課 （室） 名 等 主 な 環 境 保 全 関 連 業 務

農
林
水
産
部

農 地 整 備 課
�地域用水環境整備事業の推進
�海岸環境整備事業の推進
�２１世紀水と緑の農村づくり事業の推進

森 林 整 備 課

�森林整備事業の推進
�林業集落排水対策の推進
�森林の保全
�森林保護の実施

県

土

整

備

部

河川総合調整チーム �ダム下流の水環境の改善（河川維持流量の確保）
�ダム湖の水質保全の推進（流木処理）

道 路 計 画 チ ー ム �道路交通網の整備促進・放射環状道路の整備
�都市交通マスタープランの策定

建 設 管 理 課 �環境にやさしい公共工事の推進
�建設廃棄物の循環利用の促進

用 地 対 策 課
�徳島県国土利用計画及び徳島県土地利用基本計画の管理及び策定
�土地取引の届け出による土地利用目的の審査
�大規模な土地開発行為に対する指導

交 通 政 策 課 �交通需要マネジメントの推進（渋滞対策及び公共交通の維持活性化）

道 路 保 全 課
�低騒音舗装などによる騒音対策の推進
�自転車歩行者道等の整備による自動車排気ガスの抑制
�透水性舗装による地下水の涵養

道 路 建 設 課
�放射環状道路の整備による渋滞対策の推進
�電線類地中化などによる安全で快適な都市景観の整備
�透水性舗装による地下水の涵養

都 市 計 画 課

�都市公園の計画的整備の推進
�緑化推進事業
�風致地区の指定
�屋外広告物の規制等の実施

河 川 課 �多自然型川づくりの推進
�河川における水環境の改善

下 水 道 課 �公共下水道の整備促進
�汚水処理施設整備の総合調整

営 繕 課 �公共建築物における低環境負荷技術の採用の推進

港 湾 課 �海岸浸食，高潮等による被害を低減するとともに，自然環境や利用に配慮した
白砂青松の海岸づくりの実施

空 港 地 域 整 備 課 �粟津港（松茂地区）における港湾環境整備事業（廃棄物護岸）の実施
�海浜公園及び人工海浜の整備

港 湾 開 発 課 �港湾活動に伴う騒音等を防ぐ緩衝機能を有し，又，港湾就労者や地域住民が集
い，スポーツ等を楽しめる緑地の整備（小松島市赤石地区緑地）

企
業
局

電 力 課 �風力発電の実証実験事業の実施

教
育
委
員
会

学 校 教 育 課 �学校における環境教育の推進

文 化 財 課 �文化財保護の推進

生 涯 学 習 課 �「とくしま県民カレッジ」主催講座における環境教育・環境学習の推進
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２ 審議会等委員会名簿

� 徳島県環境審議会委員（平成１５年２月２８日現在）
（１号委員）環境の保全に関し、学識経験のある者（５０音順）

（２号委員）市町村長

（３号委員）関係行政機関の職員

徳島県環境審議会 ４０名
環境政策部会 １５名
生活環境部会 ２０名

自然環境部会 ２０名
鳥獣部会 １４名
温泉部会 ８名

氏 名 職 名 政 策 生活環境 自 然 鳥 獣 温 泉 備 考
井 口 利枝子 とくしま自然観察の会世話人 ○ ○
池 田 早 苗 徳島文理大学教授 ○
池 田 孝 司 �徳島県建設業協会会長 ○
岩 崎 正 夫 徳島大学名誉教授 ▲

大 西 仁 �徳島県猟友会会長 ○
奥 村 清 徳島文理大学教授 ○
片 山 悦 子 徳島県消費者協会会長 ○
鎌 田 麿 人 徳島大学助教授 ○ ○ ○
喜 多 知 子 徳島文理大学教授 ○
際 田 弘 志 徳島大学薬学部長 ○
近 藤 光 男 徳島大学大学院教授 ▲ ○
坂 田 雄 幸 �徳島新聞社理事社長 ○
篠 崎 佐千代 とくしまフォレストレディの会副会長 ○ ○
杉 本 直 樹 �とくしま森とみどりの会副理事 ○ ○
鈴 江 襄 治 徳島県医師会会長 ○ ○
住 村 裕 子 徳島県漁協婦人部連合会会長 ○ ○ ○
瀬 尾 規 子 薬剤師（公募） ○
曽 良 寛 武 日本野鳥の会徳島県支部長 ○ ○ ○
塚 谷 博 昭 徳島大学名誉教授 ○
寺 戸 恒 夫 阿南工業高等専門学校名誉教授 ○ ○
中 村 英 雄 新町川を守る会理事長 ○
原 谷 明 �徳島県薬剤師会会長 ▲

藤 岡 幹 恭 徳島文理大学総合政策学部長 ◆ ◎

藤 村 知 己 徳島大学教授 ○ ◆ ○ ◎

真 山 眞 理 四国大学教授 ○ ○
水 野 裕 徳島県獣医師会会長 ○ ◆

三 好 保 四国大学教授 ◆ ○ ◆ ●

本 久 ミドリ 徳島県商工会議所女性会連合会会長 ○ ○
森 本 初 代 主婦（公募） ○
山 内 美登利 日本湿地ネットワーク運営委員 ○
山 城 弘 治 �徳島県産業廃棄物処理協会会長 ○
山 根 和 美 連合徳島女性委員会委員 ○
吉 田 フ ク エ ＪＡ徳島女性組織協議会会長 ○ ○ ○

氏 名 職 名 政 策 生活環境 自 然 鳥 獣 温 泉 備 考
小 池 正 勝 県市長会会長 ○ ○ ○ ○ ○
佐 藤 宏 史 県町村会会長 ○ ○ ○ ○ ○

氏 名 職 名 政 策 生活環境 自 然 鳥 獣 温 泉 備 考
宮 北 順 一 中国四国農政局農村計画部長 ○ ○ ○
坂 口 哲 夫 四国地方整備局企画部長 ○ ○ ○
市 原 信 男 山陽四国地区自然保護事務所長 ○ ○ ○
萩 尾 憲 三 四国経済産業局環境資源部長 ○ ○
安 富 裕 二 徳島地方気象台長 ○ ○
●会長 ◎副会長 ◆部会長 ▲職務代理者
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� 徳島県環境影響評価審査会委員（平成１４年１２月３１日現在） （５０音順）

３ 市町村の環境対策担当課一覧

氏 名 職 名 備 考

井 上 雅 夫 関西大学工学部教授

大 林 延 夫 愛媛大学農学部教授

大 松 繁 大阪府立大学大学院工学研究科教授

岡 村 収 高知大学名誉教授

奥 村 清 徳島文理大学工学部教授

加 茂 重 良 元徳島市立動物園長

河 原 長 美 岡山大学環境理工学部教授

北 村 壽 朗 徳島文理大学人間生活部教授

上 月 康 則 徳島大学工学部教授

坂 根 隆 治 前伊丹市昆虫館副館長

佐 藤 征 弥 徳島大学総合科学部助教授

田 渕 桂 子 �徳島県建築士会女性部会部長
出 口 竜 也 徳島大学総合科学部助教授

豊 永 寛 二 弁護士

沼 子 千 弥 徳島大学総合科学部助手

	 山 眞 理 四国大学生活科学部教授

三 好 操 四国大学生活科学部教授

本 仲 純 子 徳島大学工学部教授

森 本 康 滋 日本生物教育学会徳島県支部長

山 中 英 夫 徳島大学工学部教授

市町村名
区 分 担 当 課（室） 電 話 番 号 市町村名

区 分 担 当 課（室） 電 話 番 号

徳 島 市 環境保全課 ０８８（６２１）５１１１ 板 野 町 環境生活課 ０８８（６７２）５９８７

鳴 門 市 環 境 課 ０８８（６８４）１１１１ 上 板 町 環境保全課 ０８８（６９４）６８１３

小 松 島 市 環境対策課 ０８８５２（２）２１１１ 吉 野 町 環境保全課 ０８８（６９６）３９７４

阿 南 市 環境保全課 ０８８４（２２）１１１１ 土 成 町 住 民 課 ０８８（６９５）２３１３

勝 浦 町 住 民 課 ０８８５４（２）１５０１ 市 場 町 保健環境課 ０８８３（３６）６８１２

上 勝 町 住 民 課 ０８８５４（６）０１１１ 阿 波 町 保健環境課 ０８８３（３５）７８０５

佐那河内村 環 境 課 ０８８６（７９）２１１１ 鴨 島 町 健康増進課 ０８８３（２２）２２１３

石 井 町 保健環境課 ０８８（６７４）１１１１ 川 島 町 環境下水道課 ０８８３（２５）６６１６

神 山 町 環 境 課 ０８８（６７６）１１１１ 山 川 町 保健衛生課 ０８８３（４２）３５９９

那 賀 川 町 環 境 課 ０８８４（４２）１１１１ 美 郷 村 住民福祉課 ０８８３（４３）２１１４

羽 ノ 浦 町 産 業 課 ０８８４（４４）３１１１ 脇 町 保健福祉課 ０８８３（５２）５６０６

鷲 敷 町 住 民 課 ０８８４６（２）１１２１ 美 馬 町 保健環境課 ０８８３（６３）３１１１

相 生 町 町 民 課 ０８８４６（２）１１１１ 半 田 町 環 境 課 ０８８３（６４）３１１１

上 那 賀 町 町 民 課 ０８８４６（６）０１１１ 貞 光 町 環 境 課 ０８８３（６２）３１１１

木 沢 村 住 民 課 ０８８４６（５）２１１１ 一 宇 村 住民環境課 ０８８３（６７）２１１４

木 頭 村 住 民 課 ０８８４６（８）２３１１ 穴 吹 町 環 境 課 ０８８３（５２）８０３０

由 岐 町 住 民 課 ０８８４７（８）１１１１ 木 屋 平 村 厚 生 課 ０８８３（６８）２１１３

日 和 佐 町 住民福祉課 ０８８４７（７）１１１１ 三 野 町 厚 生 課 ０８８３（７７）４８０３

牟 岐 町 住 民 課 ０８８４７（２）１１１１ 三 好 町 環 境 課 ０８８３（７９）５３０４

海 南 町 保健福祉課 ０８８４７（３）１２１１ 池 田 町 環境保全課 ０８８３（７２）３４３６

海 部 町 環境整備課 ０８８４７（３）１３１１ 山 城 町 環 境 課 ０８８３（８６）１１３７

宍 喰 町 環 境 課 ０８８４７（６）１５１６ 井 川 町 環 境 室 ０８８３（７８）５０１２

松 茂 町 生活環境課 ０８８（６９９）８７１４ 三 加 茂 町 環 境 課 ０８８３（８２）６３２３

北 島 町 生活産業課 ０８８（６９８）９８０６ 東祖谷山村 厚 生 課 ０８８３（８８）２２１３

藍 住 町 生活環境課 ０８８（６３７）３１１６ 西祖谷山村 保健環境課 ０８８３（８７）２２７４

参
考
資
料
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４ 公害防止協定等締結事業場一覧

� 県 関 係 （平成１４年１２月３１日現在）

県 及 び
市 町 村

協 定 の 当 事 者
協定締結年月日 改 廃 等

企 業 名 工 場 の 所 在 地

県

阿 南 市

四 国 電 力 ㈱ 阿 南 市 橘 町

Ｓ４６．１２．１１ Ｓ５０．１０．２７廃止

Ｓ５０．１０．２７
Ｓ５３．５．３０改定
Ｓ５５．３．３１改定
Ｓ５７．１１．３０改定
Ｈ７．２．８改定

四 国 電 力 ㈱
電 源 開 発 ㈱ 〃 Ｈ７．２．８

日 本 電 工 ㈱ 〃

Ｓ４６．３．２７ Ｓ４７．１２．１５廃止

Ｓ４７．１２．１５ Ｓ５０．１２．１０廃止

Ｓ５０．１２．１０

王 子 製 紙 ㈱ 阿 南 市 豊 益 町
Ｓ４８．１０．２６

Ｓ５３．５．３０改定
Ｓ５８．３．３１改定
Ｈ３．１２．２７改定
Ｈ５．９．２０廃止

Ｈ５．９．２０ Ｈ８．３．２１改定

県
徳 島 市
北 島 町

東 邦 テ ナ ッ ク ス ㈱
（現 東邦テナックス㈱） 板 野 郡 北 島 町 Ｓ４９．１２．６ Ｈ１．５．２０改定

東 亞 合 成 ㈱ 徳 島 市 川 内 町 〃 Ｈ３．１０．１改定
Ｈ９．１０．２０改定

日 清 紡 績 ㈱ 〃
〃 Ｈ１４．９．１廃止

Ｈ１４．９．１

県

徳 島 市

大 塚 化 学 ㈱ 〃 Ｓ４９．１２．６ Ｈ２．４．１０改定
Ｈ１４．８．３１廃止

大 塚 化 学 ㈱
大 塚 食 品 ㈱ 〃 Ｈ１４．９．１

大 塚 製 薬 ㈱ 〃 Ｓ４９．１２．６ Ｓ６０．１．３１改定

大 鵬 薬 品 工 業 ㈱ 〃 〃 Ｓ６２．１２．１０改定

四 国 ト ー セ ロ ㈱ 徳 島 市 応 神 町 〃

新 日 本 理 化 ㈱ 徳 島 市 川 内 町 〃

四 国 化 成 工 業 ㈱
（ 第 一 工 場 ） 徳 島 市 応 神 町 〃 Ｈ１０．３．２６改定

徳 島 化 製 事 業 � 徳 島 市 不 動 本 町
Ｓ５３．９．３０ Ｈ７．５．１５廃止

Ｈ７．５．１５

睦 技 研 ㈱ 徳 島 市 東 沖 洲 Ｈ８．３．２９

県
北 島 町

四 国 化 成 工 業 ㈱
（ 第 二 工 場 ） 板 野 郡 北 島 町 Ｓ４９．１２．６

県

鳴 門 市

㈱ 大 塚 製 薬 工 場
大 塚 化 学 ㈱ 鳴 門 市 撫 養 町

Ｓ５１．３．１６ Ｓ５３．１２．５廃止

Ｓ５３．１２．５ Ｓ６１．１１．１改定
Ｈ１４．８．３１廃止

㈱ 大 塚 製 薬 工 場
大 塚 化 学 ㈱
大 塚 食 品 ㈱

〃 Ｈ１４．９．１

鳴 門 塩 業 ㈱
（ 製 塩 工 場 ） 〃 Ｓ５２．３．３ Ｓ６１．１１．１改定

鳴 門 塩 業 ㈱
（ 化 学 工 場 ） 〃 〃 〃

県

小松島市
日 本 製 紙 ㈱ 小 松 島 市 豊 浦 町

Ｓ５１．４．１７ Ｈ２．２．１改定
Ｈ５．４．１廃止

Ｈ５．４．１ Ｈ９．１２．１改定

県
藍 住 町 光 洋 精 工 ㈱ 板 野 郡 藍 住 町 Ｓ５１．７．２０ Ｈ１．１．２４改定
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� 市町村関係

市 町 村 名 企 業 名 所 在 地 締結年月日 備 考

鳴 門 市 大 麻 採 石 ㈱ 鳴 門 市 Ｓ４８．４．１１ 覚 書

〃 イ タ ノ 冷 凍 ㈱ 〃 Ｓ４８．５．２４ 協 定 書

〃 四 国 化 工 機 ㈱ 〃 Ｓ４８．７．１３ 〃

〃 本 州 パ ッ ケ ー ジ ㈱ 〃 Ｓ４９．１０．４ 〃

〃 山 桶 石 材 ㈱ 〃 Ｓ５４．１２．１４ 〃

〃 鳴 門 観 光 興 業 ㈱ 〃 Ｈ１０．５ 〃

〃 ㈲ 大 村 工 業 〃 Ｈ１０．５ 〃

〃 ㈱ 泉 製 作 所 〃 Ｈ１１．６．２９ 〃

〃 ナイトライドセミコンダクター㈱ 〃 Ｈ１２．１１．９ 〃

〃 ㈲ 常 永 マ リ ン 〃 Ｈ１３．２．１５ 〃

〃 ㈱ ナ ガ オ テ ッ ク 〃 Ｈ１３．３．２６ 〃

〃 鳴 門 の い も 屋 〃 Ｈ１３．３．２７ 〃

〃 ㈱ ア サ プ ロ サ イ エ ン ス 〃 Ｈ１３．５．１ 〃

小 松 島 市 住友林業クレスト㈱小松島事業所 小 松 島 市 Ｓ４９．１１．１ 〃

〃 ニ ホ ン フ ラ ッ シ ュ ㈱ 〃 〃 〃

〃 日 米 化 工 ㈱ 〃 Ｓ５５．３．１１ 〃

〃 日 本 製 紙 ㈱ 〃 Ｓ５．４．１ 〃

勝 浦 町 キ ン キ サ イ ン ㈱ 勝 浦 町 Ｓ１１．１０．１ 〃

神 山 町 ㈱ 大 和 合 金 製 作 所
神 山 町 Ｓ５０．９．１０ 〃

〃 Ｈ５．１０．１ 〃

由 岐 町 四 国 電 力 ㈱ 〃 Ｈ７．３．２９ 〃

〃 電 源 開 発 ㈱ 〃 〃 〃

海 南 町 オ ン ダ ン 鶏 鳥 農 業 協 同 組 合 海 部 町 Ｓ６１．１１．１０ 〃

〃 ㈲ 谷 崎 重 機 Ｈ５．２．２２ 〃

〃 南 国 石 産 ㈲ 〃 Ｈ１．２．１ 〃

〃 ㈲ 西 野 建 材 海 南 町 Ｈ１０．２．２３ 〃

海 部 町 ㈲ 谷 崎 重 機 海 部 町 Ｓ６１．１０．３１ 〃

〃 オ ン ダ ン 鶏 鳥 農 業 協 同 組 合 〃 〃 〃

〃 南 国 石 産 ㈲ 〃 Ｈ１．３．１５ 〃

宍 喰 町 ㈲ 小 松 大 太 郎 商 会 宍 喰 町 Ｈ２．８．１４ 〃

松 茂 町 下 坂 自 動 車 松 茂 町 Ｓ４８．４．１１ 〃

〃 ㈱ 土 佐 〃 〃 〃

〃 鳴 門 化 学 産 業 ㈱ 〃 〃 〃

〃 松 茂 運 輸 ㈱ 〃 〃 〃

〃 ㈱ シ ェ ル 石 油 徳 島 販 売 所 〃 〃 〃

〃 一 二 モ ー タ ー ス ㈱ 〃 〃 〃

〃 満 穂 自 動 車 ㈱ 〃 〃 〃

〃 浜 田 飼 料 ㈱ 〃 〃 〃

〃 松 茂 農 業 協 同 組 合 〃 〃 〃

〃 松 茂 ホ ン ダ 〃 〃 〃

〃 賀 川 石 油 〃 〃 〃

〃 高 橋 自 動 車 〃 〃 〃

〃 ㈱ フ ジ モ ト 〃 〃 〃
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市 町 村 名 企 業 名 所 在 地 締結年月日 備 考

松 茂 町 松 茂 石 油 松 茂 町 Ｓ４８．４．１１ 協 定 書

〃 富 士 ス ト レ ー ト ㈱ 〃 〃 〃

〃 徳 島 日 野 自 動 車 ㈱ 〃 〃 〃

〃 石 油 荷 役 ㈱ 高 松 店 〃 〃 〃

〃 日 本 石 油 ㈱ 大 阪 支 店 〃 〃 〃

〃 丸 善 石 油 ㈱ 四 国 支 店 〃 〃 〃

〃 キ グ ナ ス 石 油 ㈱ 〃 〃 〃

〃 丸 善 商 事 ㈱ 〃 〃 〃

〃 出 光 興 産 ㈱ 〃 Ｓ４８．５．９ 〃

〃 徳 島 マ ル キ サ ー ビ ス ㈱ 〃 Ｓ４９．１０．９ 〃

〃 徳 島 曹 達 ㈱ 〃 Ｓ５４．７．１０ 〃

〃 四 国 水 産 冷 蔵 ㈱ 〃 〃 〃

〃 宇 部 興 産 ㈱ 〃 〃 〃

〃 ㈱ 三 日 市 鋼 管 製 造 所 〃 Ｓ５６．７．１ 〃

〃 共 栄 鉄 工 協 同 組 合 〃 Ｓ５６．１０．１ 〃

〃 小 野 田 セ メ ン ト ㈱ 〃 〃 〃

〃 新 明 和 工 業 ㈱ 〃 Ｓ５９．１２．１９ 〃

〃 大 東 興 業 ㈱ 〃 Ｓ６２．１．１９ 〃

〃 サ ン ス タ ー ㈱ 〃 Ｓ６２．１．２８ 〃

〃 ㈱ マ ル ハ 物 産 〃 Ｓ６３．１０．１２ 〃

〃 三 洋 電 機 ㈱ 〃 〃 〃

〃 ㈱ 大 塚 製 薬 工 場 〃 Ｈ２．１．８ 〃

〃 ハ レ ル ヤ 製 菓 ㈱ 〃 Ｈ３．２．７ 〃

〃 東 洋 紙 業 ㈱ 〃 〃 〃

〃 ㈱ 大 阪 特 殊 鋼 管 〃 Ｈ３．３．２５ 〃

〃 大 塚 化 学 ㈱ 〃 Ｈ３．１２．２５ 〃

〃 旭 硝 子 四 国 建 材 ㈱ 〃 Ｈ９．６．５ 〃

〃 藤 田 商 事 ㈱ 〃 Ｈ１０．１２．９ 〃

北 島 町 東亜合成化学工業㈱徳島工場 徳 島 市 Ｓ４８．１．２７ 〃

〃 北 岡 建 設 ㈱ 北 島 町 Ｓ４８．６．２０

〃 ㈱ 北 島 組 〃 〃 〃

〃 日 本 た ば こ 産 業 ㈱ 徳 島 工 場 鳴 門 市 Ｓ４８．９．１２ 〃

〃 住 商 液 化 ガ ス ㈱ 北 島 町 Ｓ５０．３．１４ 〃

〃 花 王 製 品 徳 島 販 売 ㈱ 〃 Ｓ５５．９．２ 〃

〃 ㈲ 三 恭 紙 器 〃 〃 〃

〃 ㈱ 板 久 〃 Ｓ５５．９．３

〃

〃

〃 福 山 通 運 ㈱ 〃 〃 〃

〃 富 士 ス ト レ ー ト ㈱ 〃 Ｓ５５．１１．２１ 〃

〃 森 正 工 芸 ㈱ 〃 Ｓ５６．３．４ 〃

〃 ㈱ 新 居 伝 〃 Ｓ５７．７．２ 〃

〃 ㈲ 田 伏 銘 木 家 具 〃 Ｓ６１．９．２２ 〃

〃 ㈱ 岡 田 組 〃 Ｓ６１．９．２５ 〃

〃 ㈲ 昭 和 銘 木 〃 Ｓ６１．９．２９ 〃

〃 ㈲ 一 福 〃 Ｈ１３．５．１７ 〃
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 住 民 団 体

市 町 村 名 企 業 名 所 在 地 締結年月日 備 考

周 辺 住 民 ㈱ 廃 棄 物 処 理 工 場 徳 島 市 Ｓ４６．１０．１１ 協 定 書

〃 新 日 本 木 工 ㈱ 〃 Ｓ５２．６．１３ 覚 書

〃 鈴 江 養 鶏 〃 Ｓ５６．１２．２３ 約 定 書

南 矢 三 町３丁 目 町 内 会 阿 波 製 紙 ㈱ 〃 Ｓ５９．９．２１ 契 約 書

東 野 町 内 会 ㈲ 藤 本 仏 壇 工 場 〃 Ｓ６０．９．１０ 念 書

周 辺 農 家 丸 山 重 一 〃 Ｓ６１．７．１０ 覚 書

入 田 町 内 連 合 会 協同組合テクノ月の宮 〃 Ｈ１．９．２７ 協 定 書

大 津 町 備 前 島 村 総 代 更 眞 自 動 車 鳴 門 市 Ｓ５０．３．５ 覚 書
木津土地改良区木津神地区
社 会 福 祉 協 議 会 徳 島 合 材 ㈱ 〃 Ｓ５３．３．６ 〃

〃 山 樋 石 材 ㈱ 〃 Ｓ５３．９．２７ 〃

大 津 町 段 関 地 区 総 代 仲 野 産 業 ㈱ 〃 Ｓ６１．７．１５ 〃

横 須 協 議 会 住 友 林 業 ク レ ス ト ㈱ 小 松 島 市 Ｓ４８．１２．１０ 〃

〃 ニ ホ ン フ ラ ッ シ ュ 〃 〃 〃

和 田 島 漁 業 協 働 組 合 小松島市外３町村衛生組合 〃 Ｓ５３．１０．２４ 協 定

白水公害防止対策委員会 ㈱ 鈴 江 組 市 場 町 Ｈ１．７．１８ 覚 書

日開谷地区環境保全対策協議会 ㈱ 西 村 建 設 〃 Ｈ１．４．２０ 〃

ヤ カ エ 用 水 組 合 ㈲ 石 井 養 豚 セ ン タ ー 〃 Ｈ３．２．２１ 〃

渋 毛 東 支 部 ㈲ 野 田 製 作 所 土 成 町 Ｈ４．８．２０ 〃

北 岡 実 行 組 和 晃 建 設 ㈱ 阿 波 町 Ｈ６２．２．２０ 〃

環 境 を 守 る 会 エコシステムジャパン㈱ 三 好 町 Ｈ１０．９．１８ 協 定 書

周 辺 住 民 日 本 ゴ ル フ 振 興 ㈱ 山 城 町 Ｈ１２．１２．２５ 〃

周 辺 住 民 明 和 ク リ ー ン 〃 Ｈ１２．７．２０ 〃

市 町 村 名 企 業 名 所 在 地 締結年月日 備 考

板 野 町 協 和 金 属 ㈱ 板 野 町 Ｈ１．５．１５ 協 定 書

〃 ㈱ 三 ツ 星 電 気 製 作 所 〃 Ｈ２．２．２１ 〃

〃 ㈱ ダ イ ロ ッ ク 〃 〃 〃

〃 富 士 フ ァ ニ チ ャ ㈱ 〃 Ｈ２．８．２０ 〃

〃 ㈱ ミ ル キ ー ウ ェ イ 〃 Ｈ ２．３．８ 〃

〃 徳 島 産 業 ㈱ 〃 Ｈ８．８．２７ 〃

〃 大 塚 製 薬 ㈱ 徳 島 板 野 工 場 〃 Ｈ９．６．２４ 〃

〃 テ ッ ク 情 報 ㈱ 〃 Ｈ１０．６．３０ 〃

上 板 町 吉 野 木 工 上 板 町 Ｓ４６．３．１２ 〃

〃 ㈱ 南 海 ゴ ム 上 板 工 場 〃 Ｓ４７．５．１ 〃

〃 阿 讃 開 発 〃 Ｓ４８．８．６ 〃

〃 光 食 品 ㈱ 〃 Ｈ８．１０．２４ 〃

土 成 町 板 野 西 部 畜 産 組 合 土 成 町 Ｓ５９．８．２０ 〃

〃 ㈱ 徳 島 住 建 〃 Ｓ６０．４．１５ 〃

市 場 町 成 井 農 村 ㈱ 市 場 町 Ｈ４．１０．２１ 〃

山 城 町 明 和 ク リ ー ン 山 城 町 Ｈ８．９．２４ 〃

〃 日 本 ゴ ル フ 振 興 ㈱ 〃 Ｈ３．２．６ 〃

穴 吹 町 ㈲ サ ン ・ ト レ イ ド 穴 吹 町 Ｈ６．３．１０ 〃

参
考
資
料

－ 213 －－ 213 －



５ 環境基準一覧
� 大気の汚染に係る環境基準

（昭和４８年環境庁告示第２５号、昭和５６年環境庁告示第４７号改正、昭和５３年環境庁告示第３８号改正、平成１３年環境省告示第３０号改正）

� 水質汚濁に係る環境基準
ア 人の健康の保護に関する環境基準

（昭和４６年環境庁告示第５９号、平成５年環境庁告示第１６号改正、平成７年環境庁告示第１７号改正、平成１０年環境庁告示第１５号改正、平

成１１年環境庁告示第１４号改正）

項 目 基 準 値 備 考

二 酸 化 い お う １時間値の１日平均値が０．０４ppm以下であり、かつ、１
時間値が０．１ppm以下であること。 １ 浮遊粒子状物資とは、大気中に

浮遊する粒子状物質であって、
その粒径が１０µm以下のものをい
う。

２ 光化学オキシダントとは、オゾ
ン、パーオキシアセチルナイト
レートその他の光化学反応によ
り生成される酸化性物質（中性
ヨウ化カリウム溶液からヨウ素
を遊離するものに限り、二酸化
窒素を除く。）をいう。

一 酸 化 炭 素 １時間値の１日平均値がl０ppm以下であり、かつ、１時
間値の８時間平均値が２０ppm以下であること。

浮 遊 粒 子 状 物 質 １時間値の１日平均値が０．１０㎎/�以下であり、かつ、
１時間値が０．２０㎎/�以下であること。

二 酸 化 窒 素 １時間値の１日平均値が０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン
内またはそれ以下であること。

光化学オキシダント １時間値が０．０６ppm以下であること。

ベ ン ゼ ン １年平均値が０．００３㎎/�以下であること。

トリクロロエチレン １年平均値が０．２㎎/�以下であること。

テトラクロロエチレン １年平均値が０．２㎎/�以下であること。

ジ ク ロ ロ メ タ ン １年平均値が０．１５㎎/�以下であること。

項 目 名 基 準 値 備 考

カドミウム ０．０１㎎/�以下 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに
係る基準値については、最高値とする。

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げ
る方法により測定した場合において、その結果が該
当方法の定量限界を下回ることをいう。

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適
用しない。

４ 硝酸性室索及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業
規格４３．２．１、４３．２．３又は４３．２．５により測定さ
れた硝酸イオンの濃度に換算係数０．２２５９を乗じたも
のと規格４３．１により測定された亜硝酸イオンの濃
度に換算係数０．３０４５を乗じたものの和とする。

全シアン 検出されないこと

鉛 ０．０１㎎／�以下
六価クロム ０．０５㎎／�以下
ヒ素 ０．０１㎎／�以下
総水銀 ０．０００５㎎／�以下
アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン ０．０２㎎／�以下
四塩化炭素 ０．００２㎎／�以下
１，２－ジクロロエタン ０．００４㎎／�以下
１，１－ジクロロエチレン ０．０２㎎／�以下
シス－１，２ジクロロエチレン ０．０４㎎／�以下
１，１，１－トリクロロエ夕ン １㎎／�以下
１，１，２－トリクロロエ夕ン ０．００６㎎／�以下
トリクロロエチレン ０．０３㎎／�以下
テトラクロロエチレン ０．０１㎎／�以下
１，３－ジクロロプロペン ０．００２㎎／�以下
チウラム ０．００６㎎／�以下
シマジン ０．００３㎎／�以下
チオベンカルブ ０．０２㎎／�以下
ベンゼン ０．０１㎎／�以下
セレン ０．０１㎎／�以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０㎎／�以下
ふっ素 ０．８㎎／�以下
ほう素 １㎎／�以下
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イ 生活環境の保全に関する環境基準

（昭和４６年環境庁告示第５９号、平成５年環境庁告示第６５号改正、環境庁告示第１７号改正）

�ア 河 川

ａ 河 川（湖沼を除く）

� １．自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２．水 道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３．水 産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及びに水産３級の水産生物用
〃 ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４．工業用水 １級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 ３級：特殊の浄水操作を行うもの

５．環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

項
目

類
型

利用目的の適応性
基 準 値

該当水域
水素イオン濃度
（ｐＨ）

生物化学的酸素要求量
（ＢＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ） 大腸菌群数

ＡＡ

水道１級
自然環境保全及び
Ａ以下の欄に掲げ
るもの

６．５以上

８．５以下
１㎎／�以下 ２５㎎／�以下 ７．５㎎／�以上

５０ＭＰＮ

／１００�以下

水域類型ご

とに指定す

る水域

Ａ

水道２級
水産１級
水浴及びＢ以下の
欄に掲げるもの

６．５以上

８．５以下
２㎎／�以下 ２５㎎／�以下 ７．５㎎／�以上

１，０００ＭＰＮ

／１００�以下

Ｂ

水道３級
水産２級
及びＣ以下の欄に
掲げるもの

６．５以上

８．５以下
３㎎／�以下 ２５㎎／�以下 ５㎎／�以上

５，０００ＮＰＮ

／１００�以下

Ｃ

水産３級
工業用水１級
及びＤ以下の欄に
掲げるもの

６．５以上

８．５以下
５㎎／�以下 ５０㎎／�以下 ５㎎／�以上 －

Ｄ

工業用水２級
農業用水
及びＥの欄に掲げ
るもの

６．０以上

８．５以下
８㎎／�以下 １００㎎／�以下 ２㎎／�以上 －

Ｅ
工業用水３級

環境保全

６．０以上

８．５以下
１０㎎／�以下

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと

２㎎／�以上 －

備 考
１ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度６．０以上７．５以下、溶存酸素量５㎎／�以上とする（湖沼もこれに準ずる）。

参
考
資
料
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ｂ 湖沼（天然湖沼及び貯水量１，０００万立方メートル以上の人工湖）

�ａ

� １ 自然環境保全：自然探勝等の環境の保全
２ 水 道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３ 水 産 １級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

４ 工業用水 １級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

�ｂ

� １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水 道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄

水操作を行うものをいう。）

項
目

類
型

利用目的の適応性
基 準 値

該当水域
水素イオン濃度
（ｐＨ）

化学的酸素要求量
（ＣＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ） 大腸菌群数

ＡＡ

水道１級水産１級
自然環境保全
及びＡ以下の欄に
掲げるもの

６．５以上

８．５以下
１㎎／�以下 １㎎／�以下 ７．５㎎／�以上

５０ＭＰＮ

／１００�以下

水域類型ご

とに指定す

る水域

Ａ

水道２、３級
水産２級
水浴
及びＢ以下の欄に
掲げるもの

６．５以上

８．５以下
３㎎／�以下 ５㎎／�以下 ７．５㎎／�以上

１，０００ＭＰＮ

／１００�以下

Ｂ

水道３級
工業用水１級
農業用水
及びＣの欄に掲げ
るもの

６．５以上

８．５以下
５㎎／�以下 １５㎎／�以下 ５㎎／�以上 －

Ｃ
工業用水２級

環境保全

６．０以上

８．５以下
８㎎／�以下

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと

２㎎／�以上 －

備 考
水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

項
目

類
型

利 用 目 的 の 適 応 性
基 準 値

該当水域
全 窒 素 全 燐

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの ０．１㎎／�以下 ０．００５㎎／�以下

水域類型ご

とに指定す

る水項或

Ⅱ 水道１、２、３級（特殊なものを除く。）水産１種、水浴及び
Ⅲ以下の欄に掲げるもの ０．２㎎／�以下 ０．０１㎎／�以下

Ⅲ 水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの ０．４㎎／�以下 ０．０３㎎／�以下

Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの ０．６㎎／�以下 ０．０５㎎／�以下

Ⅴ
水産３種
工業用水
農業用水
環境保全

１㎎／�以下 ０．１㎎／�以下

備 考
１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素
の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。

３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
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３ 水 産 １種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
〃 ２種：ワカサギ等の水産生物用及びに水産３種の水産生物用
〃 ３種：コイ、フナ等の水産生物用

４ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

�イ 海 域

ａ

� １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水 産 １級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

〃 ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用
３ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

ｂ

� １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２ 水 産 １種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 ２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
〃 ３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項
目

類
型

利用目的の適応性
基 準 値

該当水域
水素イオン濃度
（ｐＨ）

化学的酸素要求量
（ＣＯＤ）

溶存酸素量
（ＤＯ） 大腸菌群数

ｎ―ヘキサン
抽 出 物 質
（油分等）

Ａ

水産１級
水浴
自然環境保全
及びＢ以下の欄に
掲げるもの

７．８以上

８．３以下
２㎎／�以下 ７．５㎎／�以上

１，０００ＭＰＮ

／１０�以下
検出されない

こと。

水域類型ご

とに指定す

る水域

Ｂ

水産２級
工業用水
及びＣの欄に掲げ
るもの

７．８以上

８．３以下
３㎎／�以下 ５㎎／�以上 －

検出されない

こと。

Ｃ 環境保全
７．０以上

８．３以下
８㎎／�以下 ２㎎／�以上 － －

備 考
水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数７０ＭＰＮ／１００�以下とする。

項
目

類
型

利 用 目 的 の 適 応 性
基 準 値

該当水域
全 窒 素 全 燐

Ⅰ
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種
を除く。）

０．２㎎／�以下 ０．０２㎎／�以下

水域類型ご

とに指定す

る水域

Ⅱ
水産１種
水浴
及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。）

０．３㎎／�以下 ０．０３㎎／�以下

Ⅲ 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除く。） ０．６㎎／�以下 ０．０５㎎／�以下

Ⅳ
水産３種工業用水
生物生息環境保全

１㎎／�以下 ０．０９㎎／�以下

備 考
１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

参
考
資
料
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 土壌の汚染に係る環境基準

（平成３年環境庁告示第４６号、平成６年環境庁告示第２５号改正、平成７年環境庁告示第１９号改正、平成１０年環境庁告示２１号改正、
平成１３年環境省告示第１６号改正）

� 地下水の水質汚濁に係る環境基準
（平成９年環境庁告示第１０号、平成１０年環境庁告示第２３号改正、平成１１年環境庁告示第１６号改正）

項 目 基 準 値 備 考

カ ド ミ ウ ム 検液１�につき０．０１㎎以下であり、かつ、農用地にお
いては、米１ｋｇにつき１㎎未満であること。 １ 環境上の条件のうち検液中濃度に

係るものにあっては付表に定める
方法により検液を作成し、これを
用いて測定を行うものとする。

２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒
素、総水銀、セレン、ふっ素及び
ほう素に係る環境上の条件のうち
検液中濃度に係る値にあっては、
汚染土壌が地下水面から離れてお
り、かつ、原状において当該地下
水中のこれらの物質の濃度がそれ
ぞれ地下水１�につき０．０１㎎、０．０１
㎎、０．０５㎎、０．０１㎎、０．００５．㎎、０．０１
㎎、０．８㎎及び１㎎を超えていない
場合には、それぞれ検液１�につ
き０．０３㎎、０．０３㎎、０．１５㎎、０．０３
㎎、０．００１５㎎、０．０３㎎、２．４㎎及 び
３㎎とする。

３ 「検液中に検出されないこと」とは、
測定方法の欄に掲げる方法により
測定した場合において、その結果
が当該方法の定量下限を下回るこ
とをいう。

４ 有機燐とは、バラチオン、メチル
バラチオン、メチルジメトン及び
ＥＰＮをいう。

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。
有 機 燐 検液中に検出されないこと。

鉛 検液１�につき０．０１㎎以下であること。
六 価 ク ロ ム 検液１�につき０．０５㎎以下であること。
ヒ 素 検液１�につき０．０１㎎以下であり、かつ、農用地（田に限

る。）においては、土壌１ｋｇにつき１５㎎未満であること。

総 水 銀 検液１�につき０．０００５㎎以下であること。
ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。
Ｐ Ｃ Ｂ 検液中に検出されないこと。

銅 農用地（田に限る。）においては、土壌１ｋｇにつき１２５
㎎未満であること。

ジ ク ロ ロ メ タ ン 検液１�につき０．０２㎎以下であること。
四 塩 化 炭 素 検液１�につき０．００２㎎以下であること。
１、２－ジクロロエタン 検液１�につき０．００４㎎以下であること。
１、１ージクロロエチレン 検液１�につき０．０２㎎以下であること。
シス－１、２ジクロロエチレン 検液１�につき０．０４㎎以下であること。
１、１、１－トリクロロエタン 検液１�につき１㎎以下であること。
１、１、２－トリクロロエタン 検液１�につき０．００６㎎以下であること。
トリクロロエチレン 検液１�につき０．０３㎎以下であること。
テトラクロロエチレン 検液１�につき０．０１㎎以下であること。
１、３－ジクロロブロベン 検液１�につき０．００２㎎以下であること。
チ ウ ラ ム 検液１�につき０．００６㎎以下であること。
シ マ ジ ン 検液１�につき０．００３㎎以下であること。
チ オ ベ ン カ ル ブ 検液１�につき０．０２㎎以下であること。
ベ ン ゼ ン 検液１�につき０．０１㎎以下であること。
セ レ ン 検液１�につき０．０１㎎以下であること。
ふ っ 素 検液１�につき０．８㎎以下であること。
ほ う 素 検液１�につき１㎎以下であること。

項 目 基 準 値 備 考
カ ド ミ ウ ム ０．０１㎎／�以下 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シ

アンに係る基準値については、最高値とする。

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄
に掲げる方法により測定した場合において、
その結果が当該方法の定量限界を下回ること
をいう。

３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日
本工業規格４３．２．１、４３．２．３又は４３．２．５
により測定された硝酸イオンの濃度に換算係
数０．２２５９を乗じたものと規格４３．１により測
定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数
０．３０４５を乗じたものの和とする。

全 シ ア ン 検出されないこと
鉛 ０．０１㎎／�以下

六 価 ク ロ ム ０．０５㎎／�以下
ヒ 素 ０．０「㎎／�以下
総 水 銀 ０．０００５㎎／�以下
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと
Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと
ジ ク ロ ロ メ タ ン ０．０２㎎／�以下
四 塩 化 炭 素 ０．００２㎎／�以下
１、２－ ジ ク ロ ロ エ タ ン ０．００４㎎／�以下
１、１－ジクロロエ チレン ０．０２㎎／�以下
シス－１、２ジクロロエチレン ０．０４㎎／�以下
１、１、１－トリクロロエタン １㎎／�以下
１、１、２－トリクロロエタン ０．００６㎎／�以下
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０３㎎／�以下
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン ０．０１㎎／�以下
１、３－ジクロロブ ロペン ０．００２㎎／�以下
チ ウ ラ ム ０．００６㎎／�以下
シ マ ジ ン ０．００３㎎／�以下
チ オ ベ ン カ ル ブ ０．０２㎎／�以下
ベ ン ゼ ン ０．０「㎎／�以下
セ レ ン ０．０１㎎／�以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０㎎／�以下
ふ っ 素 ０．８㎎／�以下
ほ う 素 １㎎／�以下
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� 騒音に係る環境基準

ア 環 境 基 準 （平成１０年環境庁告示第６４号、平成１２年環境庁告示第２０号改正）

�１ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
２ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
３ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
４ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

（備考）車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道の部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接

する空間については、上表にかかわらず、特例と

して右表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。

道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては４車線以上の区間に限る。

一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自動車専用道路。

（参考） （平成１１年徳島県告示第１７６号、平成１３年徳島県告示第１６３号改正、平成１３年徳島県告示第２２９号改正）

� 都市計画法の用途地域及び団地造成地のうち、Ａ類型には専ら住居の用に供される地域、Ｂ型には主として住居の供される
地域、Ｃ類型には相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域をあてはめています。

イ 航空機騒音に係る環境基準

（昭和４８年環境庁告示第１５４号、平成５年環境庁
告示第９１号改正）

地域の類型
基 準 値

昼間（午前６時から午後１０時まで） 夜間（午後１０時から翌日の午前６時まで）

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

地 域 の 区 分
基 準 値

昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下
Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

基 準 値

昼 間 夜 間

７０デシベル以下 ６５デシベル以下

地域の類型 指 定 地 域

Ａ

徳島市、鳴門市、小松
島市、阿南布、石井町、
那賀川町、羽ノ浦町、
日和佐町、松茂町、北
島町、鴨島町、池田町

左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種低層
住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域及び第２種中
高層住居専用地域並びに次に挙げる住居集合地域（丈六団地、東急しらさぎ台、市
営応神団地等、市営不動団地等、富吉団地等（以上徳島市）、市営矢倉団地、リュー
ネの森等（以上鳴門市）、あすみが丘団地（羽ノ浦町）、北島グリーンタウン（北島町））

Ｂ 同上 左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種住居
地域、第２種住居地域及び準住居地域。

Ｃ 同上 左記４市８町の区域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地
域、商業地域、準工業地域及び工業地域

地域の類型 基準値（単位ＷＥＣＰＮＬ）

Ⅰ ７０以下

Ⅱ ７５以下

媒 体 基 準 値

大 気 ０．６ｐｇ－ＴＥＱ／�以下（年平均値）
水 質 ｌｐｇ－ＴＥＱ／�以下（年平均値）
底 質 １５０pg－ＴＥＱ／�以下
土 壌 １，０００pgＴＥＱ／�以下

参
考
資
料

�１．１をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、
Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を
保全する必要がある地域とする。

２．各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

� ダイオキシン類に係る環境基準

（平成１１年環境庁告示第６８号、平成１４年環境省
告示第４６号改正）

� 底質の環境基準については、平成１４年９月１日から適用
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６ 環境用語の解説

あ

赤潮 海域における富栄養化現象のひとつで、海中の微

少な生物（主に植物プランクトン）の異常増殖により、

海面が赤色、赤褐色に変わる現象をいう。主に夏期に多

発し、魚介類のえらをつまらせたり、酸素欠乏状態にさ

せるなどの悪影響を及ぼす。

悪臭物質 特有のにおいを持っている化合物は４０万種に

も達するといわれているが、悪臭を発生する物質を化学

的にみると、窒素や硫黄を含む化合物のほか、低級脂肪

酸などがあげられる。悪臭防止法では２２の物質を規制物

質として定めている。環境省では、現在指定されている

悪臭物質以外の悪臭物質の追加指定についても調査検討

を行っている。

愛鳥週間 ５月１０日から１６日の１週間。この期間がちょ

うど野鳥の繁殖期間にあたるため、この週間行事を通じ

て、野鳥に対する愛鳥の精神を普及しようとするもので

ある。

アイドリング 自動車が停止しており、エンジンが動い

ている状態をいう。不要なアイドリングは無駄な燃料

が消費され、ＮＯｘ等を含むガスが排出されるため大気

汚染の原因となっている。

アジェンダ２１ １９９２年６月、ブラジルのリオ・デ・ジャ

ネイロで開催された地球サミットにおいて採択された２１

世紀に向けての持続可能な開発のための人類の行動計画。

この中で、政府をはじめとする様々な社会構成主体が、

２１世紀に向けて、ともに連携しつつ、着実に実施に移し

ていくべき様々な課題が４０章にわたり具体的に整理され

ている。この中には地方公共団体がローカルアジェンダ

２１を策定すべきとの記載もなされている。

アスベスト 石綿ともいわれる天然の繊維状鉱物。建築

物の断熱材や吸音材、自動車のブレーキライニングに使

われてきたが、発がん性があることから、その使用は控

えられるようになった。しかし、古い建築物の解体工事

に伴う粉じんが問題になっている。

ＩＳＯ１４００１シリーズ ＩＳＯ（International Organiza-

tion for Standardization :国際標準化機構、本部：スイス

のジュネーブ）は、１９４７年に設立された、電気関係を除

く標準化のための非政府組織で、世界１３５か国が加盟し

ている。

ＩＳＯ１４０００シリーズは、ＩＳＯが作成を進めている

「環境に配慮した企業活動の進め方の基準」に関する一

連の規格で、平成８年９月１日以降１９の規格が発行され

ている。

い

硫黄酸化物（ＳＯｘ） 石油や石炭などの硫黄分を含ん

だ燃料の燃焼により発生する二酸化硫黄（ＳＯ２）、三酸

化硫黄（ＳＯ３）、硫酸ミストなどの硫黄酸化物の総称。

大気汚染の主役と考えられているものの大部分を占めて

いる二酸化硫黄は、呼吸器への悪影響があり、四日市ぜ

んそくなどの原因となったことで知られる。

一酸化炭素（ＣＯ） 主に可燃物中の炭素が不完全燃焼

により酸素と化合したもの。主な発生源は自動車であり、

炭素を含む燃料が不完全燃焼することによって発生する。

血液中のヘモグロンビンと結合して、血液の酸素輸送を

阻害し、細胞での酸素利用を低下させる。

一般環境大気測定局 大気汚染防止法第２２条に基づき、

大気汚染の状況を常時監視している測定局のこと。

飲料水 飲料に適している水。水道水は水道法に基づき、

水質基準が定められている。

う

ウィーン条約 正式には「オゾン層保護のためのウィー

ン条約」という。１９８５年３月、オーストリアのウィーン

において採択され、８８年９月に発効した。オゾン層を保

護するために、５種の特定フロンと３種のハロンの生産

量及び消費量の段階的削減、開発途上国に対する特別の

配慮などについて規定されている。わが国は１９８８年９月

に加盟した。

上乗せ基準 汚濁物質等の排出の規制に関して、都道府

県が条例で定める基準であって、国が定める基準よりも

厳しいものをいう。

なお、いわゆる「上乗せ」は、基準値そのものを厳し

くするもののほか、規制対象施設の範囲を広げるもの、

規制対象項目を広げるもの（「横だし」と呼ばれる。）を

も含めて使われる場合がある。

え

エコショップ（環境にやさしい店） 資源の節約、リサ

イクル活動、環境保全型商品の販売など、「環境にやさ

しい」様々な活動を行っている県内の小売店、事業所、

団体、企業などで、県によって設定されたもの。

エコ・ステーション 電気自動車に電気を供給する充電

設備や、天然ガス自動車に天然ガスを供給する充電設備

など、低公害車に燃料を供給する設備を設置している施

設。

エコタウン 廃棄物ゼロをめざす「ゼロエミッション構

想」を基本構想として位置づけ、個々の地域におけるこ

れまでの産業集積を活かした環境関連産業の創出及び地

域振興等を目的として行われる、既存の枠にとらわれな
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い「まちづくり」のことをいう。

エコマーク 環境保全を支援する商品開発の促進を目的

として、�日本環境協会が実施する環境保全型商品推進
事業のシンボルとして図案化されたもの。「わたしたち

の手で地域を、環境を守ろう」との気持ちを表している。

エコロジー 生物集団間及びそれを取りまく無機的環境

との関連を研究する学問。日本語では「生態学」と訳さ

れる。エネルギーや物質循環などの環境要因もその研究

対象とされ、最近では自然科学的分野のみならず、社会

科学的分野及び人文科学的分野からのアプローチも求め

られており、生物学の一分野として捉えきれない学際的

な学問領域として発展してきている。

エコロジー運動 人間の生態系の一部であるという観点

から、自然環境と共生する生活や社会を構築することを

目的とした運動。これには、自然保護や公害防止は言う

までもなく、食品安全やリサイクル運動、省エネ・省資

源活動などをも含む。

塩化水素 刺激臭を持つ無色の気体で、水によく溶ける

が、この溶けたものが塩酸である。ガス状塩化水素は粘

膜を刺激し、炎症を起こさせる。大気汚染防止法の有害

物質及び特定物質に定められている。

塩水化 地下水の揚水によって、地下水位が平均海水面

以下に下がった場合に、海水が陸地内に進入する現象。

お

オキシダント（Ｏｘ） 大気中の窒素酸化物、炭化水素

等が紫外線により化学反応をおこして生成されるオゾン、

アルデヒド、ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）、

過酸化物等の酸化性物質の総称である。光化学スモッグ

の原因物質であり、濃度が高くなると目やのどに刺激を

感じたり、頭痛がする。

屋上緑化 ビルの屋上に植物を植えて緑化すること。ヒ

ートアイランド現象の緩和策の一つとしても注目されて

いる。国も屋上緑化の推進を後押ししており、ビル・マ

ンションの敷地や屋上に緑地を作った場合に固定資産税

を軽減するなどの措置を講じている。

汚染者負担の原則（ＰＰＰ : Polluter Pays Principle）

ＰＰＰ : Polluter Pays Principleの欄を参照

オゾン層 地球上のオゾン（Ｏ３）の大部分は成層圏に

存在し、オゾン層と呼ばれている。オゾン層は太陽光に

含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し地球上の生物を

守っている。このオゾン層が近年、フッ素化合物などの

人工化学物質によって破壊されていることが明らかにな

ってきた。フッ素化合物（総称フロン）は冷蔵庫、エア

コンの冷媒、電子部品製造時の洗浄剤、スプレーの噴射

剤に使用されてきたが、使用後、大気中に放出されると、

対流圏では分解されず、成層圏に到達し、太陽光により

分解されるが、その際に生ずる塩素原子がオゾンを破壊

する。

フロンと同様にオゾンを破壊するものに消火剤用ハロ

ン、洗剤用トリクロロエタン、それに四塩化炭素などが

ある。オゾン層の破壊により増加する紫外線はＵＶ－Ｂ

（２８０～３２０㎜）である。この紫外線はエネルギー量は少

ないが、人間の健康に大きな悪影響を及ぼす。例えば白

内障、皮膚ガンの増加、皮膚免疫機能の低下などである。

植物に対しても成長阻害、葉の色素の形成阻害が起きる。

オゾン層保護法 正式には「特定物質の規制などによる

オゾン層の保護に関する法律」という。１９８８年５月、わ

が国において、ウィーン条約及びモントリオール議定書

の的確かつ円満な実施を確保するために制定された。

汚濁負荷量 水質の総量規制制度における指定地域内事

業場から公共用水域へ排出される水の指定項目で表した

汚濁の総量を言い、汚濁負荷量（㎏／�）＝水質（㎎／�）
×水量（�／日）×１０－３で表される。

汚泥 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製

造業の製造工程において生ずる泥状のものであって、有

機質の多分に混入した泥のみではなく、無機性のものも

含む。

温室効果ガス 大気中の微量ガスが地表面から放出され

る赤外線を吸収して宇宙空間に逃げる熱を地表面に戻す

ために、気温が上昇する現象を温室効果という。赤外線

を吸収する気体（温室効果ガス）には、二酸化炭素（炭

酸ガス）、フロン、メタンなどがある。

か

化学的酸素要求量（ＣＯＤ : Chemical Oxygen De-

mand） 水中の有機物質などが過マンガン酸カリウム

によって化学的に酸化・分解される際に消費される酸素

量。数値が大きくなるほど汚濁している。湖沼や海域の

水質汚濁の一般指標として用いられる。

化製場 獣畜の肉、皮、臓器等を原料として、皮革、油

脂、にかわ、肥料その他のものを製造するためにもうけ

られた施設。

活性汚泥 多数の好気性（呼吸時に酸素を必要とする）

バクテリア、原生動物などの生物を主体とする粘質の小

片（フロック）を含んだ汚泥をいい、有機物の吸着性、

分解性に優れ、また自体も沈殿しやすいため下水の生物

的処理に用いられ、この処理法を活性汚泥法という。

合併処理浄化槽 生活排水のうちし尿と雑排水を併せて

処理することができる浄化槽。これに対して、し尿のみ

を処理する浄化槽を単独処理浄化槽という。水質汚濁の

原因として生活排水の寄与が大きくなり、生活雑排水を
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未処理で放流する単独浄化槽に替わって、下水道の整備

等と並んで、合併浄化槽の普及が求められている。

カドミウム（Ｃｄ） 水質汚濁による「イタイイタイ

病」の原因物質であるといわれている重金属であり、長

期間にわたって大量に体内に入ると慢性中毒となり、骨

軟化症、機能低下を伴う肺障害（気腫）、胃腸障害、腎

臓障害を起こし、あるいは肝臓障害や血液変化（白血球

・赤血球の減少）がおこることもある。主な発生源は、

カドミウム精錬所、メッキ工場や電気機器工場などであ

る。

環境影響評価 開発行為が空気・水・土・生物等の環境

に及ぼす影響の程度と範囲、その防止策について、代替

案の比較検討を含め、事前に予測と評価を行い、地域住

民の意見を反映し、環境に与える影響を少なくするよう

にすることである。

環境会計 事業活動における環境保全のためのコストと

その活動により得られた効果を可能な限り定量的（貨幣

単位又は物量単位で表示）に把握（測定）、分析し、公

表するための仕組みのこと。

環境家計簿 日々の生活において環境に負荷を与える行

動や環境によい影響を与える行動を記録し、必要に応じ

て点数化したり、収支決算のように一定期間に集計を行

ったりするものである。家計簿で金銭を巡る家庭の活動

を把握し記録するのと同じように、「環境家計簿」によ

って、金銭では表せないものも含め、環境を巡る家庭の

活動を把握しようとするものである。自分の生活を点検

し、環境との関わりを再確認するための有効な試みであ

り、市民の手によって広がりつつある。

環境基準 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準。公害対策を進めていく

上で、行政上の目標として定められているものであり、

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定められ

ている。直接、工場等のばい煙や排水、騒音の発生を規

制する規制基準とは違う。また、国民の健康を適切に保

護できる、充分に安全性を見込んだ水準で定められてい

ることから、この基準を超えたからといって、すぐに健

康に悪い影響が表れるというものではない。水質に係る

環境基準には、「人の健康の保護に関する環境基準」「生

活環境の保全に関する環境基準」、騒音に係る環境基準

には、「騒音に係る環境基準」「新幹線鉄道騒音に係る

環境基準」「航空機騒音に係る環境基準」がある。

環境基本法 環境に関する分野について、国の政策の基

本的な方向を示す法律。平成５年１１月１９日に公布・施行

された。この環境基本法の制定により公害対策基本法は

廃止された。「環境の恵沢の享受と継承等」、「環境へ

の負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等」、「国

際的強調による地域環境保全の積極的推進」を３つの基

本理念とし、国や地方公共団体、事業者、国民の責務を

明らかにするとともに、諸施策等について記述されてい

る。

環境教育・環境学習 自然と人間活動の関わりについて

理解と認識を深め、責任のある行動がとれるよう国民の

学習を推進すること。

環境共生住宅 省資源や省エネルギーの活用等による

「地球環境の保全」、周辺の自然環境と親密に美しく調

和する「地球環境との親和性」、住み手が健康で快適に

生活できる「室内環境の健康・快適性」の３つの課題に

対応できるように配慮した住宅をいう。

国土交通省では、身近な住まいの面から地球環境問題

に取り組むため、「環境共生住宅」の研究及び建設を推

進している。

環境月間 昭和４８年から、毎年、６月５日からの１週間

を「環境週間」としていたが、平成３年からは、６月を

「環境月間」として環境省、関係省庁、地方公共団体、

民間団体等によって各種の普及啓発事業が行われている。

環境の日 環境基本法第１０条において、６月５日を「環

境の日」とすることが定められている。この日は、国連

の「世界環境デー」でもある。

環境白書（国） 環境基本法第１１条に基づき、毎年、閣

議決定を経て国会に提出される「環境の状況及び政府が

環境の保全に関して講じた施策」及び「政府が環境の状

況を考慮して講じようとする施策」の通称。環境白書で

は、毎年その時々の主要な課題を取り上げて環境問題を

分析するとともに、新たな環境政策の方向性について提

言を行っている。

環境放射線 人間の生活空間にある様々な放射線。これ

らの放射線には、宇宙線、大地及び食物からの自然放射

線と、エックス線利用、核実験及び原子力発電所等によ

る人工放射線の２種類がある。

環境保健サーベイランス 大気汚染による健康被害を未

然に防止するため、長期的かつ予見的観点をもって、地

域人口集団の健康状況と大気汚染との関係を定期的継続

的に観察すること。

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 組織が自ら環境

方針を設定し、計画を立案し（Plan）、それを実施・運

用 し（Do）、点 検・是 正 を 行 い（Check）、見 直 す

（Action）という一連の行為により、環境負荷の低減を

継続的に実施できる仕組みをいう。

緩傾斜護岸 河岸または堤防を流水や波浪による浸食か

ら防ぐ目的で設置される護岸のうち、特にその傾斜が緩

やかなもの。

緩傾斜護岸の設置により、人が水辺に近づきやすくな
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り、親水性の向上が期待できるとともに、水中において

は藻場など水生生物の生息空間が形成され、生物の増殖

や水質浄化にも役立つことが確認されている。

乾式測定法（紫外線吸収法） オゾンは波長２５４nm付近

の紫外線領域をもっともよく吸収する。試料に波長２５４

nm付近の紫外線を照射し、オゾンによって吸収される

紫外線の量を測定することでオゾン濃度を測定する方法。

官能試験 一般には人間の感覚を通して、対象物の評価

を行うことをいう。においの場合は嗅覚によって評価を

行うことで、悪臭や芳香の強さ、快・不快度、においの

質等を評価することができる。

き

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 地球温暖

化問題に対する公式の政府間の検討の場として、国連環

境計画（ＵＮＥＰ）と世界気象機関（ＷＭＯ）の共催に

より１９８８年１１月に設置された。地球温暖化に対する化学

的知見の充実、環境や社会経済に与える影響評価、対策

の方向などの検討を行っている。約１０００人にのぼる世界

中の科学者、専門家の参加による検討作業の結果、１９９５

年１２月に第二次評価報告書等をまとめ、地球温暖化対策

に必要な基礎的認識の形成に大きな役割を果たしている。

気候変動枠組条約 気候に対して危険な人為的な影響を

及ぼさないような水準に、大気中の温室効果ガス（二酸

化炭素など）の濃度を安定化させることを目的として、

地球温暖化に対する世界的な取組の枠組を設定するもの。

地球サミット中に日本を含む１５５か国が署名。平成６年

３月発効。

規制基準 工場等から排出される汚水、ばい煙及び発生

する騒音等についての限度を定めた基準であり、この数

値は、人体に影響を及ぼす限界あるいは農作物などい影

響を及ぼす限界などを考慮して定められ、具体的数値は

各法令に定められている。

規制地域 騒音規制法及び振動規制法においては、騒音

及び振動の発生を規制する地域を都道府県知事が指定す

るという指定地域制度をとっている。指定地域は、公法

上・行政上の規制を行うことにより、公害問題を公益的

な見地から解決する必要があると認められる地域のこと

である。

京都議定書 平成９年に京都で開催された気候変動枠組

条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）で採択された。先進

国に温室効果ガスを削減する数値目標の達成を義務づけ

るとともに、国際的に協調して、目標を達成するための

仕組みも導入した。

許容限度 自動車が一定条件で運行する場合に発生する

騒音の大きさの限度。道路交通騒音低減のための自動車

単体への規制である。環境大臣が許容限度を定め、国土

交通大臣は、車両の保全基準を定める法令・規制の中で

この限度値が守られるように考慮しなければならない。

近隣騒音 飲食店等の営業騒音、拡声器使用の商業騒音、

家庭の電化製品や楽器、ペットの鳴き声などが原因の生

活騒音を総称していう。特に生活騒音については、工場

騒音等と異なり規制が難しいことから、解決策として各

人の生活マナー向上や近隣への気遣いが不可欠である。

く

グラウンドワーク 住民・企業・行政が一体となって、

地域の環境を良くしていこうという、イギリスで生まれた

地域環境改善運動。

グリーン購入 商品やサービスを購入する際に、価格・

機能・品質等だけでなく『環境』の視点を重視し、環境

への負荷ができるだけ少ないものを選んで優先的に購入

すること。

グリーンコンシューマー 環境に配慮した商品を購入し、

使い捨てでなく循環型のライフスタイルを選択すること

や、企業に対し、環境を汚さない製品の生産や流通を促

す行動を起こしたり、行政に対し、環境対策を実施し法

律や条令の制定を宣言し、または進んで協力する消費者

のこと。

グリーン配送 荷主、発注者の立場から物品の配送業務

に環境への負荷の少ない車（低公害車、ガソリン自動車、

ＬＰＧ（液化プロパン）自動車、ＬＥＶ－６指定ディー

ゼル車など）の使用を求め、自動車排ガスによる環境負

荷の低減を図ろうとするもの。

クロム クロムの毒性が問題になるのは、六価クロム、

クロム酸及び重クロム酸の塩である。クロム酸は皮膚、

粘膜の腐食性が強く、体内に吸収されたクロムイオンは

細胞毒として作用する。

け

Ｋ値規制 大気汚染防止法において定められた硫黄酸化

物を排出するばい煙発生施設に対する排出基準。これは、

施設の排出口から排出された硫黄酸化物について、それ

が拡散したときの周辺の地上における濃度を考慮して排

出基準を定めるものであり、ｑ=Ｋ×１０－３Ｈｅ２ という

式で表される（ｑ：硫黄酸化物の量、Ｋ：地域ごとに定

められる値、Ｈｅ：補正された排出口の高さ）。

Ｋ値は地域ごとに定められており、施設が集合して設

置されている地域ほど規制が厳しく、その値も小さい。

下水道 生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図る

ため、一般家庭や事業所等から排出される汚水及び雨水

を排除するための管渠、ポンプ場及び汚水処理場から構
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成される施設を指す。

こ

公園計画 公園計画は、個々の自然公園について、それ

ぞれの特性に応じて、いかにして風景の保護を図りその

公園としての素質を保全するか、また、国民の自然休養

レクリエーションの場としてどのようにそれを利用させ

るかについて定める計画で、具体的には、公園の保護ま

たは利用のための、規制または施設に関する計画である。

公害 環境基本法でいう「公害」とは、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下の典型７

公害のことである。

公害防止管理者 「特定工場における公害組織の整備に

関する法律」に定められた特定工場において、公害の防

止に関する業務のうち技術的事項を管理する者。事業内

容が、①製造業、②電気供給業、③ガス供給業、④熱供

給業のいずれかの業種に属する特定工場を設置している

者は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、

粉じん発生施設、振動発生施設及びダイオキシン類発生

施設の区分ごとに、それぞれ異なる公害防止管理者を選

任しなければならない。

公害防止協定 公害防止の一つの手段として、地方公共

団体又は住民と企業の間に締結される協定。これは、法

令の規制基準を補完し、地域に応じた公害防止の目標値

の設定、具体的な公害対策の明示等を内容とし、法律や

条例の規定と並ぶ有力な公害防止対策の手段として広く

利用されている。

光化学スモッグ 大気中の窒素酸化物や炭化水素は、太

陽からの強い紫外線を受けて光化学反応を起こし、オゾ

ン、ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）、アル

デヒド類などの酸化性物質となるが、これらを総称して

オキシダントと呼ぶ。これらの物質からできたスモッグ

が光化学スモッグであり、日差しが強く、気温が高く、

風に弱い日中に発生しやすくなる。粘膜への刺激、呼吸

器への影響など人に対する影響のほか、農作物などの植物

に影響を与える。

公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域など広く一般

の利用に解放された水域及びこれらに接続する下水路、

用水路等公共の用に供する水域。

国定公園 国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地であ

って、都道府県の申し出により、環境大臣が自然環境保

全審議会の意見を聞いて指定するもの。

平成１２年３月現在、５５の国定公園、１，３４３，１８１ヘクタ

ールが指定されている。

国立公園 わが国の風景を代表するに足りる傑出した自

然の風景地であって、環境大臣が自然環境保全審議会の

意見を聞いて指定するもの。

日本の国立公園制度は昭和６年の国立公園法の制定を

もって発足しており、昭和９年に第１号の国立公園とし

て瀬戸内海、雲仙、霧島が指定された。昭和３２年に国立

公園法が自然公園法が改正され、現在の自然公園体系が

確立している。平成１２年３月現在、２８の国立公園、

２，０４６，５０８ヘクタールが指定されている。

交通需要マネジメント（ＴＤＭ） 時間、経路、交通手

段の選択や自動車の利用方法などの交通行動を変更する

ことにより、都市または地域レベルの道路交通混雑を緩

和する手法の体系のことで、円滑な交通の実現により、

地域の活性化、環境の改善なども図られる。

国連環境計画（ＵＮＥＰ） １９７２年にストックホルム会

議で開催された「人間環境宣言」及び「国連国際行動計

画」を実施に移すため、１９７２年１２月の国連総会会議によ

り発足した国連機関。本部はケニアのナイロビにある。

国連の諸機関が実施している環境に関する活動を総合的

に調整、管理し、他の国連機関が実施していない環境問

題に関して触媒的機能を果たし、推進していくことを目

的としている。

コージェネレーション 発電と同時に発生した廃熱も利

用して、給湯・暖房などに行うエネルギー供給システム。

従来の発電システムでのエネルギー利用効率は４０％程度

で、残りは排熱として失われていたが、コージェネレー

ションシステムでは最大８０％まで高められる。これまで

は紙パルプ、石油化学産業などで導入されていたが、最

近ではオフィスビルや病院、ホテル、スポーツ施設など

で導入されつつある。

個体群 ある空間を占める同種個体群の集まり、便宜的

に、任意に区切られた地域内の個体の集まりや、特定の

発育ステージのものだけの集団を、個体群ということも

ある。

こどもエコクラブ 地域において環境に関する活動を行

う小・中学生のグループの総称。全国の小・中学生の継

続的な環境活動を支援するため、環境省が平成７年度か

ら委託事業で始めた。

コミュニティプラント 市町村がし尿及び生活排水を地

域ぐるみで集合的に処理するための施設。

さ

最確数（ＭＰＮ : Most Probable Number）／１００ml 大

腸菌数などを調べる場合、直接数をかぞえずに、統計的

確率から割り出した「大腸菌群数最確数表」を使って大

腸菌群数を読みとるが、それを１００ml中の数として表し

たもの。

最終処分場 廃棄物を埋立て処分するために必要な場所
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及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物の最終処分場

には、①しゃ断型（有害廃棄物を処分できる埋立て場で

あり、コンクリートの厚さが１５㎝以上又はこれ以上のし

ゃ断効力を有する外周仕切設備が備わったもの）、②安

定型（廃プラスティック類、ゴムくず、金属くず、ガラ

スくず、建築廃材のように性状が安定しているものを処

分できる埋立て場であり、流出防止のため擁壁、えん堤

等が備わったもの）、③管理型（しゃ断型処分場及び安

定処分場で処理できる廃棄物以外の汚泥、ばいじん等を

処分できるもの）の３種類がある。

再生紙 ＯＡ化の進行とともにオフィスから排出される

紙ごみが増加し、焼却炉の過負荷が問題となっており、

自治体や企業の中には古紙回収・再生紙利用を積極的に

進めるところも出てきた。最近では、ＯＡ用の再生紙も

出てきて、品質は向上してきているが、まだ問題は残っ

ている。人手不足から回収業者が減ってきており、再生

紙の利用を増やすには、効率的な古紙回収システムの整

備等を進め、コストの低減を図ることが望まれている。

砂漠化 人間活動が、乾燥地域、半乾燥地域及び乾燥し

た半湿潤地域の水資源や土壌、植生などに影響を与える

こと。１９７７年の国連砂漠化防止会議（ＵＮＣＯＤ）の報

告によると、毎年、世界では四国と九州を合わせた面積

の土地が砂漠化により失われているという。

産業廃棄物マニフェストシステム 産業廃棄物処理業者

による不法投棄を防止するため、産業廃棄物の排出者が、

有害廃棄物処理、処分場までのプロセスをチェックする

システムのこと。１９９０年度から旧厚生省（現環境省）の

指導によって進められた。産業廃棄物は、収集運搬業者

から専門処分業者に流れており、従来、排出業者のほと

んどは、その末端までの処分状況を把握していなかった。

なお、平成１２年の法律改正により、平成１３年４月より、

最終処分を記載した写しの送付を受けることにより、最

終処分の終了を確認することを目的として産業廃棄物マ

ニフェストシステム制度が強化された。

サンゴ礁 サンゴの一種である造礁性サンゴ類を主とす

る石灰質の微生物の遺骸が堆積してできた石灰岩の岩礁。

サンゴ礁は地球上で最も豊かな生態系と言われるが、環

境変化による被害を極めて受けやすい。

酸性雨 化石燃料などの燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素

酸化物などが大気中に取り込まれて生じる酸性の降下物

のことであり、通常pHが５．６以下のもの。欧米では、湖

沼や森林などの生態系に深刻な影響を与えるなど、国境

を越えた国際的な問題となっている。

し

時間率騒音レベル（percentile level） 騒音の評価は、

騒音の形態や発生状況に応じてさまざまな方法があるが、

測定方法が比較的簡単で統計的に処理しやすい時間率騒

音レベルが、ほとんどの規制基準等の評価方法となって

いる。測定される騒音レベルが、あるレベルを超えてい

る時間の合計が測定時間全体の何％を占めているかによ

り求める。Ｌｘで表示され、例えば５秒毎に瞬間騒音を

数十個測り、大きさと発生頻度で統計処理して６０デシベ

ル以上の音の頻度が全時間の５０％を占めている場合、騒

音レベルはＬ５０で６０デシベルと表される。

ジクロロメタン（ＣＨ２Ｃl２）揮発性有機化合物で芳香臭

のある無職透明の非引火性・不燃性の水より重たい液体。

トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンの代替物質

として溶剤に用いられるほか、ウレタン発泡助剤や冷媒

等に用いられる。皮膚に触れた場合、刺激を感じるとと

もに薬傷をおうことがある。また、蒸気に麻酔作用があ

り、短時間に多量の蒸気を吸引すると急性中毒をおこす。

自然環境保全基礎調査（みどりの国勢調査） 自然環境

保全法第５条に基づき、国土の自然環境を総合的に把握

し、自然環境保全施策を講ずるための基礎資料を得るた

めの調査。昭和４８年度に第１回調査（自然度調査、すぐ

れた自然調査）、昭和５３～５４年度に第２回調査（特定植

物群落調査、動物分布調査等）、昭和５８年～６２年度に第

３回調査（環境指標種調査、自然景観資源調査等）、昭

和６３年度～平成４年度に第４回調査（巨樹・巨木林調査、

生態系総合モニタリング調査等）が実施され、平成５年

度～平成１０年度に第５回調査（海辺調査、湿地調査等）

が実施され、平成１１年度から第６回調査が行われている。

自然環境保全地域 自然環境保全法または県自然環境保

全条例に基づき、高山性植生、亜高山性植生、優れた天

然林等のうち、自然環境を保全することが特に必要な地

域として指定された地域。自然環境保全地域は、特別地

区（海域は海中特別地区）と普通地区に分けられるが、

特別地区において工作物の新築など自然環境の保全に支

障を及ぼすおそれのある行為をする際には許可が必要と

され、普通地区でも一定の行為については届出が必要で

ある。

自然公園 自然公園とは、自然公園法に基づいて指定さ

れた国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいい、

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増

進を図り、国民の保健休養の場として役立てることを目

的としている。

わが国の自然公園は、公園当局が土地を所有し、これ

を一体的に整備管理する、いわゆる営造物公園とは異な

り、土地の所有に関係なく一定の素質条件を有する地域

参
考
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を公園として指定し、風致景観の保護のため公用制限を

行う、いわゆる地域制の公園である。

自然保護監視員 徳島県自然環境保全条例第３６条に基づ

き、県下の自然環境保全に関する監視、指導、情報収集

等を行うために配置されている監視員。

持続可能な開発 将来の世代の欲求を満たしつつ、現在

の世代をも満足させるような開発のこと。環境と開発に

関する世界委員会（ＷＣＥＤ）でとりまとめられたレポ

ートで提唱された。環境は経済社会の発展の基盤であり、

環境を損なうことなく開発することが持続的な発展につ

ながるという考えである。

指定文化財 文化財保護法などにより、有形文化財、無

形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物、伝統

的建造物群のうち、とくに重要なもので保護の必要のあ

るものをいう。指定文化財は、現状の変更の規制を受け、

その修理や管理についても、法・条例の規定により実施

されることとなる。

自動車排出ガス測定局 「大気汚染防止法」に基づき、

都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなけれ

ばならない。このため設置される測定局のうち、道路周

辺に配置されたものを自動車排出ガス測定局という。一

酸化炭素、窒素酸化物等の物質について測定されている。

し尿浄化槽 し尿を沈殿分解あるいは微生物の作用によ

る腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消

毒し、放流する施設。し尿のみを処理する施設を単独処

理浄化槽、し尿及び生活排水（厨房排水、洗濯排水等）

を一緒に処理する施設を合併処理浄化槽という。

指標生物 水のきれいな所とそうでない所には、その程

度に応じて、それぞれ異なった生物が棲んでいる。これ

を利用して、生物から逆に水質を知ることができるが、

その指標となる生物のことをいう。

シミュレーション 模型実験や模擬計算によって、現状

又は将来の汚染状況を再現予測し、その原因を定量的に

推定する方法。大気汚染、水質汚濁、地盤沈下等で用い

られている。

循環型社会 平成１２年６月に、循環型社会の形成に向け

た基本的な枠組みとなる法律として、「循環型社会形成

推進基本法」が制定された。この法律において、循環型

社会とは、まず廃棄物等の発生が抑制され、次に循環資

源の循環的な利用（再使用・再生利用・熱回収）が促進

され、及び循環的な利用の行われないものの適正な処分

が確保されることによって、天然資源の消費が抑制され、

環境への負荷ができる限り少ない社会と定義されている。

社会が持続的に発展しながら、祖先から引き継いできた

環境を良好なまま将来に世代に引き継いでいくためには、

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却

し、新しい社会経済システムである循環型社会を形成す

ることが必要である。

植生 ある場所に生育している植物の集団を漠然と指す

語であり、植被ともいう。著しい人為的影響を受けてい

るかいないかによって、自然植生と代償植生に区分され

る。

植物群落 環境に寄生的に依存し、また、競争によって

条件づけられた植物の種願の組み合わせ。ある種の単位

性と個別性を持った植生の単位であり、単に群落または

植物社会ともいう。

食物連鎖 生物は群集内において、互いに食う食われる

の関係によってつながっているが、このつながりのこと

を食物連鎖という。

振動レベル 振動の加速度レベルに人体の振動感覚に近

い周波数補正を加えた振動の大きさ。単位はデシベル

（dB）。振動はその方向によって人体への影響が異な

るが、振動規制法では、公害の対象となる振動の周波数

域では人体が鉛直方向の振動をより強く感じるとして、

鉛直振動の大きさのみを規制対象としている。

す

スーパー堤防 治水安全度の向上及び地震対策の強化を

図ることはもとより、河川沿いの市街地開発と一体とな

って親水空間としての河川空間を活かした良好な市街地

整備を図るための、幅の広い頑丈な堤防。

水銀（Hg）（アルキル水銀、総水銀） 常温で唯一の

液体金属。神経系をおかし、手足のふるえを起こしたり、

言語障害、食欲不振、視力・聴力の減退をもたらす。

また、水銀化合物の中にも有毒な物が多く、無機水銀

化合物に類別される塩化第二水銀、有機水銀化合物に類

別されるアルキル水銀（メチル水銀、エチル水銀、ジメ

チル水銀、ジエチル水銀）などが特に有毒である。

アルキル水銀のうち、メチル水銀が「水俣病」の原因

物質とされている。

水源かん養 樹木及び地表植生などにより、降雨の地下

浸透を助長し、貯留水を徐々に流出させる森林の利水機

能。渇水の緩和や洪水の防止のはたらきがある。

水素イオン濃度（pH） 水（溶液）の酸性またはアル

カリ性の程度を示す指標であり、pH７は中性を示し、

それ以上の数値はアルカリ性、それ以下の数値は酸性を

示す。ちなみに、水道用水として望ましい水質はpHが６．５

～８．５の範囲にあるものである。

水道残渣 浄水場において、原水中の濁りなどを取り除

く浄水処理過程から排出される沈でん池のスラッジ

（泥）、ろ過池の洗浄排水を脱水処理することにより発

生する固形物をいう。
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スターウォッチング・ネットワーク（全国星座継続観察）大

気中のほこりや水滴は、光の屈折、錯乱させて、星を見

えにくくする要因であるが、この大気の状態と星の見え

方との関係に着目した環境省が、昭和６３年度から年２回

（夏期と冬期）、参加団体を募って実施している星座観

察のことである。

ストックヤード 分別収集された資源ごみ又はリサイク

ルプラザ等の施設で選別された資源ごみを有効利用する

ために搬出まで保管する施設。

せ

生活環境の保全に関する環境基準 生活環境を保全する

ために、pH、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群

数、ノルマルヘキサン抽出物質（油分など）、全窒素、

全リンの９項目（生活環境項目）について基準値が設定

されている。生活環境項目の基準値は、河川、湖沼、海

域の各公共用水域について、それぞれの利用目的に応じ

て設けられたいくつかの水域類型ごとに、該当する水域

名を指定することにより設定される。有機物質による汚

濁を示す指標があることから、有機汚濁指標ともいう。

生態系 ある地域に生息する生物群集と、その生物群集

に影響を与える気象・土壌・地形などの非生物的環境を

ひとまとめにし、エネルギーの流れの物質循環をまとめ

てとらえたもの。通常、海洋、湖沼、河川、草原、砂漠

などをいうが、それよりも小さい系や、地域全体をも一

つの生態系と見なしたりすることがある。自然界で平衡

状態に保たれている生態系は、人為による過度の干渉に

よって、再生不可能となる。

生態防除 栽培時期、栽培方法や栽培品目を変え、病害

虫の被害を防ぐ方法。

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ : Biochemical Oxygen

Demand） 溶存酸素の存在下で、水中の有機物質など

が生物化学的に酸化・分解される際に消費される酸素量。

教値が大きくなるほど汚濁している。河川の水質汚濁の

一般指標として用いられる。

生物多様性 地球上の生物が、約４０億年におよぶ寸暇の

過程で多様に分化し、生息場所に応じた相互の関係を築

きながら、地球の生命系を形づくっているような多様な

生物の世界のこと。また、地球上に存在するすべての生

物の間に違いがあること（変異性）を意味し、遺伝子、

種及び生態系の３つの観点から捉えられる。

生物多様性条約 生態系、生物種、遺伝子資源の３つの

多様性（生物多様性）を守ることを目的とした条約。特

定の絶滅の恐れのある種の保護などの個別の保護と異な

り、地球上の生物の豊かさを遺伝子資源の多様性が重要

であるとの考え方のもとに世界的に保全していこうとす

るものであり、地球サミットにおいて日本を含む１５７か

国が署名した。平成５年１２月発効。

生物濃縮 食物連鎖の過程において、重金属や有害化学

物質などが、その濃度を高めつつ、生物体内に蓄積され

ること。

生分解性プラスチック 石油化学技術の進歩の結果、各

種プラスチックが生産され、新しい素材として利用され

ている。しかも、このプラスチックは耐食、耐久性に優

れているためその生産、利用量が飛躍的に増大した。し

かし、使用後の廃プラスチックの処理として焼却または

土中埋め込みを行ってきたが、その耐食性、耐久性のた

め分解されず、廃棄物公害として社会・環境問題になっ

てきた。そこで従来のような用途に利用できてしかも使

用後は微生物によって分解されてしまう生分解性プラス

チックの開発研究が進められてきた。

瀬戸内海環境保全特別措置法 瀬戸内海の環境保全を図

るため、瀬戸内海環境保全基本計画及び府県計画の策定

等に関し必要な事項、特定施設の設置の規制、富栄養化

による被害発生の防止、自然海浜の保全に関し必要な事

項、埋立て等についての特別な配慮などについて定めら

れている。

性フェロモン ガ（蛾）などの昆虫のオスは、メスの放

出するにおいを頼りに交尾相手を見つけており、このに

おい物質を「性フェロモン」という。また、「性フェロ

モン」は、同じ種類のオスだけに作用し、他の種類には

全く通用しない。

現在、一部の害虫の「性フェロモン」は人工的に合成

され、農作物やゴルフ場の害虫防除に利用されている。

ゼロエミッション構想 私達の生活や産業活動から排出

される全ての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用

し、あらゆる廃棄物をゼロにすることを目指す構想で、

１９９４年、国連大学により提唱された。

そ

騒音レベル 騒音の大きさ。単位はデシベル（ｄＢ）で、

音圧レベルのうち、特に人間の聴覚に影響を与える周波

数に重みをつけた補正（Ａ特性補正という。）を行った

ものを騒音レベルと呼ぶ。騒音測定値の正確性を期する

ため、騒音規制法では計量法に合格した騒音計の使用が

定められている。

総量規制制度 水質汚濁防止法においては、人口や産業

の集中によって、大量の生活排水や産業排水が流入する

広域的な閉鎖性水域（湖沼、内湾、内海）では、個々の

排出源の濃度規制だけでは環境基準の達成が困難である

ことから、ＣＯＤの排出総量の削減を行わせている。総

量規制基準は、１日当たりの平均排水量が５０�以上の特
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定事業場に適用され、事業場ごとに定められた排出水の

汚濁負荷量の値を許容限度としている。瀬戸内海、伊勢

湾、東京湾が対象水域（指定水域）として指定されてい

る。なお、平成１４年１０月１日からＣＯＤに加え窒素含有

量・りん含有量も指定項目に加えられている。

た

ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（Ｐ

ＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコ

プラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）の総

称であり、農薬の製造や物の燃焼等の過程において非意

図的に生成し、その毒性は、急性毒性、発ガン性、生殖

毒性、免疫毒性、免疫毒性など多岐にわたっている。

ＰＣＤＤは７５種類、ＰＣＤＦは１３５種類、コプラナー

ＰＣＢには１４種類の異性体が存在し、その有害性はこれ

ら異性体の中で最強の毒性を有する２、３、７、８、－

ＴＣＤＤの毒性に換算し、毒性等量（ＴＥＱ）として表

示される。

大腸菌群数 大腸菌のほとんどの種はひとの健康に有害

なものでないが、これが多数存在する場合には、同時に

赤痢菌、防疫菌、チフス菌などの病原菌が存在する可能

性がある。このことから、汚濁の有無の間接的指標とし

て利用されている。

耐容一日摂取量（ＴＤＩ） 長期にわたり体内に取り込

むことにより健康影響が懸念される化学物質について、

その量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対す

る有害な影響が現れないと判断される体重１kg当たりの

１日の摂取量。

炭化水素（ＨＣ） 鎖式炭化水素や芳香族炭化水素など

多くの種類が含まれ、光化学スモッグの原因となる。

単体規制 自動車から発生する排出ガスや騒音について、

自動車一台ごとに課せられている規制のこと。

自動車排出ガスについては、大気汚染防止法第１９条に

定められた一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状

物質、黒煙について許容限度が定められている。

昭和４３年に規制が導入されてから、順次強化されてお

り、最新の規制としては、ガソリン車及びLPG車は平成

１２年～１４年規制が、ディーゼル車は平成１４年から１６年規

制が告示された。

自動車騒音については、騒音規制法第１６条により自動

車騒音の大きさの許容限度を定めることとなっている。

昭和４６年に定常走行騒音、排気騒音及び加速走行騒音

に対する規制が導入されてから、段階的な規制強化を経

て、平成４年１１月及び平成７年２月の中央環境審議会答

申で許容限度設定目標値が示された後、この目標値に沿

った一連の規制強化が進められ、平成１２年２月に告示さ

れた許容限度の改正をもって答申で示された全ての車種

について規制強化が図られた。

ち

地球温暖化 二酸化炭素、メタン、一酸化炭素などの温

室効果気体の増加によって地球の気温が高まること。気

候変動に関する政府間パネル（IPCC）が１９９０年にまと

めた報告は、２１世紀中に全球平均表面気温は、１．４℃～

５．８℃上昇し、海水の膨張などにより２１世紀末には９㎝

～８８㎝上昇するとともに、降水強度の増加、夏季の揚水、

熱帯サイクロンの強大化などの異常気象が起きることに

より、生態系や人間社会に対する影響を指摘している。

地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３） 気候変動枠組条

約に基づき地球温暖化対策を進めるため、この条約を結

んでいる国々が集まり、具体的な対策を協議している。

１９９７年（平成９年）１２月１日から１１日まで京都で第３回

締約国会議（地球温暖化防止京都会議）が開催され、

２００８年から２０１２年までに、日本、アメリカ、ＥＵ（ヨー

ロッパ連合）など先進国（３９カ国）全体で二酸化炭素、

メタンなど６種類の温室効果ガスの総排出量（二酸化炭

素換算）を１９９０年に比べ５％削減する京都議定書が採択

された。

地球サミット １９９２年６月、ブラジルのリオ・デ・ジャ

ネイロで開催された国際会議のことであり、環境と開発

に関する国連会議ともいう。この会議において、環境と

開発に関するリオ宣言や、２１世紀に向けた行動計画であ

るアジェンダ２１が採択された。

窒素酸化物（ＮＯｘ） 空気中や燃料中の窒素分の燃焼

などによって生成され、酸性雨や光化学スモッグの原因

となる。このうち、二酸化窒素（ＮＯ２）は高濃度で呼

吸器に悪影響を与えるため、環境基準が設定されている。

主な発生源は、自動車、工場の各種念燃焼施設、ビルや

家庭の暖房器具など広範囲にわたる。発生時には、一酸

化窒素（ＮＯ）が退部分を占めるが、大気中で一部が酸

化され、二酸化窒素となる。そのため、大気汚染の原因

物質としては、一酸化窒素と二酸化窒素を合わせて窒素

酸化物としている。広くは、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）や硝

酸ミスト（ＨＮＯ３）などが含まれる。

中間処理 最終処分場に先立ち、廃棄物の減量化、安定

化、無害化など目的に行われる焼却、破砕、選別、脱水

などの人為的操作を行うことをいう。汚泥の脱水、廃酸、

廃アルカリの中和、コンクリート固形化等の処理がある。

鳥獣保護区 野生鳥獣の保護、増殖を図るために捕獲を

禁止する区域のこと。この区域において、特に鳥獣の保

護繁殖を図る必要があるところとして「特別保護地区」

に指定されると、野生鳥獣の生息に影響を及ぼす行為が

制限される。
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て

低公害車 従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、

排出ガス中の汚染物質の量や騒音が大幅に少ないソーラ

ーカー、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動

車、ディーゼル・電気ハイブッリド自動車などをいう。

低公害車普及は、地球温暖化対策や、大都市の大気汚染

の改善のための抜本的な対策の一つとして期待されてお

り、海外の動向ともあいまって今後は技術開発、制度面

の整備が急速に進み、普及が拡大するものと思われてい

る。我が国でも環境省によって、公害パトロール車への

低公害車購入に対する補助、低公害車フェアの開催など

の施策を行っている。

底質 河川、湖沼、海域などの水底を構成する粘土、シ

ルト、砂、れきなどの堆積物の岩のこと。貝類、水性昆

虫類、藻類をはじめとした底生生物の生活の場である。

有機物質や重金属類などは、水質汚濁の進行に伴って

沈積し、底質中に蓄積されることから、底質を調べるこ

とによって、汚濁の進行傾向や速度について有用な情報

を得ることができる。また、一度底質に移行した各種物

質の一部は溶出やまき上がり現象により、再び水質に対

して大きい影響を及ぼすことが知られている。

ディルドリン 毒性の強い有機塩素系の殺虫剤。主に畑

地の土壌害虫用であったが、残留性が高く、体内に蓄積

すると、奇形を起こすおそれがある。レイチェル・カー

ソンが『沈黙の春』で警告したことから話題となった。

デシベル（ｄＢ） ２つの量ＩｏとＩの比の常用対数の

１０倍で定義される単位（下式参照）。このように対数を

用いるほうが騒音・振動などの大きさと人間の感覚とが

よく一致するとされていることから、騒音・振動などの

大きさは一般的に基準となる物理量（Io）を定めて求め

たデシベル（ｄＢ）が単位として用いられている。

Ｌ＝１０log
Ｉ
Io
（デシベル）

テレメータシステム 遠隔地にある環境濃度等自動測定

器で測定したデータを、無線や専用電話回線を利用して

中央監視室に送信し、得られたデータを集中管理するシ

ステム。

電気自動車 略称はＥＶ、ＥＶ車。バッテリーに蓄えた

電気で電動モーターを騒動して走る自動車。排気ガスを

出さず、騒音も少ないため、「地球にやさしい」自動車

として普及が図られている。速度や走行距離など性能の

面で、まだガソリン車に劣るが、小口の配送車やゴミ収

集車といった用途で公共団体等で試験的に導入されてい

る。カルフォルニア州では、各メーカーに対して１９９８年

以降同州での総販売台数のうち一定割合以上を電気自動

車にする事を義務づけている。日本でも政府・自治体が

普及に向けて積極的な施策を打ち出している。

天然記念物 わが国にとって学術上価値の高い動物・植

物・地質鉱物（それらの存する地域を含む）であって、

その保護保存を主務官庁から指定されたもの。

と

等価騒音（equivalent continuous A-weighted sound）

変動する騒音を、一定時間の範囲内でこれと等しいエ

ネルギーの定常騒音で表す評価方法。通常Leqと表記さ

れる。時間率騒音レベル（Lx）が単発音圧レベルの分

布による評価法とすれば、等価騒音は継続して受ける音

圧エネルギー量による評価法といえる。騒音と人体反応

の相関性を最もよく表すとして、国際的にも広く用いら

れている。日本でも、現在、規制基準への等価騒音評価

の導入を検討中である。

登録文化財 建設後５０年を経過し、現在、重要文化財等

の指定を受けていない建築物・土木構造物（橋、ダム、

堤防等）・その他の工作物を国の登録台帳に登録して保存

を図るもの。

登録文化財制度は、大幅な現状変更等に届出を必要と

するだけで、所有者の自主的な保護に期待する制度であ

り、文化財を活用しながら保存していこうとする、やわ

らかな仕組みをいう。

平成８年の文化財保護法の一部改正により導入された。

特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著

しく騒音・振動を発生するとして政令で指定した作業を

いう。騒音規制法では杭打ち機や削岩機、ショベルカー

などを使用する８種類の作業を、振動規制法ではブレー

カーなどを使用する４種類の作業を指定している。

特定工場 水質汚濁防止法等の個別法に定められた特定

施設等を設置している工場。ただし特定工場における公

害防止組織の整備に関する法律に定められた特定工場は

これと定義が違う。

特定施設 水質汚濁防止法では、「人の健康及び生活環

境に被害を生じるおそれのある程度の物質を含む汚水又

は廃液を排出する施設であって政令で定めるもの」、騒

音規制法では「工場又は事業場に設置される施設のうち、

著しい振動を発生する施設であって政令で定めるもの」

を特定施設と定めている。大気汚染防止法ではこれに相

当するものとして、ばい煙発生施設と粉じん発生施設が

定められている。工場又は事業場が特定施設等を設置し

ようとするときには、事前に都道府県知事又は市町村長

に届け出なければならない。

特定有害物質 農用地の土壌に含まれることに起因して、

人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、ま
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たは農作物等の生育が阻害されるおそれがある物質であ

って、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基

づき、政令で指定されたものをいう。現在、カドミウム

及びその化合物、銅及びその化合物並びに砒素及びその

化合物が指定されている。

都市公園 都市公園法に定められた公園または公園緑地

のことであり、国または地方公共団体が設置するもので

都市計画施設であるもの、あるいは地方公共団体が都市

計画区域に設置するもの。

トリクロロエチレン（ＣＨＣl＝ＣＣl２） クロロホルム

臭のある無色透明の揮発性・不燃性の液体で、水に溶け

にくい。エーテル、エタノールなどの有機溶剤に可溶。

金属、機械部品などの脱脂・洗浄剤、一般溶剤として用

いられる。近年、トリクロロエチレンを含む有機塩素系溶

剤による地下水汚染が問題となっている。

トリハロメタン メタン（ＣＨ４）の４つの水素原子

（Ｈ）のうち３つが、塩素などのハロゲン原子に置き換

わった化合物の総称で、発ガン性、催奇形性があるとさ

れている。水道水の消毒剤として使用される塩素が、水

中のフミン質（有機態窒素化合物）と反応して生じる。

の

農薬 農薬取締法では、農薬を「農作物の防除に用いら

れる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の整理機

能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤

その他の薬剤をいう」と定義している。農薬の種類、剤

型、使用方法、気象条件、地理的条件等によっては人畜、

水産有用動植物への悪影響があることから、適正な使用

の徹底が図られる必要がある。

農薬汚染 化学物質による環境の汚染を考えた場合、農

薬による汚染は身近な問題として感じられるものの一つ

である。特に農薬が農産物や樹木などに対して使用され

るため食品中に残留したり、肉類や乳製品に濃縮された

りすることによって、健康に影響を及ぼす可能性がある。

このため、我が国では「農薬取締法」に基づき、農薬を

製造・輸入する事業者の国に対する販売の申請、販売農

薬の登録、使用方法の表示などが義務づけられている。

さらに、「食品衛生法」では食品中の残留量などについ

て基準が定められ、この基準に合致しない食品の販売を

禁じている。その他、ゴルフ場の芝の管理に使用される

農薬については、国や自治体からその適正な使用につい

てきめ細かい指導を行い、農薬の使用による環境汚染の

防止を図っている。

ノルマルヘキサン抽出物質（油分など） ノルマルヘキ

サンに可溶な油分などのこと。油汚染のもたらす被害に

は、石油系油分による異臭魚の発生などがある。

ノルマル立方メートル毎時（Ｎ�／ｈ） 温度が０℃、

圧力が１気圧の状態に換算した時間当たりの気体の排出

量などを表す単位。

は

パークアンドライド マイカーを自宅の最寄り駅周辺の

駐車場に駐車（パーク）し、電車等に乗り換えて（ライ

ド）通勤等を行う方法。通勤等の目的で車を利用してい

る人に対し、自宅の最寄り駅からは公共交通機関に転換

させることにより、都心やその周辺部での交通混雑の緩

和、交通公害の抑制や違法路上駐車の削減を図ることを

目的としている。特に、マイカーを自宅の最寄り駅周辺

の駐車場に駐車し、電車に乗り換える場合をパークアン

ドレイルライドといい、マイカーを自宅の最寄りのバス

停周辺の駐車場に駐車し、バスに乗り換える場合をパー

クアンドバスライドという。また、最寄り駅まで家族に

マイカーで送ってもらい、最寄り駅から公共交通機関に

乗り換えることをキスアンドライドという。

ばい煙 燃料その他の物の燃焼に伴って発生するいおう

酸化物、ばいじん（ボイラーや電気炉等から発生するす

すや固体粒子）及び政令で指定される有害物質（窒素酸

化物、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、

フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素並びに鉛及びその

化合物）の総称。

バイオマス バイオ（生物）・マス（体）のこと。樹木、

草などがこれにあたる。特にエネルギー源として木質バ

イオマスが注目されているが、これは樹木が二酸化炭素

を吸収して、伐採後も植樹による再生可能な資源である、

という面による。

最近では、木質資源のエネルギー利用の方法や用途の

開発などについて研究が行われている。

廃棄物 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、

廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又

は不要物であって、固形状又は液状のものをいう（放射

性物質及びこれによって汚染されたものを除く）。廃棄

物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられる。産業廃棄

物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、大量に

排出されたり、質的に処理が困難であるものであって、

その性状により、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスティック類等の１９種の廃棄物が定められて

いた。

この上に、平成１３年１０月の廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令の改正により、と畜場においてとさつし、

又は解体した獣畜及び食鳥処理場においても食鳥処理し

た食鳥に係る固形状の不要物を「動物系固形不要物」と

して産業廃棄物に加えられた。

一般廃棄物とは、これらの廃棄物以外の廃棄物のこと

－ 230 －－ 230 －



である。

排出基準 大気汚染防止法では、工事などのばい煙につ

いて排出基準が定められている。いおう酸化物について

は、着地濃度によってK値規制という特殊な形で規制さ

れる。ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに

排出口における濃度について許容限度を定める。有害物

質については、同じく排出口での濃度について有害物質

の種類と施設の種類ごとに許容限度を定める。有害物質

のうち窒素酸化物については、特定地域について総量規

制もある。また、ばいじん及び有害物質については、都

道府県が条例により厳しい上乗せ基準を定めることがで

きる。

排水基準 汚水などを排出する施設として政令で定めら

れている特定施設を設置する工場または事業場が、公共

用水域に排出水を出す場合、その排出水に対してかかる

規制。排水基準には、国が定めた基準（一律基準）と、

都道府県がその地域の実態に応じて条例で定めたより厳

しい基準（上乗せ基準）とがある。一律基準は、健康項

目については原則として環境基準の１０倍の値、生活環境

項目については家庭汚水の簡易処理により得られる値と

同程度に定められている。排水基準違反に対しては処罰

が課せられる。

ハイブリッド自動車 複数の動力源あるいはエネルギー

源を組み合わせて、それぞれの動力の長所を利用した自

動車をいう。通常時はエンジンで走行し、停止時の余剰

エネルギーを発電機や油圧ポンプで回収して発進時、加

速時の補助動力源とするパラレル方式の他、エンジンの

出力を利用して発電機で発電し、モーターを回転させて

走行するシリーズ方式、エンジンによる出力を車軸への

直接出力と発電機及びモーターを介した間接出力とに分

離し、両者を最適な比率に組み合わせて走行するスプリ

ット方式がある。

バーゼル条約 正式には「有害廃棄物の越境移動及びそ

の規制に関するバーゼル条約」という。１９８９年３月、ス

イスのバーゼルでＵＮＥＰによって採択された。①有害

廃棄物の越境移動の禁止、②自国内処分の原則、③越境

移動の際の事前通報義務、④違法な越境移動の際の再輸

入措置、⑤開発途上国への技術協力について規定されて

いる。

ひ

ビオトープ（biotop） 生命を意味するbiosと空間を意

味するtoposを合成して作られたドイツ語で、「生物の生

育生息空間」を意味する。

人の健康の保護に関する環境基準 人の健康を保護する

ために、カドミウム、シアン、六価クロム、ヒ素、総水銀、

アルカリ水銀、PCB等の２６項目（健康項目）について基

準値が設定されている。これらの基準値はすべての公共

用水域において一律であり、おおむね水道水の水質基準

値と同じであるが、総水銀、アルカリ水銀、ＰＣＢにつ

いては、魚介類の生物濃縮を通じ、食品として人体に取り

入れられる危険性が高いことから、これを考慮した値と

なっている。有害物質ともいう。

ふ

富栄養化 元来、自然状態の湖沼において認められた湖

沼生態系の斬新的遷移を示すが、水質汚濁の分野では、

湖沼や内湾などの閉鎖性水域への窒素、リンなどの栄養

塩類の流入が飛躍的に増大し、水質が累進的に悪化する

ことをいう。

浮遊物質量（ＳＳ : Suspended Solids） 水中に懸濁し

ている物質のことであり、日本工業規格（ＪＩＳ）では

懸濁物質といい、環境基準では浮遊物質量という。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ : Suspended Particulate Mat-

ter） 浮遊粉じんのうち、その粒径が１０µm以下のもの

をいう。燃料や廃棄物の燃焼によって発生したものや、

砂塵、森林火災の煙、火山灰などがある。大気中に長時

間滞留し、肺や器官に沈着するなどして呼吸器に影響を

与える。

プランクトン（浮遊生物） 海洋・湖沼・河川などの水

域に生物のうち、自分自身に移動力が全くないか、あっ

ても非常に弱いことから、水の動きに逆らって移動せず、

水に浮いて生活をしている生物の総称。

フロン メタン、エタンなどの炭化水素の水素原子の一

部、または全部をフッ素原子と塩素原子で置換したクロ

ロフルオロカーボンの略称。フロンとは俗称である。大

気中に放出、蓄積されたフロンが、太陽の紫外線によっ

て分解された塩素元素を生じ、地球のオゾン層を破壊す

る。様々な種類があり、従来からフロン１１、１１２、１１３、

１１４、１１５の５種類が特定フロンとされている。

粉じん 物の破砕や選別などの機械的処理により発生、

又は飛散する物質。一般粉じんと特定粉じんとがあるが、

特定粉じんとしてはアスベストのみが指定されている。

へ

閉鎖性水域 地形等により水流の出入りが悪い内湾、湖

沼等の水域をいう。これには瀬戸内海も含まれる。

ほ

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 絶縁性、不燃性等の特

質を有する主に油状の物質であり、トランス、コンデン

サといった電気機器を始め幅広い用途に使用されてきた
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が、その毒性が社会問題化し、昭和４７年以降製造は行わ

れていない。

しかし、すでに製造されたＰＣＢについては、ほぼ３０

年の長期にわたりほとんど処理が行われず、結果として

保管が続いている状況にある。このような状況から、Ｐ

ＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することを目的

として、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法」が制定される（平成１３年６月）

とともに、環境事業団による拠点処理施設の整備が進め

られることとなった。

ま

マニフェストシステム 廃棄物処理法においては、産業

廃棄物を排出する事業者が、管理表（マニフェスト）を

使用することにより、その処理を委託した廃棄物の運搬

から処分までの流れを自ら把握・管理するとともに、当

該廃棄物の性状等に関する情報を処理業者に確実に伝達

することとされている。当初、特別管理産業廃棄物に対

して、管理表の使用が義務づけられたが、平成９年６月

の法律改正により、全ての産業廃棄物について義務づけ

られている。

また、家電リサイクル法においては、管理票（マニフ

ェスト）を発行し、使用済み家電製品を製造業者まで確

実に運搬させ、製造業者等において再商品化等が行われ

ることを確保するための措置を講じている。使用済み家

電製品とともに管理表を流通させ、かつ、製造業者等や

小売業者等に管理表やその写しの保管義務を課し、不適

正な処理が行われた場合には、事後にその事実を追跡で

きるシステムになっている。

み

ミティゲーション 痛みや苦痛を緩和・軽減する意味か

ら転じ、「人間の行動は環境に何らかの影響を及ぼす」

ということを前提とし、それを緩和することを目的とし

た行為をいう。

特に何らかの開発行為を行う際、環境や生態系への影

響を事前に評価し、以下の対策のいずれか又はそれらを

組み合わせる事によって、その影響を解消することをめ

ざす行為。

①ある行為の全部または一部を実施しないことにより影

響を回避する。

②ある行為もしくはその実施の規模や程度を制限するこ

とによって、影響を最小限度に止める。

③影響を受ける環境を修復、回復、復元することによっ

て、環境に与える影響を矯正する。

④ある行為の全期間中にわたって、繰り返しの保護やメ

ンテナンス作業を行うことによって、環境に与える影

響を軽減もしくは除去する。

⑤代替しうる資源または環境を提供するか、それらと置

き換えることにより影響を代償する。

未利用エネルギー 海水、河川水、下水など夏は大気よ

り低温で、冬は大気より高温な水の温度差エネルギーや

工場等の排熱など、私たちの身近に存在していて活用さ

れていないエネルギーのこと。

ごみ焼却排熱による発電や給湯、工場排熱やビル排熱

による冷暖房システムなどが実用化され、普及しつつあ

る。

未利用エネルギーの活用はＣＯ２の排出を減少させる

など、地球環境を保全する効果がある。

め

メタン（CH４） 無色の可燃性気体で、都市ガス（１３

Ａ）の主成分である。有機物が水中で腐敗発酵する時に

生じ、化石燃料の採掘や、水田、湖沼、海洋などから発

生する。地球の温暖化の原因となる温室効果ガスの一つ

であり、大気中の濃度は約１．７ppmであって、地球の温

暖化に及ぼす寄与率は約２０％である。

も

藻場 一般に、水底で大型底生藻類や沈水植物が群落状

に生育している場所をいう。藻場を形成する植物の種類

により、アマモの生育するアマモ場、ホンダワラ類の生

育するガラモ場、コンブ目のMacrocystis、Nereocystis

などの生育するKelp bed などに区分される。

モントリオール議定書 正式には「オゾン層を破壊する

物質に関するモントリオール議定書」という。１９８７年９

月、カナダのモントリオールで開かれた外交官会議で採

択され、１９８９年１月に発効したオゾン層破壊物質に関す

る議定書。１９８９年５月、フィンランドのヘルシンキで開

催された第１回締約国会合において、１９９９年末までに特

定フロンを全廃するヘルシンキ宣言が採択された。わが

国は１９８８年９月に加盟した。１９９６年の第７回締約国会合

で、代替フロン（HCFC）等の規制の強化が図られるこ

ととなった。

ゆ

有害大気汚染物質 大気中の濃度が低濃度であっても、

人が長期的に暴露された場合に健康影響が懸念される物

質で、大気の汚染の原因となるもの。

該当する可能性がある物質のうち、有害性の程度や大

気環境の状況などから健康リスクがある程度高いと考え

られる２２物質については優先取組物質としている。その

うちダイオキシンを含む２０物質について大気環境のモニ

タリング調査を行っている。
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有害廃棄物 通常、水銀、カドミウムなど１０種類の有害

物質を含む産業廃棄物をいう。廃棄物処理法では、これ

らの有害物質を含む産業廃棄物を排出する可能性のある

業種、施設が、特定業種、特定施設として指定されてお

り、そこから排出される燃え殻、汚泥といった産業廃棄

物について検定試験を行い、判定基準を超えたものが有

害廃棄物として取り扱われる。

よ

要請限度 市町村長は、道路交通騒音及び道路交通振動

規制の測定値がある一定の数値を超過し、道路沿いの生

活環境が著しく悪化していると認める時は、道路管理者

や都道府県公安委員会に対して騒音（振動）低減策を講

じるよう要請できる。この超過限度値を要請限度といい、

車線数や沿道の土地利用状況により、それぞれ限度値が

定められている。

溶存酸素（ＤＯ : Dissolved Oxygen） 水質汚濁の原

因物質ではないが、公共用水域の有機汚濁の程度と密接

な関係があることから、有機汚濁指標に加えられている。

これが不足すると、魚介類の生存を脅かすほか、水が嫌

気性となって硫化水素やメタン等が発生し、悪臭の原因

となる。

ら

ラムサール条約 正式には「特に水鳥の生息地として国

際的に重要な湿地に関する条約」という。１９７２年２月、

イランのラムサールで採択された。この条約は、水鳥の

生息地として、国際的に重要な湿地とそこに生息する動

植物の保全及び湿地の適正な利用を目的としている。わ

が国は１９８０年１０月に加盟した。

る

類型指定 環境基準は、地域の状況に応じて騒音の大き

さが分けられている。この種類を類型といい、類型指定

とは、都道府県知事が都市計画の用途地域等を参考とし

ながら、それぞれの類型を当てはめる地域を指定するこ

とをいう。

水質汚濁の環境基準については、政府又は都道府県知

事が河川、湖沼、海域ごとに、利水目的に応じて数個の

水域類型（ランク付け）をあてはめるが、この類型あて

はめのために水域を指定することを類型指定という。

れ

レッドデータブック 国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が

世界各国の専門家の協力によって作成した絶滅のおそれ

のある種のリストや、生態、圧迫要因等を取りまとめた

資料集。

わが国においても、環境庁（現環境省）が専門家の協

力を得て、１９９１年、「日本の絶滅のおそれのある野生生

物（レッドデ－タブック）」脊椎動物編と無脊椎動物編

を、２０００年に植物Ⅰと（維管束植物）と植物Ⅱ（維管束

植物以外）を発刊しており、現在はその見直し作業中で

ある。

ろ

ローカルアジェンダ２１ １９９２年の地球サミットにおいて、

２１世紀に向け、持続可能な開発を実現するために各国及

び各国機関が実行すべき行動計画として策定されたアジ

ェンダ２１に基づき、地方公共団体等が策定する地域レベ

ルでの行動計画をいう。

わ

ワシントン条約 正式には「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の国際取引に関する条約」という。１９７３年３月、

アメリカのワシントンで採択され、１９７５年に発効した。

ワシントン条約における規制とは、絶滅のおそれのある

野生動植物約１，０００種を、その程度に応じて、附属書の

Ⅰ～Ⅲにリスティングし、政府の発給した許可証のない

ものは取り引きしないというものである。わが国は１９８０

年８月に加盟した。
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ＢＯＤ（Biochemical Oxygen Demand）

「生物化学的酸素要求量」を参照。

ＣＯ２

「二酸化炭素」を参照

ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand）

「化学的酸素要求量」を参照。

ＣＯＰ３

「地球温暖化防止京都会議」を参照。

ｄＢ

「デシベル」を参照。

ＤＯ（Dissolved Oxygen）

「溶存酸素」を参照。

ＥＭＳ（Environmental Management System）

「環境マネジメントシステム」を参照。

ＨＣ

「炭化水素類」を参照。

ＩＰＣＣ（International Panel on Climate Change）

「気候変動に関する政府間パネル」を参照。

ＮＯ２

「二酸化窒素」を参照

ＰＡＮ

「パーオキシアセチルナイトレート」 を参照

ＰＣＢ

「ポリ塩化ビフェニル」を参照

ＰＰＰ（Polluter Pays Principle）

汚染者負担の原則。汚染物質を排出している者は、そ

れによって環境が汚染されることを防止するための費用

を自らが負担すべきであるという考え方。

PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）

化学物質の環境への排出量、廃棄物に含まれての移動

量等を事業者の報告や推計に基づいて行政庁が把握し、

集計し、公表する制度。

ＳＯ２

「二酸化硫黄」を参照。

ＳＳ（Suspended Solids）

「浮遊物質量」を参照。

ＳＰＭ（Suspended Particulate Matter）

「浮遊粒子状物質」を参照。

ＴＤＩ

「耐容１日摂取量」を参照。

ＴＤＭ

「交通需要マネジメント」を参照。

ＵＮＥＰ（United Nations Environment Program）

「国連環境計画」を参照。

ＷＥＣＰＮＬ（Weighted Equivaient Continuous Per-

ceived Noise Level）

特異な音質と継続時間を持つ航空機騒音の評価のため

に考案された単位。１日に航空機から受ける騒音パワー

の総量である。なお、同じ音でも昼より夜や早朝がうる

さく感じられることを考慮して、飛行時間帯による重み

づけをした騒音レベルを用いて算出する。

３Ｒ（Reduce，Reuse，Recycle）

３Ｒとは、リデュース（Reduce 発生抑制）、リユー

ス（Reuse 再使用）、リサイクル（Recycle 再生利

用）について、３つの頭文字をとって表したもの。

リデュースは、再利用しやすい製品の設計や、過剰包

装の抑制等により、廃棄物の発生を減らすこと。

リユースは、使用済みの製品等について、全部又は一

部をそのまま繰り返し使用すること。

リサイクルは、使用済みの製品等について、原材料と

して再利用すること。

重 さ の 単 位

kg（キログラム） １０３g

g（グラム）

mg（ミリグラム） １０―３�（千分の１グラム）

µg（マイクログラム）１０―６�（１００万分の１グラム）

ng（ナノグラム） １０―９�（１０億分の１グラム）

pg（ピコグラム） １０―１２�（１兆分の１グラム）

濃 度 の 単 位

ppm（parts per million）

１００万分の１を１ppmという。

水の場合は、１㎏中の㎎数を、大気の場合は、１�中の
１�のガス容量を表している。

ppb（parts per billion）

１０億分の１を１ppbと表している。１ppmの１０００分の１を

表している。

ppt（parts per trillion）

１兆分の１を１pptと表している。１ppbの１０００分の１を表

している。
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７ 環境行政の歩み

昭和２５年５月 瀬戸内海国立公園鳴門地区の指定

３２年１０月 瀬戸内海国立公園計画の決定

３３年７月 県立自然公園条例制定

１２月 公共用水域の水質の保全に関する法律公布

工業排水の規制に関する法律公布

工業排水の規制に関する法律施行命令公布（特定施設を規制）

３６年５月 県立自然公園（９地区）指定

３７年４月 飲料水供給施設県費補助制度制定

６月 煤煙の排出の規制等に関する法律公布

３８年４月 徳島県公害対策審議会設置規則公布

７月 徳島県公害対策要綱制定

３９年３月 剣山国定公園の指定

６月 室戸阿南海岸国定公園の指定

１２月 徳島県公害対策連絡会議要綱制定

４０年６月 公害防止事業団法公布

４２年１月 県立自然公園再編成

８月 公害対策基本法公布

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律公布

１０月 厚生部に公害対策室を設置

１２月 徳島県公害防止条例公布

徳島県公害対策協議会設置規則廃止

４３年１月 公害対策処理要領制定

２月 徳島県公害対策審議会設置

４月 徳島県公害防除施設整備資金貸付制度要領制定

６月 大気汚染防止法公布（ばい煙の排出の規制等に関する法律廃止）

騒音規制法公布

徳島県公害防止条例施行規則公布

１２月 振動の指導基準要綱制定

４４年１月 瀬戸内海関係１１府県知事により「瀬戸内海をきれいにする協議会」設置

徳島県公害防止条例施行規則一部改正公布（新町川に係わる排水基準設定）

２月 水質保全法による指定地域として今切川の一部を指定し、メチル水銀についての水質（排水）基準

を設定（経済企画庁告示）

硫黄酸化物に係る環境基準閣議決定

３月 徳島県公害防止条例施行規則一部改正公布

４月 騒音規制法による地域指定（徳島市）

騒音規制法による規制基準を設定

１２月 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法公布

４５年１月 瀬戸内海国立公園島田島道沿道を特別地区に指定

２月 一酸化炭素に係る環境基準閣議決定

４月 水質汚濁に係る環境基準閣議決定

６月 公害紛争処理法公布

９月 徳島県公害対策本部設置

徳島県公害対策連絡協議会設置要綱制定

参
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昭和４５年９月 衛生研究所に公害対策審査員設置

１０月 徳島県公害紛争処理条例公布

１１月 徳島県公害審査委員候補者を指名し名簿作成

１２月 第６４回臨時国会において公害関係１４法案可決

水質汚濁防止法公布

廃棄物の処理及び清掃に関する法律公布

「徳島県における廃棄物の実態とその処理方策」発行

４６年１月 阿波大島海中公園地区の指定

３月 水質保全法による指定地域として吉野川及び新町川を指定、水質（排水）基準を制定（経済企画庁

告示）

徳島県衛生組合連合会発足

日本電工㈱と公害防止協定を締結（県・阿南市）

４月 公害対策室を公害課に改称

簡易水道等施設総合整備県費補助制度制定

５月 吉野川、旧吉野川、今切川、撫養川、新町川の環境基準類型指定（閣議決定）

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律公布

６月 悪臭防止法公布

水質汚濁防止法施行令公布（７４特定施設を規定、水質保全及び工排法の廃止）

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律公布

排水基準を定める総理府令公布

７月 環境庁発足

瀬戸内海関係１１府県・３市により「瀬戸内海環境保全知事・市長会議」設置

第１回瀬戸内海環境保全知事・市長会議開催

徳島県水質審議会条例公布

８月 徳島県水質審議会設置

９月 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

１０月 徳島県公害防止条例全部改正公布（水質審議会条例廃止）

１２月 四国電力㈱と公害防止協定を締結（県・阿南市）

富岡港の低質検査実施

４７年１月 浮遊粒子状物質に係る環境基準告示（環境庁）

２月 重クローム酸ソーダ積載船、紀伊水道で沈没

３月 徳島県公害防止条例施行規制全部改正公布

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例公布（吉野川、旧吉野川、今切川、撫養川、新町川に

係る上乗せ排水基準の設定）

４月 厚生部公害課を厚生部環境局（公害課、環境課他１課）に拡充、環境課新設（課長１、主幹１、課

長補佐２、庶務係３、自然保護係３、上下水道係２、生活環境係２、鳥獣保護係１）

同和地区水道施設整備県費補助制度制定

騒音規制法による地域指定（３市２５町村）

富岡港の水質基準類型指定

県公害防止条例による騒音規制地域を指定

５月 鳴門市ごみ処理施設完成

県自然環境保全事業費補助制度制定

第１回瀬戸内海水質汚濁総合調査

県事務委任規則一部改正公布（騒音関備事務を市町村に委任）

６月 神田瀬川、小松島港の水質環境基準類型指定

公害等調整委員会設置法公布

８月 北灘に赤潮が発生し、養殖ハマチに被害

９月 小松島市にごみ処理施設完成、産業廃棄物処理業者第１号許可
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昭和４７年１０月 県自然環境保全条例制定

水質汚濁防止法施行令一部改正公布（特定施設として畜舎追加）

悪臭防止法による規制地域を指定（４市１町）

悪臭防止法による規制基準を設定（硫化水素）

１２月 第１回自然環境保全審議会開催

日本電工㈱との公害防止協定を全面改定（県・阿南市）

県公害紛争処理場令一部改正公布

公害紛争処理法施行細公布

４８年１月 三好郡ごみ処理施設完成

ＰＣＢに関連し今切川しゅんせつ

２月 騒音規制法による地域指定（３町）

３月 し尿海洋投棄について和歌山県と覚書交換

産業廃棄物失態調査報告書（３部作）完成

４月 生活環境部設置（公害課、環境課他２課）

生活環境部環境課生活環境係３名に増員

５月 第１回環境美か月間開始、新町川の清掃奉仕実施

剣山国定公園内林道工事に原状回復に代わる措置命令

大気の汚染に係る環境基準告示（環境庁、二酸化炭素・光化学オキシダントの追加等）

那賀川、桑野川、岡川、勝浦川の水質環境基準類型指定

６月 環境美令月間記念講演会

第１回緑の国勢調査実施

第１回環境週間（６／５～６／１１）

７月 環境庁長官に剣山国定公園内林道工事行政処分の不服審査請求

第１回瀬戸内海環境保全月間

１０月 石油ショックのため産業廃棄物実態調査の見直しを決定

県自然保全審議会「徳島県の恵まれた自然環境を保全するための基本方策について」答申

瀬戸内海環境保全臨時措置法公布

公害健康被害補償法公布（公害健康被害救済廃止）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律公布

神崎製紙㈱と公害防止協定を締結（県・阿南市）

１１月 鳥獣保護実態発表大会山川中学校林野庁長官賞

公害の防止に係る規制等に関する条例一部改正公布（那賀川、桑野川、岡川、勝浦川に係る上乗せ

排水基準設定）

１２月 悪臭防止法による規制基準設定（アンモニア等４物質追加）

航空機騒音に係る環境基準告示（環境庁）

４８年度水銀等全国総点検調査

４９年１月 水銀に関連し今切川しゅんせつ

２月 瀬戸内海環境保全臨時措置法によるＣＯＤ負荷量の割当

４月 生活環境係４名に増員

公害センターを設置（庶務係、大気公害科、水質公害科、特殊公害科）

５月 第２回環境美化月間開始

６月 県大気汚染緊急時対策措置要綱制定

県大気汚染緊急時対策実施要領制定

光化学オキシダント緊急時対策実施細目制定

大気環境汚染常時監視テレメータシステム稼働

今切川に水質自動測定装置設置

７月 自然環境保全基本方針制定

９月 排水基準を定める総理府令一部改正公布（アルキル水銀基準改正）
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昭和４９年１０月 鳴門市し尿処理施設５０�／日増設完成

県公害パトロール車配置

公害調査船「ゆうなぎ」配置

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（椿川、福井川、打樋川、橘湾、椿泊湾

及び瀬戸内海水域に係る上乗せ排水基準設定）

１１月 鳥獣保護実績発表大会、川島中学校生物クラブ林野庁長官賞

椿川、福井川、打樋川、橘湾、椿泊湾の水質環境基準類型指定

１２月 水質汚濁防止法施行令一部改正公布（特定施設として旅館、試験研究期間追加）

東邦レーヨン㈱、東亜合成化学工業㈱、日清紡績㈱とそれぞれ公害防止協定を締結（県、徳島市、

北島町）

大塚化学薬品㈱、大塚製薬㈱、大鵬薬品工業㈱、東邦セロファン㈱、新日本理化㈱、四国化成工業

㈱と公害防止協定を締結（県、徳島市）

四国化成工業㈱と公害防止協定を締結（県、北島町）

５０年２月 室戸阿南海岸国定公園の公園区域及び公園計画変更案を環境庁長官に申出

水質汚濁に係る環境基準一部改正公布（ＰＣＢ追加）

排水基準を定める総理府令一部改正公布（ＰＣＢ追加）

３月 三菱石油流出事故による汚染土砂、鳴門市桑島地区へ埋立

県大気汚染緊急時対策措置要綱全部改正

光化学オキシダント緊急時対策実施細目全部改正

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（ｋ値の強化）

４月 徳島、阿南及び鴨島保健所に環境公害係を設置

徳島県廃棄物処理法施行細則施行

国立公園内における各種行為に関する審査指針施行

５月 第３回環境美化月間開始

６月 有害物質を含む廃棄物の取い扱事業所の実態調査実施

中四国猟政策担当者会議（徳島市）

勝浦川に水質自動測定装置設置

７月 産業廃棄物実態調査（製造業）を実施

内閣総理大臣、徳島地域（３市３町）の公害防止計画策定の指示

昭和５０年７月新幹線騒音に係る環境基準告示（環境庁）

騒音規制法による地域指定（２町指定、４市５町改正）

騒音規制法による規制基準を全面改正

８月 衆議院公害対策及び環境保全特別委員会、日本電工㈱徳島工場視察

９月 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律を施行細則の一部改正

１０月 日和佐川、牟岐川、海部川、母川、宍喰川、県南沿岸海域の水質環境基準類型指定

県公害防止条例一部改正公布（クロム関係等改正）

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（日和佐川、牟岐川、海部川、母川、宍

喰川、県南沿岸海域に係る上乗せ排水基準、旅館業、試験研究機関に係る上乗せ排水基準設定及び

クロムに係る規制基準設定並びに騒音規制基準改正）

四国電力㈱との公害防止協定を全面改定（県、阿南市）

１１月 鳴滝鳥獣保護区内２か所設定

鳴滝鳥獣保護実績発表大会石井こぐま会林野庁長官賞

１２月 日本電工㈱との公害防止協定を全面改定（県、阿南市）

５１年１月 富岡港の低質調査実施

２月 国自然環境保全審議会小委員会大鳴門橋建設予定地視察

３月 瀬戸内海環境庁保全対策事業２講演会他実施

㈱大塚製薬工場、大塚化学薬品㈱及び大鵬薬品工業㈱と公害防止協定を締結（県、鳴門市）

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（畜舎に係る上乗せ排水基準改正）
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昭和５１年４月 し尿浄化槽取扱要綱及びし尿浄化槽維持管理指導要領制定

山陽国策パルプ㈱と公害防止協定を締結（県、小松島市）

５月 第４回環境美化月間開始

徳島県野鳥の森（石井町）で鳥獣保護実績発表大会石井こぐま会環境庁自然保護局長賞

県公害測定車「あおぞら号」配置

瀬戸内海環境保全臨時措置法一部改正公布（効力の期限を２年延長）

６月 廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正公布

排水基準を定める総理府令一部改正公布（暫定排水基準削除）

海洋汚染防止法一部改正公布（題名「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改正等

水質汚濁防止法施行一部改正公布（特定施設として、浄水場、中央卸売市場追加）

振動規制法公布

７月 し尿海洋投棄徳島県独自で開始

高炉さい埋立による環境汚染問題発生

大鳴門橋工事着工

県イノシシ被害防除柵設置補助金制度開始

県キジ野生化訓練施設整備事業補助金制度開始

光洋精工㈱と公害防止協定を締結（県、藍住町）

８月 産業廃棄物処理計画（案）県公害対策審議会に諮問

県自然環境保全審議会「高丸山自然環境保全地域の指定」答申

１０月 高丸山鳥獣保護区設定

県北沿岸海域の環境基準類型指定

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（紀伊水道海域に係る上乗せ排水基準の

設定）

１２月 第１次徳島県産業廃棄物処理計画策定

５２年１月 岸化学問題対策審議会開催

�瀬戸内海環境保全協会設立
徳島地域公害防止計画策定（計画期間５１～５５年度）

２月 冷凍いか残さ不法投棄対策協議会開催

３月 小松島市外３町村衛生組合し尿処理場完成

瀬戸内海環境保全対策事業講習会

廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正施行

高丸山自然環境保全地域の指定

第４次鳥獣保護事業計画の策定

鳴門塩業㈱と公害防止協定を締結（県、鳴門市）

５月 第５回環境月間開始

野生鳥獣保護功労者表彰武内恵行（川島中教頭）

日本鳥獣保護連盟会長褒状

８月 審査請求棄却（剣山国定公園牧野林道）

１０月 行政処分取消請求事件応訴（剣山国定公園牧野林道）公判（１回～３回）

５３年１月 徳島県廃棄物処理法施行細則施行

富岡港の低質検査実施

３月 石井町ごみ焼却施設完成

東祖谷山村ごみ焼却施設完成

鳴門公園環境美化協会設定国定公園清掃活動費間接補助団体

紀伊水道海域の水質基準類型指定

３月 公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（紀伊水道海域に係る上乗せ排水基準の

設定）

環境大気測定局設置（中島局）
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昭和５３年３月 県公害防止条例による騒音指定地域の指定（県下全域）

振動規制法による地域指定（４市７町）

振動規制法による規制基準設置等

悪臭防止法による規制基準設定（二酸化メチル等３物質追加）

４月 「徳島県簡易専用水道定期検査手数料微収条例」制定

市街地河川浄化対策推進事業費補助金交付要綱制定

瀬戸内海環境保全基本計画閣議決定

徳島県大気汚染緊急時対策措置要綱全部改正

５月 第６回環境月間開始

探鳥会開催

愛鳥週間ポスター図案富永知恵子（小松島西校３年）日本鳥獣保護連盟会長賞

四国電力㈱との公害防止協定を一部改定（県、阿南市）

神崎製紙㈱との公害防止協定を一部改定（県、阿南市）

６月 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止の一部を改正する法律公布（瀬戸内海環境保全特別

措置法の制定）

７月 第２回緑の国勢調査（植生ほか６）

行政処分取消請求事件公判（４～６回）

二酸化窒素に係る環境基準改定

９月 徳島化製事業�及び岸小三郎と公害防止協定を締結（県、徳島市）
１１月 東山柴小屋鳥獣保護区設定

１２月 ㈱大塚製薬工場、大塚化学薬品㈱及び大鵬薬品工業㈱との公害防止協定を廃止（県、鳴門市）

㈱大塚製薬工場及び大塚化学薬品㈱と公害防止協定を締結（県、鳴門市）

５４年１月 産業廃棄物処理対策指導要綱制定

中央広域ごみ焼却施設完成

徳島市し尿処理施設増設

３月 那賀川の水質環境基準類型指定一部改正

４月 河川等環境浄化事業費補助金交付要綱制定

５月 第７回環境月間開始

柴小屋鳥獣保護区特別保護地区指定

探鳥会開催

野生鳥獣保護功労者表彰 阿部近一、日本鳥獣保護連盟会長賞 島春信、石井小学校 日本鳥獣保

護連盟会長褒状

愛鳥週間ポスター図案 坂東宏行（小松島西高３年）日本鳥獣保護連盟理事長佳作

学質汚濁防止法施行令一部改正公布

６月 第２回緑の国勢調査（植生、湖沼、河川）

ＣＯＤ総量削減基本方針通知（内閣総理大臣から知事あて）

７月 産業廃棄物実態調査実施（全産業）

鳥獣保護及狩猟二関スル法律施行細則の全部改正

燐削減指導方針策定指示（環境庁長官から知事あて）

８月 宝くじ協会助成事業（お茶園休憩所）

１１月 四国のみち保全整備計画調査

渋野鳥獣保護区決定

５５年２月 海部郡衛生ごみ焼却施設完成

徳島市ごみ焼却施設増設

自然歩道網計画調査

２月 行政処分取消請求事件公判（８回～１４回）

３月 ＣＯＤ総量削減計画策定

四国電力㈱との公害防止協定を一部改定（県、阿南市）
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昭和５５年５月 第８回環境月間開始

第１回散在性廃棄物処理対策会議開催

８月 お茶園休憩所竣工

９月 松茂町し尿処理施設新設工事竣工

１０月 第２回散在性廃棄物処理対策会議開催

藍住町ごみ処理施設新設工事竣工

５６年２月 産業廃棄物処理計画（案）県公害対策審議会に諮問

３月 三好郡環境衛生組合増設工事竣工

鳴門市ごみ焼却及び粗大ごみ処理施設増設工事竣工

行政処分取消請求一審判決（県側の全面勝訴）

四国のみち整備計画決定

三好郡行政組合ごみ処理施設増設工事竣工

徳島県産業廃棄物処理計画策定

徳島地域公害防止計画策定（計画期間５６～６０年度）

５月 第９回環境月間開始

６月 大気汚染防止施行令一部改正公布（総量規制「指定ばい煙」に窒素酸化物追加指定）

環境庁告示一部改正公布（浮遊粒子状物質の測定方法追加）

７月 瀬戸内海環境保全県計画策定

１１月 未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査実施

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令一部改正公布（特定施設として、た

ばこ製造行追加）

１２月 富岡港の低質調査実施

５７年３月 藍住町し尿処理施設新設工事竣工

北島町し尿処理施設新設工事竣工

環境庁告礼一部改正公布（水質環境基準の測定方法及び排出基準の検定法法改正）

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例一部改正公布（排出基準検定法の改正）

４月 保健環境部公害対策課、環境保全課に改組

上下水道係を水道係に改称

鳥獣保護係を農林水産部林政課へ移管

５月 第１０回環境月間実施

ＣＯＤ総量規制基準改正（たばこ製造業追加）

６月 水質汚濁防止法施行令一部改正（特定施設として、地方卸売市場追加）

８月 自然観察指導員講習会実施

１１月 四国電力㈱との公害防止協定を一部改正（県、阿南市）

１２月 ＣＯＤ総量規制基準改正（地方卸売市場追加）

環境庁告示一部改正（湖沼に係る窒素及び燐の水質環境基準設定）

５８年１月 未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査実施

２月 行政処分取消請求事件控訴審判決（県側の全面勝訴）

３月 板野郡し尿処理施設２０�／日完成

徳島市汚泥脱水機完成

小松島市ごみ処理施設７０t／日完成

松茂総ごみ処理施設１５t／日完成

神崎製紙㈱との公害防止協定を一部改正（県、阿南市）

騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の規制に基づく区域区分を

設定

３月 特定建設業に伴ってい発生する騒音の規制に関する基準別表第１号に規定する知事が指定する地域

を設定

４月 衛生研究所と公害センターが統合し、保健環境センターとして発足
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昭和５８年５月 第１１回環境月間実施

６月 未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査実施

５９年３月 簡易水道等施設統合整備県費補助制度及び同和地区水道施設整備県費補助制度を全面改正（５９年４

月施行）

徳島市し尿処理施設１５０�／日完成

鴨島町ごみ処理施設３６t／日完成

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例の一部改正公布（冷凍調理食品製造業に係る上乗せ基

準の設定）

５月 第１２回環境月間実施

６月 第３回緑の国勢調査（海域生物）

７月 産業廃棄物実態調査

公害紛争処理条例の一部改正公布（調停申請等手数料の改正）

湖沼水質保全特別措置法公布

８月 自然観察指導員講習会実施

環境影響評価実施要綱の閣議決定

６０年１月 大塚製薬㈱との公害防止協定を一部改定（県、徳島市）

３月 海部郡衛生処理事務組合し尿処理施設２５�／日完成

阿北環境整備組合し尿処理施設１００�／日完成

北島町ごみ処理施設２６t／日完成

名水百選に「江川の湧水」及び「剣山御神水」の２件が選出

５月 第１３回環境月間実施

�自然公園美化管理財団鳴門支部設置
６月 第３回緑の国勢調査（特定植物、海域生物、河川、湖沼）

７月 水質汚濁防止法一部改正公布（都道府県水質審議会廃止）

９月 大気汚染防止法施行令別表第１一部改正公布（小型ボイラー追加）

１２月 産業廃棄物処理計画（案）県公害対策審議会に諮問

県公害防止条例一部改正公布（件水質審議会廃止）

６１年１月 県水質審議会廃止

２月 徳島県第三次産業廃棄物処理計画策定

北島町一般廃棄物最終処分場（１４，４２０㎡）完成

３月 大気汚染常時監視テレメータシステム更新工事完工

７月 第３回緑の国勢調査［特定植物群落調査（追加調査、育成状況調査）］

９月 県自然環境保全審議会「剣山国定公園計画の変更について」答申

剣山国定公園計画（保護計画及び利用計画）変更

１０月 環境庁及び厚生省、小松島大型通港湾の廃棄物の埋立処分の用に供される水面立地指定

１１月 自然観察事業員研修会実施

徳島市第二焼却場建設につき高松高裁徳島市側勝訴判決

㈱大塚製薬工場及び大塚化学㈱（旧 大塚化学薬品㈱）との公害防止協定を一部改定（県、鳴門市）

鳴門塩業㈱との公害防止協定を一部改定（県、鳴門市）

１２月 剣山国定公園計画（知事決定の利用計画）変更

６２年１月 阿南地域公害防止計画を策定（計画期間昭和６１～平成２年度）

騒音に係る環境基準の地域類型を指定（４市６町）

公害防止船「ゆうなぎ」を建造

３月 特定民有地等買上事業による天然林（剣山国定公園・一の森地区）の買上げ

徳島市が水質汚濁防止法に基づく政令指定市となる

４月 �徳島県浄化槽装置協会指定検査機関として法定検査業務開始
徳島県浄化事務取扱要綱制定施行

ＣＯＤ総量削減計画を策定
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昭和６２年５月 ＣＯＤ総量規制基準を改定

６月 新町川の水質環境基準類型指定を改定

８月 鳴門市北灘沖で大量の赤潮が発生し、養殖ハマチに被害

９月 山川町ごみ焼却施設着工

１０月 キプロス船籍貨物船「エルフセリア２号」が県南沖で座礁し、重油流出

大気汚染防止施行令、同施行規則一部改正（ガスタービン及びディーゼル機関をばい煙発生施設に

追加）

１１月 県大気汚染観測用移動測定車「宝くじ号」配置

１２月 阿南市外二町衛生組合ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設着工

「瀬戸内海の環境保全に関する徳島県計画」変更

大鵬薬品工業㈱との公害防止協定を一部改定（県、徳島市）

６３年２月 吉野川環境整備組合し尿処理施設更新

３月 海部郡衛生処理事務組合し尿処理施設更新

「徳島県空き缶等の散乱の防止に関する条例」公布

特定民有地等買上事業による天然林（検山国定公園・一の森地区、剣山地区）の買上げ

４月 環境大気中のアスベスト濃度調査（調査機関昭和６３～平成２年度）

５月 特定物質の規則等によるオゾン層の保護に関する法律公布

８月 水質汚濁防止法施行令一部改正（共同調理場、弁当仕出屋、弁当製造業及び飲食店を規制対象に追

加）

平成元年１月 光洋精工㈱との公害防止協定を一部改定（県、藍住町）

３月 ＣＯＤ総量規制基準改正（共同調理場等追加）

４月 山川町ごみ焼却場（１３t／日）完成

５月 一宇村ごみ焼却場（２t／日）完成

東洋レーヨン㈱との公害防止協定を一部改定（県、徳島市、北島町）

８月 公害の防止に係る規制の基準に関する条例一部改正（共同調理場に係る上乗せ排水水準の設定）

１０月 水質汚濁防止法一部改正（地下水の規制、水質測定を開始）

２年２月 山陽国際パルプ㈱との公害防止協定を一部改定（県、小松島市）

３月 徳島県地域環境保全基金（４億円）を設置、同条例を公布、施行

４月 板野町ごみ焼却場（１６t／日）完成

�沖州環境センター設立
大塚化学㈱との公害防止協定を一部改定（県、徳島市）

５月 環境庁がゴルフ場使用農薬のよる水質汚濁の防止に係る暫定指導方針を策定

６月 水質汚濁防止法一部改正公布（生活排水対策の推進）

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止の関する法律公布

９月 水質汚濁防止法施行令一部改正公布（生活排水対策の推進）

１０月 阿南市外二町衛生組合ごみ焼却施設（１２０t／日）及び粗大ごみ処理施設（３０t／日）完成

３年２月 瀬戸内海国立公園計画（保護計画及び利用計画に変更）

徳島市ごみ処理施設（１８０t／日）完成

３月 産業廃棄物処理計画（案）県公害対策審議会に諮問

徳島県第四次産業廃棄物処理計画策定

悪臭防止法の規定による規制地域を指定し、悪臭防止法の規定による規制基準を改正

ＣＯＤ総量削減計画を策定

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律一部改正公布

４月 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づく燐及びその化合物に係る削減指導方針を策定

５月 県合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部改正（補助対象を５０人槽まで拡大）

５月 県、「化学的酸素要求量に係る総量規制基準を定める件について」を告知

第１９回環境月間開始

７月 「水質汚濁防止法の規定に基づく生活排水対策重点地域を定める件」を告知
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平成３年９月 県ごみ対策検討委員会設置（流通、消費、行政等各界代表によるごみ問題についての検討）

１０月 東亜合成化学工業㈱との公害防止協定を一部改定（県、徳島市、北島町）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律一部改正公布

１２月 �沖州環境センター廃棄物最終処分場余水処理場施設等落成式
神崎製紙㈱との公害防止協定を一部改定（県、阿南市）

４年２月 県環境対策連絡本部を設置

３月 公害の防止に係る規制の基準等に関する条例の一部改正公布（特定建設作業に伴って発生する騒音

の規制基準の一部改正）

４月 機構改革により、保健環境部に環境局が設置され、この下に従来の環境保全課を分割し「環境保全

課」、「環境整備室」を設置、また公害対策課を「環境管理課」とし、企画調整係を環境管理課か

ら環境保全課へ移管

５月 第２０回環境月間開始

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律公布

６月 絶滅のおそれのある野生動植物の保存に関する法律公布

瀬戸内海の環境保全に関する徳島県計画の一部変更

ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで地球サミット（国際環境開発会議：ＵＮＣＥＤ）開催、リオ宣

言、アジェンダ２１採択

７月 廃棄物の処理及び清掃に関する法律一部改正施行

８月 徳島県環境影響評価要綱告示

９月 環境庁、ゴルフ場の建設及び運営に係る環境配慮指針を取りまとめる

徳島県環境フェア開催

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令、施行規則公布

１０月 徳島県ごみ対策検討委員会提言

１２月 厚生省、水道水質基準を改正（水質基準に関する省令、水道法施行規則等の一部を改正する省令公

布）

５年２月 徳島県環境影響評価要綱施行

３月 水質汚濁に係る環境基準の改正（健康項目の追加等）

公害の防止に係る規制の基準等に関する条例の一部改正（みなし指定地域特定施設のみを設置する

工場又は事業場に係る上乗せ排水基準の設定）

徳島県地域開発環境配慮ガイドライン策定

地球環境問題に対する取組方針を環境対策連絡調整本部で決定

４月 機構改革により、環境整備室に企画係を設置

山陽国策パルプ㈱との公害防止協定を廃止し、日本製紙㈱と公害防止協定を締結（県、小松島市）

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行

環境庁がトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについて、大気環境指針（暫定値）策定

５月 第２１回環境月間開始

６月 悪臭防止施行令の一部改定（トルエン等１０物質の追加）

橘湾石炭火力発電所計画についての建設の申し入れ

８月 水質汚濁に係る環境基準の改定（海域の窒素及び燐の環境基準設定）

水質汚濁防止法施行令の一部改正（海域の窒素及び燐の排水基準設定）

９月 悪臭防止法に係る悪臭物質の測定法の一部改正

神崎製紙㈱との公害防止協定を全面改定（県、阿南市）

１０月 橘湾石炭火力発電所計画について徳島県環境影響評価要綱に基づく知事意見

計量法の施行に伴う騒音規制法及び振動規制法の総理府令等の一部改正

勝浦町ごみ処理施設（９t／日）完成

平成５年１１月 丹生谷環境衛生組合し尿処理施設（１６�／日）完成

環境基本法及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布、施行環境基本法の

一部の施行期日を定める政令、環境基本法の施行に伴う関係制令の整備に関する政令、環境基準に
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係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令、中央環境審議会令及び公害対策会議令の公布、

施行徳島県環境フェア’９３開催

１２月 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律関連政令一部改正公布

水質汚濁防止法施行令の一部改正（有害物質を追加し排水基準設定）

厚生省、水道水質の新基準を施行

国、アジェンダ２１行動計画策定

６年２月 土壌の汚染に係る環境基準の一部改正告示

３月 特定水道利水障害防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布

５月 剣山国定公園（公園区域及び公園計画）変更

小松島港赤石地区湾岸整備事業について、閣議決定要綱に基づく知事意見

６月 第２２回環境月間開始

７月 瀬戸内海環境保全基本計画の変更及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の改正

県、環境審議会条例を制定

８月 徳島東部都市計画道路小松島鳴門線、川内線について、閣議決定要綱に基づく保健環境部長意見

１０月 徳島環境フェア’９４を開催

１２月 国、環境基本計画を閣議決定

７年２月 四国電力㈱及び電源開発㈱と環境保全協定を締結（県、阿南市）

四国電力㈱との公害防止協定を一部改定（県、阿南市）

３月 県、徳島環境プランを徳島県環境審議会に諮問

県、第５次産業廃棄物処理計画、ごみ減量化・再生利用推進計画を策定

特定民有地買上げ事業による天然林（剣山国定公園・しもあれ地区）の買上げ

４月 機構改革により、保健環境部を廃止し環境生活部が新設され、この下に、従来の環境保全課を「環

境政策課」に、また、環境整備室を「環境整備課」とし、環境保全課にあった水道係及び環境衛生

係を生活衛生課へ移管。企画調整係が政策調整係に改称された。

悪臭防止法の規定による規制地域を指定し、同法の規定による規制基準を改正

５月 徳島県一般廃棄物処理（ごみ）指導指針策定

徳島化製事業�及び岸小三郎との公害防止協定を廃止（県、徳島市）
徳島化製事業�と公害防止協定を締結（県、徳島市）

６月 第２３回環境月間開始

徳島環境プラン策定、徳島県環境対策推進本部を設置

国、国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画を閣議決定

１０月 徳島環境フェア’９５開催

国、生物多様化性国家戦略を地球環境保全に関する関係閣僚会議で決定

１２月 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行

一般国道５５号日和佐道路について、閣議決定要綱に基づく知事意見

８年２月 県、徳島環境プラン資料編を策定（県、徳島市）

３月 新王子製紙㈱（旧 神崎製紙㈱）との公害防止協定を一部改定（県、阿南市）

睦技研㈱と環境保全協定を締結（県、徳島市）

特定民有地等買上げ事業による天然林（剣山国定公園・しもれ地区）の買上げ

６月 第２４回環境月間開始

とくしま環境県民のつどい’９６開催

７月 気候変動枠組条約第２回締約国会開催（ジュネーブ）、第３回締約国会議の９年１２月、京都での

開催決定

中央環境審議会「環境基本計画」の進捗状況の第１回点検結果を閣議報告

８月 県が実施した剣山山頂木道整備事業が、四国の優良工事を選定する８年度「きらめき創造大賞」グ

ランプリ受賞

９月 エコオフィスとくしま・県率先行動計画策定

徳島グランドワークフォーラム開催
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平成８年１０月 徳島環境フェア’９６開催

１２月 徳島県東部都市計画道路阿南・鳴門線について閣議決定要綱に基づく環境生活部長意見

９年２月 徳島県環境影響評価要綱の一部改正

３月 美馬環境整備組合廃棄物処理施設（７２t）竣工

４月 徳島県浄化槽取扱要綱の一部改正

機構改革により、環境整備課に浄化槽整備係を設置

５月 クリーン・リサイクル推進徳島県民会議設立

６月 第２５回環境月間開始

とくしま環境県民のつどい’９７開催

環境影響評価法公布

８月 県、徳島県環境基本条例（仮称）のあり方について、徳島県環境審議会に諮問

９月 瀬戸内海における新たな環境保全・創造施策のあり方について、瀬戸内海環境保全審議会に諮問

１０月 とくしま環境県民のつどい’９７徳島環境フェア開催

東亞合成㈱（旧 東亜合成化学工業㈱）との公害防止協定を一部改定（県、徳島市、北島町）

１２月 気候変動枠組条約第３回締約国会議を京都で開催

日本製紙㈱との公害防止協定を一部改定（県、小松島市）

１０年３月 室戸阿南海岸国定公園（公園区域及び公園計画）変更

石井町し尿処理施設（３５�／日）竣工

四国化成工業㈱との公害防止協定を一部改定（県、徳島市）

５月 「徳島県ごみ処理広域計画」を策定

�沖洲環境センターが�徳島県環境整備公社に組織改正
６月 「特定家庭用機器再商品化法」公布

とくしま環境県民のつどい’９８開催

地球温暖化対策推進大綱が政府の地球温暖化対策推進本部で決定

１０月 地球温暖化対策の推進に関する法律公布

１１月 徳島県環境影響評価条例（仮称）のあり方について、徳島県環境審議会に諮問

１１年１月 瀬戸内海における新たな環境保全・創造施策のあり方について、瀬戸内海環境保全審議会から答

２月 第５次水質総量規制のあり方について、中央環境審議会に諮問

３月 徳島県環境基本条例を制定

阿南市外二町衛生組合し尿処理施設（１０６�／日）竣工

４月 徳島飛行場拡張整備事業及び徳島空港周辺整備事業に係わる環境影響評価方法書について、法に基

づく知事意見

地球温暖化対策の推進に関する基本方針の閣議決定

６月 鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律の一部改正

「徳島県ダイオキシン類対策推進指針」を策定

７月 ダイオキシン類対策特別措置法公布

徳島県公害防止条例で、自動車の不必要なアイドリングを規制

１１月 徳島県環境影響評価条例（仮称）のあり方について、徳島県環境審議会から答申

１２年１月 ダイオキシン類対策特別措置法施行

とくしま環境県民会議が設立され、設立総会において「とくしま環境宣言」を採択

２月 第５次水質総量規制のあり方について、中央環境審議会から答申

３月 徳島県環境影響評価条例公布

徳島県地球温暖化対策地域推進計画を策定

クリーン・リサイクル推進徳島県民会議を廃止

三好郡行政組合リサイクルプラザ（１７t／日）竣工、三好郡行政組合埋立処分地施設（５０，０００�）竣工
石井町埋立処分地施設（６４，３００�）竣工

３月 小松島市外三町村衛生組合し尿処理施設（８７�／日）竣工

松茂町資源・粗大ごみ処理施設（９．５t／日）竣工
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平成１２年４月 機構改革により、環境整備課に循環型社会推進チームを設置

徳島飛行場拡張整備事業及び徳島空港周辺整備事業に係わる環境影響評価準備書について、法に基

づく知事意見

小松島港沖洲（外）地区整備事業に係わる環境影響評価方法書について、要綱に基づく知事意見

５月 「建設工事に係わる資材の再資源化に関する法律」公布

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」公布

６月 「徳島県ダイオキシン類対策取組方針」を策定

「循環型社会形成推進基本法」公布

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正公布

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の公布

「再生資源の利用の促進に関する法律」の一部改正公布

７月 徳島県浄化槽取扱要綱を改正し、合併処理浄化槽の設置を義務づけ

第４２回自然公園大会開催

８月 徳島県環境影響評価条例施行規則公布

地球温暖化対策の推進法第８条第１項に基づく「実行計画」として、エコオフィスとくしま・県率先

行動計画（第２次）を策定

国際職制学会議・国際シンポジウム徳島会議開催

９月 徳島２１世紀環境創造拠点将来構想「２１世紀における環境の保全及び創造の拠点のあり方について」

を策定

１１月 第１回「とくしま環境県民のつどい～クリーン＆グリーンフェア」の開催

１２月 瀬戸内海環境保全基本計画変更閣議決定

１３年２月 徳島県環境影響評価条例施行規則の一部改正

３月 「徳島県の絶滅のおそれのある野生生物」の発刊、「徳島県地球環境保全行動計画」を策定

徳島県環境影響評価技術指針告示

４月 機構改革により、環境生活部を廃止し、新たに設置された県民環境部に環境局が設置され、この下

に「循環型社会推進課」、「廃棄物対策課」、「環境管理課」を設置

５月 小松島港沖洲（外）地区整備事業に係わる環境影響評価準備書について、条例に基づく知事意見

６月 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」公布

�徳島県環境整備公社橘廃棄物最終処分場竣工、供用開始
「特定製品に係わるフロン類の回収及び破棄の実施の確保に関する法律」公布

１０月 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の一部改正公布

第２回「とくしま環境県民のつどい～クリーン＆グリーンフェア」の開催

１１月 徳島小松島港沖須（外）地区整備事業に係わる環境影響評価書について、条例に基づく知事意見

１４年７月 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る第５次総量削減計画を策定

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を設定

瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画を策定

７月 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」公布

８月 大塚化学㈱との公害防止協定を廃止（県、徳島市）

㈱大塚製薬工場及び大塚化学㈱との公害防止協定を廃止（県、徳島市）

９月 大塚化学㈱及び大塚食品㈱と公害防止協定を締結（県、徳島市）

㈱大塚製薬工場、大塚化学㈱及び大塚食品㈱と公害防止協定を締結（県、鳴門市）

日清紡績㈱との公害防止協定を全面改定（県、徳島市、北島町）

徳島県環境影響評価条例施行規則の一部改正

１１月 第１回ごみゼロ推進全国大会の開催
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